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第1章 本研究の概要 

 

1.1 研究の背景 

 

国内における歩行者対四輪車の交通事故では、年間約 4 万 6 千人（H26）の死傷者が発生して

おり、このうち、道路以外の駐車場等における死傷者数は年間約６千人（H26）に及んでいる。 
また、車両事故（保険事故）の約 3 割は駐車場内で発生している。 
このように、交通事故の発生個所は道路上に限定されるものではなく、本来走行することが主

目的ではない駐車場という場所が、実は事故の危険性を大きくはらんだ場所であるといえる。 
駐車場等における事故では、高齢者の死傷者数が増加傾向にある一方で、アクセルの踏み間違

いによる暴走事故が頻発する等、高齢者が加害者となるケースも増えており、社会問題となりつ

つある。 
人口の高齢化が進む中で、このような事故の危険性は今後も高まることが予想されることから、

駐車場内の事故の減少にむけた安全性向上のための多面的な取り組みの必要性が高まっている

状況である。 
 

1.2 研究の目的 

 
上記の状況を踏まえて、本研究では、駐車場内で発生している事故の現況を把握し、駐車場内

の事故の要因となる課題の分析を行い、合わせて駐車場内事故の減少に資する取り組みや技術の

開発・導入時状況等の事例調査を行う。 
さらに、これらの調査結果を基に、駐車場施設における設備や誘導方法等の改善内容を検討し

たうえで運用改善案を作成し、駐車場の安全性向上のための提案を行うことを目的とする。 
 

1.3 研究の流れ 

 
本研究の研究フローは、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-1 本研究の流れ 

 

1.駐車場内で発生する事故の現況調査 

・既存の統計調査等を基に、駐車場内の事故の発生状況等を整理 

・調査結果を基に、事故の特性を要因別に類型化したうえで、要因別に課題を分析 

2.事故減少のための技術的対応事例の調査 

・駐車場内での事故減少に対応する自動車や駐車設備等の開発・導入状況を事例と

して整理 

3.駐車場内の事故減少に向けた運用改善案の提案 

・駐車場内の事故の要因別の課題に対して、駐車場施設の運用面から対応するため

の運用改善案を作成したうえで整備優先性・整備効果を検証 

・運用改善案を基に、既存駐車場へ適用した場合を想定したモデルケースを作成 
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1.1 調査の前提条件の整理 

 

1-1-1 本研究における駐車場等の定義 

 
本研究で扱う交通事故は、交通事故統計において「一般交通の場所」で発生した事故を想定して

いる。 

「一般交通の場所」とは、道路交通法第 2条一項 1号に定める「一般交通の用に供するその他の

場所」のうち、私道等一般的に道路としての構造を有する場所を除いた広場や空地、高速道路のサ

ービスエリア、パーキングエリアなどが含まれる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2 道路の区分 

【道路交通法】 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 道路 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第二条第一項に規定する道路、道路運送法（昭和二十六年
法律第百八十三号）第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 

 
※ITARDA の駐車場等の事故データの定義（交通事故レポートより抜粋） 

 
 

 

 

 

 

 

1-1-2 対象とする駐車場等 

 
本研究の対象とする駐車場等は、主に自走式駐車場等における事故を基本として取り扱う。 
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第2章 駐車場内で発生する事故の状況調査 

 

1. 本章の調査内容 

 

本章では、駐車場内で発生する事故の状況調査を行う。 

調査は、交通事故統計データなどから、駐車場における事故の内容を数量的に把握し、さらに、

裁判例等を基に事故の発生状況の分類を行う。 

これらの結果を基に、事故発生状況別に発生要因の分析と課題の抽出を行う。 

 

 

 

 

 

図 2-1 本章の調査内容 

 
  

駐車場内で発生する事故の状況把握 

【事故件数および事故の内容把握】 

資料：ＩＴＡＲＤＡ事故統計データ等の統計データ 

●主な調査項目（視点） 

・人的要因 

・法令違反 

・事故種類 

・気象、環境 

 

☜当事者の属性との関連を整理 

・年齢 

・性別 

・用途 等 

 

数 量 的 な 状 況

把握 

駐車場事故の類型化 

【駐車場内の事故の発生状況の分類】 

資料：裁判例 等 

●分類の視点 

・事故類型・発生状況を基に分類 

課 題 分 析 の た

め に 事 故 の 発

生 状 況 を系 統

的に分類・整理 

【駐車場内事故の要因と課題の分析】 

●分析の視点 

・分類した事故発生状況に対応する発生要因の分析と課題を抽出 
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あたる。 
昼夜別では、昼のほうが全事故に対する割合がやや高くなる傾向にある。 
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図 2-4 交通事故の発生件数（H28） 
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2. 既存資料による駐車場内の事故発生状況調査 

 

2.1 統計データ等による駐車場の事故発生状況 

 
本項では、「交通事故総合分析センター（ITARDA）」等の統計データや裁判例等を基に駐車

場内における事故の発生状況を整理・分析を行う。 
 

2-1-1 交通事故総合分析センター（ITARDA）の事故統計 

 

 駐車場等の交通事故による死傷者数の推移 

 
近年、交通事故による死傷者数は、全体的には減少傾向にある。 
交差点や単路における死傷者数は約 2 割程度減少しているが、駐車場ではほぼ横ばい傾向と

なっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ 

図 2-3 事故種類別の事故発生状況 
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出典：交通事故分析センター統計データ 

図 2-3 事故種類別の事故発生状況 
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 人対車両の事故の傾向（第二当事者：歩行者） 

第二当事者（歩行者）の事故の人的要因をみると、全ての交通状況において「人的要因なし」

が大部分を占めており、歩行者に起因する事故は少ない。 
しかし、歩行者が「横断中」の場合は他に比べて「発見の遅れ」、「判断の誤り等」の割合が

高くなっている。 
「発見の遅れ」のうち、「安全不確認」の内訳をみると、「路上」と「横断中」では「安全確

認なし」が高く、「対面通行中」、「背面通行中」では「安全確認不十分」が高くなっている。 
環境的要因については、殆ど影響はみられなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-6 人対車両の事故の傾向（第二当事者：歩行者） 

 
  

主な人的要因  

主な人的要因  

事故の主な発生状況  

①その他(74％) 

②背面通行中(10％) 

③横断中(7％) 

主な人的要因  

①人的要因なし 

※その他 (82％) 

※背面通行中 (83％) 

※横断中 (63％) 

要因内訳：※内訳なし 

要因内訳：※内訳なし 

・相手がルールを守ると思った(14％) 

・相手が譲る・停止すると思った(75％) 

②発見の遅れ(20％) 

※横断中のみ 

要因内訳：安全不確認（92％） 

 

・安全確認不十分 (44％) 

・安全確認なし(56％) 

③判断の誤り等 (11％) 

※横断中のみ 

※用語の補足 

「人的要因なし」 

歩行者に人的要因が認められない場合をいう。 

「発見の遅れ」 

車両等の運転者が相手方当事者を事故発生に至るまで全く発見できなかった場合、相手方当事者を制動距離内

に至って始めて発見したため回避できなかった場合等をいう。 

「判断の誤り等」 

車両等の運転者が危険又は危険のおそれのある事象（状態）を認識したが、主観的事由によりいまだ具体的危険が

ない、衝突又は接触しない等と判断して必要な措置をとらなかったために、事故を発生させた場合をいう 

6 

 

 駐車場等で発生している事故の傾向 

 
交通事故分析センター統計データより、駐車場内で発生している事故の傾向を事故種類別に

整理する。 
なお、交通事故データの詳細については 10 頁以降に示す。 
 

 人対車両の事故の傾向（第一当事者：車両） 

人対車両の事故は、駐車場等における事故の約 3 割を占めている。 
事故の主な発生状況は、「その他」が最も多く、これ以外では、「背面通行中」、「横断中」で

ある。 
事故の主な人的要因としては、「発見の遅れ」であり、このほか「判断の誤り等」である。 
これらは、安全確認の不足や、注意の散漫、思い込み等に起因するものである。 
なお、これらの傾向について、年齢や性別・環境による大きな違いはみられなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-5 人対車両の事故の傾向（第一当事者：車両） 

 
  

主な人的要因  

主な人的要因  事故の主な発生状況  

①その他 (74％) 

②背面通行中 (10％) 

③横断中 (7％) 

要因内訳：安全不確認（88％） 

 ①発見の遅れ(87％) ・安全確認不十分 (69％) 

・安全確認なし(31％) 

要因内訳：外在的前方不注意（10％） 

 ・他車等に脇見 (30％) 

・景色に見とれる(22％) 

要因内訳：動静不注視（79％） 

②判断の誤り等 (7％) ・その他危険ではない(77％) 

・相手が譲ってくれると思った(20％) 

要因内訳：予測不適（18％） 

・その他相手の予見ミス(43％) 

・運転感覚の誤り(40％) 

※用語の補足 

「発見の遅れ」 

車両等の運転者が相手方当事者を事故発生に至るまで全く発見できなかった場合、相手方当事者を制動距離内

に至って始めて発見したため回避できなかった場合等をいう。 

「安全不確認」 

確認が可能な速度に減速（徐行、一時停止）しながら、可能な確認を尽くさなかったために相手当事者を発見でき

ず、又は発見が遅れ事故を発生させた場合をいう。 

「判断の誤り等」 

車両等の運転者が危険又は危険のおそれのある事象（状態）を認識したが、主観的事由によりいまだ具体的危険が

ない、衝突又は接触しない等と判断して必要な措置をとらなかったために、事故を発生させた場合をいう。 
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 人対車両の事故の傾向（第二当事者：歩行者） 
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出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-5 人対車両の事故の傾向（第一当事者：車両） 
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②背面通行中 (10％) 
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・相手が譲ってくれると思った(20％) 

要因内訳：予測不適（18％） 

・その他相手の予見ミス(43％) 

・運転感覚の誤り(40％) 

※用語の補足 

「発見の遅れ」 

車両等の運転者が相手方当事者を事故発生に至るまで全く発見できなかった場合、相手方当事者を制動距離内

に至って始めて発見したため回避できなかった場合等をいう。 

「安全不確認」 

確認が可能な速度に減速（徐行、一時停止）しながら、可能な確認を尽くさなかったために相手当事者を発見でき

ず、又は発見が遅れ事故を発生させた場合をいう。 

「判断の誤り等」 

車両等の運転者が危険又は危険のおそれのある事象（状態）を認識したが、主観的事由によりいまだ具体的危険が

ない、衝突又は接触しない等と判断して必要な措置をとらなかったために、事故を発生させた場合をいう。 
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 車両単独の事故の傾向 

車両単独の事故は、駐車場等における事故の約 1 割を占めている。 
事故の主な発生状況は、「工作物衝突」が最も多く、これ以外では、「駐車車両（への接触）」、

「その他」である。 
事故の主な人的要因としては、「操作上の誤り」と「発見の遅れ」がほぼ半々となっている。 
「操作上の誤り」は、未成年と高齢者で高くなる傾向にあり、またその内訳では「ペダルの

踏み違い」が高くなっている。 
「発見の遅れ」については、安全不確認に起因するものが殆どであり、性別等による違いは

あまりみられない。 
環境的要因については、殆ど影響はみられなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-8 車両単独の事故の傾向（第一当事者） 

 
  

※用語の補足 

「操作上の誤り」 

車両等の操作が不適切であったり、操作そのものが適切に行えなかったために、事故を発生させた場合をいう。

「発見の遅れ」 

車両等の運転者が相手方当事者を事故発生に至るまで全く発見できなかった場合、相手方当事者を制動距離

内に至って始めて発見したため回避できなかった場合等をいう。 

「安全不確認」 

確認が可能な速度に減速（徐行、一時停止）しながら、可能な確認を尽くさなかったために相手当事者を発見で

きず、又は発見が遅れ事故を発生させた場合をいう。 

主な人的要因  事故の主な発生状況  

①工作物衝突 (38％) 

②駐車車両 (30％) 

③その他 (16％) 

①操作上の誤り(49％) 

主な人的要因  

②発見の遅れ(48％) 

要因内訳：安全不確認（85%） 

・安全確認不十分 (59％) 

・安全確認なし(41％) 

要因内訳  

・ペダル踏み違い(49％) 

要因内訳：外在的前方不注意（10%） 

 ・他車等に脇見 (19％) 

・景色にみとれる(18％) 

・物を落とした、取ろうとした(13％) 

・同乗者等に脇見 (11％) 

・ハンドル操作不適 (12％) 

・その他操作不適 (19％) 
未成年と高齢者：高  
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 車両相互の事故の傾向 

車両相互の事故は、駐車場等における事故の約 7 割を占めている。 
事故の主な発生状況は、「後退時」が最も多く、これ以外では、「その他」、「出会い頭」であ

る。 
事故の主な人的要因としては、大部分が「発見の遅れ」であり、このほかでは「操作上の誤

り」である。 
「発見の遅れ」については、安全不確認に起因するものが殆どであり、性別等による傾向の

違いはあまりみられない。 
「操作上の誤り」については、性別によりやや傾向が異なり、女性はペダルの踏み違い等の

操作ミスがやや高く、男性はブレーキ踏み遅れ等がやや高くなる傾向にある。 
環境的要因については、殆ど影響はみられなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-7 車両相互の事故の傾向（第一当事者） 

 
 
 

※用語の補足 

「発見の遅れ」 

車両等の運転者が相手方当事者を事故発生に至るまで全く発見できなかった場合、相手方当事者を制動距離内

に至って始めて発見したため回避できなかった場合等をいう。 

「安全不確認」 

確認が可能な速度に減速（徐行、一時停止）しながら、可能な確認を尽くさなかったために相手当事者を発見でき

ず、又は発見が遅れ事故を発生させた場合をいう。 

「判断の誤り等」 

車両等の運転者が危険又は危険のおそれのある事象（状態）を認識したが、主観的事由によりいまだ具体的危険が

ない、衝突又は接触しない等と判断して必要な措置をとらなかったために、事故を発生させた場合をいう 

主な人的要因  

②操作上の誤り(7％) 

主な人的要因  

①発見の遅れ(89％) 

事故の主な発生状況  

①後退時 (59％) 

②その他 (13％) 

③出会い頭 (12％) 

要因内訳：安全不確認（94％） 

 ・安全確認不十分 (64％) 

・安全確認なし(37％) 

要因内訳  

・ペダル踏み違い(32％) 

・ブレーキ踏み遅れ(28％) 

・その他操作不適 (17％) 

・ハンドル操作不適 (12％) 

男性：高  

女性：高  
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 車両単独の事故の傾向 

車両単独の事故は、駐車場等における事故の約 1 割を占めている。 
事故の主な発生状況は、「工作物衝突」が最も多く、これ以外では、「駐車車両（への接触）」、

「その他」である。 
事故の主な人的要因としては、「操作上の誤り」と「発見の遅れ」がほぼ半々となっている。 
「操作上の誤り」は、未成年と高齢者で高くなる傾向にあり、またその内訳では「ペダルの

踏み違い」が高くなっている。 
「発見の遅れ」については、安全不確認に起因するものが殆どであり、性別等による違いは

あまりみられない。 
環境的要因については、殆ど影響はみられなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-8 車両単独の事故の傾向（第一当事者） 

 
  

※用語の補足 

「操作上の誤り」 

車両等の操作が不適切であったり、操作そのものが適切に行えなかったために、事故を発生させた場合をいう。

「発見の遅れ」 

車両等の運転者が相手方当事者を事故発生に至るまで全く発見できなかった場合、相手方当事者を制動距離

内に至って始めて発見したため回避できなかった場合等をいう。 

「安全不確認」 

確認が可能な速度に減速（徐行、一時停止）しながら、可能な確認を尽くさなかったために相手当事者を発見で

きず、又は発見が遅れ事故を発生させた場合をいう。 

主な人的要因  事故の主な発生状況  

①工作物衝突 (38％) 

②駐車車両 (30％) 

③その他 (16％) 

①操作上の誤り(49％) 

主な人的要因  

②発見の遅れ(48％) 

要因内訳：安全不確認（85%） 

・安全確認不十分 (59％) 

・安全確認なし(41％) 

要因内訳  

・ペダル踏み違い(49％) 

要因内訳：外在的前方不注意（10%） 

 ・他車等に脇見 (19％) 

・景色にみとれる(18％) 

・物を落とした、取ろうとした(13％) 

・同乗者等に脇見 (11％) 

・ハンドル操作不適 (12％) 

・その他操作不適 (19％) 
未成年と高齢者：高  

8 

 

 車両相互の事故の傾向 

車両相互の事故は、駐車場等における事故の約 7 割を占めている。 
事故の主な発生状況は、「後退時」が最も多く、これ以外では、「その他」、「出会い頭」であ

る。 
事故の主な人的要因としては、大部分が「発見の遅れ」であり、このほかでは「操作上の誤

り」である。 
「発見の遅れ」については、安全不確認に起因するものが殆どであり、性別等による傾向の

違いはあまりみられない。 
「操作上の誤り」については、性別によりやや傾向が異なり、女性はペダルの踏み違い等の

操作ミスがやや高く、男性はブレーキ踏み遅れ等がやや高くなる傾向にある。 
環境的要因については、殆ど影響はみられなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-7 車両相互の事故の傾向（第一当事者） 

 
 
 

※用語の補足 

「発見の遅れ」 

車両等の運転者が相手方当事者を事故発生に至るまで全く発見できなかった場合、相手方当事者を制動距離内

に至って始めて発見したため回避できなかった場合等をいう。 

「安全不確認」 

確認が可能な速度に減速（徐行、一時停止）しながら、可能な確認を尽くさなかったために相手当事者を発見でき

ず、又は発見が遅れ事故を発生させた場合をいう。 

「判断の誤り等」 

車両等の運転者が危険又は危険のおそれのある事象（状態）を認識したが、主観的事由によりいまだ具体的危険が

ない、衝突又は接触しない等と判断して必要な措置をとらなかったために、事故を発生させた場合をいう 

主な人的要因  

②操作上の誤り(7％) 

主な人的要因  

①発見の遅れ(89％) 

事故の主な発生状況  

①後退時 (59％) 

②その他 (13％) 

③出会い頭 (12％) 

要因内訳：安全不確認（94％） 

 ・安全確認不十分 (64％) 

・安全確認なし(37％) 

要因内訳  

・ペダル踏み違い(32％) 

・ブレーキ踏み遅れ(28％) 

・その他操作不適 (17％) 

・ハンドル操作不適 (12％) 

男性：高  

女性：高  
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 人対車両の事故種類の傾向 

駐車場内で発生している「人対車両」の事故は、「その他」の割合が最も高く（74.3％）、次

いで「背面通行中」（10.3％）、「横断中」（7.4％）となっている。 
これは、道路上の歩行者と自動車の動きに比べて、駐車場内では歩行者・自動車ともに動線

が複雑に交錯していることも一因と考えられる。 
なお、これらの傾向は昼夜間で大きな差はみられない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人対車両の事故の発生状況（全体） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人対車両の事故の発生状況（昼） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人対車両の事故の発生状況（夜） 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-10 人対車両の事故発生状況 
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 事故種類別の交通事故の状況【詳細データ】 

以降に、前項 3)で示した交通事故分析センター統計データの詳細を示す。 
 

 事故種類別の事故発生状況（事故全体） 

駐車場内で発生している事故は、「車両相互」の割合が最も高く（65.5％）、次いで「人対車

両」（28.2％）、「車両単独」（6.2％）となっている。 
駐車場以外の道路の「人対車両」の割合が 9.5％であることから、駐車場内では「人対車両」

の事故が発生する率が高い状況であるといえる。 
なお、これらの傾向は昼夜間で大きな差はみられない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故種類別の事故発生状況（全体） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故種類別の事故発生状況（昼） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故種類別の事故発生状況（夜） 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-9 事故種類別の事故発生状況  
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 人対車両の事故種類の傾向 

駐車場内で発生している「人対車両」の事故は、「その他」の割合が最も高く（74.3％）、次

いで「背面通行中」（10.3％）、「横断中」（7.4％）となっている。 
これは、道路上の歩行者と自動車の動きに比べて、駐車場内では歩行者・自動車ともに動線

が複雑に交錯していることも一因と考えられる。 
なお、これらの傾向は昼夜間で大きな差はみられない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人対車両の事故の発生状況（全体） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人対車両の事故の発生状況（昼） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人対車両の事故の発生状況（夜） 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-10 人対車両の事故発生状況 
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 事故種類別の交通事故の状況【詳細データ】 

以降に、前項 3)で示した交通事故分析センター統計データの詳細を示す。 
 

 事故種類別の事故発生状況（事故全体） 

駐車場内で発生している事故は、「車両相互」の割合が最も高く（65.5％）、次いで「人対車

両」（28.2％）、「車両単独」（6.2％）となっている。 
駐車場以外の道路の「人対車両」の割合が 9.5％であることから、駐車場内では「人対車両」

の事故が発生する率が高い状況であるといえる。 
なお、これらの傾向は昼夜間で大きな差はみられない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故種類別の事故発生状況（全体） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故種類別の事故発生状況（昼） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故種類別の事故発生状況（夜） 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-9 事故種類別の事故発生状況  
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 車両単独の事故種類の傾向 

駐車場内で発生している「車両単独」の事故は、「工作物衝突」の割合が最も高く（38.0％）、

次いで「駐車車両」（30.3％）、「転倒」（9.9％）となっており、道路に比べて「駐車車両」との

事故が多い。 
なお、これらの傾向は昼夜間で大きな差はみられない。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

車両単独の事故の発生状況（全体） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車両単独の事故の発生状況（昼） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車両単独の事故の発生状況（夜） 
出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-12 車両単独の事故発生状況 
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 車両相互の事故種類の傾向 

駐車場内で発生している「車両相互」の事故は、「後退時」の割合が最も高く（59.2％）、次

いで「出会い頭」（11.7％）、「追突」（9.3％）となっている。 
「追突」や「出会い頭」の多い道路に比べて、進入・退出時のいずれかに後退が必要となる

ケースが多いことが要因と考えられる。 
なお、これらの傾向は昼夜間で大きな差はみられない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車両相互の事故の発生状況（全体） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車両相互の事故の発生状況（昼） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車両相互の事故の発生状況（夜） 
出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-11 車両相互の事故発生状況 
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図 2-12 車両単独の事故発生状況 
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 安全運転違反の内訳 

第一当事者の法令違反の「安全運転違反」の内容をみると、道路駐車場ともに「安全不確認」

が最も多く、特に駐車場では 80.3％が「安全運転違反」となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法令違反における安全運転違反の内訳（第一当事者：全体） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法令違反における安全運転違反の内訳（第一当事者：昼） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法令違反における安全運転違反の内訳（第一当事者：夜） 
出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-14 安全運転違反の内訳 
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 事故発生時の法令違反の状況（第一当事者） 

事故発生時の第一当事者の法令違反の内容をみると、道路と駐車場ともに「安全運転違反」

が最も多く、特に駐車場では違反のほとんどが「安全運転違反」となっている。 
なお、これらの傾向は昼夜間で大きな差はみられない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故発生時の法令違反の内容（第一当事者：全体） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故発生時の法令違反の内容（第一当事者：昼） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故発生時の法令違反の内容（第一当事者：夜） 
出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-13 車両単独の事故発生状況  
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法令違反における安全運転違反の内訳（第一当事者：昼） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法令違反における安全運転違反の内訳（第一当事者：夜） 
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図 2-14 安全運転違反の内訳 
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図 2-13 車両単独の事故発生状況  
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 事故種類別の当事者の内訳 

駐車場等における事故について、事故種類別の第一当事者と第二当事者の内訳を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-17 事故種類別の第一当事者の内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-18 事故種類別の第二当事者の内訳 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 
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 当事者別の事故発生状況 

交通事故統計においては、交通事故の当事者を、事故の過失の軽重により、重い方を「先位

当事者」、軽い方を「後位当事者」としている。 
また、過失の程度が同程度の場合は、「人身損傷の程度」により、損傷の軽い方を「先位当

事者」、損傷の重い方を「後位当事者」としている。 
本項では、主に事故の原因者（重過失者）である先位当事者（第一当事者）について、事故

発生時の傾向を整理するとともに、合わせて後位当事者（第二当事者）についても事故発生時

の傾向を整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-15 例：当事者に過失の差がある場合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター「交通事故統計の基本」 

図 2-16 例：当事者間の過失の程度が同程度の場合 

 
 

  

例   Ａ と  Ｂ  が出 会

い頭 に 衝 突 、過 失 は同

程度であったが、Ｂ が重

傷、 Ａ が軽傷の場合 

例  Ａ が信号無視し、 

Ｂ に側面衝突した場合 
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 事故種類別の当事者の内訳 

駐車場等における事故について、事故種類別の第一当事者と第二当事者の内訳を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-17 事故種類別の第一当事者の内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-18 事故種類別の第二当事者の内訳 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 
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 当事者別の事故発生状況 

交通事故統計においては、交通事故の当事者を、事故の過失の軽重により、重い方を「先位

当事者」、軽い方を「後位当事者」としている。 
また、過失の程度が同程度の場合は、「人身損傷の程度」により、損傷の軽い方を「先位当

事者」、損傷の重い方を「後位当事者」としている。 
本項では、主に事故の原因者（重過失者）である先位当事者（第一当事者）について、事故

発生時の傾向を整理するとともに、合わせて後位当事者（第二当事者）についても事故発生時

の傾向を整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-15 例：当事者に過失の差がある場合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター「交通事故統計の基本」 

図 2-16 例：当事者間の過失の程度が同程度の場合 

 
 

  

例   Ａ と  Ｂ  が出 会

い頭 に 衝 突 、過 失 は同

程度であったが、Ｂ が重

傷、 Ａ が軽傷の場合 

例  Ａ が信号無視し、 

Ｂ に側面衝突した場合 
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イ. 人的要因の内訳 

事故の人的要因を事故種類別にみると、「人対車両」、「車両相互」の事故では「発見の遅れ」

が大部分を占めるが、「車両単独」の事故では「操作上の誤り」と「発見の遅れ」が最も高く

なっている。 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-19 車両が第一当事者の事故の人的要因（大項目） 

 

ウ. 「発見の遅れ」の内訳 

「発見の遅れ」の内訳をみると、「人対車両」、「車両相互」、「車両単独」全ての事故におい

て、「安全不確認」が大部分を占め、次いで「外在的前方不注意」である。 
 
 
 
 
 

※「発見の遅れ」とは、車両等の運転者が相手方当事者を事故発生に至るまで全く発見できなかった場合、相

手方当事者を制動距離内に至って始めて発見したため回避できなかった場合等をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-20 「発見の遅れ」の内訳 

【車両が第一当事者の事故の主な人的要因】 

人対車両：発見の遅れ（87％）、判断の誤り等（7％）、操作上の誤り（6％） 

車両相互：発見の遅れ（89％）、操作上の誤り（7％）、判断の誤り等（4％） 

車両単独：操作上の誤り（49％）、発見の遅れ（48％）、判断の誤り等（2％） 

【「発見の遅れ」の内訳】 

人対車両：安全不確認（88％）、外在的前方不注意（10％）、内在的前方不注意（2％） 

車両相互：安全不確認（94％）、外在的前方不注意（5％）、内在的前方不注意（1％） 

車両単独：安全不確認（85％）、外在的前方不注意（10％）、内在的前方不注意（5％） 
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人対車両 車両相互 車両単独 総計

発見の 前方 内在的 居眠り運転 1 3 1 5

遅れ 不注意 ラジオ等聴いていた 0 1 0 1

雑談・携帯電話等で話していた 5 5 6 16

その他漫然運転 102 173 26 301

外在的 物を落した・取ろうとした 10 71 8 89

同乗者等に脇見 7 22 7 36

携帯等操作 2 3 0 5

テレビ等操作等 2 14 2 18

地図等を見る 1 2 0 3

道標識等を探す 51 30 1 82

景色にみとれる 122 148 11 281

他車等に脇見 166 166 12 344

ミラー等を見る 7 16 0 23

その他脇見 182 201 22 405

安全不確認 安全確認なし 1,449 4,472 219 6,140

安全確認不十分 3,263 7,785 315 11,363

判断の 動静不注視 相手が譲ってくれると思った 67 64 2 133

誤り等 他の危険を避けるため 12 16 0 28

その他危険でない 257 373 2 632

予測不適 運転感覚の誤り 31 51 10 92

相手がルールを守ると思った 4 2 0 6

相手が譲る・停止等してくれると思った 9 7 0 16

他の事故を避けるため 0 1 1 2

その他相手の予見ミス 33 24 2 59

交通環境 道路形状等の誤認識 3 4 1 8

道路環境の誤認識 2 3 2 7

交通規制の誤認識 0 1 0 1

交通安全施設の誤認識 0 0 0 0

障害物等の誤認識 2 2 3 7

その他交通環境誤認識 5 6 3 14

操作上 操作不適 ペダル踏み違い 173 325 317 815

の誤り ブレーキ踏み遅れ 52 278 33 363

急ブレーキ 1 8 19 28

エンジンブレーキ不使用 1 7 3 11

ハンドル操作不適 15 119 78 212

ギアの入違い 27 67 30 124

ブレーキ・ハンドル同時操作 10 27 31 68

ＯＳＣ装置不適 4 6 11 21

その他操作不適 74 170 123 367

調査不能 5 14 12 31

人的要因なし 0 0 0 0

車両計 6,157 14,687 1,313 22,157

全事故件数

 

 第一当事者の事故状況の詳細① 人的要件 

ア. 第一当事者（車両）の人的要因 

第一当事者（車両）の事故における人的要因は、大きく「発見の遅れ」、「判断の誤り等」、「操

作上の誤り」に分類される。 
 

表 2-1 第一当事者が車両の事故の人的要因 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 
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イ. 人的要因の内訳 

事故の人的要因を事故種類別にみると、「人対車両」、「車両相互」の事故では「発見の遅れ」

が大部分を占めるが、「車両単独」の事故では「操作上の誤り」と「発見の遅れ」が最も高く

なっている。 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-19 車両が第一当事者の事故の人的要因（大項目） 

 

ウ. 「発見の遅れ」の内訳 

「発見の遅れ」の内訳をみると、「人対車両」、「車両相互」、「車両単独」全ての事故におい

て、「安全不確認」が大部分を占め、次いで「外在的前方不注意」である。 
 
 
 
 
 

※「発見の遅れ」とは、車両等の運転者が相手方当事者を事故発生に至るまで全く発見できなかった場合、相

手方当事者を制動距離内に至って始めて発見したため回避できなかった場合等をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-20 「発見の遅れ」の内訳 

【車両が第一当事者の事故の主な人的要因】 

人対車両：発見の遅れ（87％）、判断の誤り等（7％）、操作上の誤り（6％） 

車両相互：発見の遅れ（89％）、操作上の誤り（7％）、判断の誤り等（4％） 

車両単独：操作上の誤り（49％）、発見の遅れ（48％）、判断の誤り等（2％） 

【「発見の遅れ」の内訳】 

人対車両：安全不確認（88％）、外在的前方不注意（10％）、内在的前方不注意（2％） 

車両相互：安全不確認（94％）、外在的前方不注意（5％）、内在的前方不注意（1％） 

車両単独：安全不確認（85％）、外在的前方不注意（10％）、内在的前方不注意（5％） 
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ア. 第一当事者（車両）の人的要因 

第一当事者（車両）の事故における人的要因は、大きく「発見の遅れ」、「判断の誤り等」、「操

作上の誤り」に分類される。 
 

表 2-1 第一当事者が車両の事故の人的要因 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 
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n=108
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iii. 「内在的前方不注意」の内訳 

「内在的前方不注意」の内訳をみると、「人対車両」、「車両相互」、「車両単独」全ての事故

において「その他漫然運転」が大部分を占める。 
それ以外では、「居眠り運転」の順に高くなっている。 
特に、「車両単独」では、他の事故種類よりも「雑談・携帯電話等で話していた」が高い傾

向にある。 
 
 
 
 
 

※「前方不注意－内在的」とは、運転者自身の心理的生理的な要因により動作を伴わないで行われる前方不注

意が事故を発生させた場合をいう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-23 「内在的前方不注意」の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【「内在的前方不注意」の主な内訳】 

人対車両：その他漫然運転（94％）、雑談・携帯電話等で話していた（5％）、居眠り運転（1％） 

車両相互：その他漫然運転（95％）、雑談・携帯電話等で話していた（3％）、居眠り運転（2％） 

車両単独：その他漫然運転（79％）、雑談・携帯電話等で話していた（18％）、居眠り運転（3％） 
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i. 「安全不確認」の内訳 

「安全不確認」の内訳をみると、「人対車両」、「車両相互」、「車両単独」全ての事故におい

て、「安全確認不十分」が高く、次いで「安全確認なし」が最も高くなっている。 
 
 
 
 
 

※「安全不確認」とは、確認が可能な速度に減速（徐行、一時停止）しながら、可能な確認を尽くさなかった

ために相手当事者を発見できず、又は発見が遅れ事故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-21 「安全不確認」の内訳 

 

ii. 「外在的前方不注意」の内訳 

「外在的前方不注意」の内訳をみると、「人対車両」、「車両相互」、「車両単独」全ての事故

において「その他脇見」が高いが、それ以外では「他車等に脇見」、「景色にみとれる」の割合

が高くなっている。 
また、「人対車両」では「道標識等を探す」、「車両単独」では「同乗者等に脇見」が、他の

事故種類よりも高い傾向にある。 
 
 
 
 
 

※「前方不注意－外在的」とは、運転者自身の動作を伴って行われる前方不注意によって事故を発生させた場

合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-22 「外在的前方不注意」の内訳  

【「安全不確認」の内訳】 

人対車両：安全確認不十分（69％）、安全確認なし（31％） 

車両相互：安全確認不十分（64％）、安全確認なし（37％） 

車両単独：安全確認不十分（59％）、安全確認なし（41％） 

【「外在的前方不注意」の主な内訳】※その他脇見を除く 

人対車両：他車等に脇見（30％）、景色にみとれる（22％）、道標識等を探す（9％） 

車両相互：他車等に脇見（25％）、景色にみとれる（22％）、物を落とした・取ろうとした（11％） 

車両単独：他車等に脇見（19％）、景色にみとれる（18％）、物を落とした・取ろうとした（12％）、

同乗者等に脇見（11％） 

※1％未満の数値は省略 
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iii. 「内在的前方不注意」の内訳 

「内在的前方不注意」の内訳をみると、「人対車両」、「車両相互」、「車両単独」全ての事故

において「その他漫然運転」が大部分を占める。 
それ以外では、「居眠り運転」の順に高くなっている。 
特に、「車両単独」では、他の事故種類よりも「雑談・携帯電話等で話していた」が高い傾

向にある。 
 
 
 
 
 

※「前方不注意－内在的」とは、運転者自身の心理的生理的な要因により動作を伴わないで行われる前方不注

意が事故を発生させた場合をいう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-23 「内在的前方不注意」の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【「内在的前方不注意」の主な内訳】 

人対車両：その他漫然運転（94％）、雑談・携帯電話等で話していた（5％）、居眠り運転（1％） 

車両相互：その他漫然運転（95％）、雑談・携帯電話等で話していた（3％）、居眠り運転（2％） 

車両単独：その他漫然運転（79％）、雑談・携帯電話等で話していた（18％）、居眠り運転（3％） 

20 

 

物を落した・
取ろうとした

1.8%

10.5%

12.7%

同乗者等に脇見

1.3%

3.3%

11.1%

携帯等操作 テレビ等操作等

2.1%

3.2%

地図等を見る 道標識等を探す

9.3%

4.5%

1.6%

景色にみとれる

22.2%

22.0%

17.5%

他車等に脇見

30.2%

24.7%

19.0%

ミラー等を見る

1.3%

2.4%

その他脇見

33.1%

29.9%

34.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

人対車両

車両相互

車両単独

物を落した・取ろうとした 同乗者等に脇見 携帯等操作 テレビ等操作等
地図等を見る 道標識等を探す 景色にみとれる 他車等に脇見

n=550

n=673

n=63

安全確認なし

30.8%

36.5%

41.0%

安全確認不十分

69.2%

63.5%

59.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

人対車両

車両相互

車両単独

安全確認なし 安全確認不十分

n=4,712

n=12,257

n=534

i. 「安全不確認」の内訳 

「安全不確認」の内訳をみると、「人対車両」、「車両相互」、「車両単独」全ての事故におい

て、「安全確認不十分」が高く、次いで「安全確認なし」が最も高くなっている。 
 
 
 
 
 

※「安全不確認」とは、確認が可能な速度に減速（徐行、一時停止）しながら、可能な確認を尽くさなかった

ために相手当事者を発見できず、又は発見が遅れ事故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-21 「安全不確認」の内訳 

 

ii. 「外在的前方不注意」の内訳 

「外在的前方不注意」の内訳をみると、「人対車両」、「車両相互」、「車両単独」全ての事故

において「その他脇見」が高いが、それ以外では「他車等に脇見」、「景色にみとれる」の割合

が高くなっている。 
また、「人対車両」では「道標識等を探す」、「車両単独」では「同乗者等に脇見」が、他の

事故種類よりも高い傾向にある。 
 
 
 
 
 

※「前方不注意－外在的」とは、運転者自身の動作を伴って行われる前方不注意によって事故を発生させた場

合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-22 「外在的前方不注意」の内訳  

【「安全不確認」の内訳】 

人対車両：安全確認不十分（69％）、安全確認なし（31％） 

車両相互：安全確認不十分（64％）、安全確認なし（37％） 

車両単独：安全確認不十分（59％）、安全確認なし（41％） 

【「外在的前方不注意」の主な内訳】※その他脇見を除く 

人対車両：他車等に脇見（30％）、景色にみとれる（22％）、道標識等を探す（9％） 

車両相互：他車等に脇見（25％）、景色にみとれる（22％）、物を落とした・取ろうとした（11％） 

車両単独：他車等に脇見（19％）、景色にみとれる（18％）、物を落とした・取ろうとした（12％）、

同乗者等に脇見（11％） 

※1％未満の数値は省略 
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ii. 「予測不適」の内訳 

「予測不適」の内訳をみると、「人対車両」では、「その他相手の予見ミス」が最も高く、ほ

ぼ同じ程度で「運転感覚の誤り」となっている。 
「車両相互」、「車両単独」では、「運転感覚の誤り」が最も高く、特に「車両単独」では顕

著である。 
また、「人対車両」、「車両相互」では「相手が譲る・停止等してくれると思った」の割合が

比較的高いのに対して、「車両単独」の事故では「他の事故を避けるため」が他の事故種類よ

りも高くなっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「予測不適」とは、自己車両の速度等の運転感覚を誤ったり、相手当事者の速度、距離、行動等に対する判

断を誤ったりして事故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-26 「予測不適」の内訳 

 

 

 

 

  

【「予測不適」の主な内訳】 

人対車両：その他相手の予見ミス（43％）、運転感覚の誤り（40％）、相手が譲る・停止等してくれ

ると思った（12％） 

車両相互：運転感覚の誤り（60％）、その他相手の予見ミス（28％）、相手が譲る・停止等してくれ

ると思った（8％） 

車両単独：運転感覚の誤り（77％）、その他相手の予見ミス（15％）、他の事故を避けるため

（8％） 
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エ. 「判断の誤り等」の内訳 

「判断の誤り等」の内訳をみると「人対車両」、「車両相互」では、「動静不注視」が大部分

を占め、次いで「予測不適」である。 
「車両単独」の事故では「予測不適」が最も高く、また、他の事故種類に比べて「交通環境」

の割合が高い。 
 
 
 
 

※「判断の誤り等」とは、車両等の運転者が危険又は危険のおそれのある事象（状態）を認識したが、主観的

事由によりいまだ具体的危険がない、衝突又は接触しない等と判断して必要な措置をとらなかったために、事

故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-24 「判断の誤り等」の内訳 

 

i. 「動静不注視」の内訳 

「動静不注視」の内訳をみると「人対車両」、「車両相互」では、「その他危険ではない」が

大部分を占め、次いで「相手が譲ってくれると思った」である。 
「車両単独」の事故では「その他危険ではない」、「相手が譲ってくれると思った」がほぼ同

じ割合となっている。 
 
 
 
 

※「動静不注視」とは、相手当事者を発見（認識）したがいまだ具体的な危険がないことを理由に、相手当事

者の動静に対する注視を怠ったために事故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-25 「動静不注視」の内訳 

【「判断の誤り等」の主な内訳】 

人対車両：動静不注視（79％）、予測不適（18％） 

車両相互：動静不注視（82％）、予測不適（15％） 

車両単独：予測不適（50％）、交通環境（35％）、動静不注視（15％） 

【「動静不注視」の主な内訳】 

人対車両：その他危険ではない（77％）、相手が譲ってくれると思った（20％） 

車両相互：その他危険ではない（82％）、相手が譲ってくれると思った（14％） 

車両単独：その他危険ではない（50％）、相手が譲ってくれると思った（50％） 
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ii. 「予測不適」の内訳 

「予測不適」の内訳をみると、「人対車両」では、「その他相手の予見ミス」が最も高く、ほ

ぼ同じ程度で「運転感覚の誤り」となっている。 
「車両相互」、「車両単独」では、「運転感覚の誤り」が最も高く、特に「車両単独」では顕

著である。 
また、「人対車両」、「車両相互」では「相手が譲る・停止等してくれると思った」の割合が

比較的高いのに対して、「車両単独」の事故では「他の事故を避けるため」が他の事故種類よ

りも高くなっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「予測不適」とは、自己車両の速度等の運転感覚を誤ったり、相手当事者の速度、距離、行動等に対する判

断を誤ったりして事故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-26 「予測不適」の内訳 

 

 

 

 

  

【「予測不適」の主な内訳】 

人対車両：その他相手の予見ミス（43％）、運転感覚の誤り（40％）、相手が譲る・停止等してくれ

ると思った（12％） 

車両相互：運転感覚の誤り（60％）、その他相手の予見ミス（28％）、相手が譲る・停止等してくれ

ると思った（8％） 

車両単独：運転感覚の誤り（77％）、その他相手の予見ミス（15％）、他の事故を避けるため

（8％） 
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エ. 「判断の誤り等」の内訳 

「判断の誤り等」の内訳をみると「人対車両」、「車両相互」では、「動静不注視」が大部分

を占め、次いで「予測不適」である。 
「車両単独」の事故では「予測不適」が最も高く、また、他の事故種類に比べて「交通環境」

の割合が高い。 
 
 
 
 

※「判断の誤り等」とは、車両等の運転者が危険又は危険のおそれのある事象（状態）を認識したが、主観的

事由によりいまだ具体的危険がない、衝突又は接触しない等と判断して必要な措置をとらなかったために、事

故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-24 「判断の誤り等」の内訳 

 

i. 「動静不注視」の内訳 

「動静不注視」の内訳をみると「人対車両」、「車両相互」では、「その他危険ではない」が

大部分を占め、次いで「相手が譲ってくれると思った」である。 
「車両単独」の事故では「その他危険ではない」、「相手が譲ってくれると思った」がほぼ同

じ割合となっている。 
 
 
 
 

※「動静不注視」とは、相手当事者を発見（認識）したがいまだ具体的な危険がないことを理由に、相手当事

者の動静に対する注視を怠ったために事故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-25 「動静不注視」の内訳 

【「判断の誤り等」の主な内訳】 

人対車両：動静不注視（79％）、予測不適（18％） 

車両相互：動静不注視（82％）、予測不適（15％） 

車両単独：予測不適（50％）、交通環境（35％）、動静不注視（15％） 

【「動静不注視」の主な内訳】 

人対車両：その他危険ではない（77％）、相手が譲ってくれると思った（20％） 

車両相互：その他危険ではない（82％）、相手が譲ってくれると思った（14％） 

車両単独：その他危険ではない（50％）、相手が譲ってくれると思った（50％） 
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オ. 操作上の誤り（操作不適）の内訳 

「操作上の誤り」の内訳をみると、「人対車両」、「車両相互」、「車両単独」全ての事故にお

いて、「ペダル踏み違い」の割合が最も高くなっている。 
このほか、「人対車両」では、「その他操作不適」、「ブレーキ踏み遅れ」の割合が高く、「車

両相互」の事故では「ブレーキ踏み遅れ」、「その他操作不適」、「ハンドル操作不適」の割合が

高い。 
また、「車両単独」の事故では「その他操作不適」、「ハンドル操作不適」の割合が高くなっ

ている。 
 
 
 
 
 
 

※「操作上の誤り」とは、車両等の操作が不適切であったり、操作そのものが適切に行えなかったために、事

故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-28 「操作上の誤り」の内訳 

 

 

  

【「操作上の誤り」の主な内訳】 

人対車両：ペダル踏み違い（49％）、その他操作不適（21％）、ブレーキ踏み遅れ（15％） 

車両相互：ペダル踏み違い（33％）、ブレーキ踏み遅れ（28％）、その他操作不適（17％）、ハンド

ル操作不適（12％） 

車両単独：ペダル踏み違い（49％）、その他操作不適（19％）、ハンドル操作不適（12％） 
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iii. 「交通環境」の内訳 

「交通環境」の内訳をみると、「人対車両」、「車両相互」、「車両単独」全ての事故において、

「その他交通環境誤認識」の割合が高くなっている。 
これ以外では、「人対車両」、「車両相互」の事故では「道路形状等の誤認識」の割合がやや

高い。 
「車両単独」の事故では「障害物等のご認識」の割合が他の事故種類よりも高くなっている。 
 
 
 
 
 
 
 

※「交通環境」とは、道路形状、交通規制等の交通環境を誤進又は誤認して事故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-27 「交通環境」の内訳 

 

 

 

 

 

  

【「交通環境」の主な内訳】 

人対車両：その他交通環境誤認識（42％）、道路形状等の誤認識（25％）、道路環境の誤認識

（17％）、障害物等の誤認識（17％） 

車両相互：その他交通環境誤認識（38％）、道路形状等の誤認識（25％）、道路環境の誤認識

（19％）、障害物等の誤認識（13％） 

車両単独：その他交通環境誤認識（33％）、障害物等の誤認識（33％）、道路環境の誤認識

（22％）、道路形状等の誤認識（11％） 
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n=357

n=1,007

n=645

オ. 操作上の誤り（操作不適）の内訳 

「操作上の誤り」の内訳をみると、「人対車両」、「車両相互」、「車両単独」全ての事故にお

いて、「ペダル踏み違い」の割合が最も高くなっている。 
このほか、「人対車両」では、「その他操作不適」、「ブレーキ踏み遅れ」の割合が高く、「車

両相互」の事故では「ブレーキ踏み遅れ」、「その他操作不適」、「ハンドル操作不適」の割合が

高い。 
また、「車両単独」の事故では「その他操作不適」、「ハンドル操作不適」の割合が高くなっ

ている。 
 
 
 
 
 
 

※「操作上の誤り」とは、車両等の操作が不適切であったり、操作そのものが適切に行えなかったために、事

故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-28 「操作上の誤り」の内訳 

 

 

  

【「操作上の誤り」の主な内訳】 

人対車両：ペダル踏み違い（49％）、その他操作不適（21％）、ブレーキ踏み遅れ（15％） 

車両相互：ペダル踏み違い（33％）、ブレーキ踏み遅れ（28％）、その他操作不適（17％）、ハンド

ル操作不適（12％） 

車両単独：ペダル踏み違い（49％）、その他操作不適（19％）、ハンドル操作不適（12％） 
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出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-27 「交通環境」の内訳 

 

 

 

 

 

  

【「交通環境」の主な内訳】 

人対車両：その他交通環境誤認識（42％）、道路形状等の誤認識（25％）、道路環境の誤認識

（17％）、障害物等の誤認識（17％） 

車両相互：その他交通環境誤認識（38％）、道路形状等の誤認識（25％）、道路環境の誤認識

（19％）、障害物等の誤認識（13％） 

車両単独：その他交通環境誤認識（33％）、障害物等の誤認識（33％）、道路環境の誤認識

（22％）、道路形状等の誤認識（11％） 
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操作不適 漫然 脇見 動静不注視 安全不確認 安全速度 その他

n=21,258

ア. 安全運転違反の内訳 

法令違反の内訳の大部分を占める「安全運転違反」について、違反内容の内訳をみると、「安

全不確認」が最も多く、次いで「操作不適」となっている。 
 
 
 
 
 

※「安全不確認」とは、確認が可能な速度に減速（徐行、一時停止）しながら、可能な確認を尽くさなかった

ために相手当事者を発見できず、又は発見が遅れ事故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-29 「安全運転違反」の内訳 

 

 

  

【車両が第一当事者の事故の主な法令違反の内容】 

・安全不確認（80％） 
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 第一当事者の事故状況の詳細② 法令違反 

第一当事者が車両の事故における法令違反の内容をみると、その大部分が「安全運転違反」

に集中している。 
 

表 2-2 第一当事者が車両の事故の法令違反の内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

  

昼 夜 合計

車両等 信号無視 1 0 1

通行区分 9 0 9

最高速度 0 0 0

横断禁止 63 20 83

車間距離 4 2 6

通行妨害 4 0 4

追越し 0 0 0

踏切不停止 1 0 1

右折違反　 13 0 13

左折違反 4 1 5

優先妨害 1 2 3

交差点安全進行 21 9 30

歩行者妨害 35 5 40

自転車横断妨害 2 0 2

徐行違反 13 0 13

一時不停止 0 0 0

乗車不適 1 0 1

過積戴 0 0 0

積載不適 1 0 1

自転車通行方法 0 0 0

整備不良 2 0 2

酒酔運転 3 0 3

薬物等使用 2 0 2

過労運転 0 0 0

共同危険行為 0 0 0

安全運転違反 操作不適 1,161 242 1,403

漫然 136 67 203

脇見 678 248 926

動静不注視 503 113 616

安全不確認 11,224 3,291 14,515

安全速度 54 16 70

その他 287 60 347

自二乗車方法 0 0 0

その他 138 51 189

不明等 14 15 29

違反なし 0 0 0

車両等計 14,375 4,142 18,517

計
一般交通
の場所

一般交通
の場所
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図 2-29 「安全運転違反」の内訳 

 

 

  

【車両が第一当事者の事故の主な法令違反の内容】 

・安全不確認（80％） 

26 

 

 第一当事者の事故状況の詳細② 法令違反 

第一当事者が車両の事故における法令違反の内容をみると、その大部分が「安全運転違反」

に集中している。 
 

表 2-2 第一当事者が車両の事故の法令違反の内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

  

昼 夜 合計

車両等 信号無視 1 0 1

通行区分 9 0 9

最高速度 0 0 0

横断禁止 63 20 83

車間距離 4 2 6

通行妨害 4 0 4

追越し 0 0 0

踏切不停止 1 0 1

右折違反　 13 0 13

左折違反 4 1 5

優先妨害 1 2 3

交差点安全進行 21 9 30

歩行者妨害 35 5 40

自転車横断妨害 2 0 2

徐行違反 13 0 13

一時不停止 0 0 0

乗車不適 1 0 1

過積戴 0 0 0

積載不適 1 0 1

自転車通行方法 0 0 0

整備不良 2 0 2

酒酔運転 3 0 3

薬物等使用 2 0 2

過労運転 0 0 0

共同危険行為 0 0 0

安全運転違反 操作不適 1,161 242 1,403

漫然 136 67 203

脇見 678 248 926

動静不注視 503 113 616

安全不確認 11,224 3,291 14,515

安全速度 54 16 70

その他 287 60 347

自二乗車方法 0 0 0

その他 138 51 189

不明等 14 15 29

違反なし 0 0 0

車両等計 14,375 4,142 18,517

計
一般交通
の場所

一般交通
の場所



28 29 

 

39.0%

43.0%

20.4%

14.3%

1.8%

0.8%

0.6%

0.5%

11.0%

9.8%

4.7%

8.6%

3.2%

3.7%
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18.4%

18.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男

女

ペダル踏み違い ブレーキ踏み遅れ 急ブレーキ
エンジンブレーキ不使用 ハンドル操作不適 ギアの入違い
ブレーキ・ハンドル同時操作 ＯＳＣ装置不適 その他操作不適

n=1,242

n=767

13.0%

13.7%

3.0%

2.3%

61.4%

65.7%

10.0%

7.6%

1.7%

1.5%

6.2%

5.2%
1.2%

1.2%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男

女

相手が譲ってくれると思った 他の危険を避るため 危険でないと注視を怠った
運転感覚の誤り 相手がルールを守ると思った 相手が譲る・停止等してくれると思った
他の事故を避けようと思った 相手の予見ミス 道路形状等に対しての誤認識
道路環境に対しての誤認識 交通規制に対しての誤認識 交通安全施設に対しての誤認識
障害物等に対しての誤認識 その他交通環境に対しての誤認識

n=661

n=344

ii. 「判断の誤り等」に関する男女の違い 

「判断の誤り等」について、性別による傾向を確認したところ、概ね違いはみられず、男女

ともに「危険でないと注視を怠った」が最も高く、次いで「相手が譲ってくれると思った」と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-32 「判断の誤り等の性別による違い」の内訳 

 

iii. 「操作上の誤り等」に関する男女の差 

「操作上の誤り等」について、性別による傾向を確認したところ、やや異なる傾向がみられ

る。 
「ペダル踏み違い」は、男性よりも女性の方が割合は高く、逆に「ブレーキ踏み遅れ」は男

性の方が高くなっている。 
また、順位は高くないが「ギアの入れ違い」は男性の割合が低いのに対して、女性は高い傾

向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-33 「操作上の誤り等の性別による差」の内訳 

 

【「判断の誤り等」の主な内訳（性別による違い）】 

男性：危険でないと注視を怠った（61％）、相手が譲ってくれると思った（13％）、運転感覚の誤り

（10％） 

女性：危険でないと注視を怠った（66％）、相手が譲ってくれると思った（14％）、運転感覚の誤り

（8％） 

【「操作上の誤り等」の主な内訳（性別による差）】 

男性：ペダル踏み違い（39％）、ブレーキ踏み遅れ（20％）、その他操作不適（18％） 

女性：ペダル踏み違い（43％）、その他操作不適（18％）、ブレーキ踏み遅れ（14％）、 

※1％未満の数値は省略 
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発見の遅れ 判断の誤り等 操作上の誤り 調査不能 人的要因なし

n=14,217

n=7,940

 性別・年齢による事故の傾向（第一当事者：車両） 

 
人的要因、法令違反の事故内容について、性別および年齢による傾向の違いの有無を確認す

る。 
 

ア. 性別による人的要因の傾向の違い 

人的要因（第一当事者：車両）については、性別による大きな違いはみられず、男女ともに

「発見の遅れ」が大部分を占め、次いで「操作上の誤り」、「判断の誤り等」となっている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-30 「人的要因の性別による違い」の内訳 

 

i. 「発見の遅れ」に関する男女の違い 

「発見の遅れ」について、性別による傾向を確認したところ、大きな違いはみられず、男女

ともに「安全確認不十分」が最も高く、次いで「安全確認なし」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-31 「発見の遅れの性別による違い」の内訳 

  

【「人的要因」の主な内訳（性別による違い）】 

男性：発見の遅れ（87％）、操作上の誤り（9％）、判断の誤り等（5％） 

女性：発見の遅れ（86％）、操作上の誤り（10％）、判断の誤り等（4％） 

【「発見の遅れ」の主な内訳（性別による違い）】 

男性：安全確認不十分（59％）、安全確認なし（32％） 

女性：安全確認不十分（60％）、安全確認なし（32％） 

※1％未満の数値は省略 
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道路環境に対しての誤認識 交通規制に対しての誤認識 交通安全施設に対しての誤認識
障害物等に対しての誤認識 その他交通環境に対しての誤認識

n=661

n=344

ii. 「判断の誤り等」に関する男女の違い 

「判断の誤り等」について、性別による傾向を確認したところ、概ね違いはみられず、男女

ともに「危険でないと注視を怠った」が最も高く、次いで「相手が譲ってくれると思った」と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-32 「判断の誤り等の性別による違い」の内訳 

 

iii. 「操作上の誤り等」に関する男女の差 

「操作上の誤り等」について、性別による傾向を確認したところ、やや異なる傾向がみられ

る。 
「ペダル踏み違い」は、男性よりも女性の方が割合は高く、逆に「ブレーキ踏み遅れ」は男

性の方が高くなっている。 
また、順位は高くないが「ギアの入れ違い」は男性の割合が低いのに対して、女性は高い傾

向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-33 「操作上の誤り等の性別による差」の内訳 

 

【「判断の誤り等」の主な内訳（性別による違い）】 

男性：危険でないと注視を怠った（61％）、相手が譲ってくれると思った（13％）、運転感覚の誤り

（10％） 

女性：危険でないと注視を怠った（66％）、相手が譲ってくれると思った（14％）、運転感覚の誤り

（8％） 

【「操作上の誤り等」の主な内訳（性別による差）】 

男性：ペダル踏み違い（39％）、ブレーキ踏み遅れ（20％）、その他操作不適（18％） 

女性：ペダル踏み違い（43％）、その他操作不適（18％）、ブレーキ踏み遅れ（14％）、 

※1％未満の数値は省略 
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物を落した 同乗者に脇見 携帯等操作 テレビ操作等
地図等を見る 道標識等を探す 景色にみとれる 他車等に脇見
ミラー等を見る その他（脇見） 安全確認なし 安全確認不十分

n=12,291

n=6,821

発見の遅れ

86.5%

85.9%

判断の誤り等

4.6%

4.3%

操作上の誤り

8.7%

9.7%

調査不能
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人的要因なし
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発見の遅れ 判断の誤り等 操作上の誤り 調査不能 人的要因なし

n=14,217

n=7,940

 性別・年齢による事故の傾向（第一当事者：車両） 

 
人的要因、法令違反の事故内容について、性別および年齢による傾向の違いの有無を確認す

る。 
 

ア. 性別による人的要因の傾向の違い 

人的要因（第一当事者：車両）については、性別による大きな違いはみられず、男女ともに

「発見の遅れ」が大部分を占め、次いで「操作上の誤り」、「判断の誤り等」となっている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-30 「人的要因の性別による違い」の内訳 

 

i. 「発見の遅れ」に関する男女の違い 

「発見の遅れ」について、性別による傾向を確認したところ、大きな違いはみられず、男女

ともに「安全確認不十分」が最も高く、次いで「安全確認なし」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-31 「発見の遅れの性別による違い」の内訳 

  

【「人的要因」の主な内訳（性別による違い）】 

男性：発見の遅れ（87％）、操作上の誤り（9％）、判断の誤り等（5％） 

女性：発見の遅れ（86％）、操作上の誤り（10％）、判断の誤り等（4％） 

【「発見の遅れ」の主な内訳（性別による違い）】 

男性：安全確認不十分（59％）、安全確認なし（32％） 

女性：安全確認不十分（60％）、安全確認なし（32％） 

※1％未満の数値は省略 
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18.1%

調査不能 人的要因なし
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凡例

未成年

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

発見の遅れ 判断の誤り等 操作上の誤り 調査不能 人的要因なし

n=4,006

n=4,219

n=3,326

n=3,822

n=3,190

n=3,043

n=551

ウ. 年齢による人的要因の傾向の違い 

人的要因（第一当事者：車両）について年齢による傾向をみると、全年齢で「発見の遅れ」

が最も高いが、年代によってややバラツキがみられる。 
また、「操作上の誤り」は、未成年から年代があがるにつれて徐々に低下していくが、50 歳

代から再び上昇に転じ、70 歳以上では約 18％まで上昇する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-36 「人的要因の年齢による差」の内訳 

 

 

 

 

  

【「人的要因」の主な内訳（年齢による違い）】 

未成年：発見の遅れ（84％）、操作上の誤り（10％） 

20 歳代：発見の遅れ（89％） 

30 歳代：発見の遅れ（91％） 

40 歳代：発見の遅れ（91％） 

50 歳代：発見の遅れ（88％） 

60 歳代：発見の遅れ（84％）、操作上の誤り（11％） 

70 歳以上：発見の遅れ（77％）、操作上の誤り（18％） 

 

   

※1％未満の数値は省略 
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n=13,594

n=7,664

イ. 性別による法令違反の傾向の違い 

法令違反（第一当事者：車両）については、性別による大きな違いはみられず、男女ともに

「安全運転違反」が大部分を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-34 「法令違反の性別による差」の内訳 

 

i. 「安全運転違反」に関する男女の違い 

「安全運転違反」について、性別による傾向を確認したところ、大きな違いはみられず、男

女ともに「安全不確認」が最も高く、次いで「操作不適」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-35 「安全運転違反の性別による差」の内訳 

 

【「安全運転違反」の主な内訳（性別による違い）】 

男性：安全不確認（80％）、操作不適（7％） 

女性：安全不確認（80％）、操作不適（8％） 

【「法令違反」の主な内訳（性別による違い）】 

男性：安全運転違反（97％） 

女性：安全運転違反（98％） 
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ウ. 年齢による人的要因の傾向の違い 

人的要因（第一当事者：車両）について年齢による傾向をみると、全年齢で「発見の遅れ」

が最も高いが、年代によってややバラツキがみられる。 
また、「操作上の誤り」は、未成年から年代があがるにつれて徐々に低下していくが、50 歳

代から再び上昇に転じ、70 歳以上では約 18％まで上昇する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-36 「人的要因の年齢による差」の内訳 

 

 

 

 

  

【「人的要因」の主な内訳（年齢による違い）】 

未成年：発見の遅れ（84％）、操作上の誤り（10％） 

20 歳代：発見の遅れ（89％） 

30 歳代：発見の遅れ（91％） 

40 歳代：発見の遅れ（91％） 

50 歳代：発見の遅れ（88％） 

60 歳代：発見の遅れ（84％）、操作上の誤り（11％） 

70 歳以上：発見の遅れ（77％）、操作上の誤り（18％） 

 

   

※1％未満の数値は省略 
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イ. 性別による法令違反の傾向の違い 

法令違反（第一当事者：車両）については、性別による大きな違いはみられず、男女ともに

「安全運転違反」が大部分を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-34 「法令違反の性別による差」の内訳 

 

i. 「安全運転違反」に関する男女の違い 

「安全運転違反」について、性別による傾向を確認したところ、大きな違いはみられず、男

女ともに「安全不確認」が最も高く、次いで「操作不適」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-35 「安全運転違反の性別による差」の内訳 

 

【「安全運転違反」の主な内訳（性別による違い）】 

男性：安全不確認（80％）、操作不適（7％） 

女性：安全不確認（80％）、操作不適（8％） 

【「法令違反」の主な内訳（性別による違い）】 

男性：安全運転違反（97％） 

女性：安全運転違反（98％） 
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乗用車 貨物車 二輪 歩行者 その他 総　計

道路的要因 線形不良（急勾配を含む） 10 0 1 0 1 12

交差点形状不良 0 1 0 0 0 1

道路構造的障害 部分的崩落等のため路面が欠損 1 0 1 0 0 2

路面の凹凸、わだち掘れ 6 1 0 0 2 9

通行障害 道路工事中 0 1 0 0 0 1

電柱、看板その他の工作物等 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0

交通安全設備不良信号機 0 0 0 0 0 0

歩道、路側帯 0 0 0 0 0 0

中央分離施設（チャッターバーを含む） 0 0 0 0 0 0

カーブミラー 0 0 0 0 0 0

道路照明 0 0 0 0 0 0

踏切施設 0 0 0 0 0 0

その他 1 1 0 0 0 2

標識等不備 規制標識・標示 0 0 0 0 0 0

指示標識・標示 0 0 0 0 0 0

案内標識 0 0 0 0 0 0

警戒標識 0 0 0 0 0 0

その他の道路的要因 0 1 1 0 0 2

交通環境的要因 路面状態的障害 路面の積雪、凍結が操作・制動距離等に影響 13 3 2 0 0 18

路面の湿潤、水たまりが操作・制動距離等に影響 4 0 4 0 4 12

通行障害 駐車灯等不点灯、反射器不備等の駐車車両衝突 0 0 0 0 0 0

駐・停車車両による進路変更 1 0 0 0 0 1

渋滞車両が視界に影響、通行に障害 3 0 0 0 0 3

事故による車線狭搾 0 0 0 0 0 0

落下物等の影響 0 0 0 0 0 0

その他の通行障害 0 0 0 0 1 1

視界障害 駐・停車車両が視界に影響 93 12 4 1 2 112

進行車両が視界に影響 3 0 0 0 0 3

渋滞車両が視界に影響、通行に障害 4 0 0 0 0 4

建物等による見通し不良(見通し距離50ｍ以下) 15 4 5 0 0 24

看板、樹木等による見通し不良(見通し距離50ｍ以下) 7 0 0 0 0 7

天候(雨、霧、雪等)のため相手の発見が遅れた 11 1 0 0 1 13

道路照明の明暗のため発見が遅れた 3 0 1 0 0 4

店舗等の照明の明暗のため発見が遅れた 0 0 0 0 0 0

前照灯に幻惑し相手の発見が遅れた 3 0 0 0 0 3

その他の視界障害 3 2 1 0 1 7

その他の環境的要因 8 6 0 0 2 16

調査不能 4 1 0 0 0 5

環境的要因なし 18,496 3,088 263 17 322 22,186

対象外当事者 0 0 0 0 291 291

総　　計 18,689 3,122 283 18 627 22,739

全事故件数

 第一当事者の事故状況の詳細③ 環境的要因 

駐車場等における事故の環境的要因は、大きく「道路的要因」、「交通環境的要因」、「その他

の環境要因」に分類される。 
 

表 2-3 駐車場等における事故の環境的要因（第一当事者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 
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操作不適

10.4%

5.3%

3.5%

2.6%

6.0%

9.0%

15.8%
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2.4%

1.7%

1.4%

1.4%

1.2%

1.1%

1.3%

脇見

5.1%

5.7%

5.2%

5.8%

6.0%

5.7%

5.8%

動静不注視

4.1%

3.0%

3.3%

3.3%

3.5%

3.3%

4.1%

安全不確認

76.6%

82.0%

84.7%

85.2%

80.9%

78.1%

70.2%

安全速度

0.6%

0.6%

0.5%

0.3%

0.4%

0.3%

0.2%

その他

0.8%

1.6%

1.4%

1.4%

2.0%

2.4%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

未成年

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

操作不適 漫然 脇見 動静不注視 安全不確認 安全速度 その他

n=509

n=3,839

n=3,839

n=3,839

n=3,839

n=3,839

n=3,839

安全運転違反

97.7%

97.7%

96.9%

97.1%

97.3%

97.1%

97.1%

その他の違反

2.3%

2.3%

2.9%

2.6%

2.6%

2.8%

2.7%

不明等
0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.1%

0.1%

0.2%

違反なし

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

未成年

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

安全運転違反 その他の違反 不明等 違反なし

n=521

n=2,993

n=3,165

n=3,775

n=3,293

n=4,172

n=3,952

エ. 年齢による法令違反の傾向の違い 

法令違反（第一当事者：車両）は、全年齢で安全運転違反が最も高く、年齢による大きな違

いは見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-37 「法令違反の年齢による差」の内訳 

 

i. 「安全運転違反」に関する年齢による違い 

「安全運転違反」の内訳について年齢による傾向をみると、全年齢で「安全不確認」が最も

高いが、年代によってバラツキがみられる。 
また、「操作不適」は、未成年から年代があがるにつれて徐々に低下していくが、50 歳代か

ら再び上昇に転じ、70 歳以上では約 16％まで上昇する。 

 

 

 

 

 

 

 
※「操作不適」とは、危険又は危険のおそれのある事象（状態）を認識し、それに対する措置を講じたが操作

を誤ったり、驚がくして操作をちゅうちょしたことによって事故を発生させた場合、及び二人乗り、手放し運

転、自転車等の運転に不適切な服装等によって事故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-38 「安全運転違反の年齢による差」の内訳 

  

【「安全運転違反」の主な内訳（年齢による違い）】 

未成年：安全不確認（77％）、操作不適（10％） 

20 歳代：安全不確認（82％）、脇見（6％） 

30 歳代：安全不確認（85％）、脇見（5％） 

40 歳代：安全不確認（85％）、脇見（6％） 

50 歳代：安全不確認（81％）、操作不適（6％）、脇見（6％） 

60 歳代：安全不確認（78％）、操作不適（9％） 

70 歳以上：安全不確認（70％）、操作不適（16％） 
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乗用車 貨物車 二輪 歩行者 その他 総　計

道路的要因 線形不良（急勾配を含む） 10 0 1 0 1 12

交差点形状不良 0 1 0 0 0 1

道路構造的障害 部分的崩落等のため路面が欠損 1 0 1 0 0 2

路面の凹凸、わだち掘れ 6 1 0 0 2 9

通行障害 道路工事中 0 1 0 0 0 1

電柱、看板その他の工作物等 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0

交通安全設備不良信号機 0 0 0 0 0 0

歩道、路側帯 0 0 0 0 0 0

中央分離施設（チャッターバーを含む） 0 0 0 0 0 0

カーブミラー 0 0 0 0 0 0

道路照明 0 0 0 0 0 0

踏切施設 0 0 0 0 0 0

その他 1 1 0 0 0 2

標識等不備 規制標識・標示 0 0 0 0 0 0

指示標識・標示 0 0 0 0 0 0

案内標識 0 0 0 0 0 0

警戒標識 0 0 0 0 0 0

その他の道路的要因 0 1 1 0 0 2

交通環境的要因 路面状態的障害 路面の積雪、凍結が操作・制動距離等に影響 13 3 2 0 0 18

路面の湿潤、水たまりが操作・制動距離等に影響 4 0 4 0 4 12

通行障害 駐車灯等不点灯、反射器不備等の駐車車両衝突 0 0 0 0 0 0

駐・停車車両による進路変更 1 0 0 0 0 1

渋滞車両が視界に影響、通行に障害 3 0 0 0 0 3

事故による車線狭搾 0 0 0 0 0 0

落下物等の影響 0 0 0 0 0 0

その他の通行障害 0 0 0 0 1 1

視界障害 駐・停車車両が視界に影響 93 12 4 1 2 112

進行車両が視界に影響 3 0 0 0 0 3

渋滞車両が視界に影響、通行に障害 4 0 0 0 0 4

建物等による見通し不良(見通し距離50ｍ以下) 15 4 5 0 0 24

看板、樹木等による見通し不良(見通し距離50ｍ以下) 7 0 0 0 0 7

天候(雨、霧、雪等)のため相手の発見が遅れた 11 1 0 0 1 13

道路照明の明暗のため発見が遅れた 3 0 1 0 0 4

店舗等の照明の明暗のため発見が遅れた 0 0 0 0 0 0

前照灯に幻惑し相手の発見が遅れた 3 0 0 0 0 3

その他の視界障害 3 2 1 0 1 7

その他の環境的要因 8 6 0 0 2 16

調査不能 4 1 0 0 0 5

環境的要因なし 18,496 3,088 263 17 322 22,186

対象外当事者 0 0 0 0 291 291

総　　計 18,689 3,122 283 18 627 22,739

全事故件数

 第一当事者の事故状況の詳細③ 環境的要因 

駐車場等における事故の環境的要因は、大きく「道路的要因」、「交通環境的要因」、「その他

の環境要因」に分類される。 
 

表 2-3 駐車場等における事故の環境的要因（第一当事者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 
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操作不適

10.4%

5.3%

3.5%

2.6%

6.0%

9.0%

15.8%

漫然
2.4%

1.7%

1.4%

1.4%

1.2%

1.1%

1.3%

脇見

5.1%

5.7%

5.2%

5.8%

6.0%

5.7%

5.8%

動静不注視

4.1%

3.0%

3.3%

3.3%

3.5%

3.3%

4.1%

安全不確認

76.6%

82.0%

84.7%

85.2%

80.9%

78.1%

70.2%

安全速度

0.6%

0.6%

0.5%

0.3%

0.4%

0.3%

0.2%

その他

0.8%

1.6%

1.4%

1.4%

2.0%

2.4%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

未成年

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

操作不適 漫然 脇見 動静不注視 安全不確認 安全速度 その他

n=509

n=3,839

n=3,839

n=3,839

n=3,839

n=3,839

n=3,839

安全運転違反

97.7%

97.7%

96.9%

97.1%

97.3%

97.1%

97.1%

その他の違反

2.3%

2.3%

2.9%

2.6%

2.6%

2.8%

2.7%

不明等
0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.1%

0.1%

0.2%

違反なし

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

未成年

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

安全運転違反 その他の違反 不明等 違反なし

n=521

n=2,993

n=3,165

n=3,775

n=3,293

n=4,172

n=3,952

エ. 年齢による法令違反の傾向の違い 

法令違反（第一当事者：車両）は、全年齢で安全運転違反が最も高く、年齢による大きな違

いは見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-37 「法令違反の年齢による差」の内訳 

 

i. 「安全運転違反」に関する年齢による違い 

「安全運転違反」の内訳について年齢による傾向をみると、全年齢で「安全不確認」が最も

高いが、年代によってバラツキがみられる。 
また、「操作不適」は、未成年から年代があがるにつれて徐々に低下していくが、50 歳代か

ら再び上昇に転じ、70 歳以上では約 16％まで上昇する。 

 

 

 

 

 

 

 
※「操作不適」とは、危険又は危険のおそれのある事象（状態）を認識し、それに対する措置を講じたが操作

を誤ったり、驚がくして操作をちゅうちょしたことによって事故を発生させた場合、及び二人乗り、手放し運

転、自転車等の運転に不適切な服装等によって事故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-38 「安全運転違反の年齢による差」の内訳 

  

【「安全運転違反」の主な内訳（年齢による違い）】 

未成年：安全不確認（77％）、操作不適（10％） 

20 歳代：安全不確認（82％）、脇見（6％） 

30 歳代：安全不確認（85％）、脇見（5％） 

40 歳代：安全不確認（85％）、脇見（6％） 

50 歳代：安全不確認（81％）、操作不適（6％）、脇見（6％） 

60 歳代：安全不確認（78％）、操作不適（9％） 

70 歳以上：安全不確認（70％）、操作不適（16％） 
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二輪
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駐・停車車両が視界に影響 進行車両が視界に影響
渋滞車両が視界に影響、通行に障害 建物等による見通し不良(見通し距離50ｍ以下)
看板、樹木等による見通し不良(見通し距離50ｍ以下) 天候(雨、霧、雪等)のため相手の発見が遅れた
道路照明の明暗のため発見が遅れた 店舗等の照明の明暗のため発見が遅れた
前照灯に幻惑し相手の発見が遅れた その他の視界障害

n=142

n=19

n=11

n=1

n=4

 

 

i. 視界障害の内訳※参考 

「交通環境的要因」の大部分を占める「視界障害」の内訳をみると、二輪車を除く車種にお

いて「駐・停止車両が視界に影響」が最も高くなっている。 
これ以外では、「建物等による見通し不良」、「天候のため相手の発見が遅れた」等が高くな

っている。 
また、二輪車は他の車種に比べて「道路照明の明暗のため発見が遅れた」がやや高い傾向に

ある。 
 
 
 
 
 
 

※「視界障害」とは、他の車両、建物、看板、樹木、天候、道路照明その他が視界に与えた環境的な障害が事

故発生の要因と考えられる場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-41 「視界障害」の内訳 

 

 

 
  

【「視界障害」の主な内訳】 

乗用：駐・停止車両が視界に影響（66％）、建物等による見通し不良（11％） 

貨物：駐・停止車両が視界に影響（63％）、建物等による見通し不良（21％）、その他の視界障

害（11％） 

二輪：建物等による見通し不良（46％）、駐・停止車両が視界に影響（36％） 

歩行者：駐・停止車両が視界に影響（100％） 

 

※1％未満の数値は省略 
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n=18,689

n=3,122

n=283

n=18

n=627

ア. 環境的要因の内訳 

駐車場等における事故を車種別にみると、大部分が「環境的要因なし」であり、事故の要因

としては影響が低いと考えられるが、二輪車と歩行者では「交通環境的要因」の割合がやや高

くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-39 「環境的要因」の内訳 

 

i. 交通環境的要因の内訳※参考 

「交通環境的要因」の内訳をみると、全ての車種において「視界障害」が大部分を占めてお

り、これ以外では「路面状態的障害」の割合が高い。 
 
 
 
 

※「交通環境的要因」とは、路面の状態、又は駐車・渋滞車両や落下物等の交通環境的な障害が事故発生の要

因と考えられる場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-40 「交通環境的要因」の内訳 

 

【「交通環境的要因」の主な内訳】 

乗用・貨物：視界障害（８６～87％）、路面状態的障害（10～14％） 

二輪：視界障害（65％）、路面状態的障害（35％） 

歩行者：視界障害（100％） 

 

【「環境的要因」の主な内訳】 

乗用・貨物：環境的要因なし（99％）、交通環境的要因（1％） 

二輪：環境的要因なし（93％）、交通環境的要因（6％） 

歩行者：環境的要因なし（94％）、交通環境的要因（6％） 
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i. 視界障害の内訳※参考 

「交通環境的要因」の大部分を占める「視界障害」の内訳をみると、二輪車を除く車種にお

いて「駐・停止車両が視界に影響」が最も高くなっている。 
これ以外では、「建物等による見通し不良」、「天候のため相手の発見が遅れた」等が高くな

っている。 
また、二輪車は他の車種に比べて「道路照明の明暗のため発見が遅れた」がやや高い傾向に

ある。 
 
 
 
 
 
 

※「視界障害」とは、他の車両、建物、看板、樹木、天候、道路照明その他が視界に与えた環境的な障害が事

故発生の要因と考えられる場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-41 「視界障害」の内訳 

 

 

 
  

【「視界障害」の主な内訳】 

乗用：駐・停止車両が視界に影響（66％）、建物等による見通し不良（11％） 

貨物：駐・停止車両が視界に影響（63％）、建物等による見通し不良（21％）、その他の視界障

害（11％） 

二輪：建物等による見通し不良（46％）、駐・停止車両が視界に影響（36％） 

歩行者：駐・停止車両が視界に影響（100％） 

 

※1％未満の数値は省略 
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ア. 環境的要因の内訳 

駐車場等における事故を車種別にみると、大部分が「環境的要因なし」であり、事故の要因

としては影響が低いと考えられるが、二輪車と歩行者では「交通環境的要因」の割合がやや高

くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-39 「環境的要因」の内訳 

 

i. 交通環境的要因の内訳※参考 

「交通環境的要因」の内訳をみると、全ての車種において「視界障害」が大部分を占めてお

り、これ以外では「路面状態的障害」の割合が高い。 
 
 
 
 

※「交通環境的要因」とは、路面の状態、又は駐車・渋滞車両や落下物等の交通環境的な障害が事故発生の要

因と考えられる場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-40 「交通環境的要因」の内訳 

 

【「交通環境的要因」の主な内訳】 

乗用・貨物：視界障害（８６～87％）、路面状態的障害（10～14％） 

二輪：視界障害（65％）、路面状態的障害（35％） 

歩行者：視界障害（100％） 

 

【「環境的要因」の主な内訳】 

乗用・貨物：環境的要因なし（99％）、交通環境的要因（1％） 

二輪：環境的要因なし（93％）、交通環境的要因（6％） 

歩行者：環境的要因なし（94％）、交通環境的要因（6％） 
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対面通行中 背面通行中 横断中 路上 その他 合計

保護者等 車道寄に手をつなぐ 0 0 0 0 0 0

の不注意 手をつない 安全だと思った 4 1 5 1 24 35

でいない 手つなぎを嫌がる 0 0 1 0 2 3

突然手を振り切った 0 0 2 1 4 7

買物に気をとられていた 1 0 3 0 3 7

立ち話をしていた 0 0 0 0 5 5

所用で 0 0 2 1 2 5

無意識 0 0 2 0 14 16

その他 0 1 6 0 17 24

一人で外出させた 1 0 0 1 1 3

外出したのを知らない 0 0 0 2 2 4

不用意に呼んだ 0 0 0 0 1 1

その他 0 1 2 3 19 25

発見の 前方不注意 遊びに夢中 0 0 0 6 18 24

遅れ 仕事に熱中 0 0 2 3 6 11

脇見をしていた 4 10 1 2 28 45

雑談をしていた 0 1 0 0 5 6

雨衣傘で視界不良 0 1 0 0 6 7

その他漫然歩行 4 5 5 0 40 54

安全不確認 安全確認なし 4 18 49 7 136 214

安全確認不十分 10 23 39 1 187 260

判断の 相手の速度感覚を誤った 0 0 1 0 2 3

誤り等 相手がルールを守ると思った 2 6 7 2 24 41

相手が譲る・停止すると思った 11 32 38 7 220 308

他の事故を避けたため 0 0 1 3 3 7

その他 1 10 4 8 81 104

健康不良 過労・睡眠不足 0 0 0 0 0 0

飲酒（二日酔い含む） 1 1 0 13 8 23

調査不能 0 2 3 2 9 16

人的要因なし 189 551 299 215 3,884 5,138

歩行者計 232 663 472 278 4,751 6,396

全事故件数

 第二当事者の事故状況の詳細 

ア. 第二当事者（歩行者）の人的要因 

歩行者が第二当事者となる事故の人的要因は、大きく「保護者等の不注意」、「発見の遅れ」、

「判断の誤り等」、「健康不良」、「調査不能」、「人的要因なし」に区分される。 
 

表 2-5 第二当事者が歩行者の事故の人的要因 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 
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 駐車場等の事故における傾向のまとめ（第一当事者：車両） 

これまでのデータを基に、駐車場等における第一当事者が車両の事故の傾向を下表に整理す

る。 
 

表 2-4 駐車場等の事故における傾向のまとめ（第一当事者：車両） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

 
  

要因 要因内訳 詳細 性別 年齢 要因 詳細 性別 年齢 要因 詳細

人対車両
（28%）※

①その他
　（74%）

安全確認不十分
（69％）

安全運転
違反

安全
不確認

傾向の
違いなし

①環境的
　要因なし

②背面
　通行中
　（10%）

安全確認なし
（31％）

操作不適

③横断中
　（7%）

他車等に脇見
（30％）

脇見

景色にみとれる
（22％）

その他
危険ではない
（77％）

相手が譲って
くれると思った
（20％）

その他相手の
予見ミス
（43％）

運転感覚の誤り
（40％）

車両相互
（66%）※

①後退時
　（59%）

安全確認不十分
（64％）

安全確認なし
（37％）

②その他
　（13%）

ペダル踏み違い
（32％）

③出会い頭
　（12%）

ブレーキ踏み遅れ
（28％）

その他操作不適
（17％）

ハンドル操作不適
（12％）

車両単独
（6%）※

①工作物
　衝突
　（38%）

ペダル踏み違い
（49％）

②駐車車両
　（30%）

その他操作不適
（19％）

③その他
　（16%）

ハンドル操作不適
（12％）

安全確認不十分
（59％）

安全確認なし
（41％）

他車等に脇見
（19％）

景色にみとれる
（18％）

物を落とした・
取ろうとした
（13％）

同乗者等に脇見
（11％）

※駐車場等における事故に占める割合

「操作不
適」は、未
成年から年
代があるに
つれて徐々
に低下して
いくが、50
歳代から再
び上昇に転
じ、70歳以
上では約

16％まで上
昇する。

主な要因

傾向の
違いなし

「ペダル踏
み間違い」
は、男性よ
りも女性の
方が割合は
高い
逆に「ブ
レーキ踏み
遅れ」は男
性の方が高
い
順位は高く
ないが「ギ
アの入れ間
違い」は男
性の割合は
低く、女性
は高い傾向
にある

傾向の
違いなし

②操作上の誤り
　（7％）※操作不適

安全不確認
（88％）

①発見の遅れ
　（89％）

安全不確認
（94％）

②発見の遅れ
　（48％）

外在的
前方不注意
（10％）

外在的
前方不注意
（10％）

①発見の遅れ
　（87％）

①操作上の誤り
　（49％）※操作不適

安全不確認
（85％）

※環境によ
る影響は殆
どみられな
い

性別・年齢による
傾向の違い

法令違反による事故の傾向（第一当事者）

事故種類

②判断の
　誤り等
　（7％）

動静不注視
（79％）

予測不適
（18％）

主な要因
事故の主な
発生状況

環境的要因
性別・年齢による

傾向の違い

人的要因による事故の傾向（第一当事者）

傾向の
違いなし

傾向の
違いなし

「発見の遅
れ」は、未
成年から年
代があるに
つれて徐々
に上昇して
いき、40歳
代で約91％
まで上昇す
が、50歳代
から下降に
転じ、70歳
以上では約
77％まで下
降する。

「操作上の
誤り」は、
未成年から
年代がある
につれて
徐々に低下
していく
が、50歳代
から再び上
昇に転じ、
70歳以上で
は約18％ま
で上昇す
る。
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突然手を振り切った 0 0 2 1 4 7

買物に気をとられていた 1 0 3 0 3 7
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誤り等 相手がルールを守ると思った 2 6 7 2 24 41
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その他 1 10 4 8 81 104

健康不良 過労・睡眠不足 0 0 0 0 0 0

飲酒（二日酔い含む） 1 1 0 13 8 23

調査不能 0 2 3 2 9 16

人的要因なし 189 551 299 215 3,884 5,138

歩行者計 232 663 472 278 4,751 6,396

全事故件数

 第二当事者の事故状況の詳細 

ア. 第二当事者（歩行者）の人的要因 

歩行者が第二当事者となる事故の人的要因は、大きく「保護者等の不注意」、「発見の遅れ」、

「判断の誤り等」、「健康不良」、「調査不能」、「人的要因なし」に区分される。 
 

表 2-5 第二当事者が歩行者の事故の人的要因 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 
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 駐車場等の事故における傾向のまとめ（第一当事者：車両） 

これまでのデータを基に、駐車場等における第一当事者が車両の事故の傾向を下表に整理す

る。 
 

表 2-4 駐車場等の事故における傾向のまとめ（第一当事者：車両） 
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相手の速度感覚を誤った

0.0%

0.0%

2.0%

0.0%

0.6%

0.6%

相手がルールを
守ると思った

14.3%

12.5%

13.7%

10.0%

7.3%

8.9%

相手が譲る・
停止すると思った

78.6%

66.7%

74.5%

35.0%

66.7%

66.5%

他の事故を避けたため

0.0%

0.0%

2.0%

15.0%

0.9%

1.5%

その他

7.1%

20.8%

7.8%

40.0%

24.5%

22.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

対面通行中

背面通行中

横断中

路上

その他

合計

相手の速度感覚を誤った 相手がルールを守ると思った 相手が譲る・停止すると思った
他の事故を避けたため その他

n=463

n=330

n=20

n=51

n=48

n=14

安全確認なし

28.6%

43.9%

55.7%

87.5%

42.1%

安全確認不十分

71.4%

56.1%

44.3%

12.5%

57.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

対面通行中

背面通行中

横断中

路上

その他

安全確認なし 安全確認不十分

n=323

n=8

n=88

n=41

n=14

iii. 安全不確認の内訳 

「安全不確認」の内訳をみると、「路上」と「横断中」では「安全確認なし」が高く、「対面

通行中」、「背面通行中」では「安全確認不十分」が高くなっている。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-44 「安全不確認」の内訳 

 

i. 判断の誤り等の内訳 

「判断の誤り等」の内訳をみると、路上以外では「相手が譲る・停止すると思った」が最も

多くなっている。 
 
 
 
 
 

※「判断の誤り等」とは、自転車等の運転者が危険又は危険のおそれのある事象（状態）を認識したが、主観

的事由によりいまだ具体的危険がない、衝突又は接触しない等と判断して必要な措置をとらなかったために、

事故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-45 「判断の誤り等」の内訳 

  

【歩行者が第二当事者の事故の「安全不確認」の主な内訳】 

対面通行中：安全確認不十分（71％）、安全確認なし（29％） 

背面通行中：安全確認不十分（56％）、安全確認なし（44％） 

横断中：安全確認なし（56％）、安全確認不十分（44％） 

路上：安全確認なし（88％）、安全確認不十分（13％） 

【歩行者が第二当事者の事故の「判断の誤り等」の主な内訳】 

対面通行中：相手が譲る・停止すると思った（78％）、相手がルールを守ると思った（14％） 

背面通行中：相手が譲る・停止すると思った（67％）、その他（21％） 

横断中：相手が譲る・停止すると思った（75％）、相手がルールを守ると思った（14％） 

路上：その他（40％）、相手が譲る・停止すると思った（35％）、他の事故を避けるため（15％） 
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保護者等の不注意
2.6%

0.5%

4.9%

3.2%

2.0%

2.1%

発見の遅れ

9.5%

8.7%

20.3%

6.8%

9.0%

9.7%

判断の誤り等
6.0%

7.2%

10.8%

7.2%

6.9%

7.2%

健康不良

0.4%

0.2%
0.0%

4.7%

0.2%

0.4%

調査不能
0.0%

0.3%

0.6%
0.7%

0.2%

0.3%

人的要因なし

81.5%

83.1%

63.3%

77.3%

81.8%

80.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

対面通行中

背面通行中

横断中

路上

その他

合計

保護者等の不注意 発見の遅れ 判断の誤り等 健康不良 調査不能 人的要因なし

n=6,396

n=4,751

n=278

n=472

n=663

n=232

前方不注意

36.4%

29.3%

8.3%

57.9%

24.2%

23.7%

安全不確認

63.6%

70.7%

91.7%

42.1%

75.8%

76.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

対面通行中

背面通行中
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路上

その他

合計

前方不注意 安全不確認

n=621

n=426

n=19

n=96

n=58

n=22

イ. 人的要因の内訳 

第二当事者（歩行者）の事故の人的要因をみると、全ての交通状況において「人的要因なし」

が大部分を占めており、歩行者に起因する事故は少ない。 
しかし、歩行者が「横断中」の場合は他に比べて「発見の遅れ」、「判断の誤り等」の割合が

高くなっている。 
 
 
 
 
 

※「人的要因なし」とは、歩行者に人的要因が認められない場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-42 「第二当事者（歩行者）の人的要因」の内訳 

 

ii. 発見の遅れの内訳 

第二当事者（歩行者）の人的要因のうち、「人的要因なし」以外で割合の高い「発見の遅れ」

の内訳をみると、路上以外では「安全不確認」が最も多くなっている。 
 
 
 
 
 

※「発見の遅れ」とは、歩行者が相手方当事者を事故発生に至るまで全く発見できなかった、又は事故直前に

至って始めて発見したため事故を回避できなかった場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-43 「発見の遅れ」の内訳 

  

【歩行者が第二当事者の事故の主な人的要因】 

対面通行中：人的要因なし（82％）、発見の遅れ（10％） 

背面通行中：人的要因なし（83％） 

横断中：人的要因なし（63％）、発見の遅れ（20％）、判断の誤り等（11％） 

路上：人的要因なし（77％） 

【歩行者が第二当事者の事故の「発見の遅れ」の主な内訳】 

対面通行中：安全不確認（64％）、前方不注意（36％） 

背面通行中：安全不確認（71％）、前方不注意（29％） 

横断中：安全不確認（92％） 

路上：前方不注意（58％）、安全不確認（42％） 
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相手の速度感覚を誤った

0.0%

0.0%

2.0%

0.0%

0.6%

0.6%

相手がルールを
守ると思った

14.3%

12.5%

13.7%

10.0%

7.3%

8.9%

相手が譲る・
停止すると思った

78.6%

66.7%

74.5%

35.0%

66.7%

66.5%

他の事故を避けたため

0.0%

0.0%

2.0%

15.0%

0.9%

1.5%

その他

7.1%

20.8%

7.8%

40.0%

24.5%

22.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

対面通行中

背面通行中

横断中

路上

その他

合計

相手の速度感覚を誤った 相手がルールを守ると思った 相手が譲る・停止すると思った
他の事故を避けたため その他

n=463

n=330

n=20

n=51

n=48

n=14

安全確認なし

28.6%

43.9%

55.7%

87.5%

42.1%

安全確認不十分

71.4%

56.1%

44.3%

12.5%

57.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

対面通行中

背面通行中

横断中

路上

その他

安全確認なし 安全確認不十分

n=323

n=8

n=88

n=41

n=14

iii. 安全不確認の内訳 

「安全不確認」の内訳をみると、「路上」と「横断中」では「安全確認なし」が高く、「対面

通行中」、「背面通行中」では「安全確認不十分」が高くなっている。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-44 「安全不確認」の内訳 

 

i. 判断の誤り等の内訳 

「判断の誤り等」の内訳をみると、路上以外では「相手が譲る・停止すると思った」が最も

多くなっている。 
 
 
 
 
 

※「判断の誤り等」とは、自転車等の運転者が危険又は危険のおそれのある事象（状態）を認識したが、主観

的事由によりいまだ具体的危険がない、衝突又は接触しない等と判断して必要な措置をとらなかったために、

事故を発生させた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-45 「判断の誤り等」の内訳 

  

【歩行者が第二当事者の事故の「安全不確認」の主な内訳】 

対面通行中：安全確認不十分（71％）、安全確認なし（29％） 

背面通行中：安全確認不十分（56％）、安全確認なし（44％） 

横断中：安全確認なし（56％）、安全確認不十分（44％） 

路上：安全確認なし（88％）、安全確認不十分（13％） 

【歩行者が第二当事者の事故の「判断の誤り等」の主な内訳】 

対面通行中：相手が譲る・停止すると思った（78％）、相手がルールを守ると思った（14％） 

背面通行中：相手が譲る・停止すると思った（67％）、その他（21％） 

横断中：相手が譲る・停止すると思った（75％）、相手がルールを守ると思った（14％） 

路上：その他（40％）、相手が譲る・停止すると思った（35％）、他の事故を避けるため（15％） 
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保護者等の不注意
2.6%

0.5%

4.9%

3.2%

2.0%

2.1%

発見の遅れ

9.5%

8.7%

20.3%

6.8%

9.0%

9.7%

判断の誤り等
6.0%

7.2%

10.8%

7.2%

6.9%

7.2%

健康不良

0.4%

0.2%
0.0%

4.7%

0.2%

0.4%

調査不能
0.0%

0.3%

0.6%
0.7%

0.2%

0.3%

人的要因なし

81.5%

83.1%

63.3%

77.3%

81.8%

80.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

対面通行中

背面通行中

横断中

路上

その他

合計

保護者等の不注意 発見の遅れ 判断の誤り等 健康不良 調査不能 人的要因なし

n=6,396

n=4,751

n=278

n=472

n=663

n=232

前方不注意

36.4%

29.3%

8.3%

57.9%

24.2%

23.7%

安全不確認

63.6%

70.7%

91.7%

42.1%

75.8%

76.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

対面通行中

背面通行中

横断中

路上

その他

合計

前方不注意 安全不確認

n=621

n=426

n=19

n=96

n=58

n=22

イ. 人的要因の内訳 

第二当事者（歩行者）の事故の人的要因をみると、全ての交通状況において「人的要因なし」

が大部分を占めており、歩行者に起因する事故は少ない。 
しかし、歩行者が「横断中」の場合は他に比べて「発見の遅れ」、「判断の誤り等」の割合が

高くなっている。 
 
 
 
 
 

※「人的要因なし」とは、歩行者に人的要因が認められない場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-42 「第二当事者（歩行者）の人的要因」の内訳 

 

ii. 発見の遅れの内訳 

第二当事者（歩行者）の人的要因のうち、「人的要因なし」以外で割合の高い「発見の遅れ」

の内訳をみると、路上以外では「安全不確認」が最も多くなっている。 
 
 
 
 
 

※「発見の遅れ」とは、歩行者が相手方当事者を事故発生に至るまで全く発見できなかった、又は事故直前に

至って始めて発見したため事故を回避できなかった場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-43 「発見の遅れ」の内訳 

  

【歩行者が第二当事者の事故の主な人的要因】 

対面通行中：人的要因なし（82％）、発見の遅れ（10％） 

背面通行中：人的要因なし（83％） 

横断中：人的要因なし（63％）、発見の遅れ（20％）、判断の誤り等（11％） 

路上：人的要因なし（77％） 

【歩行者が第二当事者の事故の「発見の遅れ」の主な内訳】 

対面通行中：安全不確認（64％）、前方不注意（36％） 

背面通行中：安全不確認（71％）、前方不注意（29％） 

横断中：安全不確認（92％） 

路上：前方不注意（58％）、安全不確認（42％） 
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信号無視 通行区分 横断不適

1.0%

1.0%

直前直後横断
（駐車車両）

1.0%

1.8%

1.4%

直前直後横断
（走行車両）

1.5%

1.1%

1.2%

1.1%

1.0%

1.2%

酩酊・徘徊

1.0%

路上遊戯

2.1%

飛出し

14.7%

1.2%

1.3%

その他の違反

21.1%

8.8%

9.1%

8.0%

8.5%

6.9%

6.5%

不明等 違反なし

58.5%

86.2%

85.2%

88.2%

86.9%

88.5%

88.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

未成年

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

信号無視 通行区分 横断不適 直前直後横断（駐車車両）
直前直後横断（走行車両） 酩酊・徘徊 路上遊戯 飛出し
その他の違反 不明等 違反なし

n=1,822

n=996

n=831

n=938

n=758

n=581

n=470

 性別・年齢による事故の傾向（第二当事者：歩行者） 

 
第二当事者（歩行者）の法令違反の事故内容について、性別および年齢による傾向の違いを

整理する。 
 

ア. 「法令違反」に関する年齢による違い 

「法令違反」の内訳について年齢による傾向をみると、全年齢で「違反なし」が最も高いが、

未成年では他の年代に比べて「飛び出し」の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-47 「法令違反」の年代別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

  

【「安全運転違反」の主な内訳（年齢による違い）】 

未成年：違反なし（59％）、その他の違反（21％）、飛び出し（15％） 

20 歳代：違反なし（86％）、その他の違反（9％） 

30 歳代：違反なし（85％）、その他の違反（9％） 

40 歳代：違反なし（88％）、 

50 歳代：違反なし（87％） 

60 歳代：違反なし（89％） 

70 歳以上：違反なし（89％） 

 

   

※1％未満の数値は省略 

40 

 

歩行者 信号無視 6

通行区分 16

横断不適 50

直前直後
横断
（駐車車両） 71

直前直後
横断
（走行車両） 70

めいてい・はいかい 28

路上遊戯 10

飛出し 106

その他
の違反 552

不明等 16

違反なし 5,471

歩行者総計 6,396

全事故件数 合計

1.1%
1.1%

1.7%
8.6% 85.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法令違反

信号無視 通行区分 横断不適
直前直後横断（駐車車両） 直前直後横断（走行車両） 酩酊・徘徊
路上遊戯 飛出し その他の違反
不明等 違反なし

n=6,396

 第二当事者（歩行者）の法令違反 

ア. 第二当事者（歩行者）の法令違反の内訳 

第二当事者が歩行者の事故における法令違反の内訳をみると、「違反なし」が大部分を占め

ており、次いでその他の違反である。 

 

表 2-6 第二当事者が歩行者の法令違反の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-46 「法令違反」の内訳 

 

  

※1％未満の数値は省略 
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信号無視 通行区分 横断不適

1.0%

1.0%

直前直後横断
（駐車車両）

1.0%

1.8%

1.4%

直前直後横断
（走行車両）

1.5%

1.1%

1.2%

1.1%

1.0%

1.2%

酩酊・徘徊

1.0%

路上遊戯

2.1%

飛出し

14.7%

1.2%

1.3%

その他の違反

21.1%

8.8%

9.1%

8.0%

8.5%

6.9%

6.5%

不明等 違反なし

58.5%

86.2%

85.2%

88.2%

86.9%

88.5%

88.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

未成年

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

信号無視 通行区分 横断不適 直前直後横断（駐車車両）
直前直後横断（走行車両） 酩酊・徘徊 路上遊戯 飛出し
その他の違反 不明等 違反なし

n=1,822

n=996

n=831

n=938

n=758

n=581

n=470

 性別・年齢による事故の傾向（第二当事者：歩行者） 

 
第二当事者（歩行者）の法令違反の事故内容について、性別および年齢による傾向の違いを

整理する。 
 

ア. 「法令違反」に関する年齢による違い 

「法令違反」の内訳について年齢による傾向をみると、全年齢で「違反なし」が最も高いが、

未成年では他の年代に比べて「飛び出し」の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-47 「法令違反」の年代別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

  

【「安全運転違反」の主な内訳（年齢による違い）】 

未成年：違反なし（59％）、その他の違反（21％）、飛び出し（15％） 

20 歳代：違反なし（86％）、その他の違反（9％） 

30 歳代：違反なし（85％）、その他の違反（9％） 

40 歳代：違反なし（88％）、 

50 歳代：違反なし（87％） 

60 歳代：違反なし（89％） 

70 歳以上：違反なし（89％） 

 

   

※1％未満の数値は省略 
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歩行者 信号無視 6

通行区分 16

横断不適 50

直前直後
横断
（駐車車両） 71

直前直後
横断
（走行車両） 70

めいてい・はいかい 28

路上遊戯 10

飛出し 106

その他
の違反 552

不明等 16

違反なし 5,471

歩行者総計 6,396

全事故件数 合計

1.1%
1.1%

1.7%
8.6% 85.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法令違反

信号無視 通行区分 横断不適
直前直後横断（駐車車両） 直前直後横断（走行車両） 酩酊・徘徊
路上遊戯 飛出し その他の違反
不明等 違反なし

n=6,396

 第二当事者（歩行者）の法令違反 

ア. 第二当事者（歩行者）の法令違反の内訳 

第二当事者が歩行者の事故における法令違反の内訳をみると、「違反なし」が大部分を占め

ており、次いでその他の違反である。 

 

表 2-6 第二当事者が歩行者の法令違反の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-46 「法令違反」の内訳 

 

  

※1％未満の数値は省略 
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 駐車場等の事故における傾向のまとめ（第二当事者：歩行者） 

これまでのデータを基に、駐車場等における第二当事者が歩行者の事故の傾向を下表に整理

する。 

 

表 2-7 駐車場等の事故における傾向のまとめ（第二当事者：歩行者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

要因 要因内訳 詳細 性別 年齢 要因 詳細 性別 年齢

人対車両
（28%）※

①その他
　（74%）

①人的要因なし
　（82％）

- - - - 違反なし -
傾向の
違いなし

②背面通行中
　（10%）

①人的要因なし
　（83％）

- -

③横断中
　（7%）

①人的要因なし
　（63％）

- -

安全確認なし
（56％）

安全確認不十分
（44％）

相手が譲る・
停止すると思った
（75％）

相手がルールを
守ると思った
（14％）

※駐車場等における事故に占める割合

主な要因
性別・年齢による

傾向の違い
主な要因

性別・年齢による
傾向の違い

「その他の違
反」は未成年
で多く、約20%
まで上昇。

また、「飛出
し」も未成年
で多くなり、
約15%まで上

昇。

事故種類
事故の主な
発生状況

人的要因による事故の傾向（第二当事者） 法令違反による事故の傾向（第二当事者）

②発見の遅れ
　（20％）

安全不確認
（92％）

③判断の誤り等
　（11％）
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信号無視 通行区分 横断不適直前直後横断
（駐車車両）

1.0%

1.2%

直前直後横断
（走行車両）

1.1%

1.1%

酩酊・徘徊 路上遊戯 飛出し

1.9%

1.4%

その他の違反

9.2%

8.2%

不明等 違反なし

84.3%

86.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

男

女

信号無視 通行区分 横断不適 直前直後横断（駐車車両）
直前直後横断（走行車両） 酩酊・徘徊 路上遊戯 飛出し
その他の違反 不明等 違反なし

n=3,420

n=2,976

イ. 「法令違反」に関する性別による違い 

「法令違反」の内訳について性別による傾向をみると、男女で大きな差はみられず「違反な

し」が大部分を占めている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-48 「法令違反」の性別による差の内訳 

 

 

 

  

※1％未満の数値は省略 
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 駐車場等の事故における傾向のまとめ（第二当事者：歩行者） 

これまでのデータを基に、駐車場等における第二当事者が歩行者の事故の傾向を下表に整理

する。 

 

表 2-7 駐車場等の事故における傾向のまとめ（第二当事者：歩行者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

要因 要因内訳 詳細 性別 年齢 要因 詳細 性別 年齢

人対車両
（28%）※

①その他
　（74%）

①人的要因なし
　（82％）

- - - - 違反なし -
傾向の
違いなし

②背面通行中
　（10%）

①人的要因なし
　（83％）

- -

③横断中
　（7%）

①人的要因なし
　（63％）

- -

安全確認なし
（56％）

安全確認不十分
（44％）

相手が譲る・
停止すると思った
（75％）

相手がルールを
守ると思った
（14％）

※駐車場等における事故に占める割合

主な要因
性別・年齢による

傾向の違い
主な要因

性別・年齢による
傾向の違い

「その他の違
反」は未成年
で多く、約20%
まで上昇。

また、「飛出
し」も未成年
で多くなり、
約15%まで上

昇。

事故種類
事故の主な
発生状況

人的要因による事故の傾向（第二当事者） 法令違反による事故の傾向（第二当事者）

②発見の遅れ
　（20％）

安全不確認
（92％）

③判断の誤り等
　（11％）
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信号無視 通行区分 横断不適直前直後横断
（駐車車両）

1.0%

1.2%

直前直後横断
（走行車両）

1.1%

1.1%

酩酊・徘徊 路上遊戯 飛出し

1.9%

1.4%

その他の違反

9.2%

8.2%

不明等 違反なし

84.3%

86.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

男

女

信号無視 通行区分 横断不適 直前直後横断（駐車車両）
直前直後横断（走行車両） 酩酊・徘徊 路上遊戯 飛出し
その他の違反 不明等 違反なし

n=3,420

n=2,976

イ. 「法令違反」に関する性別による違い 

「法令違反」の内訳について性別による傾向をみると、男女で大きな差はみられず「違反な

し」が大部分を占めている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：交通事故分析センター統計データ（H28） 

図 2-48 「法令違反」の性別による差の内訳 

 

 

 

  

※1％未満の数値は省略 
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2.2 裁判例による駐車場内の事故の発生状況 

 
本項では、交通事故分析センター（ITARDA）のデータでは把握することができない、駐車

場等における個別の事故発生状況を、裁判例等を基に整理する。 
 

2-2-1 事故発生箇所となる駐車場の形態 

 

駐車場には、様々な規模や形態があるが、駐車区画や通路の有無等により、概ね以下のような形

態に大別されると考えられる。 

 

①は、駐車区画と自動車の通路部分が明確に区分されているケースであり、ショッピングセンタ

ー等、ある程度の規模が必要となる駐車場でよく見られる形態である。 

なお、通路部分については、路外の駐車場であっても、不特定の利用者が利用可能な場合は道路

交通法上の道路に該当する場合がある。 

②は、駐車区画があるが通路部分が不明確なケースであり、コンビニエンスストア等、敷地規模

があまり大きくない店舗などでみられる。 

③は、駐車区画のみで通路部分がなく、道路に直接出入りするケースであり、より敷地規模の小

さな店舗等でみられる。 

④は、駐車区画と通路部分の区分が存在しないケースで、企業の敷地内や空き地等を駐車スペー

スとして使用している場合が考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①駐車区画と通路部分が明確に区分されている      ②駐車区画があるが通路部分が不明確 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

③駐車区画のみで通路部分がない        ④駐車区画と通路部分の区分がない 

図 2-51 駐車場内のレイアウトによる区分  
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65%

21%

11%
3%

公社の管理する駐車場における事故発生状況（H26-H28）

1 接触等（施設）
2 接触等（車両等）
3 駐車場の機器異常等
4 不明

接触相手 件数

フェンス・壁 9

ポール 9

ゲートバー・チェーン 6

ミラー 2

看板 2

ガードパイプ 2

バリカ 2

その他 5

2-1-2 公社管理駐車場における事故事例 

 
東京都道路整備保全公社の管理する駐車場における事故発生状況を、平成 26～28 年度の警

備報告書を基に以下に整理する。 
平成 26～28 年度における公社管理の駐車場の交通事故発生件数は全部で 57 件であり、全て

物損事故で人身事故は発生していない。 
その内訳は、接触等（施設）37 件（65％）、接触等（車両）12 件（21％）、駐車場の機器異

常等 6 件（11％）、原因不明が 2 件（3％）である。 
施設への接触の内訳は「フェンス・壁」および「ポール」がそれぞれ 9 件で最も多く、次い

で「ゲートバー・チェーン」が 6 件である。 
 
 

図 2-49 公社管理駐車場における事故発生状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典「平成 26～28 年警備報告書」東京都道路整備保全公社 

図 2-50 公社管理駐車場における事故発生状況 
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 歩行者対自動車の事故 

 駐車区画における事故 

駐車区画は、自動車の駐車と人の乗降が行われる場所であり、進入・退出する車両と歩行者

の動線の交錯と、他の駐車車両等による死角の存在等が、事故の要因となると考えられる。 
 

ア. 歩行者対当該区画へ進入・退出する自動車 

駐車車両から乗降した歩行者と、当該駐車区画へ進入・あるいは退出する車両との間で発生

する事故である。 
 

イ. 歩行者対隣接区画へ進入・退出する自動車 

駐車車両から乗降中の歩行者と、隣接する駐車区画へ進入・あるいは退出する車両との間で

発生する事故である。 
 

ウ. 歩行者対上記以外の区画へ進入・退出する自動車 

駐車車両に向かう・あるいは車両から移動するために駐車区画内を移動する歩行者と、駐車

区画へ進入・あるいは退出する車両との間で発生する事故である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア．歩行者対当該区画へ進入・退出する自動車   イ．歩行者対隣接区画へ進入・退出する自動車 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ．歩行者対その他に区画へ進入・退出する自動車 

 
図 2-52 歩行者対自動車の駐車区画における事故の例 
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当事者の別 発生場所の別 発生状況

歩行者　対　当該区画へ進入・退出する自動車

歩行者　対　隣接区画へ進入・退出する自動車

歩行者　対　上記以外の区画へ進入・退出する自動車

通常の通路部分における事故

歩行者専用通路上などの事故

（c）通路状にない通路部分における事故 通路部分が明確ではない通路部分などの歩行者と自動車の事故

出会い頭の事故

対抗方向から進入した（直進・右左折など）自動車同士

同一方向に進行する自動車同士

同一方向に進行する自動車同士（追突など）

対抗方向に進行する自動車同士

通路の停止自動車と通路進行中の自動車

（c）通路上にない通路部分における事故

（d）駐車区画進入・退出車と通行部分の
進行車との事故

（e）駐車区画進入・退出車同士の事故

（a）駐車区画における事故

（b）通路部分における事故
（Ｃ）自動車単独（対　施設）

（Ａ）歩行者　対　自動車

（a）駐車区画における事故

（b）通路部分における事故

（Ｂ）自動車同士

（a）通路交差部における事故

（ｂ）通路部分における事故

2-2-2 駐車場内の交通事故の分類 

 
駐車場内は、自動車および歩行者の動線が複雑に交錯する場所であり、交通事故の発生状況は多

岐にわたるため、裁判例等の資料を基に、「歩行者と自動車」、「自動車対自動車」、「自動車対施設」

を主な視点とし、発生場所や発生状況による事故発生状況の分類を行い、駐車場内の事故の発生状

況を系統的に分類・整理する。 

本研究では文献等を参考として、駐車場内の事故を下表のとおり分類する。 

 
表 2-8 駐車場内で発生する事故の類型 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率」等を参考として分類・整理 
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図 2-52 歩行者対自動車の駐車区画における事故の例 
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当事者の別 発生場所の別 発生状況

歩行者　対　当該区画へ進入・退出する自動車

歩行者　対　隣接区画へ進入・退出する自動車

歩行者　対　上記以外の区画へ進入・退出する自動車

通常の通路部分における事故

歩行者専用通路上などの事故

（c）通路状にない通路部分における事故 通路部分が明確ではない通路部分などの歩行者と自動車の事故

出会い頭の事故

対抗方向から進入した（直進・右左折など）自動車同士

同一方向に進行する自動車同士

同一方向に進行する自動車同士（追突など）

対抗方向に進行する自動車同士

通路の停止自動車と通路進行中の自動車

（c）通路上にない通路部分における事故

（d）駐車区画進入・退出車と通行部分の
進行車との事故

（e）駐車区画進入・退出車同士の事故

（a）駐車区画における事故

（b）通路部分における事故
（Ｃ）自動車単独（対　施設）

（Ａ）歩行者　対　自動車

（a）駐車区画における事故

（b）通路部分における事故

（Ｂ）自動車同士

（a）通路交差部における事故

（ｂ）通路部分における事故

2-2-2 駐車場内の交通事故の分類 

 
駐車場内は、自動車および歩行者の動線が複雑に交錯する場所であり、交通事故の発生状況は多

岐にわたるため、裁判例等の資料を基に、「歩行者と自動車」、「自動車対自動車」、「自動車対施設」

を主な視点とし、発生場所や発生状況による事故発生状況の分類を行い、駐車場内の事故の発生状

況を系統的に分類・整理する。 

本研究では文献等を参考として、駐車場内の事故を下表のとおり分類する。 

 
表 2-8 駐車場内で発生する事故の類型 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率」等を参考として分類・整理 

  



48 49 

 

 

 通路部分における事故 

通路部分は、駐車区画を利用する（した）自動車と、歩行者が通行する場所である。 
形態としては通常の道路に近いものがあるが、道路とは異なり進入・退出する車両の前進や

後退等の不規則な動きが頻繁に発生し、歩行者の動線と交錯することが事故発生の要因となる

と考えられる。 
 

ア. 通常の通路部分における事故 

駐車車両に乗降するため通路部分を移動している歩行者と、駐車区画へ進入・退出あるいは

出入口等へ移動する車両との間で発生する事故である。 
 

イ. 歩行者専用通路上の事故 

通路部分に、歩行者専用通路や歩行者の通路部分を示している場所において、通路部分を移

動している歩行者と、駐車区画へ進入・退出あるいは出入口等へ移動する車両との間で発生す

る事故である。 
 

ウ. 通路状ではない通路部分における事故 

比較的小規模な店舗等では、通路部分が明確ではない場合があり、通路部分を移動している

歩行者と、駐車区画へ進入・退出あるいは出入口へ移動する車両の動線が交錯することで発生

する事故である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア．通常の通路部分における事故              イ．歩行者専用通路上の事故 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ． 通路状ではない通路部分における事故 
 

図 2-53 歩行者対自動車の通路部分における事故の例  
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第一
当事者

年代
第二

当事者
年代

第一
当事者

第二
当事者

（Ａ）_（a）_1 H15.7.29 車 - 歩行者
小さな
子供

90 10 不注意な運転

（Ａ）_（a）_1 H5.4.8 車 - 自転車 - 90 10 後方不注意での後退

（Ａ）_（a）_1 H24.7.31 車 - 歩行者 4歳 70 30 後方の安全の確認を怠ったまま、後退させた過失

（Ａ）_（a）_1 H27.3.9 車 - 歩行者 19歳 100 0 後方の安全確認をしないまま後退

（Ａ）_（a）_1 H27.3.26 車 - 歩行者 25歳 100 0 不用意にアクセルを踏み込んで、車両を暴走させた。

（Ａ）_（a）_1 H27.5.19 車 - 歩行者 2歳 90 10
周囲の幼児の有無の確認、出発するまでの間に用事が死角
に入らないか注意する義務を怠った。

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合

歩行者対自動車事故（駐車区画における事故）の判例を以下に示す。 
 

表 2-9 【参考】 歩行者対自動車事故（駐車区画における事故）の判例 

 
 
 
 
 
 
 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 
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 通路部分における事故 
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ア．通常の通路部分における事故              イ．歩行者専用通路上の事故 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ． 通路状ではない通路部分における事故 
 

図 2-53 歩行者対自動車の通路部分における事故の例  
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第一
当事者

年代
第二

当事者
年代

第一
当事者

第二
当事者

（Ａ）_（a）_1 H15.7.29 車 - 歩行者
小さな
子供

90 10 不注意な運転

（Ａ）_（a）_1 H5.4.8 車 - 自転車 - 90 10 後方不注意での後退

（Ａ）_（a）_1 H24.7.31 車 - 歩行者 4歳 70 30 後方の安全の確認を怠ったまま、後退させた過失

（Ａ）_（a）_1 H27.3.9 車 - 歩行者 19歳 100 0 後方の安全確認をしないまま後退

（Ａ）_（a）_1 H27.3.26 車 - 歩行者 25歳 100 0 不用意にアクセルを踏み込んで、車両を暴走させた。

（Ａ）_（a）_1 H27.5.19 車 - 歩行者 2歳 90 10
周囲の幼児の有無の確認、出発するまでの間に用事が死角
に入らないか注意する義務を怠った。

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合

歩行者対自動車事故（駐車区画における事故）の判例を以下に示す。 
 

表 2-9 【参考】 歩行者対自動車事故（駐車区画における事故）の判例 

 
 
 
 
 
 
 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 

  



50 51 

 

 自動車同士 

 通路交差部における事故 

駐車場内の通路交差部は、優先方向が示されている場合もあるが、明確に交通が制御されて

いるケースは稀であり、自動車の動線の交錯が事故発生の要因となると考えられる。 
 

ア. 出会い頭の事故 

通路交差部において、相互に直進等をしようとする自動車同士で発生する事故である。 
 

イ. 対抗方向から進入した（直進・右左折等）の車両同士 

通路交差部において、相互に直進や右左折等をしようとする自動車同士で発生する事故であ

る。 
 

ウ. 同一方向に進行する車両同士 

通路交差部において、一方あるいは両方の車両が進行方向を変更する等し、自動車同士の動

線が交錯することで発生する事故である。 
 

エ. 通路の停車車両と通路進行車両同士 

通路交差部において、停止している車両に対して進行車両が接触することで発生する事故で

ある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア．出会い頭の事故              イ．対抗方向から進入した（直進・右左折等）の車両同士 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ． 同一方向に進行する車両同士              エ．通路の停車車両と通路進行車両同士 

 

図 2-54 自動車同士の道路交差部における事故の例  
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歩行者対自動車事故（通路部分における事故）の判例を以下に示す。 
 

表 2-10 【参考】 歩行者対自動車事故（通路部分における事故）の判例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 

 

  

第一
当事者

年代
第二

当事者
年代

第一
当事者

第二
当事者

（Ａ）_（b）_1 H24.2.14 車 - 歩行者 高齢者 90 10 安全運転義務違反

（Ａ）_（b）_1 H19.11.28 車 - 歩行者 - 80 20 歩行者が漫然と通路を横断した結果

（Ａ）_（b）_1 H21.2.27 車 - 歩行者 60歳 80 20 歩行者の通路上への転倒。車側の前方不注意

（Ａ）_（b）_1 H21.7.8 車 - 歩行者 3歳 100 0 前方不注意

（Ａ）_（b）_1 H22.9.15 車 - 歩行者 79歳 90 10 右方に歩行者がいないかどうかの確認を怠っていた

（Ａ）_（b）_1 H22.11.16 車 - 歩行者 28歳 90 10 自車周辺に対する注意を怠っていた

（Ａ）_（b）_1 H23.7.27 車 - 歩行者 75歳 - - -

（Ａ）_（c） H23.10.21 車 -
歩行者
（車いす）

80歳 95 5 車側の後方左右の安全確認義務違反を怠った過失

（Ａ）_（b）_1 H24.2.14 車 - 歩行者 84歳 90 10
通路上を横断しようとする歩行者の存在を予測して、その
有無及び動静を確認し、安全な速度と態様で走行すべき義
務違反

（Ａ）_（b）_1 H24.12.11 車 - 歩行者 64歳 90 10 安全確認が不十分なまま進行した過失

（Ａ）_（b）_2 H24.12.21 車 - 歩行者 59歳 100 0 前方及び右方の安全確認を完全に怠っていた

（Ａ）_（b）_1 H25.4.15 車 - 歩行者 77歳 80 20 十分な安全確認をすることなく発進

（Ａ）_（b）_1 H26.9.29 車 - 歩行者 67歳 95 5 前方の安全確認不十分

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合



5151 

 

 自動車同士 

 通路交差部における事故 

駐車場内の通路交差部は、優先方向が示されている場合もあるが、明確に交通が制御されて

いるケースは稀であり、自動車の動線の交錯が事故発生の要因となると考えられる。 
 

ア. 出会い頭の事故 

通路交差部において、相互に直進等をしようとする自動車同士で発生する事故である。 
 

イ. 対抗方向から進入した（直進・右左折等）の車両同士 

通路交差部において、相互に直進や右左折等をしようとする自動車同士で発生する事故であ

る。 
 

ウ. 同一方向に進行する車両同士 

通路交差部において、一方あるいは両方の車両が進行方向を変更する等し、自動車同士の動

線が交錯することで発生する事故である。 
 

エ. 通路の停車車両と通路進行車両同士 

通路交差部において、停止している車両に対して進行車両が接触することで発生する事故で

ある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア．出会い頭の事故              イ．対抗方向から進入した（直進・右左折等）の車両同士 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ． 同一方向に進行する車両同士              エ．通路の停車車両と通路進行車両同士 

 

図 2-54 自動車同士の道路交差部における事故の例  
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歩行者対自動車事故（通路部分における事故）の判例を以下に示す。 
 

表 2-10 【参考】 歩行者対自動車事故（通路部分における事故）の判例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 

 

  

第一
当事者

年代
第二
当事者

年代
第一

当事者
第二
当事者

（Ａ）_（b）_1 H24.2.14 車 - 歩行者 高齢者 90 10 安全運転義務違反

（Ａ）_（b）_1 H19.11.28 車 - 歩行者 - 80 20 歩行者が漫然と通路を横断した結果

（Ａ）_（b）_1 H21.2.27 車 - 歩行者 60歳 80 20 歩行者の通路上への転倒。車側の前方不注意

（Ａ）_（b）_1 H21.7.8 車 - 歩行者 3歳 100 0 前方不注意

（Ａ）_（b）_1 H22.9.15 車 - 歩行者 79歳 90 10 右方に歩行者がいないかどうかの確認を怠っていた

（Ａ）_（b）_1 H22.11.16 車 - 歩行者 28歳 90 10 自車周辺に対する注意を怠っていた

（Ａ）_（b）_1 H23.7.27 車 - 歩行者 75歳 - - -

（Ａ）_（c） H23.10.21 車 -
歩行者
（車いす）

80歳 95 5 車側の後方左右の安全確認義務違反を怠った過失

（Ａ）_（b）_1 H24.2.14 車 - 歩行者 84歳 90 10
通路上を横断しようとする歩行者の存在を予測して、その
有無及び動静を確認し、安全な速度と態様で走行すべき義
務違反

（Ａ）_（b）_1 H24.12.11 車 - 歩行者 64歳 90 10 安全確認が不十分なまま進行した過失

（Ａ）_（b）_2 H24.12.21 車 - 歩行者 59歳 100 0 前方及び右方の安全確認を完全に怠っていた

（Ａ）_（b）_1 H25.4.15 車 - 歩行者 77歳 80 20 十分な安全確認をすることなく発進

（Ａ）_（b）_1 H26.9.29 車 - 歩行者 67歳 95 5 前方の安全確認不十分

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合



52 53 

 

 

 通路部分における事故 

駐車場内の通路部分は、相互通行が可能な場合や一方通行が設定されている場合があるが、

駐車区画を探す行動を伴うため、動線の交錯や見落とし等が発生しやすい。 
 

ア. 同一方向に進行する自動車同士（追突等） 

通路部において、先方を走行する車両に対して、後方を走行する車両が衝突することで発生

する事故である。 
発生要因としては、先行車両が駐車区画に進入するために減速等を行ったことに対して、後

方車の減速の遅れや見落とし等が考えられる。 
 

イ. 対抗方向に進行する車両同士 

通路部において、相互に走行する車両が衝突することで発生する事故である。 
 

ウ. 通路上にない通行部分における事故 

比較的小規模な店舗等では通路部分が明確ではない場合があり、駐車区画へ進入・退出ある

いは出入口へ移動する車両の動線が交錯することで発生する事故である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア．同一方向に進行する自動車同士（追突等）         イ．対抗方向に進行する車両同士 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ．通路上にない通行部分における事故 

 
図 2-55 自動車同士の通路部分における事故の例 
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自動車同士事故（通路交差部における事故）の判例を以下に示す。 
 

表 2-11 【参考】 自動車同士事故（通路交差部における事故）の判例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 

 

  

第一
当事者

年代
第二

当事者
年代

第一
当事者

第二
当事者

（Ｂ）_（a）_1 H21.1.13 車 - 車 - 70 30
第一当事者は、後方及び側方の状況を十分に注意する義務
を怠った。第二当事者は、周囲の状況を十分確認すること
なく前進を開始したことについて過失がある。

（Ｂ）_（a）_1 H21.11.16 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、東西通路の直進車の通行を妨げない状態で
左右の安全を確認したうえで、東西通路内に進出すべきで
あったのに、これを怠った過失。第二当事者は、第一当事
者の動静を十分注視していれば、進出を容易に予測できた
のにこれを怠った過失、また、第一当事者の動静に対応で
きるよう調整するべきだったのにこれを怠った過失があ
る。

（Ｂ）_（a）_1 H21.12.18 車 - 車 - 70 30

第一当事者は、出入口通路から車両が進入してくるかどう
か注視する義務があったにもかかわらず、これを怠った、
また出入口通路と通路が交差する手前であり、駐車場内で
もあるのだから、徐行して進行する注意義務があるのに、
時速10～20kmで進行した過失がある。第二当事者は、通路
を進行してくる車両に注意して運転する義務があるとこ
ろ、第一当事者が進行していることに気付いていながら、
停車するものと軽信し、進行させた過失がある。

（Ｂ）_（a）_1 H25.3.6 車 - 車 - 65 35

第一当事者は、進路前方左右の安全確認をしながら進行す
べき注意義務を怠り、スロープの右側部分にはみ出して走
行した過失。第二当事者は、進路前方左右の安全確認をし
ながら進行すべき注意義務を怠った。

（Ｂ）_（a）_1 H25.3.27 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、東西走行路の車両の有無及び動静を注視す
べき注意義務及び、南北走行路内を走行すべき注意義務を
怠り、携帯電話で通話しながら十分な安全確認をしないま
ま走行し、東西走行路上に踏み越えた過失。第二当事者
は、駐車場内の一方通行表示を無視して逆走、また、余裕
をもって停止すべき交差点近くまで前進した過失。

（Ｂ）_（a）_1 H25.4.16 車 - 車 - 60 40
第一当事者は、前方注視を怠った過失及び安全な速度で進
行させるべき注意義務を怠った過失。第二当事者は、進路
右方の安全確認を怠った過失。

（Ｂ）_（a）_1 H25.10.4 車 - 車 - 80 20
第一当事者は、右折時における一時停止不履行、左方不注
視の過失。第二当事者は、軽度の右方安全確認義務違反。

（Ｂ）_（a）_2 H25.12.3 車 - 車 - 70 30
第一当事者は、右方の安全確認不十分、南北通路を直視す
る第二当事者の通行妨害した過失。第二当事者は、前方不
注視の過失。

（Ｂ）_（a）_3 H26.12.1 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、方向転換にあたり、十分に周囲の安全確認
をすべきであるにもかかわらず、その注意義務を怠った過
失。第二当事者は、第一当事者の動静を注視して安全を確
保すべきであるにもかかわらず、その注意義務を怠った過
失。

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合



5353 

 

 

 通路部分における事故 

駐車場内の通路部分は、相互通行が可能な場合や一方通行が設定されている場合があるが、

駐車区画を探す行動を伴うため、動線の交錯や見落とし等が発生しやすい。 
 

ア. 同一方向に進行する自動車同士（追突等） 

通路部において、先方を走行する車両に対して、後方を走行する車両が衝突することで発生

する事故である。 
発生要因としては、先行車両が駐車区画に進入するために減速等を行ったことに対して、後

方車の減速の遅れや見落とし等が考えられる。 
 

イ. 対抗方向に進行する車両同士 

通路部において、相互に走行する車両が衝突することで発生する事故である。 
 

ウ. 通路上にない通行部分における事故 

比較的小規模な店舗等では通路部分が明確ではない場合があり、駐車区画へ進入・退出ある

いは出入口へ移動する車両の動線が交錯することで発生する事故である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア．同一方向に進行する自動車同士（追突等）         イ．対抗方向に進行する車両同士 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ．通路上にない通行部分における事故 

 
図 2-55 自動車同士の通路部分における事故の例 
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自動車同士事故（通路交差部における事故）の判例を以下に示す。 
 

表 2-11 【参考】 自動車同士事故（通路交差部における事故）の判例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 

 

  

第一
当事者

年代
第二
当事者

年代
第一

当事者
第二
当事者

（Ｂ）_（a）_1 H21.1.13 車 - 車 - 70 30
第一当事者は、後方及び側方の状況を十分に注意する義務
を怠った。第二当事者は、周囲の状況を十分確認すること
なく前進を開始したことについて過失がある。

（Ｂ）_（a）_1 H21.11.16 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、東西通路の直進車の通行を妨げない状態で
左右の安全を確認したうえで、東西通路内に進出すべきで
あったのに、これを怠った過失。第二当事者は、第一当事
者の動静を十分注視していれば、進出を容易に予測できた
のにこれを怠った過失、また、第一当事者の動静に対応で
きるよう調整するべきだったのにこれを怠った過失があ
る。

（Ｂ）_（a）_1 H21.12.18 車 - 車 - 70 30

第一当事者は、出入口通路から車両が進入してくるかどう
か注視する義務があったにもかかわらず、これを怠った、
また出入口通路と通路が交差する手前であり、駐車場内で
もあるのだから、徐行して進行する注意義務があるのに、
時速10～20kmで進行した過失がある。第二当事者は、通路
を進行してくる車両に注意して運転する義務があるとこ
ろ、第一当事者が進行していることに気付いていながら、
停車するものと軽信し、進行させた過失がある。

（Ｂ）_（a）_1 H25.3.6 車 - 車 - 65 35

第一当事者は、進路前方左右の安全確認をしながら進行す
べき注意義務を怠り、スロープの右側部分にはみ出して走
行した過失。第二当事者は、進路前方左右の安全確認をし
ながら進行すべき注意義務を怠った。

（Ｂ）_（a）_1 H25.3.27 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、東西走行路の車両の有無及び動静を注視す
べき注意義務及び、南北走行路内を走行すべき注意義務を
怠り、携帯電話で通話しながら十分な安全確認をしないま
ま走行し、東西走行路上に踏み越えた過失。第二当事者
は、駐車場内の一方通行表示を無視して逆走、また、余裕
をもって停止すべき交差点近くまで前進した過失。

（Ｂ）_（a）_1 H25.4.16 車 - 車 - 60 40
第一当事者は、前方注視を怠った過失及び安全な速度で進
行させるべき注意義務を怠った過失。第二当事者は、進路
右方の安全確認を怠った過失。

（Ｂ）_（a）_1 H25.10.4 車 - 車 - 80 20
第一当事者は、右折時における一時停止不履行、左方不注
視の過失。第二当事者は、軽度の右方安全確認義務違反。

（Ｂ）_（a）_2 H25.12.3 車 - 車 - 70 30
第一当事者は、右方の安全確認不十分、南北通路を直視す
る第二当事者の通行妨害した過失。第二当事者は、前方不
注視の過失。

（Ｂ）_（a）_3 H26.12.1 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、方向転換にあたり、十分に周囲の安全確認
をすべきであるにもかかわらず、その注意義務を怠った過
失。第二当事者は、第一当事者の動静を注視して安全を確
保すべきであるにもかかわらず、その注意義務を怠った過
失。

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合
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 駐車区画進入・退出車と通路部分進行車との事故 

駐車区画に進入・退出する車両と、通路部を通行する車両の動線が交錯することで発生する

事故である。 
 

 駐車区画進入・退出車同士の事故 

駐車区画に進入・退出する車両同士の動線が交錯することで発生する事故である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）駐車区画進入・退出車と通路部分進行車       （４）駐車区画進入・退出車同士の事故 

 
図 2-56 駐車区画の進入・退出に関わる事故の例 
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自動車同士事故（通路部分における事故）の判例を以下に示す。 
 

表 2-12 【参考】 自動車同士事故（通路部分における事故）の判例 

 

 

 

 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一
当事者

年代
第二

当事者
年代

第一
当事者

第二
当事者

（Ｂ）_（b）_1 H18.7.27 車 - 車 - 60 40 第一当事者の後方安全確認義務を怠ったため

（Ｂ）_（b）_3 H21.1.13 車 - 車 - 70 30 自車の後方及び側方の状況を十分注意する義務を怠った

（Ｂ）_（b）_2 H24.2.16 車 - 車 - 60 40 周囲の安全確認注意義務を怠ったため

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合



5555 

 

 駐車区画進入・退出車と通路部分進行車との事故 

駐車区画に進入・退出する車両と、通路部を通行する車両の動線が交錯することで発生する

事故である。 
 

 駐車区画進入・退出車同士の事故 

駐車区画に進入・退出する車両同士の動線が交錯することで発生する事故である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）駐車区画進入・退出車と通路部分進行車       （４）駐車区画進入・退出車同士の事故 

 
図 2-56 駐車区画の進入・退出に関わる事故の例 
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自動車同士事故（通路部分における事故）の判例を以下に示す。 
 

表 2-12 【参考】 自動車同士事故（通路部分における事故）の判例 

 

 

 

 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一
当事者

年代
第二

当事者
年代

第一
当事者

第二
当事者

（Ｂ）_（b）_1 H18.7.27 車 - 車 - 60 40 第一当事者の後方安全確認義務を怠ったため

（Ｂ）_（b）_3 H21.1.13 車 - 車 - 70 30 自車の後方及び側方の状況を十分注意する義務を怠った

（Ｂ）_（b）_2 H24.2.16 車 - 車 - 60 40 周囲の安全確認注意義務を怠ったため

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合



56 57 

 

自動車同士事故（駐車区画進入・退出車同士の事故）の判例を以下に示す。 
 

表 2-14 【参考】 自動車同士事故（駐車区画進入・退出車同士の事故）の判例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 

  

第一
当事者

年代
第二
当事者

年代
第一
当事者

第二
当事者

（Ｂ）_（e） H22.9.16 車 - 車 - 60 40 前方及び右側方の安全確認注意義務を怠ったため

（Ｂ）_（e） H22.12.21 車 - 車 - 50 50 両者とも、後方の安全確認注意義務を怠ったため

（Ｂ）_（e） H23.12.13 車 - 車 - 60 40 後方の安全確認注意義務を怠ったため

（Ｂ）_（e） H27.1.20 車 - 車 - 100 0

第一当事者は、駐車区画から退出するに当たり、駐車場内
の通路において駐車のため後退している車がある場合に
は、駐車を妨げないようにすべき注意義務があったが、怠
ていた過失

（Ｂ）_（e） H22.4.20 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、隣の駐車区画に他の車両が進入してくる可
能性があることを考慮し、後方の安全をも確認しながら後
退をおこなう義務を怠った。第二当事者の動向及び周囲の
安全に対する注意をを怠り、後方の安全確認が不十分のま
ま進行した過失。第二当事者は、十分な安全確認及び通路
の状況に応じた衝突回避が可能な方法による運転義務が尽
くされていたとまで認めることができない。

（Ｂ）_（e） H24.1.27 車 - 車 - 100 0
第一当事者の、周囲に十分に注意し安全確認する注意義務
違反、及びハンドル操作ミス

（Ｂ）_（e） H24.11.21 車 - 車 - 50 50

第一当事者は、後退させるに当たり、後方の安全を確認す
べき注意義務を怠たり、確認を十分に行わなかった過失。
第二当事者は、第一当事者の動静を注視しないで車両を進
行させた過失又は運転操作を誤った過失。

（Ｂ）_（e） H25.4.24 車 - 車 - 75 25

第一当事者は、駐車区画を退出し、通路を後退進行するに
当たり、進路後方の安全を確認すべき注意義務を怠り、後
方を確認しないまま後退進行した過失。第二当事者は、駐
車区画出入りする車両の有無や動静を確認すべき注意義務
を怠った過失。

（Ｂ）_（e） H25.5.14 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、前方を注視して他の車両の有無及び動静に
十分注意して運転して駐車すべき義務を怠り、駐車区画が
空いたことに気を取られ、他の車両の有無、動静を十分注
意せず漫然と進行した過失。第二当事者は、後退で駐車し
ようとしたのであるから、後方の車両の有無やその動静に
十分注意して駐車すべき義務があったのに、この注意義務
を怠たり、容易に他の駐車車両がないものと軽信して後退
進行した過失。

（Ｂ）_（e） H25.8.5 車 - 車 - 100 0

第一当事者は、駐車区画から後退しながら通路に進入する
に当たり、左後方の駐車区画に停止する第二当事者の車両
を注視し、その安全を確認すべき義務を怠り、漫然と右に
ハンドルを切りながら後退した結果接触事故を発生させ
た。

（Ｂ）_（e） H26.3.4 車 - 車 - 100 0
第一当事者は、駐車区画に駐車させる際、後方の安全を確
認しなければならない注意義務があったのに、これを怠っ
た過失。

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合
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自動車同士事故（駐車区画進入退出車と通路部分進行車との事故）の判例を以下に示す。 
 

表 2-13 【参考】 自動車同士事故（駐車区画進入退出車と通路部分進行車との事故）の判例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 

 

 

  

第一
当事者

年代
第二

当事者
年代

第一
当事者

第二
当事者

（Ｂ）_（d） H11.3.31 車 - 車 - 70 30 第一当事者の飛び出し

（Ｂ）_（d） H20.2.19 車 - 車 - 70 30 位置関係に関する認識の誤りか、左折時の操作が不適切

（Ｂ）_（d） H20.2.19 車 - 車 - 80 20 前方及び右側方の安全確認注意義務を怠ったため

（Ｂ）_（d） H20.12.25 車 - 車 - 70 30 注意義務違反

（Ｂ）_（d） H21.10.21 車 - 車 - 70 30 -

（Ｂ）_（d） H22.3.25 車 - 車 - 80 20 後方の安全確認注意義務を怠ったため

（Ｂ）_（d） H23.7.11 車 - 車 - 100 0 後方の安全確認注意義務を怠ったため

（Ｂ）_（d） H22.3.25 車 - 車 - 80 20

第一当事者は、後方の安全を確認して後退進行させるべき
注意義務を怠り不十分なまま後退進行させた過失。第二当
事者は、第一当事者の動静及び安全をの確認不足なまま通
過させたの過失。

（Ｂ）_（d） H22.4.27 車 - 車 - 70 30

第一当事者は、後方の通路を走行する車の有無、安全を確
認して通路に進入すべき注意義務があったのにこれを怠
り、後方の安全確認が不十分のまま漫然と後退した過失。
第二当事者は、第一当事者の動静に注意し、安全確認して
進行すべき注意義務があったのに、これを怠り、動静に注
意せず漫然と走行した過失。

（Ｂ）_（d） H24.2.16 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、第二当事者の動向及び周囲の安全に対する
注意をすべき義務を怠り、通過しようとした過失。第二当
事者は、第一当事者の動向を全く確認しなかったことなど
後方の全確認を怠った過失。

（Ｂ）_（d） H24.9.24 車 - 車 - 90 10
第一当事者は、前方を注視して、通路を進行すべき注意義
務を怠り、漫然と前進した。第二当事者は、後方確認を十
分にしていなかった。

（Ｂ）_（d） H24.12.11 車 - 車 - 90 10

第一当事者は、第二当事者の動向及び周囲の安全に対する
注意を怠り、後方の安全確認が不十分のまま進行した過
失。第二当事者は、十分な安全確認及び通路の状況に応じ
た衝突回避が可能な方法による運転義務が尽くされていた
とまで認めることができない。

（Ｂ）_（d） H25.10.30 車 - 車 - 100 0

第一当事者は、駐車区画に進入しようとする車両の動静を
注視して、その安全を確認すべき注意義務があるのに、こ
れを怠り、後退進行して駐車区画に進入中の第二当事者に
接触させた過失

（Ｂ）_（d） H26.8.28 車 - 車 - 100 0
第一当事者は、駐車区画から通路へ進入する際には、通路
上の車両等の有無及びその動静を確認すべき注意義務があ
るのに、漫然と通路に進入した過失

（Ｂ）_（d） H22.3.23 車 - 車 - 100 0
第一当事者は、車両を後退させる際に、後方確認を怠った
過失

（Ｂ）_（d） H27.11.12 車 - 車 - 70 30
第一当事者は、後方確認不十分。第二当事者は、周囲の動
静に注意し安全を確認する義務があるのに、漫然と後退さ
せた過失。

（Ｂ）_（d） H27.6.23 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、第二当事者の駐車作業がまだ終わっていな
いにもかかわらず、終わったものと軽信し、漫然と後退さ
せた過失。第二当事者は、第一当事者の動静を確認するこ
となく、漫然と前進させた過失。

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合
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自動車同士事故（駐車区画進入・退出車同士の事故）の判例を以下に示す。 
 

表 2-14 【参考】 自動車同士事故（駐車区画進入・退出車同士の事故）の判例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 

  

第一
当事者

年代
第二

当事者
年代

第一
当事者

第二
当事者

（Ｂ）_（e） H22.9.16 車 - 車 - 60 40 前方及び右側方の安全確認注意義務を怠ったため

（Ｂ）_（e） H22.12.21 車 - 車 - 50 50 両者とも、後方の安全確認注意義務を怠ったため

（Ｂ）_（e） H23.12.13 車 - 車 - 60 40 後方の安全確認注意義務を怠ったため

（Ｂ）_（e） H27.1.20 車 - 車 - 100 0

第一当事者は、駐車区画から退出するに当たり、駐車場内
の通路において駐車のため後退している車がある場合に
は、駐車を妨げないようにすべき注意義務があったが、怠
ていた過失

（Ｂ）_（e） H22.4.20 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、隣の駐車区画に他の車両が進入してくる可
能性があることを考慮し、後方の安全をも確認しながら後
退をおこなう義務を怠った。第二当事者の動向及び周囲の
安全に対する注意をを怠り、後方の安全確認が不十分のま
ま進行した過失。第二当事者は、十分な安全確認及び通路
の状況に応じた衝突回避が可能な方法による運転義務が尽
くされていたとまで認めることができない。

（Ｂ）_（e） H24.1.27 車 - 車 - 100 0
第一当事者の、周囲に十分に注意し安全確認する注意義務
違反、及びハンドル操作ミス

（Ｂ）_（e） H24.11.21 車 - 車 - 50 50

第一当事者は、後退させるに当たり、後方の安全を確認す
べき注意義務を怠たり、確認を十分に行わなかった過失。
第二当事者は、第一当事者の動静を注視しないで車両を進
行させた過失又は運転操作を誤った過失。

（Ｂ）_（e） H25.4.24 車 - 車 - 75 25

第一当事者は、駐車区画を退出し、通路を後退進行するに
当たり、進路後方の安全を確認すべき注意義務を怠り、後
方を確認しないまま後退進行した過失。第二当事者は、駐
車区画出入りする車両の有無や動静を確認すべき注意義務
を怠った過失。

（Ｂ）_（e） H25.5.14 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、前方を注視して他の車両の有無及び動静に
十分注意して運転して駐車すべき義務を怠り、駐車区画が
空いたことに気を取られ、他の車両の有無、動静を十分注
意せず漫然と進行した過失。第二当事者は、後退で駐車し
ようとしたのであるから、後方の車両の有無やその動静に
十分注意して駐車すべき義務があったのに、この注意義務
を怠たり、容易に他の駐車車両がないものと軽信して後退
進行した過失。

（Ｂ）_（e） H25.8.5 車 - 車 - 100 0

第一当事者は、駐車区画から後退しながら通路に進入する
に当たり、左後方の駐車区画に停止する第二当事者の車両
を注視し、その安全を確認すべき義務を怠り、漫然と右に
ハンドルを切りながら後退した結果接触事故を発生させ
た。

（Ｂ）_（e） H26.3.4 車 - 車 - 100 0
第一当事者は、駐車区画に駐車させる際、後方の安全を確
認しなければならない注意義務があったのに、これを怠っ
た過失。

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合
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自動車同士事故（駐車区画進入退出車と通路部分進行車との事故）の判例を以下に示す。 
 

表 2-13 【参考】 自動車同士事故（駐車区画進入退出車と通路部分進行車との事故）の判例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 

 

 

  

第一
当事者

年代
第二
当事者

年代
第一

当事者
第二
当事者

（Ｂ）_（d） H11.3.31 車 - 車 - 70 30 第一当事者の飛び出し

（Ｂ）_（d） H20.2.19 車 - 車 - 70 30 位置関係に関する認識の誤りか、左折時の操作が不適切

（Ｂ）_（d） H20.2.19 車 - 車 - 80 20 前方及び右側方の安全確認注意義務を怠ったため

（Ｂ）_（d） H20.12.25 車 - 車 - 70 30 注意義務違反

（Ｂ）_（d） H21.10.21 車 - 車 - 70 30 -

（Ｂ）_（d） H22.3.25 車 - 車 - 80 20 後方の安全確認注意義務を怠ったため

（Ｂ）_（d） H23.7.11 車 - 車 - 100 0 後方の安全確認注意義務を怠ったため

（Ｂ）_（d） H22.3.25 車 - 車 - 80 20

第一当事者は、後方の安全を確認して後退進行させるべき
注意義務を怠り不十分なまま後退進行させた過失。第二当
事者は、第一当事者の動静及び安全をの確認不足なまま通
過させたの過失。

（Ｂ）_（d） H22.4.27 車 - 車 - 70 30

第一当事者は、後方の通路を走行する車の有無、安全を確
認して通路に進入すべき注意義務があったのにこれを怠
り、後方の安全確認が不十分のまま漫然と後退した過失。
第二当事者は、第一当事者の動静に注意し、安全確認して
進行すべき注意義務があったのに、これを怠り、動静に注
意せず漫然と走行した過失。

（Ｂ）_（d） H24.2.16 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、第二当事者の動向及び周囲の安全に対する
注意をすべき義務を怠り、通過しようとした過失。第二当
事者は、第一当事者の動向を全く確認しなかったことなど
後方の全確認を怠った過失。

（Ｂ）_（d） H24.9.24 車 - 車 - 90 10
第一当事者は、前方を注視して、通路を進行すべき注意義
務を怠り、漫然と前進した。第二当事者は、後方確認を十
分にしていなかった。

（Ｂ）_（d） H24.12.11 車 - 車 - 90 10

第一当事者は、第二当事者の動向及び周囲の安全に対する
注意を怠り、後方の安全確認が不十分のまま進行した過
失。第二当事者は、十分な安全確認及び通路の状況に応じ
た衝突回避が可能な方法による運転義務が尽くされていた
とまで認めることができない。

（Ｂ）_（d） H25.10.30 車 - 車 - 100 0

第一当事者は、駐車区画に進入しようとする車両の動静を
注視して、その安全を確認すべき注意義務があるのに、こ
れを怠り、後退進行して駐車区画に進入中の第二当事者に
接触させた過失

（Ｂ）_（d） H26.8.28 車 - 車 - 100 0
第一当事者は、駐車区画から通路へ進入する際には、通路
上の車両等の有無及びその動静を確認すべき注意義務があ
るのに、漫然と通路に進入した過失

（Ｂ）_（d） H22.3.23 車 - 車 - 100 0
第一当事者は、車両を後退させる際に、後方確認を怠った
過失

（Ｂ）_（d） H27.11.12 車 - 車 - 70 30
第一当事者は、後方確認不十分。第二当事者は、周囲の動
静に注意し安全を確認する義務があるのに、漫然と後退さ
せた過失。

（Ｂ）_（d） H27.6.23 車 - 車 - 60 40

第一当事者は、第二当事者の駐車作業がまだ終わっていな
いにもかかわらず、終わったものと軽信し、漫然と後退さ
せた過失。第二当事者は、第一当事者の動静を確認するこ
となく、漫然と前進させた過失。

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合
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自動車単独（対施設）の事故の判例を以下に示す。 
 

表 2-15 【参考】 自動車単独（対施設）の事故の判例 

 

 

 

 

 

 

出典「駐車場事故の法律実務 2017」、「交通事故における過失相殺率 2013」 
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当事者

年代
第二
当事者

年代
第一
当事者

第二
当事者

（Ｃ）_（a） H23.1.13 車 - 施設管理者 - 100 0
事故発生まで、第一当事者は本件車庫に衝突する危険性を
認識しなかったのであるから、後方の安全確認を著しく
怠ったと認められる。

（Ｃ）_（a） H24.11.13
施設管理
者

- 車 - 60 40

施設管理者が傾いた鉄パイプ柵を修繕していなかったため
起きたが、注意して見れば傾きは明らかで、これを考慮し
て接触を避けるように注意すべきであった。
ところが、鉄パイプ柵の傾きに気付かず、かかる注意を
怠ったと言わざるを得ない。

原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合
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 自動車単独（対施設）の事故 

 
自動車と施設の事故は、主に誤操作や発見の遅れによって、駐車施設（壁、ポール、ゲート

バー等）との接触等が発生していると考えられる。 
 

ア. 駐車区画における事故 

駐車区画における自動車単独（対施設）の事故としては、柱等の構造物や、外灯等の駐車場

設備等へ衝突・接触する事故がある。 
 

イ. 通路部分における事故 

通路部分における自動車単独（対施設）の事故としては、料金精算機や誘導ポール等の駐車

場設備等に衝突・接触する事故があり、また、アクセルの踏み間違い等で建造物に突入するよ

うなケースも挙げられる。 
これらの要因としては運転者の操作ミスや機器の故障等がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア．駐車区画における事故                  イ．通路部分における事故 

 
図 2-57 自動車単独（対施設）の事故の例 
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自動車単独（対施設）の事故の判例を以下に示す。 
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原因事故のタイプ 判決日
属性 過失割合
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図 2-57 自動車単独（対施設）の事故の例 
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2-3-3 駐車場という場所の特殊性 

 
駐車場内の車両は、道路に比べれば低速で走行しており、一見危険性が低いようにみえる。 
しかし、駐車場内は多くの場合、道路のような信号や交通標識等による交通管理がされてお

らず、自動車と歩行者の空間も区分されず重複することも多い。 
このような道路とは異なる駐車場の事故の背景となる特殊性を以下に整理する。 
 
①駐車場内は車両および人（歩行者）の動線が複雑かつ交錯する可能性の高い場所 

道路を走行する車両は、通常、進行方向に対して前進および右左折、停止する等の挙動が主

であり、突然後退するような挙動は殆ど発生しない。 
しかし、駐車場内では入出庫時の後退が不規則に発生するため、車両の挙動が複雑になり、

さらにこれらの車両同士の動きが交錯することになる。 
また、死角となる駐車車両等の陰から歩行者が不意に出現したり、車路を横断する等の動き

も発生するため、車両と歩行者の動線が相互に交錯する可能性が高い場所であるといえる。 
 
②駐車場内の交通秩序は運転者および人（歩行者）のマナー・良識等に負う部分が多い 

駐車場の中には、誘導員を配置したり、通行の指示表示（一方通行の表示や「止まれ」等）

により、ある程度交通がコントロールされている場合もあるが、特に監視・誘導等がされてい

ない場合も多い。 
このような駐車場においては、駐車場内の交通の秩序は、主に運転者と歩行者個人の良識や

マナー等に負う部分が多くなっている。 
本研究で対象とする路外駐車場等の駐車施設はその多くが基本的に道路外であるが、不特定

多数が利用可能な駐車場の場合、これまでの判例等では道路交通法の適用を受けるものとされ

ている。 
このため、駐車場内においても、基本的に道路と同様のルールに基づいて行動する必要があ

るにもかかわらず、多くの運転者や歩行者にとって、駐車場が道路の延長上にあるという意識

は希薄であると考えられる。 
 
③駐車場内は道路よりも複数の情報を同時に処理する状況が発生しやすい 

近年、多くの自動車にはカーナビゲーションシステムが搭載されており、行先案内の精度の

向上もあって、目的地に向かって道路を走行する場面では、ルートの選択等に関する運転者へ

の負担は大きく低下している。 
しかし、駐車場内については、一部の駐車場で駐車エリアや階層単位での満空情報が提供さ

れる事例はあるものの、詳細な車室の空き情報まで提供されることは少ない。 
また、比較的規模の大きい平面駐車場や立体駐車場では、駐車場内や出入口へのルートが複

雑になる場合も多く、不慣れな駐車場では自車の位置の誤認等も発生しやすくなる。 
このため、駐車場内においては、「駐車場所を探す」ことに加えて、「他車や歩行者の挙動に

注意する」、「自車の位置や経路を把握する」等、道路上よりも複数の情報を処理する必要に迫

られる状況が発生しやすくなり、これが危険の見落としや安全確認の意識の低下に結びついて

いる可能性がある。 
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2.3 駐車場等の事故の課題の検討 

 

2-3-1 交通事故発生の背景 

 
既往の研究成果では、道路における交通事故の発生要因は、大きく「人的要因」、「車両要因」、

「交通環境要因」の 3 つの要因からなり、これら要因は人的要因を中心として互いに密接に関

連し合っている。 
事故原因に対して、「人的要因」の絡む割合は 90％以上であり、「人的要因」において圧倒的

に多いものは「発見の遅れ」と「判断の誤り」であるとされている。 
「発見の遅れ」は、運転者が運転行動に不可欠な視覚情報を取得できなかったものであり、

これは運転者が無意識の内に作ってしまう認知的枠組み※が原因となっており、また、「判断の

誤り」は、危険に対する感受性が低かったことに原因があるとされている。 

※出典「交通事故の発生要因と運転行動メカニズム」、所 正文、1995 より引用（一部要約） 

 

2-3-2 駐車場等における事故の発生要因 

 
本研究で分析した駐車場等における事故についても、その発生要因は「発見の遅れ」が大部

分を占めており、歩行者対車両・車両対車両の事故では約 9 割、車両単独の事故でも約 5 割と

なっている。また、歩行者対車両の事故の約 1 割は「判断の誤り」なっている。 
車両単独の事故では「操作上の誤り」が約 5 割で、「発見の遅れ」とほぼ同じ割合を占めて

いる。 
このように、駐車場等における事故の要因は大きく「発見の遅れ」、「判断の誤り」、「操作上

の誤り」に集約される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-58 駐車場等の事故の形態と要因（再掲） 
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図 2-58 駐車場等の事故の形態と要因（再掲） 
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 判断の誤り等への問題と課題（第一当事者：車両） 

【問題点】 

判断の誤り等に起因する事故は、主に思い込みや、優先性が不明確なことによる安全に対す

る注意力、判断力の低下が問題となる。 
また、周辺状況の誤認や、迷いの発生による対応の遅延等も問題となる。 
これらの背景としては、通路の分合流部において、優先性が示されていないために、安全確

認を行わずに進行してしまう、あるいは相手に対する希望的な思い込みにより安全確認を行わ

ないことなどが考えられる。 
また、車路の屈曲や勾配による見通しの悪さや、駐車場内の経路が複雑になっている場合、

自車の位置把握等に気を取られ、危険への対応の遅れなどが発生するものと考えられる。 
 
【対応課題】 

思い込みや注意力の低下、迷いの発生は、運転者の判断や操作に遅れや誤りを発生させる原

因となる。 
このため、これらの事故要因への対応としては、より「迷わない環境」を作ることが重要と

なると考えられる。 
具体的には、「車路の分合流部における優先性の明確化」、「車路等の視認性の向上、経路の

明確化」による対応が必要となる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

事故要因：判断の誤り等への問題と課題（第一当事者：車両）の問題点と対応課題 

【対応の方向性】 

「迷わない環境」への改善 

事故の状況：その他危険ではない、相手が譲ってくれると思った 

■問題点：思い込みによる注意力、判断力低下 

●対応課題：車路の分合流部における優先性の明確化 

事故の状況：その他相手の予見ミス、運転感覚の誤り 

■問題点：周辺状況の誤認、迷いによる対応の遅延 

●対応課題：車路等の視認性の向上、経路の明確化 
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2-3-4 駐車場等における事故の問題点と課題の検討 

 
駐車場等における事故の要因と駐車場の特殊性を踏まえて、駐車場等における安全性につい

ての問題点と課題を検討する。 
 

 発見の遅れへの問題点と課題（第一当事者：車両） 

【問題点】 

発見の遅れに起因する事故は、安全確認行動への意識低下や、運転以外のことへ意識が散漫

になることが問題となる。 
これらの背景としては、目的地に到着したことによる高揚感や、低速で走行していることに

よる気のゆるみ、「道路と同様に行動する」という意識の希薄化や、空いている駐車場所を探

すことに気がとられる等、様々な要因が重なっていると考えられる。 
 
【対応課題】 

上記のとおり、駐車場内には運転者の注意力を散漫にする要素が多々存在する。 
このため、これらの事故要因への対応としては、より「気づきやすい環境」を作ることが重

要となる。 
具体的には、「安全確認を促す案内・表示等の設置」や、「車両の動線の整序化」による対応

が必要となると考えられる。 
また、「景色にみとれる、物を落とした・取ろうとした、同乗者等に脇見」等、運転行為外

のことが要因となってものについては、外的な対応のみでは限界があるため、「自動車等の先

進的技術による操作の補完」も必要である。 
このような問題に対しては、自動車の衝突防止システム等による対応が考えられる。 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

事故要因：発見の遅れ（第 1 当事者：車両）の問題点と対応課題 

【対応の方向性】 

「自動車等の先進的技術による操作の補完」 

事故要因：発見の遅れ（第 1 当事者：車両）の問題点と対応課題 

【必要となる対応の方向性】 

「気づきやすい環境」への改善 

事故の状況：安全確認不十分、安全確認なし 

■問題点：安全確認行動への意識低下 

●対応課題：安全確認を促す案内・表示等の設置 

事故の状況：他車等に脇見 

■問題点：運転への意識散漫 

●対応課題：車両の動線の整序化 

事故の状況：景色にみとれる、物を落とした・取ろうとした、同乗者等に脇見 

■問題点：運転への意識散漫（運転行為外） 

●対応課題：誤操作・誤認に対する衝突防止システムの導入 
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 判断の誤り等への問題と課題（第一当事者：車両） 
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 発見の遅れへの問題点と課題（第二当事者：歩行者） 

【問題点】 

歩行者が第二当事者となる事故では、「要因なし」のケースが多いが、要因の特定できるケ

ースでは、発見の遅れや判断の誤りに起因する事故が発生している。 
これらは、歩行者が、駐車場内の危険に対する意識が希薄なことや、相手（車両）に対する

希望的な思い込みによる安全確認行動への意識不足が原因と考えられる。 
 

【対応課題】 

駐車場内であっても、歩行者が優先されるべきことは道路と変わりはないが、前述のとおり

駐車場が道路の延長上にあるという意識が、自動車・歩行者ともに希薄になりやすいものと考

えられる。 
この対応としては、歩行者が「歩きやすい環境」を作ることが重要であり、それには「歩行

空間の明確化と歩行動線の適正化」や「歩行者・自動車双方への優先性の明確化」等が必要と

なる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
事故要因別の問題点と対応課題の一覧を次頁に示す。 
 
 
 
 

  

事故要因：発見の遅れへの問題点と課題（第二当事者：歩行者）の問題点と対応課題 

【対応の方向性】 

「歩きやすい環境」への改善 

事故の状況：安全確認不十分、安全確認なし 

■問題点：安全確認行動への働きかけの不足 

●対応課題：歩行空間の明確化と歩行動線の適正化 

事故の状況：相手が譲る・停止すると思った、相手がルールを守ると思った 

■問題点：思い込みによる意識低下 

●対応課題：歩行者・自動車双方への優先性の明確化 
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 操作上の誤りへの問題点と課題（第一当事者：車両） 

【問題点】 

操作上の誤りに起因する事故は、走行中に不意に発見した危険に対して慌てたことによるペ

ダル類の操作の誤りや、発車時における誤認による誤操作等が問題となる。 
また、ハンドルの操作不適は、運転者の車両感覚の錯誤等が問題となる。 
 
【対応課題】 

極力誤操作が発生しないような駐車場内の環境整備をすることは基本ではあるが、ペダル類

の踏み間違いやハンドル誤操作は外的な対応のみでは限界があるため、「自動車等の先進的技

術による操作の補完」が重要である。 
このため、「誤操作・誤認に対する衝突防止システムの導入」や「バックビューモニタ等に

よる視認性確保」が必要となる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

事故要因：操作上の誤りへの問題点と課題（第一当事者：車両）の問題点と対応課題 

【対応の方向性】 

「自動車等の先進的技術による操作の補完」 

事故の状況：ペダル踏み間違い、ブレーキ踏み忘れ、その他操作不適 

■問題点：ペダルの誤操作等への対応 

●対応課題：誤操作・誤認に対する衝突防止システムの導入 

事故の状況：ハンドル操作不適 

■問題点：後退時の視認性不足等 

●対応課題：バックビューモニタ等による視認性確保 
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 事故要因：判断の誤り等への問題と課題（第一当事者：車両）の問題点と対応課題 
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事故要因：発見の遅れ（第 1 当事者：車両）の問題点と対応課題 

【対応の方向性】 

「自動車等の先進的技術による操作の補完」 
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図 2-59 駐車場等の事故における問題点と対応課題（第一当事者：車両） 
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 事故要因：判断の誤り等への問題と課題（第一当事者：車両）の問題点と対応課題 

【対応の方向性】 

「迷わない環境」への改善 

事故の状況：その他危険ではない、相手が譲ってくれると思った 

■問題点：思い込みによる注意力、判断力低下 

●対応課題：車路の分合流部における優先性の明確化 
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事故要因：発見の遅れ（第 1 当事者：車両）の問題点と対応課題 
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「自動車等の先進的技術による操作の補完」 

事故要因：発見の遅れ（第 1 当事者：車両）の問題点と対応課題 

【必要となる対応の方向性】 

「気づきやすい環境」への改善 

事故の状況：安全確認不十分、安全確認なし 

■問題点：安全確認行動への意識低下 

●対応課題：安全確認を促す案内・表示等の設置 

事故の状況：他車等に脇見 

■問題点：運転への意識散漫 

●対応課題：車両の動線の整序化 
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図 2-59 駐車場等の事故における問題点と対応課題（第一当事者：車両） 
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第3章 駐車場内の事故減少のための技術的対応事例の調査 

 

本章では、駐車場内の事故減少に資すると考えられる先進的な技術の事例調査を行う。 
 

1. 事故減少のための技術的対応事例 

 

1.1 駐車施設の運用面以外で対応の必要性が高い課題 

 
駐車場等の事故について、前章で検討した事故要因別の問題点と課題のうち、駐車施設の運

用面以外での対応の必要性が高い課題である「誤操作・誤認に対する衝突防止システムの導入」、

「バックビューモニタ等による視認性確保」等について、本章では、先進的な技術事例の調査

を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-1 駐車施設以外で対応の必要性が高い課題の調査内容 

 
 
 

  

【駐車場等の事故における課題】 

 

 【駐車場サイドで対応の必要性が高い課題】 

●安全確認を促す案内・表示等の設置 

●車両の動線の整序化 

●車路の分合流部における優先性の明確化 

●車路等の視認性の向上、経路の明確化 

●歩行空間の明確化と歩行動線の適正化 

●歩行者・自動車双方への優先性の明確化 

 

【駐車施設以外で対応の必要性が高い課題】 

●誤操作・誤認に対する衝突防止システムの

導入 

●バックビューモニタ等による視認性確保 

◎自動車等の先進的技術による操作の補完 

※本研究では先進的な事例の調査のみ実施 

◎駐車施設の運用改善案の検討 

●駐車施設設計に関する技術的基準 

●駐車施設の現状と対応の方向性の検討 

●駐車施設の運用改善案の検討 

※3 章で実施 
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図 2-60 駐車場等の事故における問題点と対応課題（第二当事者：歩行者） 
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1.2 自動車等の先進的技術の分類 

 
本研究では、駐車場等の事故について軽減に資する先進的技術を、大きく「自動運転技術な

どによる対応」、「駐車設備の高度化による対応」、「その他 ICT の活用による対応」の 3 つに分

類し、調査を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2 自動車などの先進的技術の分類 

 
 
 

  

【自動車等の先進的技術の分類】 

 

 

【駐車場等における事故の主な要因】 

 

 

【駐車場】 

 

 

【その他】 

 

 

【自動車】 

 

 

■発見の遅れ ■判断の誤り等  ■操作上の誤り 

・駐車設備の高度化による対応  

・バレーパーキングの高度化  

（駐車行動の代行） 

・駐車場設備の高度化  

・ICT の活用による対応  

・スマートフォン等の情報端

末の活用  

・自動運転技術等による対応  

・駐車行動のアシスト機能  

・衝突・誤操作防止のアシス

ト機能  
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1.3 自動運転技術等による対応事例 

 
本項では、自動車本体に搭載される運転アシスト機能や自動運転技術についての現状および

将来動向を把握する。 
 

1-3-1 自動車自動運転技術等の動向 

 

自動運転レベルの定義 

運転には、ドライバーが全ての運転操作を行う状態から、自動車の運転支援システムが一部

の運転操作を行う状態、ドライバーの関与なしに走行する状態まで、自動車の運転へのドライ

バーの関与度合の観点から、様々な概念が存在している。 
政府が主導する「官民 ITS 構想・ロードマップ 2017」においては、自動運転レベルの定義

として、SAE※1 International の J3016（2016 年 9 月）の定義を採用している※2。 
その概要は表 3-1 のとおりである。なお、「官民 ITS 構想・ロードマップ 2017」では、SAE

レベル 3 以上の自動運転システムを「高度自動運転システム」※3、また、SAE レベル 4、5 の

自動運転システムを「完全自動運転システム」と呼んでいる。 
 
 

表 3-1 自動運転レベルの定義（J3016）の概要※ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1 Society of Automotive Engineers 

※2 官民 ITS 構想・ロードマップでは、これまで、米国 NHTSA が 2013 年 5月に発表した PolicyonAutomatedVehicle を参

考に、レベル０からレベル４の５段階の定義を採用していたが、米国 NHTSA の FederalAutomatedVehiclePolicy の発表

（2016 年 9月）に伴い、欧米とも SAEJ3016 を全面的に採用したことになったことを踏まえ、SAEJ3016 の定義を全面的

に採用するものとした。なお混乱を避けるべく、当面は必要に応じ、「SAE レベル○」と記載することとする。 

※3 米国 NHTSA の FederalAutomatedVehiclePolicy（2016 年 9月）では、SAE レベル 3以上を「高度自動運転車（HAV）」

と呼んでいる。なお、J3016 では、「自動運転システム（AutomatedDrivingSystem：ADS）」とは、SAE レベル 3以上のも

のを指すとしているが、本構想・ロードマップ 2017 では、「自動運転システム」を、運転自動化（DrivingAutomation）

に係るシステムの一般的用語として使用する。 

※4 SAEInternationalJ3016(2016)"TaxonomyandDefinitionsforTermsRelatedtoDrivingAutomationSystemsforOn- 

RoadMotorVehicle”.なお、現在、自動車技術会（JSAE）にて、J3016 の日本語翻訳 JIS 化を推進中。 

※5 SAEInternationalJ3016(2016)における”User”の訳。ただし運転者を含む。 

 
出典：官民 ITS 構想・ロードマップ 2017 

※ 5 



7169 

 

1.2 自動車等の先進的技術の分類 

 
本研究では、駐車場等の事故について軽減に資する先進的技術を、大きく「自動運転技術な

どによる対応」、「駐車設備の高度化による対応」、「その他 ICT の活用による対応」の 3 つに分

類し、調査を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2 自動車などの先進的技術の分類 

 
 
 

  

【自動車等の先進的技術の分類】 

 

 

【駐車場等における事故の主な要因】 

 

 

【駐車場】 

 

 

【その他】 

 

 

【自動車】 

 

 

■発見の遅れ ■判断の誤り等  ■操作上の誤り 

・駐車設備の高度化による対応  

・バレーパーキングの高度化  

（駐車行動の代行） 

・駐車場設備の高度化  

・ICT の活用による対応  

・スマートフォン等の情報端

末の活用  

・自動運転技術等による対応  

・駐車行動のアシスト機能  

・衝突・誤操作防止のアシス

ト機能  

70 

 

1.3 自動運転技術等による対応事例 

 
本項では、自動車本体に搭載される運転アシスト機能や自動運転技術についての現状および

将来動向を把握する。 
 

1-3-1 自動車自動運転技術等の動向 

 

自動運転レベルの定義 

運転には、ドライバーが全ての運転操作を行う状態から、自動車の運転支援システムが一部

の運転操作を行う状態、ドライバーの関与なしに走行する状態まで、自動車の運転へのドライ

バーの関与度合の観点から、様々な概念が存在している。 
政府が主導する「官民 ITS 構想・ロードマップ 2017」においては、自動運転レベルの定義

として、SAE※1 International の J3016（2016 年 9 月）の定義を採用している※2。 
その概要は表 3-1 のとおりである。なお、「官民 ITS 構想・ロードマップ 2017」では、SAE

レベル 3 以上の自動運転システムを「高度自動運転システム」※3、また、SAE レベル 4、5 の

自動運転システムを「完全自動運転システム」と呼んでいる。 
 
 

表 3-1 自動運転レベルの定義（J3016）の概要※ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1 Society of Automotive Engineers 

※2 官民 ITS 構想・ロードマップでは、これまで、米国 NHTSA が 2013 年 5月に発表した PolicyonAutomatedVehicle を参

考に、レベル０からレベル４の５段階の定義を採用していたが、米国 NHTSA の FederalAutomatedVehiclePolicy の発表

（2016 年 9月）に伴い、欧米とも SAEJ3016 を全面的に採用したことになったことを踏まえ、SAEJ3016 の定義を全面的

に採用するものとした。なお混乱を避けるべく、当面は必要に応じ、「SAE レベル○」と記載することとする。 

※3 米国 NHTSA の FederalAutomatedVehiclePolicy（2016 年 9月）では、SAE レベル 3以上を「高度自動運転車（HAV）」

と呼んでいる。なお、J3016 では、「自動運転システム（AutomatedDrivingSystem：ADS）」とは、SAE レベル 3以上のも

のを指すとしているが、本構想・ロードマップ 2017 では、「自動運転システム」を、運転自動化（DrivingAutomation）

に係るシステムの一般的用語として使用する。 

※4 SAEInternationalJ3016(2016)"TaxonomyandDefinitionsforTermsRelatedtoDrivingAutomationSystemsforOn- 

RoadMotorVehicle”.なお、現在、自動車技術会（JSAE）にて、J3016 の日本語翻訳 JIS 化を推進中。 

※5 SAEInternationalJ3016(2016)における”User”の訳。ただし運転者を含む。 

 
出典：官民 ITS 構想・ロードマップ 2017 

※ 5 



7271 

 

 自動運転技術のロードマップ 

自動運転技術のロードマップは、「官民 ITS 構想・ロードマップ 2017」では、2030 年まで

に SAE レベル 4 までの市場化を目指している。 
また、日本自動車工業会では、2030 年以降の普及拡大・展開期を経て、2050 年頃に社会へ

の定着・成熟を想定している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3 自動運転技術のロードマップ（官民 ITS 構想・ロードマップ 2017） 

出典：官民 ITS 構想 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-4 自動運転技術のロードマップ（日本自動車工業会） 

        出典：日本自動車工業会 
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 駐車に関わる運転アシスト機能等 

現状で市販車に搭載される自動運転技術としては、前記の SAE レベル 1 および 2 に該当す

るものである。 
駐車に関わるアシスト機能は、ハンドル操作を自動化し、アクセル・ブレーキ操作は運転者

が行うものが多い。 
これらは隣接する駐車区画の駐車車両や駐車場内の壁等に接触する事故への軽減効果があ

ると考えられるが、歩行者や他の通行車両等には運転者が注意を図る必要がある。 
 
表 3-2 駐車に関わる運転アシスト機能の概要（主要自動車メーカーの例） 

メーカー 名称 概要 

日産 インテリジェントパーキングアシスト ハンドル操作を自動で行い、アクセル

とブレーキの操作はドライバーが行

う 

トヨタ インテリジェントパーキングアシスト ハンドル操作を自動で行い、アクセル

とブレーキの操作はドライバーが行

う 

ホンダ スマートパーキングアシストシステム ハンドル操作を自動で行い、アクセル

とブレーキの操作はドライバーが行

う 

三菱 リモコン式自動駐車 駐車に関わる動作を全て自動化 

マツダ 360°ビュー・モニター＋フロントパーキン

グセンサー 

目では直接確認しづらいエリアの安

全確認をサポート 

スバル - - 

スズキ - - 

ダイハツ - - 

日野など（トラック） - - 

Audi（ドイツ） パークアシスト ハンドル操作を自動で行い、アクセル

とブレーキの操作はドライバーが行

う 

ボッシュ（ドイツ） ホームゾーン駐車支援システム システムが個々のドライバーの操作

を一度学習し記憶、駐車スペースへの

入庫を自動化 

ダイムラー（ドイツ） リモートパーキングアシスト クルマの外から、スマートフォンのア

プリで、駐車操作が可能 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー 日産 

名称 ●インテリジェントパーキングアシスト 

概要  

ハンドル操作を自動で行うので、簡単に駐車 

運転が苦手な方でも、楽に駐車ができる技術。ハンドル操作を自動で行うので、ドライバーは

アクセルとブレーキの操作と、周囲の安全確認に専念することができる。 

クルマを真上から見ているようなアラウンドビューモニターの映像を利用することで、だれで

も簡単に「クルマをどこに止めるのか」を指定することができる。 

 

技術の働き 

アラウンドモニターのトップビュー（真上からの映像）を見ながら、クルマを駐車する位置を

指定する。すると、指定した位置に向けて、自動的にハンドル操作が行われる。 

ドライバーは、画面に表示される手順と音声に従って、アクセルとブレーキを操作。速度を調

節しながら前進／後退をすることで、指定した枠内に駐車することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日産 HP「インテリジェントパーキングアシスト」 

 

 

 

 

 

 

出典 URL 
https://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/OVERVIEW/intelligent_parking_assist.html 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー トヨタ 

名称 ●インテリジェントパーキングアシスト 

概要  

インテリジェントパーキングアシスト 2は、カメラと超音波センサーの検出結果をフュージョ

ンすることで駐車スペースを検知し、区画線を検出できた時のみ目標駐車位置を自動設定。仮

に隣接する車両が傾いて駐車しているような場合でも、隣接車両と適切な距離を確保し、区画

線内へクルマを誘導する。 

また、狭い駐車場においても、一発駐車だけでなく、複数回の前後移動を含めたサポートを行

うので、より狭い駐車環境であっても、大きなボディを持て余すことなく、簡単・スムーズに

駐車できる。さらに縦列駐車はもちろん、縦列駐車から出庫する際に前後の空間が狭く、隣接

する車両への接触の危険がある場合は、超音波センサーを駆使して発進可能位置までのステア

リング操作を自動で行い、スムーズな出庫をアシストすることも可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：トヨタ HP「インテリジェントパーキングアシスト 2」 

 

 

 

出典 URL http://toyota.jp/technology/comfortable/intelligentparkingassist2/ 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー 日産 

名称 ●インテリジェントパーキングアシスト 

概要  

ハンドル操作を自動で行うので、簡単に駐車 

運転が苦手な方でも、楽に駐車ができる技術。ハンドル操作を自動で行うので、ドライバーは

アクセルとブレーキの操作と、周囲の安全確認に専念することができる。 

クルマを真上から見ているようなアラウンドビューモニターの映像を利用することで、だれで

も簡単に「クルマをどこに止めるのか」を指定することができる。 

 

技術の働き 

アラウンドモニターのトップビュー（真上からの映像）を見ながら、クルマを駐車する位置を

指定する。すると、指定した位置に向けて、自動的にハンドル操作が行われる。 

ドライバーは、画面に表示される手順と音声に従って、アクセルとブレーキを操作。速度を調

節しながら前進／後退をすることで、指定した枠内に駐車することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日産 HP「インテリジェントパーキングアシスト」 

 

 

 

 

 

 

出典 URL 
https://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/OVERVIEW/intelligent_parking_assist.html 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー トヨタ 

名称 ●インテリジェントパーキングアシスト 

概要  

インテリジェントパーキングアシスト 2は、カメラと超音波センサーの検出結果をフュージョ

ンすることで駐車スペースを検知し、区画線を検出できた時のみ目標駐車位置を自動設定。仮

に隣接する車両が傾いて駐車しているような場合でも、隣接車両と適切な距離を確保し、区画

線内へクルマを誘導する。 

また、狭い駐車場においても、一発駐車だけでなく、複数回の前後移動を含めたサポートを行

うので、より狭い駐車環境であっても、大きなボディを持て余すことなく、簡単・スムーズに

駐車できる。さらに縦列駐車はもちろん、縦列駐車から出庫する際に前後の空間が狭く、隣接

する車両への接触の危険がある場合は、超音波センサーを駆使して発進可能位置までのステア

リング操作を自動で行い、スムーズな出庫をアシストすることも可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：トヨタ HP「インテリジェントパーキングアシスト 2」 

 

 

 

出典 URL http://toyota.jp/technology/comfortable/intelligentparkingassist2/ 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー ホンダ 

名称 ●Honda スマートパーキングアシストシステム 

概要 ■スマートパーキングアシストシステムの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■撮影した画像をリアルタイム解析駐車枠かどうかを瞬時に判断 

マルチビューカメラの画像処理技術を活用して、駐車枠を認識する。左右のドアミラー内に搭

載したカメラによって、駐車枠かどうか自動で判断する。 

 

  

 

 

 

 

■ハンドル操作を担うのは、電動パワーステアリングのモーター 

スマートパーキングアシストシステムを使

っているときは、車両が駐車経路を走行す

るように、電動パワーステアリングのモー

ターが運転者の代わりにハンドルを回す。

ハンドルが回転するスピードは、車両の進

行速度に応じて変化する。 

 

■タイヤの回転数の測定によってクルマと駐車枠の位置を割り出す 

スマートパーキングアシストシステムでは、タイヤの回転数を測

定するセンサー情報から車両の移動距離や進入角度を計算する

ことで、駐車枠とクルマの位置関係を割り出している。 

 

 

 

 

出典：ホンダ HP「スマートパーキングアシストシステム」 

出典 URL http://www.honda.co.jp/tech/auto/hondasmart-parking/page2/ 

  

【駐車枠を認識できる場合】 

駐車枠を認識すると緑色の枠が駐車

枠線上に移動 

【駐車枠を認識できない場合】 

ラインがかすれていたり、ロープ

枠の場合には駐車枠を認識でき

ない 

【駐車枠を認識できない場合の

使い方】 

駐車枠を認識できない場合でも、

自車両を移動させて画面上の緑

枠を駐車したいスペースに合わ

せることで、スマートパーキング

アシストシステムを使用できる。 

76 

 

 
項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー 三菱（三菱電機） 

名称 ●リモコン式自動駐車 

概要  

周辺監視・駐車区画認識・車両誘導技術により駐車に関わる動作を全て自動化し、狭い場所で

もリモコンによる快適で安全な自動駐車を実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三菱電機 HP「予防安全（自動運転）コンセプトカー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 URL http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2015/1014-b.html 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー ホンダ 

名称 ●Honda スマートパーキングアシストシステム 

概要 ■スマートパーキングアシストシステムの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■撮影した画像をリアルタイム解析駐車枠かどうかを瞬時に判断 

マルチビューカメラの画像処理技術を活用して、駐車枠を認識する。左右のドアミラー内に搭

載したカメラによって、駐車枠かどうか自動で判断する。 

 

  

 

 

 

 

■ハンドル操作を担うのは、電動パワーステアリングのモーター 

スマートパーキングアシストシステムを使

っているときは、車両が駐車経路を走行す

るように、電動パワーステアリングのモー

ターが運転者の代わりにハンドルを回す。

ハンドルが回転するスピードは、車両の進

行速度に応じて変化する。 

 

■タイヤの回転数の測定によってクルマと駐車枠の位置を割り出す 

スマートパーキングアシストシステムでは、タイヤの回転数を測

定するセンサー情報から車両の移動距離や進入角度を計算する

ことで、駐車枠とクルマの位置関係を割り出している。 

 

 

 

 

出典：ホンダ HP「スマートパーキングアシストシステム」 

出典 URL http://www.honda.co.jp/tech/auto/hondasmart-parking/page2/ 

  

【駐車枠を認識できる場合】 

駐車枠を認識すると緑色の枠が駐車

枠線上に移動 

【駐車枠を認識できない場合】 

ラインがかすれていたり、ロープ

枠の場合には駐車枠を認識でき

ない 

【駐車枠を認識できない場合の

使い方】 

駐車枠を認識できない場合でも、

自車両を移動させて画面上の緑

枠を駐車したいスペースに合わ

せることで、スマートパーキング

アシストシステムを使用できる。 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー 三菱（三菱電機） 

名称 ●リモコン式自動駐車 

概要  

周辺監視・駐車区画認識・車両誘導技術により駐車に関わる動作を全て自動化し、狭い場所で

もリモコンによる快適で安全な自動駐車を実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三菱電機 HP「予防安全（自動運転）コンセプトカー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 URL http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2015/1014-b.html 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー マツダ 

名称 ●360°ビュー・モニター＋フロントパーキングセンサー 

概要  

車両の前後左右に備えた計 4つのカメラを活用し、車両を上方から見たようなトップビューの

ほか、フロントビュー、リアビュー、左右サイドビューの映像をセンターディスプレイに表示。

リア・クロス・トラフィック・アラート（RCTA）や 8つのパーキングセンサーで対象車両や物

を検知して知らせる警報音とともに、低速走行時に目では直接確認しづらいエリアの安全確認

をサポート。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニターの映像は、マツダならではの人間中心の設計思想に基づき、歪みが少なく遠近感や距

離感をつかみやすい自然な映像を目指した。狭い場所での駐車、狭い道でのすれ違い、T字路

への進入時などで確認したいエリアの状況が直感的に把握しやすく、より的確な運転操作に役

立つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：マツダ HP「先進安全技術」 

 

 

出典 URL http://www.mazda.co.jp/cars/axela/feature/safety/i-activsense/#safety360 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー Audi（ドイツ） 

名称 ●パークアシスト 

概要  

駐車可能なスペースを超音波センサーで探知。駐車の完了まで自動ステアリング操作を行う。

道路に対して直角の車庫入れも縦列駐車も、システムが最適な入出経路を計算し、切り返しが

必要なスペースにも対応。ドライバーはアクセル/ブレーキ操作と安全確認に専念できる。ス

テアリング角度に合わせて MMI ディスプレイに車両の前後方や横の障害物を表示して、安全確

認をサポートする。 

 

 

クルマを停める最適な間隔を感知。ステアリング操作はシステムが行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アウディ ジャパン HP「パークアシスト」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 URL https://www.audi.jp/technology/park_assist/ 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー マツダ 

名称 ●360°ビュー・モニター＋フロントパーキングセンサー 

概要  

車両の前後左右に備えた計 4つのカメラを活用し、車両を上方から見たようなトップビューの

ほか、フロントビュー、リアビュー、左右サイドビューの映像をセンターディスプレイに表示。

リア・クロス・トラフィック・アラート（RCTA）や 8つのパーキングセンサーで対象車両や物

を検知して知らせる警報音とともに、低速走行時に目では直接確認しづらいエリアの安全確認

をサポート。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニターの映像は、マツダならではの人間中心の設計思想に基づき、歪みが少なく遠近感や距

離感をつかみやすい自然な映像を目指した。狭い場所での駐車、狭い道でのすれ違い、T字路

への進入時などで確認したいエリアの状況が直感的に把握しやすく、より的確な運転操作に役

立つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：マツダ HP「先進安全技術」 

 

 

出典 URL http://www.mazda.co.jp/cars/axela/feature/safety/i-activsense/#safety360 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー Audi（ドイツ） 

名称 ●パークアシスト 

概要  

駐車可能なスペースを超音波センサーで探知。駐車の完了まで自動ステアリング操作を行う。

道路に対して直角の車庫入れも縦列駐車も、システムが最適な入出経路を計算し、切り返しが

必要なスペースにも対応。ドライバーはアクセル/ブレーキ操作と安全確認に専念できる。ス

テアリング角度に合わせて MMI ディスプレイに車両の前後方や横の障害物を表示して、安全確

認をサポートする。 

 

 

クルマを停める最適な間隔を感知。ステアリング操作はシステムが行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アウディ ジャパン HP「パークアシスト」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 URL https://www.audi.jp/technology/park_assist/ 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー ボッシュ（ドイツ） 

名称 ●ホームゾーン駐車支援システム 

概要 ■ホームゾーン駐車支援システムによる自動駐車 

 

ボッシュのホームゾーン駐車支援システムは 2019 年には量産の準備が整う見通しである。こ

の支援システムは、最大 100m 離れた場所から駐車スペースまで車両を誘導することができ、

全自動での操作も可能となる。 

このホームゾーン駐車支援システムは、部分的に自動化するシステムで、自宅のガレージや契

約駐車場の指定区画など、同じ駐車動作を繰り返し行なうケースに合わせて設計され、システ

ムが個々のドライバーの操作を一度学習し記憶する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Auto Prove（オートプルーブ）HP「ボッシュのオートパーキングシステムを考察」 

出典 URL https://autoprove.net/supplier_news/bosch/40695/ 
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項目 先進技術事例 

メーカー ダイムラー（ドイツ） 

名称 ●リモートパーキングアシスト 

概要  

クルマの外から、スマートフォンのアプリで、駐車操作が可能。並列・縦列駐車の場合（日本

初の機能＊）は、車両が駐車スペースを検知したら、クルマから降り、スマートフォンの操作

だけで駐車することができる。また乗り降りしにくい狭い駐車場などで駐車するときに、駐車

スペースの前でクルマを降り、クルマを直線的に前後に動かすことが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車外での操作例          狭い駐車スペースからの直進での発進例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦列／並列駐車での操作例 

 

出典：ダイムラーHP「新しい快適｜Mercedes me connect｜」 

 

出典 URL http://www.mercedes-me-connect.jp/kaiteki.html 
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項目 先進技術事例（駐車に関わる運転アシスト機能） 

メーカー ボッシュ（ドイツ） 

名称 ●ホームゾーン駐車支援システム 

概要 ■ホームゾーン駐車支援システムによる自動駐車 

 

ボッシュのホームゾーン駐車支援システムは 2019 年には量産の準備が整う見通しである。こ

の支援システムは、最大 100m 離れた場所から駐車スペースまで車両を誘導することができ、

全自動での操作も可能となる。 

このホームゾーン駐車支援システムは、部分的に自動化するシステムで、自宅のガレージや契

約駐車場の指定区画など、同じ駐車動作を繰り返し行なうケースに合わせて設計され、システ

ムが個々のドライバーの操作を一度学習し記憶する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Auto Prove（オートプルーブ）HP「ボッシュのオートパーキングシステムを考察」 

出典 URL https://autoprove.net/supplier_news/bosch/40695/ 

  

80 

 

 
項目 先進技術事例 

メーカー ダイムラー（ドイツ） 

名称 ●リモートパーキングアシスト 

概要  

クルマの外から、スマートフォンのアプリで、駐車操作が可能。並列・縦列駐車の場合（日本

初の機能＊）は、車両が駐車スペースを検知したら、クルマから降り、スマートフォンの操作

だけで駐車することができる。また乗り降りしにくい狭い駐車場などで駐車するときに、駐車

スペースの前でクルマを降り、クルマを直線的に前後に動かすことが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車外での操作例          狭い駐車スペースからの直進での発進例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦列／並列駐車での操作例 

 

出典：ダイムラーHP「新しい快適｜Mercedes me connect｜」 

 

出典 URL http://www.mercedes-me-connect.jp/kaiteki.html 
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 衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能 

衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能については、政府の交通対策本部が「安全運転サ

ポート車」の普及啓発を行うための関係省庁副大臣等会議を設置し、同会議において、自動ブ

レーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等を搭載した車（安全運転サポート車）に「セーフ

ティ・サポートカーＳ（サポカーＳ）」の愛称をつけ、自動ブレーキを搭載した車 「セーフテ

ィ・サポートカー（サポカー）」とともに、官民連携による普及啓発に取り組んでいる。 
サポカーS は、自動ブレーキの機能によって以下のように「ベーシック」、「ベーシック＋」、

「ワイド」の三つに区分されている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：サポカー／サポカーS（安全運転サポート車の WEB サイト） 

図 3-5 セーフティ・サポートカーS（サポカーS）の区分 

 
自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等の搭載により、主に前後方向の車両や人

との衝突の防止や、入出庫時の操作の誤りによる駐車施設への接触等の事故が軽減されると考

えらえる。 
特に、事故の人的要因として「操作上の誤り」が多い高齢者等には、効果が大きいと考えら

れる。 
しかし、側方からの危険（通路の交差部や合流部等）に対しては、現状ではまだ対応に課題

が残る※状況である。 
 

※道路については、交差点における交通安全支援機能として TSPS（Traffic Signal Prediction Systems（信

号情報活用運転支援システム））や DSSS（Driving Safety Support Systems（安全運転支援システム））等

の出会い頭の事故の防止のためのシステムがあるが、道路側には光ビーコンの設置と、自動車側には対応車

載器の搭載が必要となる。 
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表 3-3 衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能の事例（主要自動車メーカー） 

メーカー 名称 概要 

日産 インテリジェント エマ

ージェンシーブレーキ等 

前方の車両や歩行者との衝突回避を支援 

トヨタ スマートアシストⅢ ドライバーの判断を補助し、事故被害の軽減を目

的 

ホンダ HondaSENSING ミリ波レーダーと単眼カメラで検知した情報を

もとに、安心・快適な運転や事故回避を支援 

三菱 e-Assist 電波レーダーやカメラなどによって、安全かつ快

適なドライブをサポートする予防安全技術 

マツダ i-ACTIVSENSE ドライバーの認知・判断・操作をサポートし、事

故のリスクを最小限に 

スバル アイサイト 左右２つのカメラで立体的に環境を把握。クルマ

だけでなく歩行者や自転車なども識別し、対象と

の距離や形状、移動速度を正確に認識することが

できる 

スズキ スズキ セーフティ サポ

ート 

ヒヤリとする一瞬までも最小限に抑え、事故その

ものを未然に防ぐ予防安全技術 

ダイハツ スマートアシストⅢ ドライバーの判断を補助し、事故被害の軽減を目

的 

日野（トラック） プリクラッシュセーフテ

ィシステム等 

停止車両や歩行者まで検知し、衝突回避を支援 

Audi（ドイツ） リヤクロストラフィック

アシスト等 

後退出庫時に死角の安全確認をクルマがアシス

ト 

ダイムラー（ドイツ） アクティブディスタンス

アシスト・ディストロニ

ック 

都市、郊外、高速道路などの走行時に、ステレオ

マルチパーパスカメラとレーダーセンサーによ

り、前走車を認識して速度に応じた車間距離を維

持 
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 衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能 

衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能については、政府の交通対策本部が「安全運転サ

ポート車」の普及啓発を行うための関係省庁副大臣等会議を設置し、同会議において、自動ブ

レーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等を搭載した車（安全運転サポート車）に「セーフ

ティ・サポートカーＳ（サポカーＳ）」の愛称をつけ、自動ブレーキを搭載した車 「セーフテ

ィ・サポートカー（サポカー）」とともに、官民連携による普及啓発に取り組んでいる。 
サポカーS は、自動ブレーキの機能によって以下のように「ベーシック」、「ベーシック＋」、

「ワイド」の三つに区分されている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：サポカー／サポカーS（安全運転サポート車の WEB サイト） 

図 3-5 セーフティ・サポートカーS（サポカーS）の区分 

 
自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等の搭載により、主に前後方向の車両や人

との衝突の防止や、入出庫時の操作の誤りによる駐車施設への接触等の事故が軽減されると考

えらえる。 
特に、事故の人的要因として「操作上の誤り」が多い高齢者等には、効果が大きいと考えら

れる。 
しかし、側方からの危険（通路の交差部や合流部等）に対しては、現状ではまだ対応に課題

が残る※状況である。 
 

※道路については、交差点における交通安全支援機能として TSPS（Traffic Signal Prediction Systems（信

号情報活用運転支援システム））や DSSS（Driving Safety Support Systems（安全運転支援システム））等

の出会い頭の事故の防止のためのシステムがあるが、道路側には光ビーコンの設置と、自動車側には対応車

載器の搭載が必要となる。 
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表 3-3 衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能の事例（主要自動車メーカー） 

メーカー 名称 概要 

日産 インテリジェント エマ

ージェンシーブレーキ等 

前方の車両や歩行者との衝突回避を支援 

トヨタ スマートアシストⅢ ドライバーの判断を補助し、事故被害の軽減を目

的 

ホンダ HondaSENSING ミリ波レーダーと単眼カメラで検知した情報を

もとに、安心・快適な運転や事故回避を支援 

三菱 e-Assist 電波レーダーやカメラなどによって、安全かつ快

適なドライブをサポートする予防安全技術 

マツダ i-ACTIVSENSE ドライバーの認知・判断・操作をサポートし、事

故のリスクを最小限に 

スバル アイサイト 左右２つのカメラで立体的に環境を把握。クルマ

だけでなく歩行者や自転車なども識別し、対象と

の距離や形状、移動速度を正確に認識することが

できる 

スズキ スズキ セーフティ サポ

ート 

ヒヤリとする一瞬までも最小限に抑え、事故その

ものを未然に防ぐ予防安全技術 

ダイハツ スマートアシストⅢ ドライバーの判断を補助し、事故被害の軽減を目

的 

日野（トラック） プリクラッシュセーフテ

ィシステム等 

停止車両や歩行者まで検知し、衝突回避を支援 

Audi（ドイツ） リヤクロストラフィック

アシスト等 

後退出庫時に死角の安全確認をクルマがアシス

ト 

ダイムラー（ドイツ） アクティブディスタンス

アシスト・ディストロニ

ック 

都市、郊外、高速道路などの走行時に、ステレオ

マルチパーパスカメラとレーダーセンサーによ

り、前走車を認識して速度に応じた車間距離を維

持 
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項目 先進技術事例 

メーカー 日産 

名称 － 

概要 【インテリジェント エマージェンシーブレーキ】 

前方の車両や歩行者と衝突する危険を察知すると、ディスプレイへの表示とブザーでドライバ

ーに危険を回避する操作をするように促す。ドライバーが減速できなかった場合には緊急ブレ

ーキを作動させて減速、衝突を回避するか、衝突時の被害を低減する。 

 

【踏み間違い衝突防止アシスト】 

進行方向に障害物が存在することや、障害物までの距離は、ソナーで認識する。クルマのスピ

ードと距離を計算し、衝突の危険があると判断した場合には注意喚起を行い、エンジンやブレ

ーキを自動で制御する。アラウンドビューモニターを搭載している車種の一部は、駐車枠の白

線を認識する。そのような場所でアクセルを強く踏んだ場合も、急加速を抑制する 

 

【ディスタンスコントロールアシスト】 

先行車との距離や相対速度に応じて、システムが滑らかにブレーキをかけたり、アクセルペダ

ルを押し戻す力を発生させ、ドライバーの車間維持操作を支援する。 

 

【レーンデパーチャープリベンション】 

車載カメラにより道路上の白線を検知。クルマが車線を逸脱しそうになると、表示と音でドラ

イバーに注意を促す。同時に、各輪のブレーキを個々にコントロールし、車両を車線内に戻す

方向の力を発生させる。車載カメラにより道路上の白線を検知。クルマが車線を逸脱しそうに

なると、表示と音でドライバーに注意を促す。同時に、各輪のブレーキを個々にコントロール

し、車両を車線内に戻す方向の力を発生させる。 

 

【バックアップコリジョンインターベンション】 

車両後側方に設置したサイドセンサーが車両後方の障害物や、左右から走ってくるクルマや人

を検知。後方に障害物がある時にドライバーが後退を開始すると、表示と音によりドライバー

に警報するとともに、ブレーキをかけることで、障害物に近づかないようドライバーの運転操

作を支援する。 

 

【衝突回避支援コンセプト】 

ドライバーが安全に減速できず、システムが追突の可能性があると判断すると、自動的に制動

を開始。相対速度 60km/h 以下では衝突を回避する能力があり、それ以上の場合も衝突速度を

低減。さらに急制動作動前に前席のシートベルトを巻き上げ、たるみを減少させる。 

 

【ブラインドスポットインターベンション】 

車両後側方に設置したサイドセンサーで隣接レーンの車両を検知。隣接レーンに車両が存在す

る時にドライバーがレーンチェンジを開始すると、表示と音によりドライバーに警報するとと

もに各輪のブレーキを個々にコントロールし、車両を車線内に戻す方向の力を発生させる。 

 

【アラウンドビューモニター】 

車両の前後左右に取り付けた 4個の超広角（180 度）高解像度カメラから得られた映像を合成。

路面の駐車枠と自車両の位置関係をインストルメントパネル上のモニターに表示する。 

 

【ムービングオブジェクトディテクション】 

アラウンドビューモニターの映像を高速プロセッサで演算処理を行い、画像中の物の動きを計

測して、歩行者や障害物を検出。クルマの周囲を歩く人や動く物体を感知してアラームで知ら

せる。 

出典：日産 HP「車両搭載技術」 

出典 URL https://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/present_keyword.html?keyword=57 

  

84 

 

 
項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー トヨタ 

名称 ●スマートアシストⅢ 

概要 【衝突警報機能（対車両・歩行者）／衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・歩行者）】 

■クルマだけでなく、歩行者との衝突回避もサポート。 

走行中に前方の車両と歩行者を認識し、衝突の危険性があると判断した場合に運転者へ注意喚

起。さらに危険性が高ま

った場合には緊急ブレ

ーキで減速。衝突の回避

や、衝突時の被害軽減に

寄与する。 

 

 

 

【衝突警報機能】 

走行中に前方の車両や歩行者をステレオカメラが検知し、衝突の危険性があると判断した場

合、ブザー音とメーター内表示で知らせる。 

 

【事前ブレーキ】 

衝突の危険性がさらに高まったとシステムが判断した場合、自動的に弱いブレーキをかける。 

 

【被害軽減ブレーキアシスト】 

事前ブレーキが作動している時にドライバーがブレーキペダルを踏み込むと、ブレーキアシス

トが作動し、ブレーキ制動力を高める。 

 

【緊急ブレーキ】 

衝突が避けられないとシステムが判断した場合、強いブレーキで減速。衝突の回避や、被害の

軽減をサポート。 

 

【誤発進抑制制御機能（前方・後方）】 

約 10km/h 以下で障害物を認識後、踏み間違い（アクセルペダルを強く踏み込んだ場合）を判

定してエンジン出力を抑制し、ブザー音とメーター内表示で知らせる。 

 

【誤発進抑制制御機能（前方）】 

前方 4m 以内に障害物等があることをステレオカメラが検知している時に、シフトポジション

を「前進」にしたままブレーキペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制する。 

 

【誤発進抑制制御機能（後方）】 

後方約2〜約3m先までに壁などの障害物等があることをソナーセンサーが検知している時に、

シフトポジションを「後退」にしたままブレーキペダルと間違えるなどして必要以上にアクセ

ルペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制する。 

 

【線逸脱警報機能】 

約 60km/h 以上で走行中にステレオカメラが車線を検知している場合、道路上の車線から逸脱

しそうになると、ドライバーへ警報し、逸脱回避操作を促す。 

 

【先行車発進お知らせ機能】 

信号待ちなどで前のクルマが発進したことに気づかない時、ブザー音とメーター内表示で知ら

せる。 

出典：トヨタ HP「安全安心機能サイト」 

出典 URL https://toyota.jp/safety/sumaashi/?padid=ag461_from_safety_sumaashi_detail_bt 
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項目 先進技術事例 

メーカー 日産 

名称 － 

概要 【インテリジェント エマージェンシーブレーキ】 

前方の車両や歩行者と衝突する危険を察知すると、ディスプレイへの表示とブザーでドライバ

ーに危険を回避する操作をするように促す。ドライバーが減速できなかった場合には緊急ブレ

ーキを作動させて減速、衝突を回避するか、衝突時の被害を低減する。 

 

【踏み間違い衝突防止アシスト】 

進行方向に障害物が存在することや、障害物までの距離は、ソナーで認識する。クルマのスピ

ードと距離を計算し、衝突の危険があると判断した場合には注意喚起を行い、エンジンやブレ

ーキを自動で制御する。アラウンドビューモニターを搭載している車種の一部は、駐車枠の白

線を認識する。そのような場所でアクセルを強く踏んだ場合も、急加速を抑制する 

 

【ディスタンスコントロールアシスト】 

先行車との距離や相対速度に応じて、システムが滑らかにブレーキをかけたり、アクセルペダ

ルを押し戻す力を発生させ、ドライバーの車間維持操作を支援する。 

 

【レーンデパーチャープリベンション】 

車載カメラにより道路上の白線を検知。クルマが車線を逸脱しそうになると、表示と音でドラ

イバーに注意を促す。同時に、各輪のブレーキを個々にコントロールし、車両を車線内に戻す

方向の力を発生させる。車載カメラにより道路上の白線を検知。クルマが車線を逸脱しそうに

なると、表示と音でドライバーに注意を促す。同時に、各輪のブレーキを個々にコントロール

し、車両を車線内に戻す方向の力を発生させる。 

 

【バックアップコリジョンインターベンション】 

車両後側方に設置したサイドセンサーが車両後方の障害物や、左右から走ってくるクルマや人

を検知。後方に障害物がある時にドライバーが後退を開始すると、表示と音によりドライバー

に警報するとともに、ブレーキをかけることで、障害物に近づかないようドライバーの運転操

作を支援する。 

 

【衝突回避支援コンセプト】 

ドライバーが安全に減速できず、システムが追突の可能性があると判断すると、自動的に制動

を開始。相対速度 60km/h 以下では衝突を回避する能力があり、それ以上の場合も衝突速度を

低減。さらに急制動作動前に前席のシートベルトを巻き上げ、たるみを減少させる。 

 

【ブラインドスポットインターベンション】 

車両後側方に設置したサイドセンサーで隣接レーンの車両を検知。隣接レーンに車両が存在す

る時にドライバーがレーンチェンジを開始すると、表示と音によりドライバーに警報するとと

もに各輪のブレーキを個々にコントロールし、車両を車線内に戻す方向の力を発生させる。 

 

【アラウンドビューモニター】 

車両の前後左右に取り付けた 4個の超広角（180 度）高解像度カメラから得られた映像を合成。

路面の駐車枠と自車両の位置関係をインストルメントパネル上のモニターに表示する。 

 

【ムービングオブジェクトディテクション】 

アラウンドビューモニターの映像を高速プロセッサで演算処理を行い、画像中の物の動きを計

測して、歩行者や障害物を検出。クルマの周囲を歩く人や動く物体を感知してアラームで知ら

せる。 

出典：日産 HP「車両搭載技術」 

出典 URL https://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/present_keyword.html?keyword=57 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー トヨタ 

名称 ●スマートアシストⅢ 

概要 【衝突警報機能（対車両・歩行者）／衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・歩行者）】 

■クルマだけでなく、歩行者との衝突回避もサポート。 

走行中に前方の車両と歩行者を認識し、衝突の危険性があると判断した場合に運転者へ注意喚

起。さらに危険性が高ま

った場合には緊急ブレ

ーキで減速。衝突の回避

や、衝突時の被害軽減に

寄与する。 

 

 

 

【衝突警報機能】 

走行中に前方の車両や歩行者をステレオカメラが検知し、衝突の危険性があると判断した場

合、ブザー音とメーター内表示で知らせる。 

 

【事前ブレーキ】 

衝突の危険性がさらに高まったとシステムが判断した場合、自動的に弱いブレーキをかける。 

 

【被害軽減ブレーキアシスト】 

事前ブレーキが作動している時にドライバーがブレーキペダルを踏み込むと、ブレーキアシス

トが作動し、ブレーキ制動力を高める。 

 

【緊急ブレーキ】 

衝突が避けられないとシステムが判断した場合、強いブレーキで減速。衝突の回避や、被害の

軽減をサポート。 

 

【誤発進抑制制御機能（前方・後方）】 

約 10km/h 以下で障害物を認識後、踏み間違い（アクセルペダルを強く踏み込んだ場合）を判

定してエンジン出力を抑制し、ブザー音とメーター内表示で知らせる。 

 

【誤発進抑制制御機能（前方）】 

前方 4m 以内に障害物等があることをステレオカメラが検知している時に、シフトポジション

を「前進」にしたままブレーキペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制する。 

 

【誤発進抑制制御機能（後方）】 

後方約2〜約3m先までに壁などの障害物等があることをソナーセンサーが検知している時に、

シフトポジションを「後退」にしたままブレーキペダルと間違えるなどして必要以上にアクセ

ルペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制する。 

 

【線逸脱警報機能】 

約 60km/h 以上で走行中にステレオカメラが車線を検知している場合、道路上の車線から逸脱

しそうになると、ドライバーへ警報し、逸脱回避操作を促す。 

 

【先行車発進お知らせ機能】 

信号待ちなどで前のクルマが発進したことに気づかない時、ブザー音とメーター内表示で知ら

せる。 

出典：トヨタ HP「安全安心機能サイト」 

出典 URL https://toyota.jp/safety/sumaashi/?padid=ag461_from_safety_sumaashi_detail_bt 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー ホンダ 

名称 ●HondaSENSING（ホンダセンシング） 

概要  

HondaSENSING は、ミリ波レーダーと単眼カメラとコントロールユニットで構成されたシステ

ム。2種類のセンサーを組み合わせることで、クルマの前方の状況をより高い精度で認識。衝

突などのリスクがある場合は、コントロールユニットを介してブレーキやステアリングを制御

し、安心・快適な運転や事故回避を支援する。 

 

【ミリ波レーダー】 

 

対象物体の位置・速度を認識 

 

従来の対象物体の位置や速度の検知に加えて、

性能を向上させることで、検知が難しいとされ

てきた電波の反射率が低い歩行者まで検知対象

を拡大する。 

 

 

 

 

 

【単眼カメラ】 

 

対象物体の属性・大きさを認識 

 

車両前方約 60m までの歩行者や対象物体属性や

大きさや形状などを識別する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ホンダ HP「安全運転支援システム Honda SENSING」 

出典 URL http://www.honda.co.jp/hondasensing/system/ 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー 三菱 

名称 ●e-Assist 

概要 e-Assist は、以下のような機能のいずれか、もしくは複数から構成されており、ドライバー

の安全な走りをアシストする。 

【衝突被害軽減ブレーキシステム（FCM）】 

先行車との距離や相対速度を監視し、先行車の

減速・停止等による車間距離の減少をいち早く

検知。ほぼ真後ろから前方車両に追突する危険

性があると判断したときに、表示と音で警報す

るとともに、衝突不可避と判断した場合は、緊

急ブレーキを作動させて、衝突被害を軽減また

は衝突を回避する。 

 

 

【低車速域衝突被害軽減ブレーキシステム（FCM-City）】 

低速走行時（約 5～約 30km/h）先行車との距離や相対

速度を監視し、先行車の減速・停止等による車間距離

の減少をいち早く検知。ほぼ真後ろから前方車両に追

突する危険性があると判断したときに、表示と音で警

報するとともに、衝突不可避と判断した場合は、緊急

ブレーキを作動させて、衝突被害を軽減または衝突を

回避する。 

 

【車線逸脱警報システム（LDW）】 

高速走行時、前方の車線を監視し、車線を逸脱しそうになると表示や警報で注意を促す。 

この機能は、例えば方向指示器を操作せずに走行車線から外れそうになった場合など、ドライ

バーが意図せずに車両が車線変更する場合に作動する。 

 

【レーダークルーズコントロールシステム（ACC）】 

先行車との距離や相対速度を監視し、ドライバーが設

定した車間（3 段階に設定可能）を保って、先行車の

停止状態まで追従走行する。 

この機能は、高速道路などでの渋滞時、発進や停止を

繰り返すような状況でも、頻繁にアクセルやブレーキ

を操作するわずらわしさを解消。また、先行車が加減

速しても、ぎくしゃくしない上質な走りが実現できる

よう綿密にチューニングした。 

 

【誤発進抑制機能】 

前方（約 4m 以内）の障害物を検知している状態で、ペダ

ルの踏み間違いなどの操作ミスによりアクセルペダルを

素早く、強く踏み込んだ場合は、警報とともにエンジン出

力を抑制。急な発進を防止し、衝突被害を軽減する。 

 

【誤発進抑制機能（前進＆後退時）（UMS）】 

進行方向（約 4m 以内）の障害物を検知している状態で、

ペダルの踏み間違いなどの操作ミスによりアクセルペダ

ルを素早く、強く踏み込んだ場合は、警報とともにモータ

ー出力を抑制。急な発進を防止し、衝突被害を軽減する。 

出典：三菱自動車 HP「e-Assist」 

出典 URL https://www.mitsubishi-motors.com/jp/innovation/technology/library/e-assist.html 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー ホンダ 

名称 ●HondaSENSING（ホンダセンシング） 

概要  

HondaSENSING は、ミリ波レーダーと単眼カメラとコントロールユニットで構成されたシステ

ム。2種類のセンサーを組み合わせることで、クルマの前方の状況をより高い精度で認識。衝

突などのリスクがある場合は、コントロールユニットを介してブレーキやステアリングを制御

し、安心・快適な運転や事故回避を支援する。 

 

【ミリ波レーダー】 

 

対象物体の位置・速度を認識 

 

従来の対象物体の位置や速度の検知に加えて、

性能を向上させることで、検知が難しいとされ

てきた電波の反射率が低い歩行者まで検知対象

を拡大する。 

 

 

 

 

 

【単眼カメラ】 

 

対象物体の属性・大きさを認識 

 

車両前方約 60m までの歩行者や対象物体属性や

大きさや形状などを識別する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ホンダ HP「安全運転支援システム Honda SENSING」 

出典 URL http://www.honda.co.jp/hondasensing/system/ 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー 三菱 

名称 ●e-Assist 

概要 e-Assist は、以下のような機能のいずれか、もしくは複数から構成されており、ドライバー

の安全な走りをアシストする。 

【衝突被害軽減ブレーキシステム（FCM）】 

先行車との距離や相対速度を監視し、先行車の

減速・停止等による車間距離の減少をいち早く

検知。ほぼ真後ろから前方車両に追突する危険

性があると判断したときに、表示と音で警報す

るとともに、衝突不可避と判断した場合は、緊

急ブレーキを作動させて、衝突被害を軽減また

は衝突を回避する。 

 

 

【低車速域衝突被害軽減ブレーキシステム（FCM-City）】 

低速走行時（約 5～約 30km/h）先行車との距離や相対

速度を監視し、先行車の減速・停止等による車間距離

の減少をいち早く検知。ほぼ真後ろから前方車両に追

突する危険性があると判断したときに、表示と音で警

報するとともに、衝突不可避と判断した場合は、緊急

ブレーキを作動させて、衝突被害を軽減または衝突を

回避する。 

 

【車線逸脱警報システム（LDW）】 

高速走行時、前方の車線を監視し、車線を逸脱しそうになると表示や警報で注意を促す。 

この機能は、例えば方向指示器を操作せずに走行車線から外れそうになった場合など、ドライ

バーが意図せずに車両が車線変更する場合に作動する。 

 

【レーダークルーズコントロールシステム（ACC）】 

先行車との距離や相対速度を監視し、ドライバーが設

定した車間（3 段階に設定可能）を保って、先行車の

停止状態まで追従走行する。 

この機能は、高速道路などでの渋滞時、発進や停止を

繰り返すような状況でも、頻繁にアクセルやブレーキ

を操作するわずらわしさを解消。また、先行車が加減

速しても、ぎくしゃくしない上質な走りが実現できる

よう綿密にチューニングした。 

 

【誤発進抑制機能】 

前方（約 4m 以内）の障害物を検知している状態で、ペダ

ルの踏み間違いなどの操作ミスによりアクセルペダルを

素早く、強く踏み込んだ場合は、警報とともにエンジン出

力を抑制。急な発進を防止し、衝突被害を軽減する。 

 

【誤発進抑制機能（前進＆後退時）（UMS）】 

進行方向（約 4m 以内）の障害物を検知している状態で、

ペダルの踏み間違いなどの操作ミスによりアクセルペダ

ルを素早く、強く踏み込んだ場合は、警報とともにモータ

ー出力を抑制。急な発進を防止し、衝突被害を軽減する。 

出典：三菱自動車 HP「e-Assist」 

出典 URL https://www.mitsubishi-motors.com/jp/innovation/technology/library/e-assist.html 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー マツダ 

名称 ●先進安全技術 i-ACTIVSENSE（アイ-アクティブセンス） 

概要  

【先進ライト：アダプティブ・LED・ヘッドライト（ALH）】 

複数に分割した LED を個別に自動点灯/消灯し、面倒な操作なしに夜でも昼間のような前方視

界をつくり出す。 

 

【先進ライト：ハイビーム・コントロール・システム（HBC）】 

約 30km/h 以上で走行中、対向車や先行車がいない場合には上向きに切り替わり、ハイビーム

での走行機会を増やすことで、夜間の前方視界確保をサポートする。 

 

【車線逸脱警報システム（LDWS）】 

フロントガラスに設置したカメラで車線を認識し、車両がその線を踏み越える可能性があると

判断すると、ドライバーに注意を促す。 

 

【アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート（アドバンスト SCBS）】 

前方の歩行者や先行車をカメラで検知し（対車両：約 4～80km/h 走行時、対歩行者：約 10～

80km/h 走行時）、ブレーキを自動制御して衝突回避のサポート、または衝突被害の軽減を図る。 

 

【AT 誤発進抑制制御［前進時］】 

停車時や徐行での前進時に、前方に障害物があるにも関わらずアクセルが一定以上踏み込まれ

た場合には、警報と同時にエンジン出力を抑えて急発進を抑制する。 

 

 

【ブラインド・スポット・モニタリング（BSM）】 

約 15km/h 以上での走行時、隣車線上の側方および後方から接近する車両を検知すると、検知

した側のドアミラーのインジケーターが点灯。その状態でウインカーを出すと、インジケータ

ーの点滅と警報音で警告する。 

 

【リア・クロス・トラフィック・アラート（RCTA）】 

駐車場からバックで出る際などに接近してくる車両を検知してドライバーに警告し、安全確認

をサポートする。 

 

【スマート・シティ・ブレーキ・サポート［後退時］（SCBSR）】 

約 2～8km/h 以下で後退時に障害物を超音波センサーが検知してブレーキを自動制御し、衝突

の被害を軽減する。 

 

【AT 誤発進抑制制御［後退時］】 

停車時や徐行での後退時に、後方に障害物があるにも関わらずアクセルが一定以上踏み込まれ

た場合には、警報と同時にエンジン出力を抑えて急発進を抑制する。 

 

出典：マツダ HP「-i-ACTIVSENSE（アイアクティブセンス）」 

 

 

 

 

出典 URL http://www.mazda.co.jp/beadriver/dynamics/safety/i-activsense/ 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー スバル 

名称 ●アイサイト 

概要  

【プリクラッシュブレーキアシスト】 

 

衝突の危険がある場合、ドライバーに注意を喚起。回避操作がない場合はブレーキ制御を行い、

自動的に減速または停止。停止後は停止状態を保持する。ブレーキによる回避操作があった場

合は「プリクラッシュブレーキアシスト」によって強い制動力を発生させる。 

 

【全車速追従機能付クルーズコントロール】 

 

高速道路や自動車専用道路で、0km/h～100km/h の広い車速域で先行車に追従走行。渋滞時で

も追従し、先行車が停止するとブレーキ制御で減速、停止、停止状態を保持する。ペダル操作

のわずらわしさを軽減し、快適で安全なロングドライブを提供。 

 

【アクティブレーンキープ】 

 

高速道路や自動車専用道路での走行時、ステレオカメラで走行車線両側の区画線を認識してス

テアリング操作のアシストを行い、車線内中央付近の維持や車線逸脱抑制がロングドライブで

のドライバーの負担を大幅に軽減する。 

 

【AT 誤発進抑制制御/AT 誤後進抑制制御】 

 

前方の壁や生け垣などの障害物が検知され、誤発進したとシステムが判断した場合、警報音と

警告表示で注意を喚起。同時にエンジン出力を抑え、発進をゆるやかにする。ver.3 では従来

の「発進」に加え、「後進」への対応を実現。R レンジの状態でアクセルの急な踏み込みを検

知し、誤後進とシステムが判断した場合も警報音と警告表示で注意を促すとともに、誤発進の

場合と同様の制御を行う。 

 

【ふらつき警報】 

高速走行時・約 50km/h(ver.2)、約 60km/h(ver.3)以上で自車のふらつきを検知した場合、警

報音と警告表示で注意を喚起する。 

 

【先行車発進お知らせ】 

先行車が発進して約 3m 以上離れても自車が発進しない場合、音と表示で知らせる。 

 

【車線逸脱警報】 

約 40km/h 以上で走行中に車線から逸脱しそうになると、警報音と警告表示で注意を喚起する。 

 

出典：スバル HP「スバル アイサイト」 

 

 

 

 

 

 

 

出典 URL https://www.subaru.jp/safety/eyesight/function/ 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー マツダ 

名称 ●先進安全技術 i-ACTIVSENSE（アイ-アクティブセンス） 

概要  

【先進ライト：アダプティブ・LED・ヘッドライト（ALH）】 

複数に分割した LED を個別に自動点灯/消灯し、面倒な操作なしに夜でも昼間のような前方視

界をつくり出す。 

 

【先進ライト：ハイビーム・コントロール・システム（HBC）】 

約 30km/h 以上で走行中、対向車や先行車がいない場合には上向きに切り替わり、ハイビーム

での走行機会を増やすことで、夜間の前方視界確保をサポートする。 

 

【車線逸脱警報システム（LDWS）】 

フロントガラスに設置したカメラで車線を認識し、車両がその線を踏み越える可能性があると

判断すると、ドライバーに注意を促す。 

 

【アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート（アドバンスト SCBS）】 

前方の歩行者や先行車をカメラで検知し（対車両：約 4～80km/h 走行時、対歩行者：約 10～

80km/h 走行時）、ブレーキを自動制御して衝突回避のサポート、または衝突被害の軽減を図る。 

 

【AT 誤発進抑制制御［前進時］】 

停車時や徐行での前進時に、前方に障害物があるにも関わらずアクセルが一定以上踏み込まれ

た場合には、警報と同時にエンジン出力を抑えて急発進を抑制する。 

 

 

【ブラインド・スポット・モニタリング（BSM）】 

約 15km/h 以上での走行時、隣車線上の側方および後方から接近する車両を検知すると、検知

した側のドアミラーのインジケーターが点灯。その状態でウインカーを出すと、インジケータ

ーの点滅と警報音で警告する。 

 

【リア・クロス・トラフィック・アラート（RCTA）】 

駐車場からバックで出る際などに接近してくる車両を検知してドライバーに警告し、安全確認

をサポートする。 

 

【スマート・シティ・ブレーキ・サポート［後退時］（SCBSR）】 

約 2～8km/h 以下で後退時に障害物を超音波センサーが検知してブレーキを自動制御し、衝突

の被害を軽減する。 

 

【AT 誤発進抑制制御［後退時］】 

停車時や徐行での後退時に、後方に障害物があるにも関わらずアクセルが一定以上踏み込まれ

た場合には、警報と同時にエンジン出力を抑えて急発進を抑制する。 

 

出典：マツダ HP「-i-ACTIVSENSE（アイアクティブセンス）」 

 

 

 

 

出典 URL http://www.mazda.co.jp/beadriver/dynamics/safety/i-activsense/ 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー スバル 

名称 ●アイサイト 

概要  

【プリクラッシュブレーキアシスト】 

 

衝突の危険がある場合、ドライバーに注意を喚起。回避操作がない場合はブレーキ制御を行い、

自動的に減速または停止。停止後は停止状態を保持する。ブレーキによる回避操作があった場

合は「プリクラッシュブレーキアシスト」によって強い制動力を発生させる。 

 

【全車速追従機能付クルーズコントロール】 

 

高速道路や自動車専用道路で、0km/h～100km/h の広い車速域で先行車に追従走行。渋滞時で

も追従し、先行車が停止するとブレーキ制御で減速、停止、停止状態を保持する。ペダル操作

のわずらわしさを軽減し、快適で安全なロングドライブを提供。 

 

【アクティブレーンキープ】 

 

高速道路や自動車専用道路での走行時、ステレオカメラで走行車線両側の区画線を認識してス

テアリング操作のアシストを行い、車線内中央付近の維持や車線逸脱抑制がロングドライブで

のドライバーの負担を大幅に軽減する。 

 

【AT 誤発進抑制制御/AT 誤後進抑制制御】 

 

前方の壁や生け垣などの障害物が検知され、誤発進したとシステムが判断した場合、警報音と

警告表示で注意を喚起。同時にエンジン出力を抑え、発進をゆるやかにする。ver.3 では従来

の「発進」に加え、「後進」への対応を実現。R レンジの状態でアクセルの急な踏み込みを検

知し、誤後進とシステムが判断した場合も警報音と警告表示で注意を促すとともに、誤発進の

場合と同様の制御を行う。 

 

【ふらつき警報】 

高速走行時・約 50km/h(ver.2)、約 60km/h(ver.3)以上で自車のふらつきを検知した場合、警

報音と警告表示で注意を喚起する。 

 

【先行車発進お知らせ】 

先行車が発進して約 3m 以上離れても自車が発進しない場合、音と表示で知らせる。 

 

【車線逸脱警報】 

約 40km/h 以上で走行中に車線から逸脱しそうになると、警報音と警告表示で注意を喚起する。 

 

出典：スバル HP「スバル アイサイト」 

 

 

 

 

 

 

 

出典 URL https://www.subaru.jp/safety/eyesight/function/ 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー スズキ 

名称 ●スズキセーフティサポート 

概要  

【車線逸脱警報機能】 

走行中に左右の区画線を検知して進路を予測。前方不注意などで車線をはみ出しそうになる

と、ブザー音などの警報によってドライバーに注意を促す。 

 

【ふらつき警報機能】 

走行中に左右の区画線を検知して、自車の走行パターンを計測。車両が蛇行するなど、システ

ムが「ふらつき」と判断した場合、ブザー音などの警報によってドライバーに注意を促す。 

 

【標識認識機能［進入禁止］】 

走行中に進入禁止の標識を検知すると、ヘッドアップディスプレイに進入禁止マークを表示し

てドライバーに知らせる。 

 

【ESP(R)［車両走行安定補助システム］】 

さまざまなセンサーによって走りを監視し、必要に応じてエンジンとブレーキをコンピュータ

ー制御。カーブでのタイヤのスリップや横滑り、急ブレーキ時のタイヤロックなどを抑え、車

両の安定走行に貢献する。 

 

【デュアルセンサーブレーキサポート】 

フロントガラスに設置した「デュアルセンサー」が、前方のクルマや人を検知。近距離や夜間

の検知に優れたレーザーレーダーと、中・長距離に強く歩行者も認識する単眼カメラを組み合

わせて、万一の危険を察知し、自動ブレーキなどで衝突回避をサポートする。 

システムが衝突のおそれがあると判断すると、音やヘッドアップディスプレイなどの表示によ

ってドライバーに警告。強くブレ

ーキを踏むと、ブレーキ力をアシ

スト。衝突の可能性が高まると、

自動で強いブレーキをかけ、衝突

の回避または衝突時の被害軽減を

図る。 

 

【誤発進抑制機能】 

駐車場などで、前方に壁などがあるにも関わらずシフトを D・L（前進）の位置でアクセルを

強く踏み込むと、最長約 5秒間、エンジン出力を自動的に抑制。急発進・急加速を抑えて、踏

みまちがいなどによる衝突回避に貢献する。 

 

【後退時ブレーキサポート】 

リヤバンパーに 4つの超音波センサーを内蔵し、車両後方にある障害物を検知。透明なガラス

なども検知でき、コンビニの駐車場などでの衝突回避をサポート。センサーで後方の障害物と

の距離を測り、4段階のブザー音で障害物への接近を知らせる「リヤパーキングセンサー」を

搭載。さらに、後方の障害物との衝突の可能性が高まると自動ブレーキが作動し、衝突の回避

または衝突時の被害軽減を図る。 

 

【後方誤発進抑制機能】 

後方に障害物があるにも関わらずシフトを R(後退)位置の状態でアクセルを強く踏み込むと、

エンジン出力を自動的に抑制して急な後退を防止。うっかり誤操作による衝突回避に貢献す

る。 

出典：スズキ HP「スペーシア 安全装備」 

出典 URL http://www.suzuki.co.jp/car/spacia/safety/ 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー ダイハツ 

名称 ●スマートアシストⅢ 

概要  

※トヨタのシステムと同様  

 

出典：ダイハツ HP「ミライースの安全性能」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 URL https://www.daihatsu.co.jp/lineup/mira_e-s/06_safety.htm 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー スズキ 

名称 ●スズキセーフティサポート 

概要  

【車線逸脱警報機能】 

走行中に左右の区画線を検知して進路を予測。前方不注意などで車線をはみ出しそうになる

と、ブザー音などの警報によってドライバーに注意を促す。 

 

【ふらつき警報機能】 

走行中に左右の区画線を検知して、自車の走行パターンを計測。車両が蛇行するなど、システ

ムが「ふらつき」と判断した場合、ブザー音などの警報によってドライバーに注意を促す。 

 

【標識認識機能［進入禁止］】 

走行中に進入禁止の標識を検知すると、ヘッドアップディスプレイに進入禁止マークを表示し

てドライバーに知らせる。 

 

【ESP(R)［車両走行安定補助システム］】 

さまざまなセンサーによって走りを監視し、必要に応じてエンジンとブレーキをコンピュータ

ー制御。カーブでのタイヤのスリップや横滑り、急ブレーキ時のタイヤロックなどを抑え、車

両の安定走行に貢献する。 

 

【デュアルセンサーブレーキサポート】 

フロントガラスに設置した「デュアルセンサー」が、前方のクルマや人を検知。近距離や夜間

の検知に優れたレーザーレーダーと、中・長距離に強く歩行者も認識する単眼カメラを組み合

わせて、万一の危険を察知し、自動ブレーキなどで衝突回避をサポートする。 

システムが衝突のおそれがあると判断すると、音やヘッドアップディスプレイなどの表示によ

ってドライバーに警告。強くブレ

ーキを踏むと、ブレーキ力をアシ

スト。衝突の可能性が高まると、

自動で強いブレーキをかけ、衝突

の回避または衝突時の被害軽減を

図る。 

 

【誤発進抑制機能】 

駐車場などで、前方に壁などがあるにも関わらずシフトを D・L（前進）の位置でアクセルを

強く踏み込むと、最長約 5秒間、エンジン出力を自動的に抑制。急発進・急加速を抑えて、踏

みまちがいなどによる衝突回避に貢献する。 

 

【後退時ブレーキサポート】 

リヤバンパーに 4つの超音波センサーを内蔵し、車両後方にある障害物を検知。透明なガラス

なども検知でき、コンビニの駐車場などでの衝突回避をサポート。センサーで後方の障害物と

の距離を測り、4段階のブザー音で障害物への接近を知らせる「リヤパーキングセンサー」を

搭載。さらに、後方の障害物との衝突の可能性が高まると自動ブレーキが作動し、衝突の回避

または衝突時の被害軽減を図る。 

 

【後方誤発進抑制機能】 

後方に障害物があるにも関わらずシフトを R(後退)位置の状態でアクセルを強く踏み込むと、

エンジン出力を自動的に抑制して急な後退を防止。うっかり誤操作による衝突回避に貢献す

る。 

出典：スズキ HP「スペーシア 安全装備」 

出典 URL http://www.suzuki.co.jp/car/spacia/safety/ 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー ダイハツ 

名称 ●スマートアシストⅢ 

概要  

※トヨタのシステムと同様  

 

出典：ダイハツ HP「ミライースの安全性能」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 URL https://www.daihatsu.co.jp/lineup/mira_e-s/06_safety.htm 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー 日野 

名称 － 

概要  

【PCS（プリクラッシュセーフティシステム歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ）】 

停止車両や歩行者まで検知し、衝突回避を支援。 

衝突時の速度を抑え、衝突

被害の軽減に寄与する PCS

が、ミリ波レーダー＋画像

センサーにより、停止車両

に加え、静止歩行者の検知

も可能になった。国内大型

トラック初の技術。トラッ

クの衝突・追突事故の抑制

に貢献。 

 

 

【スキャニングクルーズⅡ】 

車間距離を自動制御し、運転の負担軽減に貢献。ステアリングスイッチで各種設定を簡単に行

える。 

ミリ波レーダーで先行車

を検出し、適切な車間距離

を自動的に維持。ドライバ

ーのアクセルやブレーキ

の操作が減るため、疲労の

軽減に寄与する。車間距離

が急激に短くなると、警告

を発し、衝突の可能性があ

る場合は PCS を作動させ

る。 

 

 

 

【車両ふらつき警報】 

車両のふらつきを検出し、警報で注意を喚起。 

時速約 60km/h 以上で走行時、操舵角センサーがハンドル操作のふらつき具合の増大を検知す

ると警報を発し、ドライバーに休息を促す。警報が続くと、PCS の作動を早める。 

 

【車線逸脱警報】 

走行車線から車両がはみ出すと、警報で注意を喚起。 

走行車線からの逸脱を画像センサーがとらえ、警報によってドライバーに注意を喚起。接触事

故などの未然の防止に貢献する。 

 

【VSC※（車両安定制御システム）】 

滑りやすい路面やカーブでの事故の抑制に貢献。 

カーブでの車線からのはみ出し（ドリフトアウト）や横転、滑りやすい路面でのスリップやス

ピンなどの抑制に寄与するため、警報音、エンジン出力制御、ブレーキングにより、ドライバ

ーの危険回避操作をサポート。精神的、肉体的な負担の軽減に貢献。 

 

出典：日野 HP「安全性能 日野プロフィア」 

出典 URL http://www.hino.co.jp/profia/safety/index.html 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー Audi（ドイツ） 

名称 － 

概要 【リヤクロストラフィックアシスト】 

バックで車庫などから出る時、センサーで左右から近づくクルマなどを感知して MMI®ディス

プレイに表示し、必要に応じて警告音やブレーキペダルの振動でも知らせる。他の駐車車両な

どの死角に潜む危険を防ぎ、安全に発進できる。 

 

【トラフィックジャムアシスト】 

0km/h-65km/h で走行する渋滞などの状況で、前方車両との車間距離を適切に保ちながら追従

し、停車や 3秒以内の再スタートまで制御。走行区分線や周囲の建物、隣車線や前方を走るク

ルマを感知して、車線を逸脱しないよう、ステアリング操作もアシストする。 

 

【アダプティブクルーズコントロール】 

0km/h-250km/h の範囲で設定した速度を保つほか、設定した速度で前方車両に追いつくと、安

全な車間距離を自動的に調整して追従する。前走車が渋滞などで減速すると、自動ブレーキで

スピードと車間距離を制御。ロングドライブの疲れを軽減する。 

 

【アクティブレーンアシスト】 

約 65km/h-250km/h*で走行中、ウインカーを点けずに車線をはみ出しそうになると、警告を発

するとともにステアリングを優しく修正して車線内に戻す。ステアリングの修正は常時有効

か、白線を越えた場合だけにするかを選択でき、修正の代わりにステアリングホイールを振動

させる設定も選べる。 

 

【Audi サイドアシスト】 

15km/h-250km/h で走行中に、70m 以内の後方から急速に接近する車両や死角を走行する車両が

あると、ドアミラーに内蔵された LED ライトが点灯。ドライバーがウインカーを作動させてい

る場合は、点滅で警告する。 

 

【ターンアシスト】 

交差点などでの右折時に対向車両の接近をセンサーで感知し、システムが危険と判断するとブ

レーキが自動的に作動する。大型車の陰に隠れた後続車の見落としなどのリスクを軽減する。

約 2km/h-10km/h での走行中にドライバーがターンシグナルを操作すると起動する。 

 

【Audi プレセンスリヤ】 

後方から追突される可能性があると、フロントのシートベルトを自動的に巻き上げて乗員の注

意を喚起。ウインドウやサンルーフ(オプション)も閉まり、ハザードランプが点滅して周囲の

クルマに注意を促す。エグジットワーニングとリヤクロストラフィックアシストも起動して、

後方からの様々な危険を知らせる。 

 

【アウディプレセンスシティ】 

約 85km/h までの速度で、周囲のクルマや歩行者との衝突の危険があると、表示と音でドライ

バーに警告し、必要に応じた強さの自動ブレーキが作動する。これ以上の速度域でも、プレセ

ンスフロントによって約 250km/h まで警告や自動ブレーキが作動。危険が目前に迫った場合

は、システムがより安全な進路を判断してステアリング操作をアシストする。 

 

出典：AudiHP「Safety & Driver Assistance」 

 

出典 URL https://www.audi.jp/technology/#cont01 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー 日野 

名称 － 

概要  

【PCS（プリクラッシュセーフティシステム歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ）】 

停止車両や歩行者まで検知し、衝突回避を支援。 

衝突時の速度を抑え、衝突

被害の軽減に寄与する PCS

が、ミリ波レーダー＋画像

センサーにより、停止車両

に加え、静止歩行者の検知

も可能になった。国内大型

トラック初の技術。トラッ

クの衝突・追突事故の抑制

に貢献。 

 

 

【スキャニングクルーズⅡ】 

車間距離を自動制御し、運転の負担軽減に貢献。ステアリングスイッチで各種設定を簡単に行

える。 

ミリ波レーダーで先行車

を検出し、適切な車間距離

を自動的に維持。ドライバ

ーのアクセルやブレーキ

の操作が減るため、疲労の

軽減に寄与する。車間距離

が急激に短くなると、警告

を発し、衝突の可能性があ

る場合は PCS を作動させ

る。 

 

 

 

【車両ふらつき警報】 

車両のふらつきを検出し、警報で注意を喚起。 

時速約 60km/h 以上で走行時、操舵角センサーがハンドル操作のふらつき具合の増大を検知す

ると警報を発し、ドライバーに休息を促す。警報が続くと、PCS の作動を早める。 

 

【車線逸脱警報】 

走行車線から車両がはみ出すと、警報で注意を喚起。 

走行車線からの逸脱を画像センサーがとらえ、警報によってドライバーに注意を喚起。接触事

故などの未然の防止に貢献する。 

 

【VSC※（車両安定制御システム）】 

滑りやすい路面やカーブでの事故の抑制に貢献。 

カーブでの車線からのはみ出し（ドリフトアウト）や横転、滑りやすい路面でのスリップやス

ピンなどの抑制に寄与するため、警報音、エンジン出力制御、ブレーキングにより、ドライバ

ーの危険回避操作をサポート。精神的、肉体的な負担の軽減に貢献。 

 

出典：日野 HP「安全性能 日野プロフィア」 

出典 URL http://www.hino.co.jp/profia/safety/index.html 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー Audi（ドイツ） 

名称 － 

概要 【リヤクロストラフィックアシスト】 

バックで車庫などから出る時、センサーで左右から近づくクルマなどを感知して MMI®ディス

プレイに表示し、必要に応じて警告音やブレーキペダルの振動でも知らせる。他の駐車車両な

どの死角に潜む危険を防ぎ、安全に発進できる。 

 

【トラフィックジャムアシスト】 

0km/h-65km/h で走行する渋滞などの状況で、前方車両との車間距離を適切に保ちながら追従

し、停車や 3秒以内の再スタートまで制御。走行区分線や周囲の建物、隣車線や前方を走るク

ルマを感知して、車線を逸脱しないよう、ステアリング操作もアシストする。 

 

【アダプティブクルーズコントロール】 

0km/h-250km/h の範囲で設定した速度を保つほか、設定した速度で前方車両に追いつくと、安

全な車間距離を自動的に調整して追従する。前走車が渋滞などで減速すると、自動ブレーキで

スピードと車間距離を制御。ロングドライブの疲れを軽減する。 

 

【アクティブレーンアシスト】 

約 65km/h-250km/h*で走行中、ウインカーを点けずに車線をはみ出しそうになると、警告を発

するとともにステアリングを優しく修正して車線内に戻す。ステアリングの修正は常時有効

か、白線を越えた場合だけにするかを選択でき、修正の代わりにステアリングホイールを振動

させる設定も選べる。 

 

【Audi サイドアシスト】 

15km/h-250km/h で走行中に、70m 以内の後方から急速に接近する車両や死角を走行する車両が

あると、ドアミラーに内蔵された LED ライトが点灯。ドライバーがウインカーを作動させてい

る場合は、点滅で警告する。 

 

【ターンアシスト】 

交差点などでの右折時に対向車両の接近をセンサーで感知し、システムが危険と判断するとブ

レーキが自動的に作動する。大型車の陰に隠れた後続車の見落としなどのリスクを軽減する。

約 2km/h-10km/h での走行中にドライバーがターンシグナルを操作すると起動する。 

 

【Audi プレセンスリヤ】 

後方から追突される可能性があると、フロントのシートベルトを自動的に巻き上げて乗員の注

意を喚起。ウインドウやサンルーフ(オプション)も閉まり、ハザードランプが点滅して周囲の

クルマに注意を促す。エグジットワーニングとリヤクロストラフィックアシストも起動して、

後方からの様々な危険を知らせる。 

 

【アウディプレセンスシティ】 

約 85km/h までの速度で、周囲のクルマや歩行者との衝突の危険があると、表示と音でドライ

バーに警告し、必要に応じた強さの自動ブレーキが作動する。これ以上の速度域でも、プレセ

ンスフロントによって約 250km/h まで警告や自動ブレーキが作動。危険が目前に迫った場合

は、システムがより安全な進路を判断してステアリング操作をアシストする。 

 

出典：AudiHP「Safety & Driver Assistance」 

 

出典 URL https://www.audi.jp/technology/#cont01 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー ダイムラー（ドイツ） 

名称 － 

概要 【アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック】 

都市、郊外、高速道路などの走行時に、ステレオマルチパーパスカメラとレーダーセンサーに

より、前走車を認識して速度に応じた車間距離を維持。 

【渋滞時緊急ブレーキ機能】 

ステレオカメラとレーダーセンサーで、前走車およびその左右の車線を監視。突然渋滞の後尾

が現れた場合などに、前走車との衝突の危険を検知する。 

【緊急回避補助システム】 

車両前方にいる車道横断中の歩行者などとの衝突の危険を検知すると、システムが正確なステ

アリングトルクを計算して、ステアリングによる回避操作をアシスト。 

【アクティブブレーキアシスト】 

追突事故の回避または被害軽減を効果的にサポートするシステム。 

【ディスタンスパイロット・ディストロニック】 

レーダーセンサーにより、先行車を認識して速度に応じた車間距離を維持。 

【ディストロニック・プラス】 

2 種類のレーダーセンサーにより、先行車を認識して速度に応じた車間距離を維持。レーダー

センサーとステレオマルチパーパスカメラによって、車線のカーブと先行車両を認識し、車間

を維持しながらステアリング操作をアシスト。 

【BAS プラス(ブレーキアシスト・プラス)】 

2 種類のレーダーセンサーとステレオマルチパーパスカメラにより前方を広範囲に監視。先行

車だけでなく前方を横切るクルマや合流してくるクルマ、歩行者や道路上の物体との衝突の危

険性を検知した場合は、ディスプレイと音で警告。ブレーキを踏むと、BAS プラスが衝突を回

避するための強力な制動力を発揮できるようブレーキ圧を高める。 

【CPA プラス(緊急ブレーキ機能) 】 

前走車などとの衝突の危険性を感知すると警告。事故回避に必要な制動力を自動的に補う。さ

らにドライバーが反応しない場合、自動緊急ブレーキが作動。 

【PRE-SAFE®ブレーキ】 

前走車や歩行者などとの衝突の危険性を感知した BAS プラスの警告にドライバーが反応しな

い場合、軽いブレーキングでドライバーに警告し、衝突回避をサポート。同時に、衝突時に乗

員の最適な姿勢を可能な限り確保する PRE-SAFE®機能も作動する。 

【リア CPA(被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム)】 

リアバンパーに設置されたレーダーセンサーが後方のクルマを監視。車間距離と接近速度から

衝突の危険があると判断すると、ハザードランプを素早く点滅させて後続車のドライバーに警

告するとともに、警告表示でドライバーにも危険を知らせる。 

【アクティブブラインドスポットアシスト】 

リアバンパー左右のレーダーセンサーにより、車両の斜め後ろのミラーで見えない死角エリア

をモニタリング。車両や自転車がいる場合は、ドアミラー内蔵のインジケーターが赤く点灯し

て注意を喚起。ドライバーの不注意によるミスを予防し、安全な走行を支援する。 

【アクティブレーンキーピングアシスト】 

フロントウインドウのマルチファンクションカメラが車線を検出し、フロントホイールが走行

車線を越えたと判断するとステアリングを断続的に微振動させてドライバーに警告。ドライバ

ーが反応しない場合は自動補正ブレーキによって車両を車線内に戻そうとする。 

【アダプティブブレーキ】 

ドライバーがアクセルペダルから急に足を離してブレーキを踏み込むと緊急ブレーキの前兆

と判断。素早く最大の制動力を発揮できるよう、ブレーキディスクとパッドの間隔を狭める。

さらに、以下の機能も備える。 

●ホールド機能  信号待ちなどで停止状態を保つ。 

●ヒルスタートアシスト  坂道発進時の後退を防止する。 

出典：メルセデス・ベンツ日本 HP「機能一覧」 

出典 URL http://www.intelligent-drive.jp/technology/?d=5#fn-2 
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1.4 駐車設備の高度化による対応事例 

 

1-4-1 バレーパーキングの高度化 

 
バレーパーキング（バレットパーキング）は、運転者が直接運転して駐車を行うのではなく、

車止め等に停車した自動車を係員に預けて自動車を回送してもらうサービスで、欧米の高級ホ

テルや商業施設等でよくみられる形態である。 
従来は訓練を受けた人の手による回送が行われていたが、近年になってこれを自動化したシ

ステムが登場している。 
本来は、利用者の駐車の手間や時間を省くためのサービスであるが、「人は車止めまでの運

転のみ行い、駐車場内を移動しない」、「駐車行動が自動化されるため、誤認や操作ミス等によ

る事故が発生しない」等の面から、駐車場内の事故減少に対しても有効であると考えられる。 
 

表 3-4 バレーパーキングの高度化の事例 

メーカー 名称 概要 

Serva Transport Systems 

GmbH 

（ドイツ） 

駐車場ロボット「RAY」 駐車ロボット「Ray」により自動車を空きス

ペースまで自動的に運ぶ。 

ダイムラー&ボッシュ（ド

イツ） 

自動駐車回送サービス スマートフォンからの指令に応じて、車内に

運転者不在で走行し、割り当てられた駐車ス

ペースに自動的に駐車 
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項目 先進技術事例（衝突防止・誤発進等に関わるアシスト機能） 

メーカー ダイムラー（ドイツ） 

名称 － 

概要 【アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック】 

都市、郊外、高速道路などの走行時に、ステレオマルチパーパスカメラとレーダーセンサーに

より、前走車を認識して速度に応じた車間距離を維持。 

【渋滞時緊急ブレーキ機能】 

ステレオカメラとレーダーセンサーで、前走車およびその左右の車線を監視。突然渋滞の後尾

が現れた場合などに、前走車との衝突の危険を検知する。 

【緊急回避補助システム】 

車両前方にいる車道横断中の歩行者などとの衝突の危険を検知すると、システムが正確なステ

アリングトルクを計算して、ステアリングによる回避操作をアシスト。 

【アクティブブレーキアシスト】 

追突事故の回避または被害軽減を効果的にサポートするシステム。 

【ディスタンスパイロット・ディストロニック】 

レーダーセンサーにより、先行車を認識して速度に応じた車間距離を維持。 

【ディストロニック・プラス】 

2 種類のレーダーセンサーにより、先行車を認識して速度に応じた車間距離を維持。レーダー

センサーとステレオマルチパーパスカメラによって、車線のカーブと先行車両を認識し、車間

を維持しながらステアリング操作をアシスト。 

【BAS プラス(ブレーキアシスト・プラス)】 

2 種類のレーダーセンサーとステレオマルチパーパスカメラにより前方を広範囲に監視。先行

車だけでなく前方を横切るクルマや合流してくるクルマ、歩行者や道路上の物体との衝突の危

険性を検知した場合は、ディスプレイと音で警告。ブレーキを踏むと、BAS プラスが衝突を回

避するための強力な制動力を発揮できるようブレーキ圧を高める。 

【CPA プラス(緊急ブレーキ機能) 】 

前走車などとの衝突の危険性を感知すると警告。事故回避に必要な制動力を自動的に補う。さ

らにドライバーが反応しない場合、自動緊急ブレーキが作動。 

【PRE-SAFE®ブレーキ】 

前走車や歩行者などとの衝突の危険性を感知した BAS プラスの警告にドライバーが反応しな

い場合、軽いブレーキングでドライバーに警告し、衝突回避をサポート。同時に、衝突時に乗

員の最適な姿勢を可能な限り確保する PRE-SAFE®機能も作動する。 

【リア CPA(被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム)】 

リアバンパーに設置されたレーダーセンサーが後方のクルマを監視。車間距離と接近速度から

衝突の危険があると判断すると、ハザードランプを素早く点滅させて後続車のドライバーに警

告するとともに、警告表示でドライバーにも危険を知らせる。 

【アクティブブラインドスポットアシスト】 

リアバンパー左右のレーダーセンサーにより、車両の斜め後ろのミラーで見えない死角エリア

をモニタリング。車両や自転車がいる場合は、ドアミラー内蔵のインジケーターが赤く点灯し

て注意を喚起。ドライバーの不注意によるミスを予防し、安全な走行を支援する。 

【アクティブレーンキーピングアシスト】 

フロントウインドウのマルチファンクションカメラが車線を検出し、フロントホイールが走行

車線を越えたと判断するとステアリングを断続的に微振動させてドライバーに警告。ドライバ

ーが反応しない場合は自動補正ブレーキによって車両を車線内に戻そうとする。 

【アダプティブブレーキ】 

ドライバーがアクセルペダルから急に足を離してブレーキを踏み込むと緊急ブレーキの前兆

と判断。素早く最大の制動力を発揮できるよう、ブレーキディスクとパッドの間隔を狭める。

さらに、以下の機能も備える。 

●ホールド機能  信号待ちなどで停止状態を保つ。 

●ヒルスタートアシスト  坂道発進時の後退を防止する。 

出典：メルセデス・ベンツ日本 HP「機能一覧」 

出典 URL http://www.intelligent-drive.jp/technology/?d=5#fn-2 
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1.4 駐車設備の高度化による対応事例 

 

1-4-1 バレーパーキングの高度化 

 
バレーパーキング（バレットパーキング）は、運転者が直接運転して駐車を行うのではなく、

車止め等に停車した自動車を係員に預けて自動車を回送してもらうサービスで、欧米の高級ホ

テルや商業施設等でよくみられる形態である。 
従来は訓練を受けた人の手による回送が行われていたが、近年になってこれを自動化したシ

ステムが登場している。 
本来は、利用者の駐車の手間や時間を省くためのサービスであるが、「人は車止めまでの運

転のみ行い、駐車場内を移動しない」、「駐車行動が自動化されるため、誤認や操作ミス等によ

る事故が発生しない」等の面から、駐車場内の事故減少に対しても有効であると考えられる。 
 

表 3-4 バレーパーキングの高度化の事例 

メーカー 名称 概要 

Serva Transport Systems 

GmbH 

（ドイツ） 

駐車場ロボット「RAY」 駐車ロボット「Ray」により自動車を空きス

ペースまで自動的に運ぶ。 

ダイムラー&ボッシュ（ド

イツ） 

自動駐車回送サービス スマートフォンからの指令に応じて、車内に

運転者不在で走行し、割り当てられた駐車ス

ペースに自動的に駐車 
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項目 先進技術事例（バレーパーキングの高度化） 

メーカー Serva Transport Systems GmbH（ドイツ） 

名称 ●Parking Robot RAY 

概要  

ドイツのデュッセルドルフ空港では先週、ロボットによるバレーパーキングサービス

「PremiumPLUS Parking」の運用を開始した。 

空港利用客は、愛車を所定の位置に停止させ、駐車システムのタッチパネルに触れるだけで良

い。これで、駐車ロボット「Ray」が自動車を空きスペースまで自動的に運んでくれる。 

Ray は自動車をフォークリフト状のシステムで持ち上げ、249 箇所ある駐車スペースのうち、

バレーパーキング向けに予約された場所に運ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

専用の駐車スペースへ入れ、所定の位置に停止させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車ロボット「Ray」は自動車を持ちあげ空きスペースへ保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Serva Transport Systems GmbH HP「Parking – Serva」 

出典 URL http://serva-ts.com/en/parking/ 
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項目 先進技術事例（バレーパーキングの高度化） 

メーカー ダイムラー&ボッシュ（ドイツ） 

名称 ●自動駐車回送サービス 

概要  

ダイムラーとボッシュは 2017 年 7 月 24 日に自動駐車回送サービス（自動バレーサービス）を

開始すると発表、デモンストレーションを行った。 

このサービスを導入するのは、ドイツ・シュトゥットガルトのメルセデスベンツ博物館の駐車

場で、スマートフォンからの指令に応じて、車内に運転者不在で走行し、割り当てられた駐車

スペースに自動的に駐車する。 

 

メルセデスベンツの車両技術と連携して、ボッシュの駐車場インフラによって、自動駐車が可

能になった。駐車場に設置されたセンサーは、走行ルートとその周辺を監視し、車両を操縦。

車両に搭載された技術は、駐車場のインフラからの命令に応答して、安全な運転操作を実行し、

必要なときに車を停止させる。 

 

車両は、利用者の待つピックアップエリアまで自動的にやってきて、そこから旅行に出かける。

戻ってきたらドロップオフエリアに車両を止めて降りれば、自動的に駐車スペースまで走って

いく。自動運転によって利用者は時間を節約でき、また同じ面積の駐車場で 20％多い台数を

止められる。 

 

サービスの開始は 2018 年初頭からを予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：レスポンス HP「駐車場内での自動走行ｻｰﾋﾞｽ、メルセデス博物館が 2018 年から開始」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 URL http://www.bosch.co.jp/press/group-1707-08/ 

https://response.jp/article/2017/07/25/297805.html 
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項目 先進技術事例（バレーパーキングの高度化） 

メーカー Serva Transport Systems GmbH（ドイツ） 

名称 ●Parking Robot RAY 

概要  

ドイツのデュッセルドルフ空港では先週、ロボットによるバレーパーキングサービス

「PremiumPLUS Parking」の運用を開始した。 

空港利用客は、愛車を所定の位置に停止させ、駐車システムのタッチパネルに触れるだけで良

い。これで、駐車ロボット「Ray」が自動車を空きスペースまで自動的に運んでくれる。 

Ray は自動車をフォークリフト状のシステムで持ち上げ、249 箇所ある駐車スペースのうち、

バレーパーキング向けに予約された場所に運ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

専用の駐車スペースへ入れ、所定の位置に停止させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車ロボット「Ray」は自動車を持ちあげ空きスペースへ保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Serva Transport Systems GmbH HP「Parking – Serva」 

出典 URL http://serva-ts.com/en/parking/ 
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項目 先進技術事例（バレーパーキングの高度化） 

メーカー ダイムラー&ボッシュ（ドイツ） 

名称 ●自動駐車回送サービス 

概要  

ダイムラーとボッシュは 2017 年 7 月 24 日に自動駐車回送サービス（自動バレーサービス）を

開始すると発表、デモンストレーションを行った。 

このサービスを導入するのは、ドイツ・シュトゥットガルトのメルセデスベンツ博物館の駐車

場で、スマートフォンからの指令に応じて、車内に運転者不在で走行し、割り当てられた駐車

スペースに自動的に駐車する。 

 

メルセデスベンツの車両技術と連携して、ボッシュの駐車場インフラによって、自動駐車が可

能になった。駐車場に設置されたセンサーは、走行ルートとその周辺を監視し、車両を操縦。

車両に搭載された技術は、駐車場のインフラからの命令に応答して、安全な運転操作を実行し、

必要なときに車を停止させる。 

 

車両は、利用者の待つピックアップエリアまで自動的にやってきて、そこから旅行に出かける。

戻ってきたらドロップオフエリアに車両を止めて降りれば、自動的に駐車スペースまで走って

いく。自動運転によって利用者は時間を節約でき、また同じ面積の駐車場で 20％多い台数を

止められる。 

 

サービスの開始は 2018 年初頭からを予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：レスポンス HP「駐車場内での自動走行ｻｰﾋﾞｽ、メルセデス博物館が 2018 年から開始」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 URL http://www.bosch.co.jp/press/group-1707-08/ 

https://response.jp/article/2017/07/25/297805.html 
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1-4-2 駐車場設備の高度化 

 
駐車場設備については、駐車機器の高度化により、以前は提供が難しかった車室の詳細な満

空情報の提供のほか、料金の割引等を含む事前精算や駐車位置の情報提供等が行えるようにな

った。 
これにより、運転者の迷いや駐車区画を探すことによる注意散漫等が発生するのを軽減する

ものと考えられる。 
 

表 3-5 駐車場設備の高度化の事例 

機器の種類 概要 

車両誘導システム 車室の空き状況をセンサーによりリアルタイムで把握したうえで、

車室の上部に招き灯等を設置し、駐車可能な車室の位置を知らせる

ことで、運転者が駐車区画を探す負担を軽減 

車番認証システム カメラにより車番を自動で読み取り、駐車位置や駐車時間を把握す

ることで、無料時間内であれば精算なしでゲートバーを開閉する等、 

出入口付近での運転者への負担を軽減 

駐車位置案内システム カメラにより車番を自動で読み取り、駐車位置や駐車時間を把握す

ることで、運転者が自車の駐車位置を失念し、迷うことを防止 

POS と駐車位置案内シス

テムとの連携 

カメラにより車番を自動で読み取り、駐車位置や駐車時間を把握す

ることで、事前精算や駐車位置情報の提供により、運転者が駐車位

置を迷うことを防止し、出入口付近での運転者への負担を軽減 
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項目 先進技術事例（駐車場設備の高度化） 

名称 車両誘導システム 

概要 車室の空き状況をセンサーによりリアルタイムで把握したうえで、車室の上部に招き灯等を設

置し、駐車可能な車室の位置を知らせることで、運転者が駐車区画を探す負担を軽減 

 

【イオンモール幕張新都心の事例】 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

【GINZA SIX の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

【ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹの事例】 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

【イオンモール津田沼の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

出典 URL イオンモール幕張新都心 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case17.html 

GINZA SIX https://www.amano.co.jp/Parking/case/case26.html 

ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ https://www.amano.co.jp/Parking/case/case14.html 

イオンモール津田沼 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case03.html 
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1-4-2 駐車場設備の高度化 

 
駐車場設備については、駐車機器の高度化により、以前は提供が難しかった車室の詳細な満

空情報の提供のほか、料金の割引等を含む事前精算や駐車位置の情報提供等が行えるようにな

った。 
これにより、運転者の迷いや駐車区画を探すことによる注意散漫等が発生するのを軽減する

ものと考えられる。 
 

表 3-5 駐車場設備の高度化の事例 

機器の種類 概要 

車両誘導システム 車室の空き状況をセンサーによりリアルタイムで把握したうえで、

車室の上部に招き灯等を設置し、駐車可能な車室の位置を知らせる

ことで、運転者が駐車区画を探す負担を軽減 

車番認証システム カメラにより車番を自動で読み取り、駐車位置や駐車時間を把握す

ることで、無料時間内であれば精算なしでゲートバーを開閉する等、 

出入口付近での運転者への負担を軽減 

駐車位置案内システム カメラにより車番を自動で読み取り、駐車位置や駐車時間を把握す

ることで、運転者が自車の駐車位置を失念し、迷うことを防止 

POS と駐車位置案内シス

テムとの連携 

カメラにより車番を自動で読み取り、駐車位置や駐車時間を把握す

ることで、事前精算や駐車位置情報の提供により、運転者が駐車位

置を迷うことを防止し、出入口付近での運転者への負担を軽減 

 
 
 
 
 

  

98 

 

 
項目 先進技術事例（駐車場設備の高度化） 

名称 車両誘導システム 

概要 車室の空き状況をセンサーによりリアルタイムで把握したうえで、車室の上部に招き灯等を設

置し、駐車可能な車室の位置を知らせることで、運転者が駐車区画を探す負担を軽減 

 

【イオンモール幕張新都心の事例】 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

【GINZA SIX の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

【ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹの事例】 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

【イオンモール津田沼の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

出典 URL イオンモール幕張新都心 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case17.html 

GINZA SIX https://www.amano.co.jp/Parking/case/case26.html 

ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ https://www.amano.co.jp/Parking/case/case14.html 

イオンモール津田沼 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case03.html 

  



10099 

 

 
項目 先進技術事例（駐車場設備の高度化） 

名称 車番認証システム 

概要 カメラにより車番を自動で読み取り、駐車位置や駐車時間を把握することで、無料時間内で

あれば精算なしでゲートバーを開閉する等、出入口付近での運転者への負担を軽減 

 

【イオンモール幕張新都心の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

【GINZA SIX の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

【イオンモール津田沼の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

出典 URL イオンモール幕張新都心 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case17.html 

GINZA SIX https://www.amano.co.jp/Parking/case/case26.html 

イオンモール津田沼 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case03.html 
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項目 先進技術事例（駐車場設備の高度化） 

名称 駐車位置案内システム 

概要 カメラにより車番を自動で読み取り、駐車位置や駐車時間を把握することで、運転者が自車の

駐車位置を失念し、迷うことを防止 

 

【イオンモール幕張新都心の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

【イオンモール津田沼の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

【イオンモール船橋の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：イオンモール船橋 HP「施設や取り組みのご紹介」 

 

 

 

出典 URL イオンモール幕張新都心 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case17.html 

イオンモール津田沼 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case03.html 

イオンモール船橋 http://www.aeon.jp/sc/funabashi/info/institution/index5.html 
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項目 先進技術事例（駐車場設備の高度化） 

名称 車番認証システム 

概要 カメラにより車番を自動で読み取り、駐車位置や駐車時間を把握することで、無料時間内で

あれば精算なしでゲートバーを開閉する等、出入口付近での運転者への負担を軽減 

 

【イオンモール幕張新都心の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

【GINZA SIX の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

【イオンモール津田沼の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

出典 URL イオンモール幕張新都心 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case17.html 

GINZA SIX https://www.amano.co.jp/Parking/case/case26.html 

イオンモール津田沼 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case03.html 
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項目 先進技術事例（駐車場設備の高度化） 

名称 駐車位置案内システム 

概要 カメラにより車番を自動で読み取り、駐車位置や駐車時間を把握することで、運転者が自車の

駐車位置を失念し、迷うことを防止 

 

【イオンモール幕張新都心の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

【イオンモール津田沼の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

【イオンモール船橋の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：イオンモール船橋 HP「施設や取り組みのご紹介」 

 

 

 

出典 URL イオンモール幕張新都心 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case17.html 

イオンモール津田沼 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case03.html 

イオンモール船橋 http://www.aeon.jp/sc/funabashi/info/institution/index5.html 
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項目 先進技術事例（駐車場設備の高度化） 

名称 POS と駐車位置案内システムとの連携 

概要 カメラにより車番を自動で読み取り、駐車位置や駐車時間を把握することで、事前精算や駐車

位置情報の提供により、運転者が駐車位置を迷うことを防止し、出入口付近での運転者への負

担を軽減 

 

【イオンモール幕張新都心の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

【GINZA SIX の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

【ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹの事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

出典 URL イオンモール幕張新都心 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case17.html 

GINZA SIX https://www.amano.co.jp/Parking/case/case26.html 

ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ https://www.amano.co.jp/Parking/case/case14.html 
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1.5 ICT の活用による対応事例 

 
自動車や駐車施設以外の ICT の活用による対応事例としては、スマートフォン等の情報端末

を利用した駐車場内の空き情報および駐車位置の案内等がある。 
これにより、運転者の迷いや駐車区画を探すことによる注意散漫等が発生するのを軽減する

ものと考えられる。 
 

表 3-6 自動車や駐車施設以外の ICT の活用事例 

対応事例 概要 

スマートフォン等の情報

端末の活用 

スマ-トフォンを利用し駐車位置を通知したり、インターネットを通

じて満空情報をリアルタイムで提供等 
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項目 先進技術事例（駐車場設備の高度化） 

名称 POS と駐車位置案内システムとの連携 

概要 カメラにより車番を自動で読み取り、駐車位置や駐車時間を把握することで、事前精算や駐車

位置情報の提供により、運転者が駐車位置を迷うことを防止し、出入口付近での運転者への負

担を軽減 

 

【イオンモール幕張新都心の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

【GINZA SIX の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

【ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹの事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

出典 URL イオンモール幕張新都心 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case17.html 

GINZA SIX https://www.amano.co.jp/Parking/case/case26.html 

ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ https://www.amano.co.jp/Parking/case/case14.html 
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1.5 ICT の活用による対応事例 

 
自動車や駐車施設以外の ICT の活用による対応事例としては、スマートフォン等の情報端末

を利用した駐車場内の空き情報および駐車位置の案内等がある。 
これにより、運転者の迷いや駐車区画を探すことによる注意散漫等が発生するのを軽減する

ものと考えられる。 
 

表 3-6 自動車や駐車施設以外の ICT の活用事例 

対応事例 概要 

スマートフォン等の情報

端末の活用 

スマ-トフォンを利用し駐車位置を通知したり、インターネットを通

じて満空情報をリアルタイムで提供等 
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項目 先進技術事例（ICT の活用による対応事例） 

名称 スマートフォンによる位置情報システム 

概要 【スマ－トフォンの活用事例】 

スマ-トフォンを利用して駐車した位置を通知したり、インターネットを通じて満空情報をリ

アルタイムで提供する等のサービスが行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：イオンモール木更津の事例       右：イオンモール幕張新都心の事例 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 

 

 

 

【iPhone iOS 10 の事例】 

Apple 社のスマ-トフォン（iPhone）では、車載機器との連携により、

駐車位置をマップ上に記憶することが可能になる。 

 

「駐車した場所を表示」をオンにしておきます。「設定」>「マップ」

>「駐車した場所を表示」の順に選択。 

iPhone が CarPlay または車載の Bluetooth アクセサリとペアリン

グされていることを確認。 

 

車から離れるときに、iPhone と Bluetooth アクセサリとの接続を切

ると、マップが車を駐めた位置を記憶。 

 

 

 

出典：Apple サポート HP「駐車した車を iPhone のマップで探す方法」 

 

 

 

 

 

 

出典 URL イオンモール木更津 http://kisarazu-aeonmall.com/static/detail/access-parking 

イオンモール幕張新都心 https://www.amano.co.jp/Parking/case/case17.html 

Apple サポート https://support.apple.com/ja-jp/HT207227 
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1.6 技術的対応事例のまとめ 

 

1-6-1 自動運転技術等 

 
自動運転技術は、現状で市販されているものは SAE レベル 1～2（部分運転自動化）に該当

するものである。 
駐車に関わるものとしては、駐車時のハンドル操作のアシストの実装が進んでいる。 
また、衝突防止・誤発進に関わるものとしては、自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑

制装置等の実装により、主に前後方向の車両や人との衝突の防止や、入出庫時の操作の誤りに

よる駐車施設への接触等の事故が軽減されると考えられるが、側方からの接近に対しては、ま

だ課題が残る状況である。 
これらの自動運転技術は、日進月歩ともいえる速さで改良が続けられているが、当面は限定

的に運転者をアシストする段階であり、システムが主体となって運転を行うにはまだ時間が必

要である。 
また、技術的な発展に加えて法制度やインフラについても合わせて整備していく必要がある。 
 

1-6-2 駐車設備の高度化 

 
駐車場側の高度化の一つとして、バレーパーキング（バレットパーキング）の高度化がある。 
これは、従来は訓練を受けた人の手による回送が行われていたものを、ロボットや車両自体

が自動で回送を行うことで、駐車場内への人の立ち入りがなくなり、（人の）誤操作や見落と

し等による接触事故等も発生しなくなるため、副次的な効果として事故減少に結びつくもので

ある。 
また、駐車設備の高度化としては、以前は提供が難しかった車室の詳細な満空情報の提供の

ほか、料金の割引等を含む事前精算や駐車位置の情報提供等が行えるようになったことにより、

運転者の迷いや駐車区画を探すための注意散漫等が発生するのを軽減するものと考えられる。 
 

1-6-3 ICT の活用による対応 

自動車や駐車施設以外の ICT の活用による対応事例としては、スマートフォン等の情報端末

を利用した駐車場内の空き情報および駐車位置の案内等がある。 
 
 
自動車や駐車施設等の高度化により、誤操作や見落とし等を原因とする事故への対応は日々

進んでいる状況である。 
しかし、完全自動化までには解決すべき課題も多く残っており、当面は人の手による運転が

主体とならざるを得ない。 
このため、常に付きまとうヒューマンエラーのリスクに対して、それをわずかでも低下させ

るための対応を駐車場側で行っていく必要がある。 
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項目 先進技術事例（ICT の活用による対応事例） 

名称 スマートフォンによる位置情報システム 

概要 【スマ－トフォンの活用事例】 

スマ-トフォンを利用して駐車した位置を通知したり、インターネットを通じて満空情報をリ

アルタイムで提供する等のサービスが行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：イオンモール木更津の事例       右：イオンモール幕張新都心の事例 

 

 

 

出典：アマノ HP「導入事例」 
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グされていることを確認。 

 

車から離れるときに、iPhone と Bluetooth アクセサリとの接続を切
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出典：Apple サポート HP「駐車した車を iPhone のマップで探す方法」 
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第4章 駐車場内の事故減少に向けた運用改善案の提案 

 

本章では、現状の駐車場における問題点を整理し、駐車場内の事故減少のために駐車場の運

用面における改善案の検討を行うものである。 

 

1. 駐車施設の運用改善案の検討 

 

1.1 運用改善案検討の手順 

 
駐車施設の運用改善案の検討は、第 2 章 2.3 で示した駐車場等事故における課題のうち、駐

車場サイドで対応の必要性が高い課題について実施する。 
駐車施設の運用改善案の検討は、駐車場設計等に関する技術的基準を整理し、駐車施設の現

状の問題点と、対応の方向性の検討を行ったうえで行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 駐車施設の運用改善案の検討手順 

 
 
 

  

【駐車場等の事故における課題】 

 

 【駐車場サイドで対応の必要性が高い課題】 

●安全確認を促す案内・表示等の設置 

●車両の動線の整序化 

●車路の分合流部における優先性の明確化 

●車路等の視認性の向上、経路の明確化 

●歩行空間の明確化と歩行動線の適正化 

●歩行者・自動車双方への優先性の明確化 

 

【駐車施設以外で対応の必要性が高い課題】 

●誤操作に対する衝突防止システムの導入 

●バックビューモニタ等による視認性確保 

◎自動車等の先進的技術による操作の補完 

※本研究では 2 章で先進事例調査のみ実施 
◎駐車施設の運用改善案の検討 

●駐車施設設計に関する技術的基準 

●駐車施設の現状と対応の方向性の検討 

●駐車施設の運用改善案の検討 
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1.2 駐車施設に関連した設計基準等の整理 

 

1-2-1 駐車施設設計に関わる技術的基準 

 
駐車施設の運用改善案の検討に先立ち、駐車施設の設計に関わる設計基準等を整理する。 
駐車場の設計に関する技術的基準としては、「駐車場法施工令」、「駐車場設計・施工指針」

に定められている。 
このほかには、地方公共団体が駐車施設の附置や自ら運営する駐車場の規程等を定める条例

として「駐車場条例」があるが、条例に定める内容は地方公共団体により差があるため、本研

究では駐車場条例の基本的なガイドラインとなる「標準駐車場条例」について整理する。 
 
 

表 4-1 駐車施設設計に関わる技術的基準 

設計基準など 適用対象 備考 

駐車場法施工令 

 

路外駐車場で自動車の駐車の用に

供する部分の面積が 500 平方メー

トル以上 

 

駐車場設計・施工指針 道路付属物として整備される路外

駐車場 

 

地下駐車場等、建築基準法の適用

を受けるものについては同法の構

造強度にかかる規定と同等の効力

を有する 

標準駐車場条例 

 

 

地方公共団体の設置する駐車施設

および駐車場配置適正化区域並び

に建築物等における駐車施設等 

※路上駐車場も含まれる 

 
 

  



107105 
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1-2-2 各基準で定められている事項 

 
各基準で定められている設計に関わる技術的基準を基に、事故要因との関連性が高いと考え

られる項目の記載状況を整理すると、下表のとおりとなる。 
出入口や車室・車路、照明等に関する基準については具体的な基準が示されているが、駐車

場内の安全性に関わる「車止め」や「誘導標識」、「歩行空間等」ついては「駐車場設計・施工

指針」に記載はあるものの、具体的な基準は定められていない。 
 
 

表 4-2 各基準における技術的基準の記載状況 

技術的基準 出入口 車室 車路 柱・ 

車止め等 

誘導標識 

(壁等) 

誘導標識 

(床面等) 

歩行空間 照明 

駐車場法施工

令 

 

〇 - 〇 - - - - 〇 

駐車場設計・

施工指針 

 

△※1 〇 〇 △※1※2 △※1 △※1 △※1 〇 

標準駐車場条

例 

 

- 〇 - - - - - - 

※1△は記載があるものの具体的な寸法・数値等が記載されていない 

※2 立体駐車場等については、「駐車場における自動車転落事故を防止するための装置等に関する設計指針（平成 15 年 2

月一部改正）」により、外壁面や車路の屈曲部に転落を防止するための装置等の設置が必要とされている 
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表 4-3 出入口に関する技術的基準（一部要約） 

※1：国土交通大臣が認めた場合は可能 

※2：道路に接するかたちで私道として継ぎ足すことにより幅員６ｍを確保すれば出入口を設置可能 

※3：縁石線又はさくその他これに類する工作物により自動車の出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分

離されている場合を除く 

技術的基準 出入口 

駐車場法施工令 

 

■出入口を設けてはならない箇所（施行令第７条第１項） 

・交差点及び側端から 5ｍ以内※1 

・曲がり角から 5ｍ以内 

・横断歩道又は自転車横断帯及び前後の側端からそれぞれ前後に 5ｍ以内 

・安全地帯の左側部分及び当該部分の側端からそれぞれ前後に 10ｍ以内 

・乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示

柱又は標示板が設けられている位置から 10ｍ以内 

・踏切及び前後の側端からそれぞれ前後に 10ｍ以内 

・トンネル※1、坂の頂上付近、軌道敷内 

・横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から 5ｍ以内 

・小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢

体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の

出入口から 20ｍ以内 

・橋 

・幅員が 6ｍ未満の道路※2 

・縦断勾配 10％を超える道路 

■自動車の出口と入口との分離（施行令第７条第５項） 

・自動車の駐車の用に供する部分の面積が 6,000 ㎡以上の路外駐車場は、出口と入

口とを分離した構造とし、かつ 10ｍ以上の間隔を取ること※3 

■出入口の隅切り（施行令第７条第６項） 

・自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをすること。この場合

において、切取線と自動車の車路との角度及び切取線と道路との角度を等しくする

ことを標準とし、かつ、切取線の長さは、1.5ｍ以上とすること 

■出口の視距等（施行令第７条第７項） 

・出口から２ｍ後退した自動車の車路の中心線上 1.4ｍの高さにおいて、道路の中心

線に直角に向かつて左右にそれぞれ 60度以上の範囲内において、当該道路を通行す

る者の存在を確認できるようにすること 

■前面道路が２以上ある場合（施行令第７条第４項） 

・自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に出入口を設ける（歩行者の通行

に著しい支障を及ぼす等特別の理由がある場合はこの限りではない） 

駐車場設計・施

工指針 

 

■入出庫口（２．３．４） 

・駐車場の入出庫口は、周辺の道路状況・交通状況・土地利用状況等を考慮の上、

歩行者の安全と周辺道路の交通流への影響が少なく、かつ円滑な出入りが可能とな

るよう配慮して計画するものとする。 

標準駐車場条例 - 



109107 

 

1-2-2 各基準で定められている事項 

 
各基準で定められている設計に関わる技術的基準を基に、事故要因との関連性が高いと考え

られる項目の記載状況を整理すると、下表のとおりとなる。 
出入口や車室・車路、照明等に関する基準については具体的な基準が示されているが、駐車

場内の安全性に関わる「車止め」や「誘導標識」、「歩行空間等」ついては「駐車場設計・施工

指針」に記載はあるものの、具体的な基準は定められていない。 
 
 

表 4-2 各基準における技術的基準の記載状況 

技術的基準 出入口 車室 車路 柱・ 

車止め等 

誘導標識 

(壁等) 

誘導標識 

(床面等) 

歩行空間 照明 

駐車場法施工

令 

 

〇 - 〇 - - - - 〇 

駐車場設計・

施工指針 

 

△※1 〇 〇 △※1※2 △※1 △※1 △※1 〇 

標準駐車場条

例 

 

- 〇 - - - - - - 

※1△は記載があるものの具体的な寸法・数値等が記載されていない 

※2 立体駐車場等については、「駐車場における自動車転落事故を防止するための装置等に関する設計指針（平成 15 年 2

月一部改正）」により、外壁面や車路の屈曲部に転落を防止するための装置等の設置が必要とされている 
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表 4-3 出入口に関する技術的基準（一部要約） 

※1：国土交通大臣が認めた場合は可能 

※2：道路に接するかたちで私道として継ぎ足すことにより幅員６ｍを確保すれば出入口を設置可能 

※3：縁石線又はさくその他これに類する工作物により自動車の出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分

離されている場合を除く 

技術的基準 出入口 

駐車場法施工令 

 

■出入口を設けてはならない箇所（施行令第７条第１項） 

・交差点及び側端から 5ｍ以内※1 

・曲がり角から 5ｍ以内 

・横断歩道又は自転車横断帯及び前後の側端からそれぞれ前後に 5ｍ以内 

・安全地帯の左側部分及び当該部分の側端からそれぞれ前後に 10ｍ以内 

・乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示

柱又は標示板が設けられている位置から 10ｍ以内 

・踏切及び前後の側端からそれぞれ前後に 10ｍ以内 

・トンネル※1、坂の頂上付近、軌道敷内 

・横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から 5ｍ以内 

・小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢

体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の

出入口から 20ｍ以内 

・橋 

・幅員が 6ｍ未満の道路※2 

・縦断勾配 10％を超える道路 

■自動車の出口と入口との分離（施行令第７条第５項） 

・自動車の駐車の用に供する部分の面積が 6,000 ㎡以上の路外駐車場は、出口と入

口とを分離した構造とし、かつ 10ｍ以上の間隔を取ること※3 

■出入口の隅切り（施行令第７条第６項） 

・自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをすること。この場合

において、切取線と自動車の車路との角度及び切取線と道路との角度を等しくする

ことを標準とし、かつ、切取線の長さは、1.5ｍ以上とすること 

■出口の視距等（施行令第７条第７項） 

・出口から２ｍ後退した自動車の車路の中心線上 1.4ｍの高さにおいて、道路の中心

線に直角に向かつて左右にそれぞれ 60度以上の範囲内において、当該道路を通行す

る者の存在を確認できるようにすること 

■前面道路が２以上ある場合（施行令第７条第４項） 

・自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に出入口を設ける（歩行者の通行

に著しい支障を及ぼす等特別の理由がある場合はこの限りではない） 

駐車場設計・施

工指針 

 

■入出庫口（２．３．４） 

・駐車場の入出庫口は、周辺の道路状況・交通状況・土地利用状況等を考慮の上、

歩行者の安全と周辺道路の交通流への影響が少なく、かつ円滑な出入りが可能とな

るよう配慮して計画するものとする。 

標準駐車場条例 - 
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【出入口を設けてはならない箇所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 交差点及び側端から５ｍ以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 曲がり角から５ｍ以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から５ｍ以内  
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図 4-5 小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由

児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から 20ｍ以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-6 当該出入口の反対側及びその左右 20 メートル以内 
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【出入口を設けてはならない箇所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 交差点及び側端から５ｍ以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 曲がり角から５ｍ以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から５ｍ以内  

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5 小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由

児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から 20ｍ以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-6 当該出入口の反対側及びその左右 20 メートル以内 
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図 4-7 自動車の出口と入口との分離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-8 縁石線又はさくその他これに類する工作物により自動車の出口及び 

入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-9 出入口の隅切り 
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表 4-4 車室に関する技術的基準（一部要約） 

 
 
 

技術的基準 車室 

駐車場法施工令 

 
- 

駐車場設計・施

工指針 

 

■駐車ます（２．４．２） 

・駐車ますの大きさは、設計対象車両に応じて、下表に示す値以上とすることを原

則とする。 

 

 

 

 

 

 

標準駐車場条例 

 

■駐車の用に供する部分の規模 

第２９条 

 第２５条及び第２６条から第２７条までの規定により附置しなければならない駐

車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数１台につき幅２．

３メートル以上、奥行５メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入り

させることができるものとしなければならない。 

・２ 前項の規定にかかわらず、第２５条及び第２６条から第２７条までの規定によ

り附置しなければならない駐車施設の台数に０．３を乗じて得た台数（小数点以下

の端数がある場合は、切り上げるものとする。）に係る自動車の駐車の用に供する部

分の規模は、幅２．５メートル以上、奥行６メートル以上としなければならず、か

つ、そのうち少なくとも１台分については、道又は公園、広場その他の空地までの

経路ができるだけ短くなる位置に設置される車いす使用者が円滑に利用することが

できる駐車施設として、幅３．５メートル以上、奥行６メートル以上としなければ

ならない。 

・３ 第２５条の２及び第２６条から第２７条までの規定により附置しなければなら

ない荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅

３メートル以上、奥行き７．７メートル以上、はり下の高さ３メートル以上とし、

自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものでなければならない、た

だし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合にお

いてはこの限りではない。 

・４ 第２５条の３から第２７条までの規定により附置しなければならない自動二輪

車のための駐車施設のうち、自動二輪車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台

数１台につき幅１メートル以上、奥行２．３メートル以上とし、自動二輪車を安全

に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。 
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図 4-7 自動車の出口と入口との分離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-8 縁石線又はさくその他これに類する工作物により自動車の出口及び 

入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-9 出入口の隅切り 
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表 4-4 車室に関する技術的基準（一部要約） 

 
 
 

技術的基準 車室 

駐車場法施工令 

 
- 

駐車場設計・施

工指針 

 

■駐車ます（２．４．２） 

・駐車ますの大きさは、設計対象車両に応じて、下表に示す値以上とすることを原

則とする。 

 

 

 

 

 

 

標準駐車場条例 

 

■駐車の用に供する部分の規模 

第２９条 

 第２５条及び第２６条から第２７条までの規定により附置しなければならない駐

車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数１台につき幅２．

３メートル以上、奥行５メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入り

させることができるものとしなければならない。 

・２ 前項の規定にかかわらず、第２５条及び第２６条から第２７条までの規定によ

り附置しなければならない駐車施設の台数に０．３を乗じて得た台数（小数点以下

の端数がある場合は、切り上げるものとする。）に係る自動車の駐車の用に供する部

分の規模は、幅２．５メートル以上、奥行６メートル以上としなければならず、か

つ、そのうち少なくとも１台分については、道又は公園、広場その他の空地までの

経路ができるだけ短くなる位置に設置される車いす使用者が円滑に利用することが

できる駐車施設として、幅３．５メートル以上、奥行６メートル以上としなければ

ならない。 

・３ 第２５条の２及び第２６条から第２７条までの規定により附置しなければなら

ない荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅

３メートル以上、奥行き７．７メートル以上、はり下の高さ３メートル以上とし、

自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものでなければならない、た

だし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合にお

いてはこの限りではない。 

・４ 第２５条の３から第２７条までの規定により附置しなければならない自動二輪

車のための駐車施設のうち、自動二輪車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台

数１台につき幅１メートル以上、奥行２．３メートル以上とし、自動二輪車を安全

に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。 
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表 4-5 車路に関する技術的基準（一部要約） 

技術的基準 車路 

駐車場法施工令 

 

■自動車（施行令第８条第２項） 

・車路：5.5ｍ以上 

・一方通行の車路：3.5ｍ以上 

・料金所が設置され歩行者が通行しない一方通行の車路：2.75m 以上 

■はりの高さ 

・はり下の高さは：2.3m 以上であること 

■屈曲部 

・屈曲部（ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。）は、自動車を

5m以上の内法半径で回転させることができる構造であること 

■斜路の勾配 

・傾斜部の縦断勾配は、17パーセントを超えないこと 

・傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること 

駐車場設計・施

工指針 

 

■車路の幅員（２．４．４） 

（１）車室に面した車路の幅員 

・駐車ますに車両を駐車させるための後退・転回等が行なわれる車路（以下「車室

に面した車路」という）の幅員は、下表の左欄に示す値を確保することが望ましい

が、空間の制約等によりやむを得ない場合には、右欄に示す値まで縮小することが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）車室に面していない車路の幅員 

・車両の後退・転回等が行なわれることなく、車両の通行のみに用いられる車路（以

下「車室に面していない車路」という）の幅員は、下表に示す値以上の幅員を確保

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．４．７ 車路、車室の路面 

車路、車室の路面は、水たまりが生じないよう排水に留意し、斜路は特に滑り止め

を考慮しなければならない 

標準駐車場条例 - 

114 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-10 車路の幅員（施行令第８条第２項） 
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表 4-5 車路に関する技術的基準（一部要約） 

技術的基準 車路 

駐車場法施工令 

 

■自動車（施行令第８条第２項） 

・車路：5.5ｍ以上 

・一方通行の車路：3.5ｍ以上 

・料金所が設置され歩行者が通行しない一方通行の車路：2.75m 以上 

■はりの高さ 

・はり下の高さは：2.3m 以上であること 

■屈曲部 

・屈曲部（ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。）は、自動車を

5m以上の内法半径で回転させることができる構造であること 

■斜路の勾配 

・傾斜部の縦断勾配は、17パーセントを超えないこと 

・傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること 

駐車場設計・施

工指針 

 

■車路の幅員（２．４．４） 

（１）車室に面した車路の幅員 

・駐車ますに車両を駐車させるための後退・転回等が行なわれる車路（以下「車室

に面した車路」という）の幅員は、下表の左欄に示す値を確保することが望ましい

が、空間の制約等によりやむを得ない場合には、右欄に示す値まで縮小することが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）車室に面していない車路の幅員 

・車両の後退・転回等が行なわれることなく、車両の通行のみに用いられる車路（以

下「車室に面していない車路」という）の幅員は、下表に示す値以上の幅員を確保

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．４．７ 車路、車室の路面 

車路、車室の路面は、水たまりが生じないよう排水に留意し、斜路は特に滑り止め

を考慮しなければならない 

標準駐車場条例 - 

114 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-10 車路の幅員（施行令第８条第２項） 
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表 4-6 柱・車止めに関する技術的基準（一部要約） 

技術的基準 柱・ 

車止め等 

駐車場法施工令 

 
- 

駐車場設計・施

工指針 

 

■２．４．８ 柱、車止め等 

・駐車場内における柱等の構造は、車両の衝突等に対して十分安全なものでなければ

ならない。また、必要に応じて車止め等を設け、車体の保護及び躯体等の防護を図る

ものとする 

標準駐車場条例 

 
- 

駐車場における

自動車転落事故

を防止するため

の装置等に関す

る設計指針 

第２ 装置等の設計方法 

（１） 装置等の設置 

自動車の衝突による衝撃力を処理することのできる装置等を駐車の用に供する部分の

外壁に面する側、車路に供する部分の屈曲部等誤操作による自動車の転落を有効に防

止できる位置に設置すること。 

 
表 4-7 誘導標識（壁等）に関する技術的基準（一部要約） 

技術的基準 誘導標識 

(壁等) 

駐車場法施工令 

 
- 

駐車場設計・施

工指針 

 

■２．８ 案内標示 

・駐車場内及び駐車場周辺においては、利用者の利便を図るために、必要に応じ、案

内標示を行うものとする 

標準駐車場条例 

 
- 

 
表 4-8 誘導標識（床面等）に関する技術的基準（一部要約） 

技術的基準 誘導標識 

(床面等) 

駐車場法施工令 

 
- 

駐車場設計・施

工指針 

 

■２．９ 安全設備 

・駐車場内においては自動車および歩行者の安全確保を図るため、区画線等により駐

車ますを明示するとともに、必要に応じマーキング、反射鏡、監視用カメラ等の安全

設備を設置するものとする 

標準駐車場条例 

 
- 
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表 4-9 歩行空間に関する技術的基準（一部要約） 

技術的基準 歩行空間 

駐車場法施工令 

 
- 

駐車場設計・施

工指針 

 

■２．９ 安全設備（再掲） 

・駐車場内においては自動車および歩行者の安全確保を図るため、区画線等により駐
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- 

 
 

表 4-10 照明に関する技術的基準（一部要約） 

 
 
 
 

技術的基準 照明 

駐車場法施工令 

 

■照明装置 

（施行令第１３条） 

・車路の路面 １０ルックス以上 

・駐車部分の床面 ２ルックス以上 

駐車場設計・施

工指針 

 

■５.５照明装置（地下駐車場における基準） 

地下駐車場では、車路、車室、階段・通路および管理諸室等に照明設備を設けるもの

とする。必要な平均照度は原則として以下の通りとする 

・車路：75～150lx  

・車室：50～100lx 

・機械駐車装置の出入口部 ：150～300lx 

・階段・通路 ： 100～250lx 

標準駐車場条例 

 
- 
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表 4-6 柱・車止めに関する技術的基準（一部要約） 

技術的基準 柱・ 

車止め等 
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- 

駐車場設計・施
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表 4-7 誘導標識（壁等）に関する技術的基準（一部要約） 

技術的基準 誘導標識 

(壁等) 
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- 
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- 

 
表 4-8 誘導標識（床面等）に関する技術的基準（一部要約） 
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設備を設置するものとする 

標準駐車場条例 

 
- 
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表 4-9 歩行空間に関する技術的基準（一部要約） 

技術的基準 歩行空間 

駐車場法施工令 

 
- 

駐車場設計・施
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- 

 
 

表 4-10 照明に関する技術的基準（一部要約） 

 
 
 
 

技術的基準 照明 

駐車場法施工令 

 

■照明装置 

（施行令第１３条） 

・車路の路面 １０ルックス以上 

・駐車部分の床面 ２ルックス以上 
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工指針 

 

■５.５照明装置（地下駐車場における基準） 

地下駐車場では、車路、車室、階段・通路および管理諸室等に照明設備を設けるもの

とする。必要な平均照度は原則として以下の通りとする 

・車路：75～150lx  

・車室：50～100lx 

・機械駐車装置の出入口部 ：150～300lx 

・階段・通路 ： 100～250lx 

標準駐車場条例 

 
- 
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事故要因：発見の遅れ（第 1 当事者：車両）の問題点と対応課題 

【必要となる対応の方向性】 

「気づきやすい環境」への改善 

事故の状況：安全確認不十分、安全確認なし 

■問題点：安全確認行動への意識低下 

●対応課題：安全確認を促す案内・表示等の設置 

事故の状況：他車等に脇見 

■問題点：運転への意識散漫 

●対応課題：車両の動線の整序化 

 

 

 

 事故要因：判断の誤り等への問題と課題（第一当事者：車両）の問題点と対応課題 

【対応の方向性】 

「迷わない環境」への改善 

事故の状況：その他危険ではない、相手が譲ってくれると思った 

■問題点：思い込みによる注意力、判断力低下 

●対応課題：車路の分合流部における優先性の明確化 

事故の状況：その他相手の予見ミス、運転感覚の誤り 

■問題点：周辺状況の誤認、迷いによる対応の遅延 

●対応課題：車路等の視認性の向上、経路の明確化 

 

1.3 駐車施設の事故の課題と技術的項目との関連 

 
第 2 章において、駐車場等で発生する事故に対して事故要因別に問題点と駐車施設が対応す

べき課題を整理した。 
課題に対する対応の方向性として、大きく『「気づきやすい環境」への改善』、『「迷わない環

境」への改善』、『「歩きやすい環境」への改善』の 3 つに分類した。 
 

表 4-11 駐車場の運用面から検討すべき問題点と対応課題（再掲） 
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安全確認を促す
案内・表示等の
設置

車両の動線の整
序化

車路の分合流部
における優先性
の明確化

車路等の視認性
の向上、経路の
明確化

歩行空間の明確
化と歩行動線の
適正化

歩行者・自動車
双方への優先性
の明確化

◎ 〇 〇

〇

〇 ◎ ◎

柱・ 車止め等 〇 〇

誘導標識 (壁等) 〇 ○ 〇

誘導標識 (床面等) ◎ ◎ ◎

◎ ◎

〇

歩行空間

照明

第二当事者：歩行者

「気づきやすい環境」への改善 「迷わない環境」への改善 「歩きやすい環境」への改善

第一当事者：車両

対応課題

対応の方向性

対象

出入口

車室

車路

この対応すべき課題の方向性と、駐車場の技術的基準に示された施設毎の関連性を、以下の

とおり想定する。 
各施設については、次項より、施設毎に運用改善案の検討を行い、特に課題との関連が強い

施設については、改善案について評価を行う。 
 
 

表 4-12 駐車施設が対応すべき課題と関連する技術的項目 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※〇対応課題への関連が強い項目 ◎対応課題への関連が特に強い項目 
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※〇対応課題への関連が強い項目 ◎対応課題への関連が特に強い項目 
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1.4 駐車施設運用改善案の検討 

 
本項では、技術的基準に示された施設毎の運用改善案の検討を行う。 
 

1-4-1 出入口 

 出入口の現況事例 

駐車場の出入口の配置については、駐車場法施工令、駐車場設計・施工指針により定められ

ており、安全性が低下するような場所への配置は一部の特例を除き認められていない。 
また、駐車場法施行令において、建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交 
通の安全を確保するために必要な警報装置を設けることが義務付けられている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立体駐車場出入口               平面駐車場出入口 

 

 出入口の改善のポイント 

駐車場法施工令、駐車場設計・施工指針の対象とならない比較的小規模な駐車場については、

駐車場の出入口に特に安全対策が実施されていない場合が多い。 
このため、これらの駐車場の出入口の安全対策を検討する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図 4-11 比較的小規模な駐車場の出入口の安全対策 

  

比較的小規模な店舗の駐車場では、出入口

の安全対策がなされていない場合が多い 

120 

 

 出入口の改善案 

駐車場の出入口は、駐車場を入出庫する車両と歩行者が交錯する危険のある場所である。 
駐車場出入口における歩行者と自動車の交錯に関する既往の研究※では、道路との段差が「段差

なしおよび 1cm 以上 5cm 未満」の出入口では交錯確率が高くなり、「段差が 5cm を超える」出入

口では交錯確率が低下することが明らかになっている。 
これは、段差があることで、運転者に一時停止の必要性を意識させることに結びついていると考

えられる。 
このため、このような運転者の心理を利用して、駐車場と道路の境界部にはハンプ等により意図

的に段差を設置し、車両に一時停止を促すことが必要となる。 
また、これに合わせて出入り口に簡易な出庫灯等を設置することで、歩行者に対しても注意を促

し、より出入口の安全性の向上を図ることが必要となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画像出典：株式会社アルコム HP 

 図 4-12 道路境界へのハンプの設置による一時停止 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 4-13 出庫灯の設置例 

※出典：「駐車場出入り口における歩行者と自動車の交錯確率の推定 : 北九州市中心市街地周辺地区を事例として」 

寺町 賢一, 吉武 哲信, 国分 結香 
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画像出典：株式会社アルコム HP 
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1-4-2 車室（駐車ます） 

 駐車形式の分類 

一般的に車室（駐車ます）の駐車形式としては、大きく「平行駐車」、「並列駐車」に分けら

れる。 
平行駐車は、いわゆる縦列駐車であり道路上でよくみられる形式である。 
路外駐車場では、通常「並列駐車」が採用されることが多く、車路に対する角度から、さら

に「直角駐車」と「斜角駐車」に区分される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 4-14 自動車の駐車形式の例 

出典：「駐車場設計・施行指針 同解説」 

 
直角駐車の一般的な車室のレイアウトは、車路を挟んで対面する配置や、二つ以上の区画が

街区状に配置される場合が多い。 
駐車の区画線は主に白あるいは黄で表示されている場合が多く、線は 1 本あるいは 2 本で表

示されている場合が多い。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

直角駐車（区画線：一本線）         直角駐車（区画線：二重線線） 

 
 
 
 
 
 
 

斜角駐車（区画線：二重線）             
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角度と方式 評価

30°
（前進駐車）

前進駐車のみ。車路幅は小さいが、車路方向延長に長い駐車幅を要し、
1台当たりの駐車所要面積は最大。出車の際後方の視界はかなり狭めら
れる。

45°
前進駐車
後退駐車

交差式駐車

前進、後退ともに利用できるが、前進駐車のほうが駐車しやすいといわ
れている。交差式にすれば1台あたりの駐車所要面積は少なくなるが、
交差駐車では、整然として駐車が行われないかぎり有効性を著しくおと
すおそれがある。

60°
前進駐車
後退駐車

前進、後退ともに利用でき、操作性は最もよい。車路幅は大きくする必
要があるが、１台当たりの駐車所要面積は少ない。

90°
前進、後退ともに利用できるが、後退駐車が一般的で安全。所要面積は
最も少なくてすむが乗り降りの便を考慮すれば駐車ますの幅員を0.25m
程度増加しておくことが望ましい。

 駐車形式の特性 

各駐車形式の特性を整理すると下表のとおりとなる。 
国内においては、90°（直角）の後退駐車が一般的となっている。 

 
表 4-13 駐車形式の特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「道路構造令の解説と運用」を基に整理 

 

後退駐車が比較的安全とされるのは、前進駐車の場合は自動車の内輪差により車体の外側の

余裕が後退駐車よりもなくなり、隣の車両と接触する危険が増すことや、出庫時も同様に後方

のみならず側方へ接触の注意が必要となり、意識が散漫になりやすいこと等がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-15 前進駐車と後退駐車の軌跡の比較（前進・後退ともに同じ舵角の場合） 

 

  

前進駐車の場合、後退駐車に比べて車体外

側の余裕がなくなるため、同じ停車位置で

は後退駐車に比べ隣の車両に近づいてしま

う。また、舵角もより多く切る必要がある。 
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 図 4-14 自動車の駐車形式の例 

出典：「駐車場設計・施行指針 同解説」 
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44%
（18）

29%
（12）
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（5）

15%
（6）

シングルライン ダブルライン 混在 なし（機械式などのため）

（ ）内はSC数

 車室（駐車ます）の現況事例 

車室（駐車ます）の寸法は、「駐車場設計・施行指針」に定められており、普通乗用車（小

型車）の場合で長さ 6.0ｍ（5.0m）、幅員は 2.5ｍ（2.3ｍ）である。 
また、「標準駐車場条例」における附置義務駐車施設においては、駐車台数 1 台につき長さ

5.0ｍ、幅員 2.3ｍを基本としている。 
例として、全国のショッピングセンター（サンプル数：41）における 1 台あたりの平均駐車

スペースをみると、長さ 4.8m、幅員 2.4ｍ、隣に止めている車との幅は 0.5m である。 
また、区画線の種類としては、シングルラインが 44％、ダブルラインが 29％であり、シン

グルラインを採用している店舗が多くなっている。 
しかし、近年新設あるいは改修された大規模商業施設やコンビニエンスストア等では、車室

幅員を大きく（2.5ｍ～2.8m）確保する傾向にある。 
 
【車室幅員の改修による効果の事例】 

2013 年に平面駐車場の改修を行ったダイナシティ（神奈川県小田原市）では、車室幅員を

2.4ｍから 2.6ｍに拡幅し、区画線の二重化を行った。 
改修後は、駐車場内の事故が年間 29 件から 19 件に減少している。 
 
 

表 4-14 ショッピングセンターの 1 台あたりの平均駐車スペース 

1 台あたりの駐車スペース 
隣との幅 

天井までの高さ 

（車高制限） 長さ 幅員 

4.8m 2.4ｍ 0.5ｍ 2.3m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 4-16 ショッピングセンター駐車場の区画線の種類内訳 

出典：図表・事例ともに「SC JAPAN TODAY 2014 特集 駐車場・駐輪場の最新事情」 
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車種 全幅 全長 全幅 全長 全幅 全長 全幅 全長

1,485 3,855 1,570 3,995 1,685 4,270 1,695 4,360

1,695 4,275 1,725 4,445 1,745 4,460 1,760 4,540

1,505 3,590 1,690 4,230 1,750 4,540 1,800 4,650

単位；mm

最新（2012-）6代目（1987-1991）3代目（1974-1979）初代（1966-1970）

初代（1997-2003） 2代目（2003-2009） 3代目（2009-2015） 最新（2015-）
プリウス

カローラ

シビック
4代目（1987-1991） 8代目（2005-2010） 最新（2015-）初代（1972-1979）

 車室（駐車ます）に関わる改善ポイント 

 入庫・出庫時に発生する後退動線への対応 

第 2 章で交通事故発生状況を分析した結果では、車両相互の事故の約 6 割が後退時に発生し

ている。 
国内の駐車場の多くは、直角駐車の形式を採用しており、入庫あるいは出庫時に後退する必

要がある。 
このため、入出庫時の操作がしやすく、かつ他車両との動線の交錯についても配慮した車室

の配置について検討する必要がある。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-17 入出庫時の後退車両の動線と車路を進行する車両との動線の交錯 

 

 車両大型化への車室（駐車ます）寸法の対応 

車室（駐車ます）の寸法は、「駐車場設計・施行指針」に定められている（普通車：長さ 6.0
ｍ、幅員は 2.5ｍ）が、近年、国内で販売される自動車は下表に示す通り大型化する傾向にあ

り、特に全福の増加が大きくなっている。 
しかし、先に述べたショッピングセンターの事例では、現状の平均車室幅は 2.4m であり、

車室幅に対して余裕が少ないケースが増加していると考えられる。 
車室幅に余裕がない場合、ハンドルの切り返しの増加や、隣接車室の駐車車両への意識が発

生し安全確認への意識低下が発生する恐れがある。 
 

表 4-15 【参考】小型車の車格の変遷 

 
 
 
 
 
 

出典：各自動車メーカーのカタログ値より整理 

  

入出庫時の後退動線と車路を進行する動線

の交錯に配慮した車室配置の検討が必要 
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出典：各自動車メーカーのカタログ値より整理 

  

入出庫時の後退動線と車路を進行する動線

の交錯に配慮した車室配置の検討が必要 
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後退駐車  

前進発車  

後退駐車  

前進発車  
車路は一方通行  

直角駐車  斜角駐車（60°） 

 車室（駐車ます）の改善案 

 車室（駐車ます）の駐車形式 

車室（駐車ます）の駐車形式は、高速道路のサービスエリアにみられるような前進駐車・前

進発車による斜角駐車が、入出庫時の安全性、逆走の防止という観点からは理想的と思われる

が、必然的に車路に必要な面積が増加し駐車台数が少なくなるため、導入可能なケースは限定

される。 
このため、直角・斜角駐車いずれの形態としても入庫時か出庫時には後退が必要となってく

るが、一般的には「前進駐車・後退発車」は車路の視認性の面で危険性が高く、「後退駐車・

前進発車」のほうが比較的安全であるとされており、国内でも浸透している駐車方法※である。 
また、駐車時の操作性が最もよい駐車形式は 60°の斜角駐車※であり、直角駐車に比べて、

増加する駐車所用面積も 12％程度にとどまる。 
このため、比較的改修がし易く、運転者が対応しやすい車室（駐車ます）の駐車形式の改善

案として、「60°の斜角駐車」で、「後退駐車・前進発車」による改善を提案する。 
また、この場合は、逆走や前進駐車を行う車両との交錯を防ぐため、車路は一方通行とする。 
ただし、駐車場の敷地の形状や構造等の制約により、 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-18 車室（駐車ます）に関する改善案 

※出典：「道路構造令の解説と運用」を基に追加 

 

  

126 

 

 車室（駐車ます）寸法の改善案 

車室の広さは、駐車のしやすさに大きく関係するものであり、切り返しの減少および入出庫

時の運転者のストレスが低下することで、安全確認への意識散漫を抑止する効果があると考え

られる。 
このため車室の改善案として、車室の幅を「駐車場設計・施行指針」の基準よりも拡大する

ことを提案する。 
拡大の幅は、普通車（2.5ｍ）の場合では、整備事例や既往の研究成果※より 2.6m～2.8m 程

度とし、各駐車場の状況に合わせて選択するべきと考えられる。 
また、区画線については、高齢者は運転席側の区画線に寄って駐車する傾向が強い※ことか

ら、一本線から二重線とすることで、隣接車両とのクリアランスを確保しやすくし、車両同士

の接触の抑止や視認性の向上を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-19 車室幅（駐車ます）および区画線に関する改善案 

※出典：「ユニバーサルデザインからみた駐車場の利用者評価に関する研究 H18 東京都道路整備保全公社」 

  

車室（駐車ます）の幅を拡大し

クリアランスを確保する 
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図 4-18 車室（駐車ます）に関する改善案 

※出典：「道路構造令の解説と運用」を基に追加 
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 車室（駐車ます）寸法の改善案 

車室の広さは、駐車のしやすさに大きく関係するものであり、切り返しの減少および入出庫
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ことを提案する。 
拡大の幅は、普通車（2.5ｍ）の場合では、整備事例や既往の研究成果※より 2.6m～2.8m 程

度とし、各駐車場の状況に合わせて選択するべきと考えられる。 
また、区画線については、高齢者は運転席側の区画線に寄って駐車する傾向が強い※ことか

ら、一本線から二重線とすることで、隣接車両とのクリアランスを確保しやすくし、車両同士

の接触の抑止や視認性の向上を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-19 車室幅（駐車ます）および区画線に関する改善案 

※出典：「ユニバーサルデザインからみた駐車場の利用者評価に関する研究 H18 東京都道路整備保全公社」 

  

車室（駐車ます）の幅を拡大し

クリアランスを確保する 
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1-4-3 車路 

 車路の幅員の基準 

車路の幅員は駐車場法施工令に技術的基準が定められており、相互通行の場合は 5.5ｍ、一

方通行の場合は 3.5ｍ以上、料金所の前等で歩行者が通行しない場合は 2.75ｍ以上である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-20 車路の幅員（施行令第８条第２項）※再掲 

出典：駐車場法施工令 

 
駐車場設計・施工指針では、「車室に面した車路の幅員」と、「車室に面さない車路の幅員」

が定められており、駐車場内の事故に関わりが深いと思われる「車室に面した車路の幅員」に

ついて下表に示す。 
望ましいとされる幅員は、軽自動車、小型乗用車、普通乗用車では「歩行者用通路なし」で

7.0m、「歩行者用通路あり」で 6.5m である。 
また、空間の制約などによってやむを得ない場合は、「歩行者用通路なし」で 5.5m、「歩行

者用通路あり」で 5.5m（対面通行）、5.0m（一方通行）となっている。 
 

表 4-16 車路の幅員（設計・施工指針 2.4.4） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：駐車場設計・施工指針 

 
 

  

望ましい値 やむを得ない場合 
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 車路の現況事例 

車路の寸法は、駐車場法施工令および駐車場設計・施工指針に定められており、一方通行か

相互通行かによって幅員が異なる。 
通常はアスファルト舗装あるいはコンクリート舗装の場合が多いが、カラー舗装が施される

ケースもみられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車路（一方通行）                 車路（相互通行） 
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 車路の現況事例 

車路の寸法は、駐車場法施工令および駐車場設計・施工指針に定められており、一方通行か

相互通行かによって幅員が異なる。 
通常はアスファルト舗装あるいはコンクリート舗装の場合が多いが、カラー舗装が施される

ケースもみられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車路（一方通行）                 車路（相互通行） 

 
 

  



130129 

 

 車路の改善のポイント 

 車路の幅員 

「駐車場法施工令」および「駐車場設計・施工指針」（やむを得ない場合）の相互通行の幅

員の最低値は 5.5ｍである。 
しかし、5.5m（相互通行）の車路で車両および歩行者が相互にすれ違った場合、下図に示す

通り歩行者の空間は、最低で 0.5ｍ程度となり、かなり危険な状況となる。 
3.5m（一方通行）の場合は、歩行者の空間は最低で 0.75ｍ程度となり、相互通行よりはや

や改善するが、ほぼ余裕のない状態である。 
実際の駐車場では、駐車するための車両の後退等の挙動が発生するため、車両と歩行者、車

両同士で交錯の危険がさらに高まる恐れがある。 
このため、車両および歩行者が安全に駐車場内を移動できる車路幅員を確保することが必要

となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-21 車路幅員 5.5ｍ（相互通行）の幅員配分 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-22 車路幅員 3.5ｍ（相互通行）の幅員配分 

※車両幅 2.0ｍ（普通自動車）、車両間余裕 0.5m で想定 

※道路構造令では歩行者一人分の幅を 0.75m と設定 

出典：「駐車場設計・施行指針 同解説」を基に作図 
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 徐行速度順守の対策の必要性 

規模の大きい駐車施設では車路が長大になる場合があり、走行性がよくなることで車両の走

行速度が上昇する可能性がある。 
このため、駐車施設内の徐行速度が守られるための対策が必要となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 4-23 長大な車路における対策の必要性  

車路が長大になると、走行速度が上昇する恐れ

があるため、適切に速度低下を促す対策が必要 
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 車路の改善案 

 余裕ある車路の幅員の確保 

前述のとおり「駐車場法施工令」および「駐車場設計・施工指針」の幅員の最低値（5.5ｍ：

相互通行）では、車両および歩行者が相互にすれ違った場合に、歩行者の幅員が確保できず、

かなり危険な状況となる。 
このため、車路幅員の改善の方向性として、相互通行の車路については、「駐車場設計・施

工指針」の望ましい値である 6.5m を確保することを提案する。 
車路幅員が 6.5m の場合、下図に示すように歩行者の空間を 1.0ｍ確保でき、接触等の危険

性はかなり低減されると考えられる。 
ただし、この場合駐車場における車路部分の面積が増加するため、駐車場の状況を考慮して

6.0ｍ程度に幅員を減ずるか、一方通行と合わせた運用が考えられる。 
一方通行の場合は、車路幅員を 5.0ｍとし、歩行者空間は、最大で 1.5m が確保可能である

が、歩行者が横に広がる恐れがあるため、1.0ｍ程度を確保する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-24 車路幅員 6.5ｍ（相互通行）の場合の幅員配分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-25 車路幅員 5.0ｍ（一方通行）の場合の幅員配分 

※車両幅 2.0ｍ（普通自動車）、車両間余裕 0.5m で想定 

※道路構造令では歩行者一人分の幅を 0.75m と設定 

出典：「駐車場設計・施行指針 同解説」を基に作図 

 

（
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 徐行速度の順守のための改善案 

駐車場内の徐行速度の順守するためには、路面標示や標識等で表記するのに加えて、物理的

なハンプ等を設置することによって減速を促すのが効果的と考えられる。 
ハンプ設置の効果について、駐車場内における実証事例はないものの、道路上に設置した場

合は、約 2 割程度の減速効果※があることが明らかとなっている。 
このため、車路の延長が長大になる場合、適宜ハンプを設置することを提案する。 
また、減速以外の効果として、運転者の意識が散漫にならないように、特に運転者に注意を

喚起すべき場所などに対しても、ハンプを設置することが望ましいと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

速度低下を促すハンプの設置事例（夢の島公園：東京）                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

速度低下を促すハンプの設置事例（彩湖公園：埼玉県） 
 
 
 
 
 
 

図 4-26 車路へのハンプ設置イメージ 

※出典：「生活道路におけるハンプ等による速度抑制対策について」国土技術政策総合研究所 道路交通研究部 道路研究室 

道路行政セミナー 2016 

 

  

 

車路が長大になる場合や、運転

者に特に注意を促したい箇所に

ハンプを設置し速度を抑制 
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 車路の改善案 

 余裕ある車路の幅員の確保 
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図 4-24 車路幅員 6.5ｍ（相互通行）の場合の幅員配分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-25 車路幅員 5.0ｍ（一方通行）の場合の幅員配分 

※車両幅 2.0ｍ（普通自動車）、車両間余裕 0.5m で想定 

※道路構造令では歩行者一人分の幅を 0.75m と設定 

出典：「駐車場設計・施行指針 同解説」を基に作図 
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 徐行速度の順守のための改善案 
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1-4-4 誘導標識等 

 路面標示 

 路面標示の現況 

駐車施設内の路面標示については技術的な基準は定められておらず、表示形態は駐車場によ

り様々である。 
駐車場内でみられる路面標示は道路の路面標示に準じたものが多く、主に「進行方向」や「横

断歩道」、「最高速度」、「停止線」等がある。 
また、これ以外にもいわゆる法定外表示といわれる路面標示（「止まれ」、「徐行」、「合流注

意」、「出口」…等）も使用されている。 
路面標示に使用されている色は白あるいは黄である場合が多く、道路の路面標示では黄は

「禁止」等の強制を示すものであるが、駐車場内での使用に関しては特に明確な基準はないと

思われる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  進行方向および速度標示            停止線、「止まれ」表示（黄） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

合流注意（黄）                 出口 

図 4-27 駐車場内の路面標示の事例 
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 路面標示改善に関するポイント 

ア. 交差部等における一時停止や進路の優先性等の明確化 

駐車場内の車路の交差部や横断歩道の多くは、「停止線」や「止まれ」等の標示より、一時

停止を促す表示がされており、流入先の進行方向が限定される場合には「進行方向」の標示が

なされている。 
しかし、これらの標示は簡易的な表示が多いため、進路の優先性や進行方向が明確でない場

合が発生している。 
また、駐車場によって表現方法が異なるため、運転者の意識へ十分に働きかけがなされてい

ない恐れがある。 
このため、車路の交差部や横断歩道付近では、運転者に強く意識させるような標示が必要で

ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-28 車路の分合流部の優先性の明確化 

 

イ. 分合流部における行先の明確化 

比較的規模の大きい平面駐車場や立体駐車場等では、駐車場内の経路が複雑化したり、車路

同士の分合流等が発生する。 
経路が複雑化すると、運転者が自車の位置を誤認する可能性があり、経路選択や位置確認に

気を取られることで、安全確認の意識が低下する恐れがある。 
また、車路の分合流部については、多くの場合文字や矢印等で行先が表示されているが、経

路選択に気を取られ、安全確認の不徹底や誤認の原因となっている可能性がある。 
このため、経路の整序化に加え、車路の分岐箇所については、行先や進行方向を明確にする

対策が必要である。 
 
 

  

一時停止の標示はあるものの、動線が交錯

しており、優先性が不明瞭な場合がある 
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合流注意（黄）                 出口 

図 4-27 駐車場内の路面標示の事例 
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 路面標示改善に関するポイント 

ア. 交差部等における一時停止や進路の優先性等の明確化 

駐車場内の車路の交差部や横断歩道の多くは、「停止線」や「止まれ」等の標示より、一時
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このため、車路の交差部や横断歩道付近では、運転者に強く意識させるような標示が必要で
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図 4-28 車路の分合流部の優先性の明確化 

 

イ. 分合流部における行先の明確化 
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経路が複雑化すると、運転者が自車の位置を誤認する可能性があり、経路選択や位置確認に

気を取られることで、安全確認の意識が低下する恐れがある。 
また、車路の分合流部については、多くの場合文字や矢印等で行先が表示されているが、経

路選択に気を取られ、安全確認の不徹底や誤認の原因となっている可能性がある。 
このため、経路の整序化に加え、車路の分岐箇所については、行先や進行方向を明確にする
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一時停止の標示はあるものの、動線が交錯

しており、優先性が不明瞭な場合がある 
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ウ. 高齢者や色弱者が識別しづらい表示色への対応 

車路はアスファルト舗装あるいはコンクリート舗装の場合が多く、床面の標示に使用される

色は白あるいは黄が多い。 
これらの色の組み合わせは、高齢者や色弱者が識別しにくい場合があり、また、野外の駐車

場等では経年劣化により塗装が色あせて識別がしにくくなっている場合もあることから、高齢

の運転者等の判断に遅れや誤認が発生する恐れがある。 
このため、高齢者や色弱者が識別しやすい色彩等を考慮した表示方法を検討する必要がある。 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 4-29 高齢者や色弱者等が識別しにくい色による路面標示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-30 劣化により視認性が低下した路面標示 

 
  

灰色と黄色等の組み合わせは、高齢者等が識

別しにくい場合がある 

野外駐車場は、塗装の劣化等により路面標示

自体が見えにくくなっている場合もある 
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【法定外表示】 

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和 35 年総理府・建設省令第 3 号。以下「標識令」と

いう。）、道路交通法施行規則（昭和 35 年総理府令第 60 号）、災害対策基本法施行規則（昭和 37 年総理

府令第 52 号）、大規模地震対策特別措置法施行規則（昭和 54 年総理府令第 38 号）等に定められたもの

以外の看板、表示等で、交通の安全と円滑を図るために設置するものをいう 

 路面標示の改善案 

ア. 車路の交差部の優先性等の明確化 

運転者の意識に強く働きかけるためには、運転中に日常的に目にする標示にすることで、道

路を走行している時と同じような注意を喚起する必要があると考えられる。 
そこで、駐車場内の車路の交差部について、一時停止や進路の優先性等を明確化するために、

道路における「法定外表示」による交通安全対策を参考とした、駐車場内の交差部の路面標示

の改善案を提案する。 
「法定外表示」とは、区画線（道路管理者）や道路標示（交通管理者）等、法律に定められ

た以外のもので、交通事故防止上有効だと考えられる場合に設置されるものである。 
 
 
 
 
 
 
法定外表示の主なものとしては、交差点に表示される「止まれ」等の文字や、交差点のクロ

スマーク、減速マーク等の他、カラー舗装等もこれに含まれる。 
普段から目にする機会が多いものであるため、これらの表示は運転者に対しての注意喚起の

効果が高いものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「止まれ」+カラー舗装          「止まれ」+強調 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

交差点クロスマーク          減速マーク+「速度落せ」 

図 4-31 法定外表示の例 

※出典：「路面標示と交通安全」一般財団法人 全国道路標識・標示業協会  
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以下に、法定外表示を参考とした駐車場内の車路交差部の路面標示の改善イメージを示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車路の交差部の改善案（十字路）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車路の交差部の改善案（丁字路） 
図 4-32 車路の路面標示の改善案 

※法定外表示は設置者（交通管理者）毎に表示が異なる場合があったが、平成 26 年の警視庁交通局の通達により設置指

針が示されたため、本研究では当該指針を参考とした。 

※出典：「法定外表示等の設置指針について（通達）」H26.1.28 警視庁交通局交通規則課長 

 
  

道路の交差部の法定外標示に

準じた交差部の改善 
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車路の交差部の改善案（歩行者の通行部分がある場合） 
図 4-33 車路の路面標示の改善案 

※法定外表示は設置者（交通管理者）毎に表示が異なる場合があったが、平成 26 年の警視庁交通局の通達により設置指

針が示された。 

※出典：「法定外表示等の設置指針について（通達）」H26.1.28 警視庁交通局交通規則課長 
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イ. 分合流における進行経路の誘導方法の改善案 

比較的規模の大きい平面駐車場や立体駐車場等では、駐車場内の経路が複雑化する傾向があ

り、このような駐車場では、駐車位置や経路について運転者にしばしば「迷い」が発生するケ

ースがみられる。 
既往の研究成果※によれば、「迷い」は、自立式立体駐車場においてしばしば発生し、「迷い」

によって注意散漫となった利用者による事故の誘発が指摘されている。 
「迷い」の発生について行った実験では、立体駐車場（ショッピングモール併設：2 棟 7 階、

ステップフロア有）を利用した利用者のうち、約 3 割の利用者が「迷い」を感じており、その

内訳は駐車階数（40％）、ステップフロア（21％）、サイン（12％）、構造（10％）、色（5％）、

その他（12％）であった。 
このため、「迷い」が発生しづらい状況を作るためには、駐車場内の経路を極力単純化し不

必要な迂回を減らすことに加え、動線を一方通行にする等、経路をある程度固定化するような

経路設定が必要である。 
さらに、車路の分合流部については、現状で文字のみで表示している行先等について、運転

者に対してより明確に進行経路を表示し、迷いが生じないようにする必要がある。 
このため、分合流部に対して行先別に車路の色分けをし、運転者を直感的に誘導することを

提案する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合流部等で誘導するための路面塗装を施した車路のイメージ 
 

※出典：「駐車場における利用者属性が「迷い」に及ぼす影響 高嶋啓 2014」 
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ウ. 高齢者や色弱者等に配慮した路面標示の改善案 

 
高齢者や色弱者には識別しにくい色の組み合わせがあるため、駐車場内の路面標示において

も、カラーユニバーサルデザイン（CUD※1）の観点から、色の組み合わせについて留意する必

要がある。 
※1：遺伝子のタイプの違いによる色弱者や目の疾患（白内障や緑内障、加齢黄斑変性）などにより、色の見え方が一

般色覚者と異なる人に、情報が正確に配慮されたデザインをいう 

i. 色弱者の場合 

色弱者の認識しづらい色の組み合わせ例を下図（左）示す。 
この中で、駐車場内の路面標示に関わる可能性が高いものとしては、駐車場のコンクリ－

ト・アスファルト路面と歩行者通路等に使用される色である、緑と灰／黒の組み合わせとなる。 

ii. 高齢者の場合 

高齢者の場合、加齢による視力の衰えに加えて、色覚自体も低下する傾向にある。 
下図（右）は、背景の明度とランドルト環の明度を同じに、色相と彩度のみで視力を測定す

る色視表を使用して通常の測定（視力 1.0）がどのように変化するのかを測定した結果※2であ

る。 
この結果では、背景の明度が低い状態（コンクリート路面に近い色）では、青や紫、緑や黄

色などの色が識別しづらいことがわかる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   左：色弱がある場合の識別しにくい色の組み合わせの例 右：色視力表による高齢者が識別しにくい色の例 

※2出典：「知られざる色覚異常の真実」市川一夫 

図 4-34 色弱および高齢者の識別しにくい色の組み合わせ  

駐車場のコンクリ-ト・アスファルト路面（灰

色／黒）と歩行者通路等に使用される場合の多

い色（緑）の組み合わせ 

※文献に基づく一例であり、色の見え方は個人

による差が大きく、必ずしもこのように見える

わけではない 
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ウ. 高齢者や色弱者等に配慮した路面標示の改善案 
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   左：色弱がある場合の識別しにくい色の組み合わせの例 右：色視力表による高齢者が識別しにくい色の例 

※2出典：「知られざる色覚異常の真実」市川一夫 

図 4-34 色弱および高齢者の識別しにくい色の組み合わせ  

駐車場のコンクリ-ト・アスファルト路面（灰

色／黒）と歩行者通路等に使用される場合の多

い色（緑）の組み合わせ 

※文献に基づく一例であり、色の見え方は個人

による差が大きく、必ずしもこのように見える

わけではない 
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※上記の図は電子データを変換したものであるため、色彩が正確に再現されているとは限らない 

出典：「カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット ガイドブック」カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット制作委員会 

 
図 4-35 【参考】見分けやすい色・見分けにくい色の組み合わせ例 
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これらの条件を踏まえて、路面標示の改善案を以下のとおり提案する。 
駐車場内の路面標示は、道路上の路面標示との親和性を踏まえて、白および黄を基本とする。 
ただし、経年劣化による退色や剥離等に対して、視認性を極力維持すめるために、上記の色

に対し縁どりを加える。 
縁どりに使用する色は、路面の色および標示の基本となる色（黄・白）相互に認識しやすい

色を使用することを提案する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-36 高齢者や色弱者に配慮した視認性の改善イメージ 

 
 

  

視認性を高めるためにア

クセントの縁どりを付加 
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※上記の図は電子データを変換したものであるため、色彩が正確に再現されているとは限らない 

出典：「カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット ガイドブック」カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット制作委員会 

 
図 4-35 【参考】見分けやすい色・見分けにくい色の組み合わせ例 
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これらの条件を踏まえて、路面標示の改善案を以下のとおり提案する。 
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 壁面・天井の誘導標識等 

駐車施設内の誘導標識については技術的な基準は定められておらず、一部のピクトグラム等

を除いて、表示の内容は様々な形態がみられる。 
壁面は主に駐車場の区画番号等が示され、天井は方向案内や速度・分合流の予告等が表示さ

れている場合が多い。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天井の駐車方法指定               天井の注意表示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天井の誘導表示                壁の誘導表示 

 
 
 
 
 
 
 

  

144 

 

 壁面・天井等の誘導標識の現状の問題点 

壁面や天井のある立体駐車場では、平面駐車場に比べて多くの情報を表示できるが、逆に情

報量が過大となり、情報の集中による運転者の迷いや判断の遅れが発生する恐れがある。 
このため、運転者に適切な情報量を与えるための表示方法を検討する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-37 情報の集中による運転者への負荷の発生 
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 壁面・天井等の誘導標識の改善案 

ア. 情報の簡素化と情報機器の高度化 

運転者に提供する情報のうち、重複するもの等は簡素化する必要がある。 
例えば、前頁に例として示した天井の「止まれ」表示は、路面標示でも伝達可能な情報であ

り、このような情報は極力一本化する。 
車路と壁面の両方に情報が混在する場合、運転者の視線が上下に分散してしまうため、壁

面・天井と車路で提供する情報を区分する必要があると考えられる。 
情報の内容としては、一時停止、徐行、進行方向、分合流注意等、自動車の動きに対するも

のは基本的に車路に表示し、壁面・天井には、主に現在位置や目的地（空いている車室や出入

口）を示す情報を表示することを提案する。 
このように運転者への情報を整理し、車室の空き情報等は機器の高度化により、適切な誘導

をすることで運転者の負担軽減を図り、安全確認への意識を高める。 
 

表 4-17 運転者へ提供する情報の主な表示場所（案） 

表示の場所 主に表示する情報 

壁面・天井 

 

・駐車区画（エリア） 

・車室の満空情報 

・行き先（出入口や他のフロア）…等 

車路 ・一時停止、徐行、進行方向、分合流注意、行き先（出入口や他のフロア） 

 …等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-38 壁面等の駐車区画位置の表示（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アマノ HP 

図 4-39 車室の満空情報等の表示（イメージ） 
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1-4-5 歩行空間 

 歩行空間の現況事例 

歩行空間については技術的な基準は定められておらず、車路に区画線を引く場合や、床面を

ベルト状に塗装することで表示している場合が多く、幅員は殆どが 1ｍ未満である。 
歩行空間のレイアウトは、車室に沿って車路を通行する場合と、歩行者専用の部分が設定さ

れる場合があり、駐車区画と車路を跨ぐ場合は横断歩道が設置されるケースもみられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歩行者通行用区画線（緑）         歩行者通行用ゼブラ（黄） 

 
 

 歩行空間の改善のポイント 

 物理的な歩行空間の分離および安全性の向上 

駐車場内の歩行空間は、物理的に区分されているケースは少なく、主要な動線となる個所な

どは可能な限りフェンス等により物理的に区分することが望ましい。 
 

 歩行空間の明確化と歩行者の利用誘導 

駐車施設内の歩行空間は、区画線や床面をベルト状に塗装することで表示している場合が多

く、最近のショッピングセンター等では、駐車場から店舗入り口に向けて歩行者空間を配置し

ているケースも多い。 
しかし、歩行空間が設置してあっても必ずしも歩行者に利用されていないケースもみられる。 
駐車場内の安全性向上のためには、車両と歩行者の動線の交錯を減らすことが重要であり、

歩行者が利用しやすい歩行空間を整備する必要がある。 
そのためには「歩行空間」であること明確に示す必要があり、路面標示に加えて、利用可能

な場合は壁面・天井等の標識により、多角的に誘導を図る必要がある。 
また、極力歩行者の負担が少ない動線処理を行い、歩行者が利用しやすい環境を作る必要が

ある。 
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 歩行空間の改善の方向性 

 
改善案検討のために、駐車場内における「歩行者が利用しやすい歩行空間」について検討を

行う。 
 

 駐車場内における歩行者の経路選択および希望する安全対策の傾向 

駐車場内における歩行者の経路選択の特性と、希望する安全対策の傾向については、既往の

研究結果※1※2で以下のことが明らかとなっている。 
 

駐車場内における歩行者の経路選択の特性※1 歩行者が望む安全対策の傾向※2 

①歩行者は、最短経路であることだけではな
く、横断箇所の少なさ、幅員の広さ、わかりや
すさなどを重視して歩行経路を選択する 
 
②高齢者は目的地まで直接的に到達できる経
路よりも、安全性に関係のある他の要因の方を
相対的に重視する傾向にある 
 
③歩行者が特定の横断箇所しか利用できない
ようなレイアウトにしても利用者の総合評価
が悪くなることは無いこと、また、経路距離よ
りも方向が目的地に直線的に向いているか否
かのほうが支配的である 
 

①安全性を高めるためには、車の交通量が少な
いことと、その付近での速度の抑制が望まれる
が、利用者は特に速度抑制を重視する傾向があ
る 
 
②横断歩道のない個所での横断は危険である
と意識している人が少なくなく、特に交通量の
多い道路の横断のために多少遠回りであって
も安全性の高い横断施設を提供することで、そ
こに誘導する効果がある 
 
③多少遠回りでも安全性の高い横断施設を選
好する傾向の人の中にも、自分の動線に適した
場所に設置されていないと、強く危険性を意識
し、総合的な評価を下げることにつながる可能
性が高い。 
 
④横断歩道の選好意識の低い人は、立体横断や
誘導員の設置など抜本的な対策への期待が強
い。 

 

※1出典：「大規模店舗駐車場における利用者の経路選択挙動と安全意識に関する研究」山田稔、赤津典生 2012 

※2出典：「大規模店舗駐車場における横断歩道の安全性と利用に関する利用者の意識構造に関する研究」山田稔、 

赤津典生 2013 

 
上記の研究成果によれば、歩行者は必ずしも最短経路を選択するわけではなく、「横断箇所

の少なさ、幅員の広さ、わかりやすさ」を重視しており、その傾向は「高齢者」で強くなって

いる。 
また、経路に多少の制約があっても、（感覚として）目的地に向かっていれば、経路を回避

する要因にはならないことがわかる。 
さらに、安全対策で重視していることは、「交通量」よりも「走行速度」をより重視する傾

向が強いとされている。 
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参考として、商業施設における駐車場利用者の移動経路のサンプル調査の結果を以下に示す。 
駐車位置から商業施設側へ移動した歩行者のうち、歩行空間を利用したのは 25 ケース中 5

ケースのみであった。 
家族連れは、比較的歩行空間（緑塗装）および横断歩道を利用する傾向が強いが、成人、特

に男性については殆ど利用がみられなかった。 
当該駐車場は、車止め等はあるものの基本的に歩行者は殆どの場所を移動できることから、

最短経路を選択するケースが多かったものと考えられる。 
また、歩行空間については、約 0.5m 程度の塗装が行われているのみであり、歩行空間とし

ての認識が低い可能性がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※太線：駐車場内の移動経路のうち、大部分を歩行者用の空間を利用した歩行者 

 図 4-40 商業施設 A の駐車場内の歩行者経路（サンプル調査） 

 
  

物理的なバリアがないため、横断歩道以外

の場所を横断する歩行者がみられた 
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 歩行空間の改善案 

駐車場内の歩行空間は、歩行者と車両双方に明確に認知される必要がある。 
現状では、路側線状に線を引いただけのものや、帯状にカラー塗装を行ったもの等、様々な

事例があるが、どのような表示をすればより効果的かを検討する必要がある。 
 

ア. 路側線の有無による歩行者の行動の違いについて 

道路における路側線の有無による歩行者の行動について、既往の研究成果※では以下の結果

が得られている。 
下図の①は、路側線（原典では外側線）のない街路（幅員 6ｍ以下）において、進行方向の

街路のどの部分を歩行者が通行しているかを示したものである。 
歩行者は基本的に右側を通行するのが原則であるが、実際には右側を通行しているのは 35％

程度であり、残りは左側もしくは道路の中央付近を通行している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 4-41 ①路側線のない街路における路側線内の利用率 

 
一方、下図の②は、路側線（原典では外側線）のある街路（幅員 6ｍ・路側幅 1ｍ×2）にお

いて、路側線内を利用した歩行者の利用率を示したものである。 
路側線内を通行する歩行者は約 44％であり、路側線のない街路に比べればやや改善するもの

の、半数以上は路側線の外側を歩く結果となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 4-42 ②路側線のある街路における路側線内の利用率 

 
歩行者への聞き取り結果でも、路側線の有無が歩行者の歩行場所に与える影響は低い結果と

なっており、路側線のみでは、歩行者に対して歩行空間を強く意識させることは難しいと考え

られる。 
 

※出典：「歩行者と交通安全施設の適応性に関する調査」、日本交通科学協議会、1972 
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イ. カラー塗装等（カラーバー）による表示について 

カラー塗装については、視覚的なインパクトは路側線のみの場合よりは高いと考えられるが、

歩行者の意識にどの程度働きかけるかは未知数である。 
また、カラーユニバーサルデザイン（CUD※1）の観点からみると、アスファルトやコンクリ

ートのような（灰色）の色に対しては、色弱のタイプによっては、認識しづらい色がある。 
下図は、色弱のタイプによる色の見え方の例を示したものである。 
歩行者用空間として緑塗装されているが、P 型と D 型では、路面との区別がしにくくなって

いる。 
このため、歩行空間の表示については CUD を考慮した表示を行う必要がある。 
 

※1：遺伝子のタイプの違いによる色弱者や目の疾患（白内障や緑内障、加齢黄斑変性）などにより、色の見え方が一

般色覚者と異なる人に、情報が正確に配慮されたデザインをいう 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 4-43 色弱のタイプによる色の見え方の例 

※浅田一憲氏作成の「色のシミュレータ」を使用したサンプル画像（色弱には個人差があるため必ずしも図のように

見えるわけではない） 
Common：C型（一般色覚者） 

Protanopia：P型（赤色弱者） 

Deuteranopia：D型（緑色弱者） 

Tritanopia：T型（青色弱者） 
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ウ. 歩行空間の改善案 

これまでの検討を踏まえて、歩行空間の改善案を以下のとおり提案する。 
通行部分の色は、道路の路側帯で慣用的に用いられている緑色を基本として塗装し、路側帯

と同様に車路側に白線等を入れることで、歩行空間であることを明確にしたうえで、色弱者等

にも識別しやすいようにする。 
歩行空間の幅員は、通行に十分でかつ歩行者が横に広がりすぎるのを抑止するため、1.0m

程度に設定する。 
さらに、歩行者に対しては「歩行者」等と表記することで歩行空間として認識させ利用を促

す。 
また、商業施設等のエントランス等、目的地が明確な場合は、進行方向を表示することで歩

行動線の誘導を図る。 
主要な車路と交差する箇所には、歩行者にも一時停止を示す表示を行うとともに、主要な動

線との交差部には感知式の接近警告灯等を配置する等して、歩行者の安全を確保する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 4-44 歩行空間の改善案のイメージ 

 

 
  

 

 
 

道路の路側帯で慣用的に用いられている

緑色を基本として塗装 

路側帯と同様に車路側に白線等を入れる

ことで歩行空間であることを明確にする 

歩行者に対しては「歩行者」等と表記するこ

とで歩行空間として認識させ利用を促す。 

また、商業施設等のエントランス等、目的地

が明確な場合は、進行方向を表示することで

歩行動線の誘導を図る 

車路の交差部には歩行者用の一時停止の表示 
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1-4-6 柱・車止め等 

 柱・車止め等の現況事例 

柱・車止めについては駐車場設計・施工指針に記述されているが、具体的な規格や寸法は定

められていない。 
柱は、誘導標識の設置等に使用される場合があり、車両の接触により車両および躯体の損傷

を防止するために、塗装による視認性の向上や保護材の設置等を行っている場合がみられる。 
車止めは、材質・形状ともに様々なものが存在する。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

駐車場内の柱              駐車場内の柱（保護材） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

車止め①              車止め②（物理的に車室を分離） 
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 柱・車止めの現状の問題と改善のポイント 

 柱と車両との接触防止のための対策 

柱がコンクリート等で周囲の壁と識別がしにくい場合、入出庫時あるいは走行時に車両が接

触する恐れがある。 
このため、カラー塗装等による視認性の向上や、保護材による躯体の保護等の対策が必要と

なる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-45 柱の視認性の向上と躯体の保護 

 

 車止めの設置と適切な配置 

車止めは、構造物や設備に対する事故（物損事故）の防止や、車室を通過して移動する自動

車の防止が期待できることから、設置が必要となる。 
なお、車止めを設置する場合、想定する駐車車両の車体サイズと車止めの配置がマッチして

いない場合、逆に構造物等に接触する恐れがあるため、車体サイズを考慮した配置が必要とな

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-46 車止めの設置と適切な配置 

  

柱がコンクリート等で周囲の壁と色別がしに

くい場合、駐車行動あるいは走行時に車両が接

触する恐れがある 

車止めの設置と想定する駐車車両のサイズを考

慮した配置が必要 
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 車止めに関わる改善案 

駐車場における交通事故に対して、車止めは二つの面で安全性向上に有効であると考えられ

る。 
一つは、構造物や設備、前後の車両等に対する接触事故（物損事故）防止の効果であり、二

つ目は、前進駐車をするために車室を跨いで移動する自動車等の防止の効果である。 
このため、車室には基本的に車止めを設置するものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-47 車止めにより車室を跨ぐ自動車の動きを抑制 

 

 柱に関わる改善案 

駐車場内の柱については、視認性の向上を図るために、運転者の視認しやすい高さにカラー

塗装等を行い、接触等の防止を図る。 
また、接触があった場合に車両や躯体への損傷を軽減するために、保護材による保護を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-48 カラー塗装等による視認性の向上と、保護材による躯体の保護の対策 

 

 

 

  

運転者の視認しやすい高さにカラー塗装等

を行い、接触等の防止する 

接触時に車両や躯体

への損傷を軽減する

ための保護材を設置 

車止めがある場合、車室を跨ぐ動きが抑制

される 

車止めがない場合、車室を跨いで前進駐車を

する自動車との事故の危険性が上昇する 
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ハロゲンランプ LEDランプ

特徴

管内に封入されたハロゲン元素によるハロ
ゲンサイクルの働きで、使用中の明るさや
色温度の変化など光の質の低下を抑制。
演色性がよく、明るく、コンパクト。
発熱量が高い。

長寿命。
視認性が良好で屋内外を問わずに幅広く使
える。
器具の小型化が容易。
小電力でも点灯可能。
熱線や紫外線をほとんど含まず、調光・点
滅が自在。

長所 色合いが優しい 長寿命で環境負荷が低い

短所 寿命が短い 価格が高い

1-4-7 照明施設 

 照明の現況事例と問題点 

駐車場の照明の照度は駐車場法施工令および駐車場設計・施工指針に定められており、特に

地下駐車場では十分な明るさを確保するものと規定されている。 
地下駐車場については、照明の照度は駐車場設計・施工指針に定められており、設計上は基

本的に十分な明るさが確保されていると考えられる。 
主に野外が想定される駐車場法施工令における照度は、駐車場設計・施工指針規定に比べて

必要とされる照度が低いが、駐車場内の視認性確保のために、重要な案内標識や路面標示につ

いては十分な明るさを確保することが必要となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 4-49 野外の駐車場における必要な照明の確保 

 

 照明施設の改善案 

従来、駐車施設で使用されているハロゲンランプが主流だったが、近年は省電力で長寿命の

LED ランプへの転換が進んでいる。 
視認性がよく、駐車場の状況に応じた調光が可能な LED ランプの導入促進を提案する。 

 

表 4-18 照明の特性 
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表 4-19 駐車施設の改善案総括表① 

施設 対応するべき課題 現状 改善のポイント 改善案 改善案のイメージ 

出入口 

【「気づきやすい環境」へ

の改善】 

・安全確認を促す案内・

表示等の設置 

・出入口の配置については、駐車場法施工令、駐車

場設計・施工指針により、安全性が低下するよう

な場所への配置は一部の特例を除き不可。 

 

・駐車場法施行令において、建築物である路外駐車

場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保

するために必要な警報装置を設けることが義務付

け。 

・比較的小規模の店舗等の

駐車場については、駐車

場の出入口に安全対策

が実施されていない場

合が多いため、これらの

駐車場の出入口の安全

対策を検討。 

・駐車場と道路の境界部には、ハンプ等により意

図的に段差を設置し、車両に一時停止を促す。

（①） 

・出入り口に簡易な出庫灯等を設置する。（②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車室 

【「気づきやすい環境」へ

の改善】 

・車両の動線の整序化 

・車室（駐車ます）の寸法は、「駐車場設計・施行指

針」に定められており、普通乗用車（小型車）の

場合で長さ 6.0ｍ（5.0m）、幅員は 2.5ｍ（2.3ｍ）

である。 

・「標準駐車場条例」における附置義務駐車施設にお

いては、駐車台数 1 台につき長さ 5.0ｍ、幅員 2.3

ｍを基本としている。 

・直角駐車の一般的な車室のレイアウトは、車路を

挟んで対面する配置や、二つ以上の区画が街区状

に配置される場合が多い。 

・入庫・出庫時に発生する

後退動線への対応と、 

・車両大型化への車室（駐

車ます）寸法の対応 

・車室（駐車ます）の駐車形式を「60°の斜角駐

車」で、「後退駐車・前進発車」し、車路は一方

通行とする。（①） 

・車室の幅を「駐車場設計・施行指針」の基準よ

りも拡大する。（②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車路 

【「迷わない環境」への改

善】 

・車路の分合流部におけ

る優先性の明確化 

・車路等の視認性の向上、

経路の明確化 

・車路の寸法は、駐車場法施工令および駐車場設計・

施工指針に定められており、一方通行か相互通行

かによって幅員が異なる。 

・通常はアスファルト舗装あるいはコンクリート舗

装の場合が多いが、カラー舗装が施されるケース

もみられる。 

・車両および歩行者が安全

に駐車場内を移動でき

る車路幅員を確保する

ことが必要。 

・駐車施設内の徐行速度が

守られるための対策が

必要。 

・車路幅員の改善の方向性として、相互通行の車

路については、「駐車場設計・施工指針」の望ま

しい値である 6.5m を確保する。ただし、駐車場

における車路部分の面積が増加するため、駐車

場の状況を考慮して 6.0ｍ程度に幅員を減ずる

か、一方通行と合わせた運用を行う。（①） 

・車路の延長が長大になる場合や、運転者に注意

を喚起すべき場所などに対して、ハンプを設置

する。（②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱・車止め等 

【「気づきやすい環境」へ

の改善】 

・安全確認を促す案内・

表示等の設置 

【「迷わない環境」への改

善】 

・車路等の視認性の向上、

経路の明確化 

・柱・車止めについては駐車場設計・施工指針では、

具体的な規格や寸法は定められていない。 

・柱は、誘導標識の設置等に使用される場合があり、

車両の接触により車両および躯体の損傷を防止す

るために、塗装による視認性の向上や保護材の設

置等を行っている場合がみられる。 

・車止めは、材質・形状ともに様々なものが存在す

る。 

・カラー塗装等による視認

性の向上や、保護材によ

る躯体の保護等の対策

が必要。 

・構造物や設備に対する事

故（物損事故）の防止や、

車室を通過して移動す

る自動車の防止のため

に車止めを設置が必要。 

・車止めは駐車車両の車体

サイズと車止めの配置

がマッチしていない場

合、逆に構造物等に接触

する恐れ。 

・前進駐車をするために車室を跨いで移動する自

動車等の防止のために車止めを設置（①） 

・車止めを設置する場合、車体サイズを考慮した

配置が必要となる。 

・柱をカラー塗装等による視認性の向上や、保護

材による躯体の保護等の対策を行う。（②） 

 

 

  

（①） 

合わせて簡易な出庫灯

等を設置（②） 

（②） 

（①） 

ハンプ 

（②） 

（①） 

（②） 

 
後退駐車  

前進発車  
車路は一方通行  

（①） 
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ハロゲンランプ LEDランプ

特徴

管内に封入されたハロゲン元素によるハロ
ゲンサイクルの働きで、使用中の明るさや
色温度の変化など光の質の低下を抑制。
演色性がよく、明るく、コンパクト。
発熱量が高い。

長寿命。
視認性が良好で屋内外を問わずに幅広く使
える。
器具の小型化が容易。
小電力でも点灯可能。
熱線や紫外線をほとんど含まず、調光・点
滅が自在。

長所 色合いが優しい 長寿命で環境負荷が低い

短所 寿命が短い 価格が高い

1-4-7 照明施設 

 照明の現況事例と問題点 

駐車場の照明の照度は駐車場法施工令および駐車場設計・施工指針に定められており、特に

地下駐車場では十分な明るさを確保するものと規定されている。 
地下駐車場については、照明の照度は駐車場設計・施工指針に定められており、設計上は基

本的に十分な明るさが確保されていると考えられる。 
主に野外が想定される駐車場法施工令における照度は、駐車場設計・施工指針規定に比べて

必要とされる照度が低いが、駐車場内の視認性確保のために、重要な案内標識や路面標示につ

いては十分な明るさを確保することが必要となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 4-49 野外の駐車場における必要な照明の確保 

 

 照明施設の改善案 

従来、駐車施設で使用されているハロゲンランプが主流だったが、近年は省電力で長寿命の

LED ランプへの転換が進んでいる。 
視認性がよく、駐車場の状況に応じた調光が可能な LED ランプの導入促進を提案する。 

 

表 4-18 照明の特性 
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表 4-19 駐車施設の改善案総括表① 

施設 対応するべき課題 現状 改善のポイント 改善案 改善案のイメージ 

出入口 

【「気づきやすい環境」へ

の改善】 

・安全確認を促す案内・

表示等の設置 

・出入口の配置については、駐車場法施工令、駐車

場設計・施工指針により、安全性が低下するよう

な場所への配置は一部の特例を除き不可。 

 

・駐車場法施行令において、建築物である路外駐車

場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保

するために必要な警報装置を設けることが義務付

け。 

・比較的小規模の店舗等の

駐車場については、駐車

場の出入口に安全対策

が実施されていない場

合が多いため、これらの

駐車場の出入口の安全

対策を検討。 

・駐車場と道路の境界部には、ハンプ等により意

図的に段差を設置し、車両に一時停止を促す。

（①） 

・出入り口に簡易な出庫灯等を設置する。（②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車室 

【「気づきやすい環境」へ

の改善】 

・車両の動線の整序化 

・車室（駐車ます）の寸法は、「駐車場設計・施行指

針」に定められており、普通乗用車（小型車）の

場合で長さ 6.0ｍ（5.0m）、幅員は 2.5ｍ（2.3ｍ）

である。 

・「標準駐車場条例」における附置義務駐車施設にお

いては、駐車台数 1 台につき長さ 5.0ｍ、幅員 2.3

ｍを基本としている。 

・直角駐車の一般的な車室のレイアウトは、車路を

挟んで対面する配置や、二つ以上の区画が街区状

に配置される場合が多い。 

・入庫・出庫時に発生する

後退動線への対応と、 

・車両大型化への車室（駐

車ます）寸法の対応 

・車室（駐車ます）の駐車形式を「60°の斜角駐

車」で、「後退駐車・前進発車」し、車路は一方

通行とする。（①） 

・車室の幅を「駐車場設計・施行指針」の基準よ

りも拡大する。（②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車路 

【「迷わない環境」への改

善】 

・車路の分合流部におけ

る優先性の明確化 

・車路等の視認性の向上、

経路の明確化 

・車路の寸法は、駐車場法施工令および駐車場設計・

施工指針に定められており、一方通行か相互通行

かによって幅員が異なる。 

・通常はアスファルト舗装あるいはコンクリート舗

装の場合が多いが、カラー舗装が施されるケース

もみられる。 

・車両および歩行者が安全

に駐車場内を移動でき

る車路幅員を確保する

ことが必要。 

・駐車施設内の徐行速度が

守られるための対策が

必要。 

・車路幅員の改善の方向性として、相互通行の車

路については、「駐車場設計・施工指針」の望ま

しい値である 6.5m を確保する。ただし、駐車場

における車路部分の面積が増加するため、駐車

場の状況を考慮して 6.0ｍ程度に幅員を減ずる

か、一方通行と合わせた運用を行う。（①） 

・車路の延長が長大になる場合や、運転者に注意

を喚起すべき場所などに対して、ハンプを設置

する。（②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱・車止め等 

【「気づきやすい環境」へ

の改善】 

・安全確認を促す案内・

表示等の設置 

【「迷わない環境」への改

善】 

・車路等の視認性の向上、

経路の明確化 

・柱・車止めについては駐車場設計・施工指針では、

具体的な規格や寸法は定められていない。 

・柱は、誘導標識の設置等に使用される場合があり、

車両の接触により車両および躯体の損傷を防止す

るために、塗装による視認性の向上や保護材の設

置等を行っている場合がみられる。 

・車止めは、材質・形状ともに様々なものが存在す

る。 

・カラー塗装等による視認

性の向上や、保護材によ

る躯体の保護等の対策

が必要。 

・構造物や設備に対する事

故（物損事故）の防止や、

車室を通過して移動す

る自動車の防止のため

に車止めを設置が必要。 

・車止めは駐車車両の車体

サイズと車止めの配置

がマッチしていない場

合、逆に構造物等に接触

する恐れ。 

・前進駐車をするために車室を跨いで移動する自

動車等の防止のために車止めを設置（①） 

・車止めを設置する場合、車体サイズを考慮した

配置が必要となる。 

・柱をカラー塗装等による視認性の向上や、保護

材による躯体の保護等の対策を行う。（②） 

 

 

  

（①） 

合わせて簡易な出庫灯

等を設置（②） 

（②） 

（①） 

ハンプ 

（②） 

（①） 

（②） 

 
後退駐車  

前進発車  
車路は一方通行  

（①） 
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2. 駐車施設の運用改善案に対する評価・検証 

 
第 4 章 1.4 で作成した駐車施設の運用改善案について、実際の駐車場を基にしたモデルケース

を作成し、駐車場利用者からの客観的な評価を受け、改善案の検証を行う。 
 

2.1 運用改善案のモデルケースの作成 

 
モデルケースの対象は、駐車場内の運用改善案の中でも、「気づきやすい環境」、「迷わない環

境」、「歩きやすい環境」の改善に対して、直接的な関連が強いと考えられる、誘導標識(床面等)、
車路、歩行空間について作成した。 
各モデルケースは、後段で客観的評価を行うため、比較用に整備内容の異なるパターンを複数

設定した。 
 

表 4-21 モデルケース一覧 

施設 作成するモデルケース 

誘導標識(床面等) 

 
・路面標示の視認性 

・車路の交差部 

・車路の分琉舞 

歩行空間 

 

・歩行空間が利用しやすい表示方法 

車路 

 

・徐行を促すための対策 
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表 4-20 駐車施設の改善案総括表② 

施設 対応するべき課題 現状 改善のポイント 改善案 改善案のイメージ 

誘導標識 

(壁等) 

【「気づきやすい環境」へ

の改善】 

・安全確認を促す案内・

表示等の設置 

【「迷わない環境」への改

善】 

・車路の分合流部におけ

る優先性の明確化 

・車路等の視認性の向上、

経路の明確化 

・壁面や天井のある立体場等では、平面駐車場に比

べて多くの情報を表示できるが、逆に情報量が過

大となり、運転者の迷いや判断の遅れが発生する

恐れがある。 

・運転者に適切な情報量を

与えるための表示方法を

検討。 

・一時停止、徐行、進行方向、分合流注意等、自

動車の動きに対するものは基本的に車路に表示

し、壁面・壁には、主に現在位置や目的地（空

いている車室や出入口）を示す情報を表示する。

（①） 

・運転者への情報を整理し、車室の空き情報等は

機器の高度化により、適切な誘導をすることで

運転者の負担軽減を図り、安全確認への意識を

高める（②）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導標識 

(床面等) 

【「気づきやすい環境」へ

の改善】 

・安全確認を促す案内・

表示等の設置 

 

【「迷わない環境」への改

善】 

・車路の分合流部におけ

る優先性の明確化 

・車路等の視認性の向上、

経路の明確化 

・駐車施設内の路面標示については技術的な基準は

定められておらず、表示形態は駐車場により様々 

・標示に使用されている色は白あるいは黄である場

合が多い。 

・交差部等における一時停

止や進路の優先性等の明

確化 

・分合流部における行先の

明確化 

・高齢者や色弱者が識別し

づらい表示色への対応 

・法定外表示による交通安全対策を参考として、

車路の交差部の優先性等の明確化。（①） 

・駐車場内の経路を極力単純化し、経路をある程

度固定化するような経路設定・ 

・分合流部に対して行先別に車路を色分けして、

運転者を直感的に誘導する。（②） 

・駐車場内の路面標示は、道路上の路面標示との

親和性を踏まえて、白および黄を基本とするが、

経年劣化による退色や剥離等に対して、視認性

を極力維持すめるために上記の色に対し縁どり

を加える。（③） 

・高齢者や色弱者には識別しにくい色の組み合わ

せがあるため、駐車場内の路面標示においても、

カラーユニバーサルデザインの観点から、色の

組み合わせについて留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩行空間 

【「歩きやすい環境」への

改善】 

・歩行空間の明確化と歩

行動線の適正化 

・歩行者・自動車双方へ

の優先性の明確化 

・歩行空間については技術的な基準は定められてお

らず、車路に区画線を引く場合や、床面をベルト

状に塗装することで表示している場合が多く、幅

員は殆どが 1ｍ未満のケースが多い。 

・物理的な歩行空間の分離

および安全性の向上 

・歩行空間の明確化と歩行

者の利用誘導 

・通行部分の色は、道路の路側帯で慣用的に用い

られている緑色を基本として塗装し、路側帯と

同様に車路側に白線等を入れることで、歩行空

間であることを明確にしたうえで、色弱者等に

も識別しやすいようにする。（①） 

・歩行空間の幅員は、通行に十分でかつ歩行者が

横に広がりすぎるのを抑止するため、1.0m 程度

に設定する。（②） 

・歩行者に対しては「歩行者」等と表記すること

で歩行空間として認識させ利用を促す。（③） 

・目的地が明確な場合は、進行方向を表示するこ

とで歩行動線の誘導を図る。（④） 

・主要な車路と交差する箇所には、歩行者にも一

時停止を示す表示を行うとともに、主要な動線

との交差部には感知式の接近警告灯等を配置す

る等して、歩行者の安全を確保する。（⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照明 

【「迷わない環境」への改

善】 

・車路等の視認性の向上、

経路の明確化 

・駐車場の照明の照度は駐車場法施工令および駐車

場設計・施工指針に定められており、特に地下駐

車場では十分な明るさを確保するものと規定され

ている。 

- ・視認性がよく、駐車場の状況に応じた調光が可

能な LED ランプの導入促進を提案する。 

 

（①） 

（①） 

（②） 
（④） （③） 

（⑤） 

（①） 

（②） 

 

（②） 

（③） 
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2. 駐車施設の運用改善案に対する評価・検証 

 
第 4 章 1.4 で作成した駐車施設の運用改善案について、実際の駐車場を基にしたモデルケース

を作成し、駐車場利用者からの客観的な評価を受け、改善案の検証を行う。 
 

2.1 運用改善案のモデルケースの作成 

 
モデルケースの対象は、駐車場内の運用改善案の中でも、「気づきやすい環境」、「迷わない環

境」、「歩きやすい環境」の改善に対して、直接的な関連が強いと考えられる、誘導標識(床面等)、
車路、歩行空間について作成した。 
各モデルケースは、後段で客観的評価を行うため、比較用に整備内容の異なるパターンを複数

設定した。 
 

表 4-21 モデルケース一覧 

施設 作成するモデルケース 

誘導標識(床面等) 

 
・路面標示の視認性 

・車路の交差部 

・車路の分琉舞 

歩行空間 

 

・歩行空間が利用しやすい表示方法 

車路 

 

・徐行を促すための対策 
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表 4-20 駐車施設の改善案総括表② 

施設 対応するべき課題 現状 改善のポイント 改善案 改善案のイメージ 

誘導標識 
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・車路の分合流部におけ
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経路の明確化 
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・運転者に適切な情報量を
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動車の動きに対するものは基本的に車路に表示

し、壁面・壁には、主に現在位置や目的地（空

いている車室や出入口）を示す情報を表示する。

（①） 

・運転者への情報を整理し、車室の空き情報等は

機器の高度化により、適切な誘導をすることで

運転者の負担軽減を図り、安全確認への意識を
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誘導標識 

(床面等) 

【「気づきやすい環境」へ

の改善】 

・安全確認を促す案内・

表示等の設置 

 

【「迷わない環境」への改

善】 

・車路の分合流部におけ

る優先性の明確化 

・車路等の視認性の向上、

経路の明確化 

・駐車施設内の路面標示については技術的な基準は

定められておらず、表示形態は駐車場により様々 

・標示に使用されている色は白あるいは黄である場

合が多い。 

・交差部等における一時停

止や進路の優先性等の明

確化 

・分合流部における行先の

明確化 

・高齢者や色弱者が識別し

づらい表示色への対応 

・法定外表示による交通安全対策を参考として、

車路の交差部の優先性等の明確化。（①） 
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歩行空間 
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（①） 

（①） 

（②） 
（④） （③） 

（⑤） 

（①） 

（②） 

 

（②） 

（③） 
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2-1-1 路面標示 

改善パターン 整備内容 

 【比較用】 

対策なし 

 【比較用①】 

白 

 【比較用②】 

黄 

 【改善案①】 

黄+縁あり 

 【改善案②】 

白+縁あり 

図 4-50 路面標示の改善案 

160 

 

2-1-2 車路の交差部 

改善パターン 整備内容 

 【比較用】 

対策なし 

 【比較用①】 

「止まれ」標示のみ 

 【改善案①】 

「止まれ」+カラー舗装+十字 

 【改善案②】 

「止まれ」（強調）+カラー舗装+十字 

図 4-51 車路の交差部の改善案 
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2-1-2 車路の交差部 

改善パターン 整備内容 

 【比較用】 

対策なし 

 【比較用①】 

「止まれ」標示のみ 

 【改善案①】 

「止まれ」+カラー舗装+十字 

 【改善案②】 

「止まれ」（強調）+カラー舗装+十字 

図 4-51 車路の交差部の改善案 
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2-1-3 車路の分琉部 

改善パターン 整備内容 

 【比較用】 

対策なし 

 【比較用①】 

矢印等の表示のみ 

 【改善案①】 

一方のみ色で強調 

 【改善案②】 

行先別に色分け 

図 4-52 車路の分琉舞の改善案 
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2-1-4 歩行空間 

改善パターン 整備内容 

 【比較用】 

対策なし 

 【比較用①】 

カラーバーのみ 

 【比較用②】 

カラーバー+路側線 

 【改善案】 

カラーバー+路側線+歩行者用等の記載 

図 4-53 歩行空間の改善案 
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2-1-3 車路の分琉部 

改善パターン 整備内容 

 【比較用】 

対策なし 
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矢印等の表示のみ 

 【改善案①】 

一方のみ色で強調 

 【改善案②】 

行先別に色分け 

図 4-52 車路の分琉舞の改善案 
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2-1-5 徐行速度の順守 

改善パターン 整備内容 

 【比較用】 

対策なし 

 【比較用①】 

路面標示のみ 

 【改善案①】 

イメージハンプ 

 【改善案②】 

物理的ハンプ 

図 4-54 徐行速度の順守のための改善案 
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性別

n 男性 女性

総数 678 341 337

(%) 100.0% 50.3% 49.7%

年齢
n 15歳未満 15歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳 60歳以上

総数 678 0 0 114 113 112 112 227

(%) 100.0% 0.0% 0.0% 16.8% 16.7% 16.5% 16.5% 33.5%

抽出条件
n 店舗等の駐車

場（日常的に

利用）

店舗等の駐車

場（主に週末

等）

店舗等の駐車

場（月に1回

以下、年に数

回程度）

店舗等の駐車

場（免許保有

なし）

総数 678 170 170 168 170

(%) 100.0% 25.1% 25.1% 24.8% 25.1%

2.2 運用改善案に対する web アンケートの実施 

駐車施設の運用改善案モデルケースについて、駐車場利用者からの客観的な評価を得るため、

インターネットによるアンケート調査（Web アンケート）を実施した。 
 

2-2-1 実施概要 

 
Web アンケートの実施状況は下記のとおりである。 
アンケートのサンプル数は 678 人で、年代および運転頻度がほぼ均等になるよう抽出した。 

 

【Web アンケートの実施状況】 

・サンプル総数：678 人 

  ・対象：免許保有者（508 人）、非免許保有者（170 人） 

  ・年代：20～30 代（227 人）、40～50 代（224 人）、60 代以上（227 人） 

  ・利用頻度：日常的に利用（170 人）、主に週末等利用（170 人）、月に 1 回以下・年に数回程

度（168 人）、免許保有無（170 人） 

 

表 4-22 アンケート実施状況（回答者の属性と内訳） 
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2-2-2 Web アンケートの実施結果 

 アンケートの設問 

Web アンケートは、一次的な設問として駐車場利用者が駐車場内で危険と感じることへの質問

を行った。 
次に駐車施設の改善案について複数の改善案を示し、「一番わかりやすい」と思うものを選択

したうえで、合わせてその理由についても選択する形式とした。 
 

 【設問 1】駐車場内で危険と感じること 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【設問 1】 

あなたがこれまで駐車場を利用した時に「危ない」と感じたことはありますか？（3 つまで選択可） 

 

【回答】 

1. 通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそうになること 

2. 通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること 

3. 後ろをあまり確認しないでバックする車がいること 

4. 歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、横切ったりすること 

5. 歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと 

6. 行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られそうになること 

7. 駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになること 

8. 駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ 

9. 駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること 

10. その他 

11. あまり危険だと感じることはない 

166 

 

 利用者全体 

駐車場利用者が、駐車場内で最も危険と感じることとしては、「②通路が交差するところで、

急に自動車や人が出てくること」で、約 44％を占める。 
次いで「①通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそうになること」が約 35％、「⑧

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ」が約 29％となっている。 

 利用頻度 

利用頻度別にみると、上位 2 番目までは頻度による違いは見られないが、「日常的に利用」す

るグループでは「③後ろをあまり確認しないでバックする車がいること」が高くなっている。 
また、「主に週末等」のグループでは「④歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩い

たり、横切ったりすること」が高く、「年に数回」のグループでは「⑧駐車ますが狭いため、他

の車と接触しそうになるところ」、「免許保有なし」のグループでは、④と⑧が高くなっている。 

 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【頻度別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.4%

44.0%

27.6%

26.0%

14.3%

15.6%

17.7%

29.2%

14.6%

1.9%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそうになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、横切ったりすること
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行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られそうになること
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駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

Q1 あなたがこれまで駐車場を利用した時に「危ない」と感じたことはありますか？（n=678）

平均21.4%
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17.1%
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0.6%

7.1%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそ

うになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくる

こと

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いた

り、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこ

と

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取ら

れそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうにな

ること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるとこ

ろ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

日常的に利用（n=170）

平均21.8%

37.1%

44.1%

25.9%

31.8%

17.6%

16.5%

18.8%

28.8%

13.5%

2.4%

4.7%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそ

うになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくる

こと

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いた

り、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこ

と

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取ら

れそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうにな

ること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるとこ

ろ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

主に週末等（n=170）

平均21.9%

38.1%

41.7%

29.8%

27.4%

16.7%

17.9%

18.5%

34.5%

10.1%

1.8%

5.4%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそ

うになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくる

こと

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いた

り、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこ

と

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取ら

れそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうにな

ること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるとこ

ろ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

平均22.0%

26.5%

40.6%

24.7%

25.3%

8.8%

14.1%

16.5%

25.3%

15.3%

2.9%

17.1%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそ

うになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくる

こと

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いた

り、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこ

と

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取ら

れそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうにな

ること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるとこ

ろ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

免許保有なし（n=170）

平均19.7%
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2-2-2 Web アンケートの実施結果 

 アンケートの設問 

Web アンケートは、一次的な設問として駐車場利用者が駐車場内で危険と感じることへの質問

を行った。 
次に駐車施設の改善案について複数の改善案を示し、「一番わかりやすい」と思うものを選択

したうえで、合わせてその理由についても選択する形式とした。 
 

 【設問 1】駐車場内で危険と感じること 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【設問 1】 

あなたがこれまで駐車場を利用した時に「危ない」と感じたことはありますか？（3 つまで選択可） 

 

【回答】 

1. 通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそうになること 

2. 通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること 

3. 後ろをあまり確認しないでバックする車がいること 

4. 歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、横切ったりすること 

5. 歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと 

6. 行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られそうになること 

7. 駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになること 

8. 駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ 

9. 駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること 

10. その他 

11. あまり危険だと感じることはない 
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 利用者全体 

駐車場利用者が、駐車場内で最も危険と感じることとしては、「②通路が交差するところで、

急に自動車や人が出てくること」で、約 44％を占める。 
次いで「①通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそうになること」が約 35％、「⑧

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ」が約 29％となっている。 

 利用頻度 

利用頻度別にみると、上位 2 番目までは頻度による違いは見られないが、「日常的に利用」す

るグループでは「③後ろをあまり確認しないでバックする車がいること」が高くなっている。 
また、「主に週末等」のグループでは「④歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩い

たり、横切ったりすること」が高く、「年に数回」のグループでは「⑧駐車ますが狭いため、他

の車と接触しそうになるところ」、「免許保有なし」のグループでは、④と⑧が高くなっている。 

 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【頻度別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.4%

44.0%

27.6%

26.0%

14.3%

15.6%

17.7%

29.2%

14.6%

1.9%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそうになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

Q1 あなたがこれまで駐車場を利用した時に「危ない」と感じたことはありますか？（n=678）

平均21.4%

40.0%

49.4%

30.0%

19.4%

14.1%

14.1%

17.1%

28.2%

19.4%

0.6%

7.1%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそ

うになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくる

こと

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いた

り、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこ

と

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取ら

れそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうにな

ること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるとこ

ろ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

日常的に利用（n=170）

平均21.8%

37.1%

44.1%

25.9%

31.8%

17.6%

16.5%

18.8%

28.8%

13.5%

2.4%

4.7%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそ

うになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくる

こと

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いた

り、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこ

と

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取ら

れそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうにな

ること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるとこ

ろ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

主に週末等（n=170）

平均21.9%

38.1%

41.7%

29.8%

27.4%

16.7%

17.9%

18.5%

34.5%

10.1%

1.8%

5.4%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそ

うになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくる

こと

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いた

り、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこ

と

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取ら

れそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうにな

ること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるとこ

ろ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

平均22.0%

26.5%

40.6%

24.7%

25.3%

8.8%

14.1%

16.5%

25.3%

15.3%

2.9%

17.1%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそ

うになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくる

こと

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いた

り、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこ

と

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取ら

れそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうにな

ること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるとこ

ろ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

免許保有なし（n=170）

平均19.7%
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 年代 

年代別にみると、全ての年代で最も危険と感じることとしては、「②通路が交差するところで、

急に自動車や人が出てくること」で共通している。 
二番目は、殆どの年代で「①通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそうになるこ

と」であるが、40 代のみ「③後ろをあまり確認しないでバックする車がいること」が高くなって

いる。 
また、これ以外で順位が高いものとしては、「⑧駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうに

なるところ」（40 代、50 代、60 代）と、「④歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩い

たり、横切ったりすること」（30 代）がある。 

 

【年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.5%

50.0%

30.7%

28.1%

14.9%

10.5%

10.5%

21.9%

14.0%

0.0%

7.0%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそう

になること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、

横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られ

そうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになるこ

と

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

20歳～29歳（n=114）

平均21.3%

34.5%

37.2%

23.0%

32.7%

11.5%

11.5%

15.9%

30.1%

10.6%

1.8%

9.7%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそう

になること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、

横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られ

そうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになるこ

と

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

30歳～39歳（n=113）

平均19.9%

27.7%

43.8%

30.4%

25.9%

19.6%

17.0%

20.5%

31.2%

16.1%

0.9%

7.1%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそう

になること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、

横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られ

そうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになるこ

と

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

40歳～49歳（n=112）

平均21.8%

35.7%

41.1%

33.0%

18.8%

16.1%

17.0%

18.8%

33.9%

14.3%

2.7%

8.0%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそう

になること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、

横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られ

そうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになるこ

と

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

50歳～59歳（n=112）

平均21.8%

33.9%

45.8%

24.2%

25.1%

11.9%

18.9%

20.3%

29.1%

16.3%

3.1%

9.7%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそう

になること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、

横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られ

そうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになるこ

と

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

60歳以上（n=227）

平均21.7%
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 性別 

性別でみると男女ともに最も危険と感じることとしては、「②通路が交差するところで、急に

自動車や人が出てくること」で、次いで「①通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触し

そうになること」である。 
これ以外についても回答に顕著な差はないが、男性では「③後ろをあまり確認しないでバック

する車がいること」、女性では「⑧駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ」が

高くなる傾向がある。 

 

【性別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37.0%

44.0%

26.7%

24.9%

16.4%

14.1%

19.4%

26.7%

14.4%

1.8%

7.6%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそ

うになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくる

こと

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いた

り、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこ

と

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取ら

れそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうにな

ること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるとこ

ろ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

男性（n=341）

平均21.2%

33.8%

43.9%

28.5%

27.0%

12.2%

17.2%

16.0%

31.8%

14.8%

2.1%

9.5%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそ

うになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくる

こと

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いた

り、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこ

と

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取ら

れそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうにな

ること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるとこ

ろ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

女性（n=337）

平均21.5%
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 年代 

年代別にみると、全ての年代で最も危険と感じることとしては、「②通路が交差するところで、

急に自動車や人が出てくること」で共通している。 
二番目は、殆どの年代で「①通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそうになるこ

と」であるが、40 代のみ「③後ろをあまり確認しないでバックする車がいること」が高くなって

いる。 
また、これ以外で順位が高いものとしては、「⑧駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうに

なるところ」（40 代、50 代、60 代）と、「④歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩い

たり、横切ったりすること」（30 代）がある。 

 

【年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.5%

50.0%

30.7%

28.1%

14.9%

10.5%

10.5%

21.9%

14.0%

0.0%

7.0%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそう

になること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、

横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られ

そうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになるこ

と

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

20歳～29歳（n=114）

平均21.3%

34.5%

37.2%

23.0%

32.7%

11.5%

11.5%

15.9%

30.1%

10.6%

1.8%

9.7%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそう

になること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、

横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られ

そうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになるこ

と

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

30歳～39歳（n=113）

平均19.9%

27.7%

43.8%

30.4%

25.9%

19.6%

17.0%

20.5%

31.2%

16.1%

0.9%

7.1%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそう

になること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、

横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られ

そうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになるこ

と

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

40歳～49歳（n=112）

平均21.8%

35.7%

41.1%

33.0%

18.8%

16.1%

17.0%

18.8%

33.9%

14.3%

2.7%

8.0%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそう

になること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、

横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られ

そうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになるこ

と

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

50歳～59歳（n=112）

平均21.8%

33.9%

45.8%

24.2%

25.1%

11.9%

18.9%

20.3%

29.1%

16.3%

3.1%

9.7%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそう

になること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いたり、

横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこと

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取られ

そうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうになるこ

と

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

60歳以上（n=227）

平均21.7%

168 

 

 性別 

性別でみると男女ともに最も危険と感じることとしては、「②通路が交差するところで、急に

自動車や人が出てくること」で、次いで「①通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触し

そうになること」である。 
これ以外についても回答に顕著な差はないが、男性では「③後ろをあまり確認しないでバック

する車がいること」、女性では「⑧駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ」が

高くなる傾向がある。 

 

【性別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37.0%

44.0%

26.7%

24.9%

16.4%

14.1%

19.4%

26.7%

14.4%

1.8%

7.6%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそ

うになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくる

こと

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いた

り、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこ

と

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取ら

れそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうにな

ること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるとこ

ろ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

男性（n=341）

平均21.2%

33.8%

43.9%

28.5%

27.0%

12.2%

17.2%

16.0%

31.8%

14.8%

2.1%

9.5%

0% 25% 50% 75% 100%

通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそ

うになること

通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくる

こと

後ろをあまり確認しないでバックする車がいること

歩行者が歩くスペースがなく、通路に広がって歩いた

り、横切ったりすること

歩行者が歩くスペースがあっても、利用しないで歩くこ

と

行先や出入口等の案内表示がわかりにくく、気を取ら

れそうになること

駐車場の出入口で歩行者や他の車と接触しそうにな

ること

駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるとこ

ろ

駐車場内を徐行しないで走る自動車がいること

その他

あまり危険だと感じることはない

女性（n=337）

平均21.5%
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 駐車場の路上表示への設問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【設問】 

駐車場内の路面標示について、あなたが最も「わかりやすい」と思う対策はどれですか？次の画像

をみて答えてください。最もお気持ちに近いものをお選びください。（一つ選択） 

 

【回答①】 

1. 白 

2. 黄 

3. 黄色+縁あり 

4. 白+縁あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②：その理由】（一つ選択） 

1. 路面に対して見やすい色だから 

2. 道路でみかける表示に近いから 

3. 路面に対して目立つ色だから 

4. 輪郭がはっきりしているから 

5. 駐車場でよくみかける表示に近いから 

6. その他 

170 

 

 全体 

駐車場利用者が、駐車場内で最もわかりやすいと感じる路面標示の色は、「②黄」で約 57％、

次いで「①白」が約 25％である。 
選んだ理由としては、「①路面に対して見やすい色だから」が約 39％、「②路面に対して目立つ

色だから」約 35％で大部分を占めている。 
 

 利用頻度 

利用頻度別でみた場合、選択する色については、どのグループについても傾向に殆ど違いはみ

られない。 
選んだ理由の傾向もほぼ同様であるが、運転頻度が高くなるほど「②道路でみかける表示に近

いから」の割合が高くなる傾向がある。 

 

【回答①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.7%

58.2%

6.5%

10.6%

日常的に利用（n=170）

白

黄

黄色+縁あり

白+縁あり

38.8%

18.8%

32.4%

7.6%

1.2% 1.2%

日常的に利用（n=170）

路面に対して見やす

い色だから

道路でみかける表示

に近いから

路面に対して目立つ

色だから

輪郭がはっきりしてい

るから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

その他

27.1%

60.0%

6.5%
6.5%

主に週末等（n=170）

白

黄

黄色+縁あり

白+縁あり

38.8%

13.5%

34.1%

8.2%

2.9% 2.4%

主に週末等（n=170）

路面に対して見やす

い色だから

道路でみかける表示

に近いから

路面に対して目立つ

色だから

輪郭がはっきりしてい

るから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

その他

25.9%

52.9%

8.2%

12.9%

免許保有なし（n=170）

白

黄

黄色+縁あり

白+縁あり

41.8%

8.2%

35.9%

11.2%

2.9% 0.0%

免許保有なし（n=170）

路面に対して見やす

い色だから

道路でみかける表示

に近いから

路面に対して目立つ

色だから

輪郭がはっきりしてい

るから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

その他

21.4%

56.5%

7.7%

14.3%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

白

黄

黄色+縁あり

白+縁あり

37.5%

10.1%

35.7%

13.7%

3.0% 0.0%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

路面に対して見やす

い色だから

道路でみかける表示

に近いから

路面に対して目立つ

色だから

輪郭がはっきりしてい

るから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

その他

24.8%

56.9%

7.2%

11.1%

Q2 駐車場内の路面標示について、あなたが最も「わかりやすい」と

思う対策はどれですか？次の画像をみて答えてください。最もお気

持ちに近いものをお選びください。（n=678）

白

黄

黄色+縁あり

白+縁あり

39.2%

12.7%

34.5%

10.2%

2.5% 0.9%

Q3 前問でお答えの、駐車場内の路面標示を選択された理由として

最もあてはまるものをお選びください。（n=678）

路面に対して見やすい色だ

から

道路でみかける表示に近い

から

路面に対して目立つ色だか

ら

輪郭がはっきりしているから

駐車場でよくみかける表示

に近いから

その他
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 駐車場の路上表示への設問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【設問】 

駐車場内の路面標示について、あなたが最も「わかりやすい」と思う対策はどれですか？次の画像

をみて答えてください。最もお気持ちに近いものをお選びください。（一つ選択） 

 

【回答①】 

1. 白 

2. 黄 

3. 黄色+縁あり 

4. 白+縁あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②：その理由】（一つ選択） 

1. 路面に対して見やすい色だから 

2. 道路でみかける表示に近いから 

3. 路面に対して目立つ色だから 

4. 輪郭がはっきりしているから 

5. 駐車場でよくみかける表示に近いから 

6. その他 

170 

 

 全体 

駐車場利用者が、駐車場内で最もわかりやすいと感じる路面標示の色は、「②黄」で約 57％、

次いで「①白」が約 25％である。 
選んだ理由としては、「①路面に対して見やすい色だから」が約 39％、「②路面に対して目立つ

色だから」約 35％で大部分を占めている。 
 

 利用頻度 

利用頻度別でみた場合、選択する色については、どのグループについても傾向に殆ど違いはみ

られない。 
選んだ理由の傾向もほぼ同様であるが、運転頻度が高くなるほど「②道路でみかける表示に近

いから」の割合が高くなる傾向がある。 

 

【回答①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.7%

58.2%

6.5%

10.6%

日常的に利用（n=170）

白

黄

黄色+縁あり

白+縁あり

38.8%

18.8%

32.4%

7.6%

1.2% 1.2%

日常的に利用（n=170）

路面に対して見やす

い色だから

道路でみかける表示

に近いから

路面に対して目立つ

色だから

輪郭がはっきりしてい

るから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

その他

27.1%

60.0%

6.5%
6.5%

主に週末等（n=170）

白

黄

黄色+縁あり

白+縁あり

38.8%

13.5%

34.1%

8.2%

2.9% 2.4%

主に週末等（n=170）

路面に対して見やす

い色だから

道路でみかける表示

に近いから

路面に対して目立つ

色だから

輪郭がはっきりしてい

るから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

その他

25.9%

52.9%

8.2%

12.9%

免許保有なし（n=170）

白

黄

黄色+縁あり

白+縁あり

41.8%

8.2%

35.9%

11.2%

2.9% 0.0%

免許保有なし（n=170）

路面に対して見やす

い色だから

道路でみかける表示

に近いから

路面に対して目立つ

色だから

輪郭がはっきりしてい

るから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

その他

21.4%

56.5%

7.7%

14.3%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

白

黄

黄色+縁あり

白+縁あり

37.5%

10.1%

35.7%

13.7%

3.0% 0.0%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

路面に対して見やす

い色だから

道路でみかける表示

に近いから

路面に対して目立つ

色だから

輪郭がはっきりしてい

るから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

その他

24.8%

56.9%

7.2%

11.1%

Q2 駐車場内の路面標示について、あなたが最も「わかりやすい」と

思う対策はどれですか？次の画像をみて答えてください。最もお気

持ちに近いものをお選びください。（n=678）

白

黄

黄色+縁あり

白+縁あり

39.2%

12.7%

34.5%

10.2%

2.5% 0.9%

Q3 前問でお答えの、駐車場内の路面標示を選択された理由として

最もあてはまるものをお選びください。（n=678）

路面に対して見やすい色だ

から

道路でみかける表示に近い

から

路面に対して目立つ色だか

ら

輪郭がはっきりしているから

駐車場でよくみかける表示

に近いから

その他
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全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

39.2%

39.5%

33.6%

35.7%

51.8%

37.4%

12.7%

16.7%

16.8%

16.1%

9.8%

8.4%

34.5%

27.2%

32.7%

39.3%

27.7%

40.1%

10.2%

12.3%

12.4%

5.4%

8.9%

11.0%

2.5%

4.4%

3.5%

1.8%

1.8%

1.8%

0.9%

0.9%

1.8%

1.3%

路面に対して見やすい色だから

道路でみかける表示に近いから

路面に対して目立つ色だから

輪郭がはっきりしているから

駐車場でよくみかける表示に近いから

その他

全体 678

男性 341

女性 337

39.2%

38.4%

40.1%

12.7%

14.7%

10.7%

34.5%

34.3%

34.7%

10.2%

10.0%

10.4%

2.5%

1.8%

3.3%

0.9%

0.9%

0.9%

路面に対して見やすい色だから
道路でみかける表示に近いから
路面に対して目立つ色だから
輪郭がはっきりしているから
駐車場でよくみかける表示に近いから
その他

 年代 

年代別でみた場合、選択する色については、どのグループについても傾向に殆ど違いはみられ

ない。 
選んだ理由の傾向もほぼ同様であるが、50 代のみ「①路面に対して見やすい色だから」が他の

年代に比べて高くなっている。 

 

【年代別】 

【回答①】 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 性別 

性別でみた場合、選択する色および選択理由に大きな違いはみられない。 

 

【性別】 

【回答①】 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

  

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

24.8%

30.7%

23.9%

22.3%

29.5%

21.1%

56.9%

51.8%

54.0%

60.7%

53.6%

60.8%

7.2%

5.3%

9.7%

12.5%

4.5%

5.7%

11.1%

12.3%

12.4%

4.5%

12.5%

12.3%

白 黄 黄色+縁あり 白+縁あり

全体 678

男性 341

女性 337

24.8%

20.8%

28.8%

56.9%

58.9%

54.9%

7.2%

7.6%

6.8%

11.1%

12.6%

9.5%

白 黄 黄色+縁あり 白+縁あり

172 

 

 駐車場の通路が交差する箇所への設問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【設問】 

駐車場内で通路が交差する箇所について、通行の優先度が最も「わかりやすい」と思う対策はどれ

ですか？次の画像をみて答えてください。最もお気持ちに近いものをお選びください。（一つ選択） 

 

【回答①】 

1. 「止まれ」表示のみ 

2. 止まれ+カラー舗装＋十字 

3. 止まれ（強調）+カラー舗装＋十字 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②：その理由】（一つ選択） 

1. シンプルで見やすいから 

2. 道路でみかける表示に近いから 

3. 停止する箇所が強調されているから 

4. 色で強調されているから 

5. 駐車場でよくみかける表示に近いから 

6. その他 
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全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

39.2%

39.5%

33.6%

35.7%

51.8%

37.4%

12.7%

16.7%

16.8%

16.1%

9.8%

8.4%

34.5%

27.2%

32.7%

39.3%

27.7%

40.1%

10.2%

12.3%

12.4%

5.4%

8.9%

11.0%

2.5%

4.4%

3.5%

1.8%

1.8%

1.8%

0.9%

0.9%

1.8%

1.3%

路面に対して見やすい色だから

道路でみかける表示に近いから

路面に対して目立つ色だから

輪郭がはっきりしているから

駐車場でよくみかける表示に近いから

その他

全体 678

男性 341

女性 337

39.2%

38.4%

40.1%

12.7%

14.7%

10.7%

34.5%

34.3%

34.7%

10.2%

10.0%

10.4%

2.5%

1.8%

3.3%

0.9%

0.9%

0.9%

路面に対して見やすい色だから
道路でみかける表示に近いから
路面に対して目立つ色だから
輪郭がはっきりしているから
駐車場でよくみかける表示に近いから
その他

 年代 

年代別でみた場合、選択する色については、どのグループについても傾向に殆ど違いはみられ

ない。 
選んだ理由の傾向もほぼ同様であるが、50 代のみ「①路面に対して見やすい色だから」が他の

年代に比べて高くなっている。 

 

【年代別】 

【回答①】 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 性別 

性別でみた場合、選択する色および選択理由に大きな違いはみられない。 

 

【性別】 

【回答①】 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

  

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

24.8%

30.7%

23.9%

22.3%

29.5%

21.1%

56.9%

51.8%

54.0%

60.7%

53.6%

60.8%

7.2%

5.3%

9.7%

12.5%

4.5%

5.7%

11.1%

12.3%

12.4%

4.5%

12.5%

12.3%

白 黄 黄色+縁あり 白+縁あり

全体 678

男性 341

女性 337

24.8%

20.8%

28.8%

56.9%

58.9%

54.9%

7.2%

7.6%

6.8%

11.1%

12.6%

9.5%

白 黄 黄色+縁あり 白+縁あり

172 

 

 駐車場の通路が交差する箇所への設問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【設問】 

駐車場内で通路が交差する箇所について、通行の優先度が最も「わかりやすい」と思う対策はどれ

ですか？次の画像をみて答えてください。最もお気持ちに近いものをお選びください。（一つ選択） 

 

【回答①】 

1. 「止まれ」表示のみ 

2. 止まれ+カラー舗装＋十字 

3. 止まれ（強調）+カラー舗装＋十字 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②：その理由】（一つ選択） 

1. シンプルで見やすいから 

2. 道路でみかける表示に近いから 

3. 停止する箇所が強調されているから 

4. 色で強調されているから 

5. 駐車場でよくみかける表示に近いから 

6. その他 



174173 

 

 全体 

駐車場利用者が、駐車場内で最も交差部の優先度がわかりやすいと感じるのは、「③止まれ（強

調）+カラー舗装＋十字」で約 54％、次いで「②止まれ+カラー舗装＋十字」が約 29％である。 
選んだ理由としては、「④色で強調されているから」が約 39％、「③停止する箇所が強調されて

いるから」約 34％で大部分を占めている。 
 

 利用頻度 

利用頻度別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても傾向に殆ど違いは

みられない。 
選んだ理由の傾向もほぼ同様であるが、運転頻度が高い「日常的に利用」、「主に週末等」のグ

ループでは「②道路でみかける表示に近いから」の割合がやや高くなる傾向がある。 

 

 

 

【回答①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.8%

22.4%58.8%

日常的に利用（n=170）

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装

＋十字

止まれ（強調）+カ

ラー舗装＋十字

19.4%

6.5%

34.1%

38.2%

1.8% 0.0%

日常的に利用（n=170）

シンプルで見やすい

から

道路でみかける表示

に近いから

停止する箇所が強

調されているから

色で強調されている

から

駐車場でよくみかけ

る表示に近いから

その他

18.8%

27.6%
53.5%

主に週末等（n=170）

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装

＋十字

止まれ（強調）+カ

ラー舗装＋十字

18.8%

7.1%

31.8%

41.2%

0.6% 0.6%

主に週末等（n=170）

シンプルで見やすい

から

道路でみかける表示

に近いから

停止する箇所が強

調されているから

色で強調されている

から

駐車場でよくみかけ

る表示に近いから

その他

19.0%

31.0%

50.0%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装

＋十字

止まれ（強調）+カ

ラー舗装＋十字

24.4%

4.2%

36.3%

33.9%

0.6% 0.6%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

シンプルで見やすい

から

道路でみかける表示

に近いから

停止する箇所が強

調されているから

色で強調されている

から

駐車場でよくみかけ

る表示に近いから

その他

14.1%

34.1%
51.8%

免許保有なし（n=170）

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装

＋十字

止まれ（強調）+カ

ラー舗装＋十字

20.6%

2.9%

32.4%

44.1%

0.0% 0.0%

免許保有なし（n=170）

シンプルで見やすいか

ら

道路でみかける表示

に近いから

停止する箇所が強調

されているから

色で強調されているか

ら

駐車場でよくみかける

表示に近いから

その他

17.7%

28.8%

53.5%

Q4 駐車場内で通路が交差する箇所について、通行の優先度が最

も「わかりやすい」と思う対策はどれですか？次の画像をみて答え

てください。最もお気持ちに近いものをお選びください。（n=678）

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装＋

十字

止まれ（強調）+カラー

舗装＋十字

20.8%

5.2%

33.6%

39.4%

0.7% 0.3%

Q5 前問でお答えの、駐車場内の路面標示を選択された理由として

最もあてはまるものをお選びください。（n=678）

シンプルで見やすいか

ら

道路でみかける表示

に近いから

停止する箇所が強調

されているから

色で強調されているか

ら

駐車場でよくみかける

表示に近いから

その他

174 

 

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

20.8%

17.5%

20.4%

17.0%

21.4%

24.2%

5.2%

11.4%

6.2%

3.6%

3.6%

3.1%

33.6%

33.3%

28.3%

33.9%

31.2%

37.4%

39.4%

36.8%

45.1%

44.6%

42.9%

33.5%

0.7%

0.9%

0.9%

1.3%

0.3%

0.9%

0.4%

シンプルで見やすいから

道路でみかける表示に近いから

停止する箇所が強調されているから

色で強調されているから

駐車場でよくみかける表示に近いから

その他

全体 678

男性 341

女性 337

20.8%

24.3%

17.2%

5.2%

5.9%

4.5%

33.6%

34.6%

32.6%

39.4%

33.7%

45.1%

0.7%

0.9%

0.6%

0.3%

0.6%

シンプルで見やすいから
道路でみかける表示に近いから
停止する箇所が強調されているから
色で強調されているから
駐車場でよくみかける表示に近いから
その他

 年代 

年代別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても傾向に顕著な違いはみ

られないが、40 代の「③止まれ（強調）+カラー舗装＋十字」を選択する傾向が高くなっている。 
選んだ理由の傾向も大きな違いはないが、30 代、40 代、50 代のグループは「④色で強調され

ているから」の割合が高く、また、20 代は他のグループよりも「②道路でみかける表示に近いか

ら」が高くなっている。 

 

 

【年代別】 

【回答①】 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 性別 

性別でみた場合、選択する内容に大きな違いはみられない。 
選択理由では、男性が「①シンプルで見やすいから」の割合が高いのに対して、女性は「④色

で強調されているから」を選択する傾向が強くなっている。 

 

【性別別】 

【回答①】 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

  

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

17.7%

19.3%

16.8%

11.6%

17.9%

20.3%

28.8%

32.5%

28.3%

30.4%

26.8%

27.3%

53.5%

48.2%

54.9%

58.0%

55.4%

52.4%

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装＋十字

止まれ（強調）+カラー舗装＋十字

全体 678

男性 341

女性 337

17.7%

18.8%

16.6%

28.8%

28.4%

29.1%

53.5%

52.8%

54.3%

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装＋十字

止まれ（強調）+カラー舗装＋十字
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 全体 

駐車場利用者が、駐車場内で最も交差部の優先度がわかりやすいと感じるのは、「③止まれ（強

調）+カラー舗装＋十字」で約 54％、次いで「②止まれ+カラー舗装＋十字」が約 29％である。 
選んだ理由としては、「④色で強調されているから」が約 39％、「③停止する箇所が強調されて

いるから」約 34％で大部分を占めている。 
 

 利用頻度 

利用頻度別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても傾向に殆ど違いは

みられない。 
選んだ理由の傾向もほぼ同様であるが、運転頻度が高い「日常的に利用」、「主に週末等」のグ

ループでは「②道路でみかける表示に近いから」の割合がやや高くなる傾向がある。 

 

 

 

【回答①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.8%

22.4%58.8%

日常的に利用（n=170）

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装

＋十字

止まれ（強調）+カ

ラー舗装＋十字

19.4%

6.5%

34.1%

38.2%

1.8% 0.0%

日常的に利用（n=170）

シンプルで見やすい

から

道路でみかける表示

に近いから

停止する箇所が強

調されているから

色で強調されている

から

駐車場でよくみかけ

る表示に近いから

その他

18.8%

27.6%
53.5%

主に週末等（n=170）

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装

＋十字

止まれ（強調）+カ

ラー舗装＋十字

18.8%

7.1%

31.8%

41.2%

0.6% 0.6%

主に週末等（n=170）

シンプルで見やすい

から

道路でみかける表示

に近いから

停止する箇所が強

調されているから

色で強調されている

から

駐車場でよくみかけ

る表示に近いから

その他

19.0%

31.0%

50.0%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装

＋十字

止まれ（強調）+カ

ラー舗装＋十字

24.4%

4.2%

36.3%

33.9%

0.6% 0.6%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

シンプルで見やすい

から

道路でみかける表示

に近いから

停止する箇所が強

調されているから

色で強調されている

から

駐車場でよくみかけ

る表示に近いから

その他

14.1%

34.1%
51.8%

免許保有なし（n=170）

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装

＋十字

止まれ（強調）+カ

ラー舗装＋十字

20.6%

2.9%

32.4%

44.1%

0.0% 0.0%

免許保有なし（n=170）

シンプルで見やすいか

ら

道路でみかける表示

に近いから

停止する箇所が強調

されているから

色で強調されているか

ら

駐車場でよくみかける

表示に近いから

その他

17.7%

28.8%

53.5%

Q4 駐車場内で通路が交差する箇所について、通行の優先度が最

も「わかりやすい」と思う対策はどれですか？次の画像をみて答え

てください。最もお気持ちに近いものをお選びください。（n=678）

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装＋

十字

止まれ（強調）+カラー

舗装＋十字

20.8%

5.2%

33.6%

39.4%

0.7% 0.3%

Q5 前問でお答えの、駐車場内の路面標示を選択された理由として

最もあてはまるものをお選びください。（n=678）

シンプルで見やすいか

ら

道路でみかける表示

に近いから

停止する箇所が強調

されているから

色で強調されているか

ら

駐車場でよくみかける

表示に近いから

その他
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全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

20.8%

17.5%

20.4%

17.0%

21.4%

24.2%

5.2%

11.4%

6.2%

3.6%

3.6%

3.1%

33.6%

33.3%

28.3%

33.9%

31.2%

37.4%

39.4%

36.8%

45.1%

44.6%

42.9%

33.5%

0.7%

0.9%

0.9%

1.3%

0.3%

0.9%

0.4%

シンプルで見やすいから

道路でみかける表示に近いから

停止する箇所が強調されているから

色で強調されているから

駐車場でよくみかける表示に近いから

その他

全体 678

男性 341

女性 337

20.8%

24.3%

17.2%

5.2%

5.9%

4.5%

33.6%

34.6%

32.6%

39.4%

33.7%

45.1%

0.7%

0.9%

0.6%

0.3%

0.6%

シンプルで見やすいから
道路でみかける表示に近いから
停止する箇所が強調されているから
色で強調されているから
駐車場でよくみかける表示に近いから
その他

 年代 

年代別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても傾向に顕著な違いはみ

られないが、40 代の「③止まれ（強調）+カラー舗装＋十字」を選択する傾向が高くなっている。 
選んだ理由の傾向も大きな違いはないが、30 代、40 代、50 代のグループは「④色で強調され

ているから」の割合が高く、また、20 代は他のグループよりも「②道路でみかける表示に近いか

ら」が高くなっている。 

 

 

【年代別】 

【回答①】 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 性別 

性別でみた場合、選択する内容に大きな違いはみられない。 
選択理由では、男性が「①シンプルで見やすいから」の割合が高いのに対して、女性は「④色

で強調されているから」を選択する傾向が強くなっている。 

 

【性別別】 

【回答①】 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

  

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

17.7%

19.3%

16.8%

11.6%

17.9%

20.3%

28.8%

32.5%

28.3%

30.4%

26.8%

27.3%

53.5%

48.2%

54.9%

58.0%

55.4%

52.4%

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装＋十字

止まれ（強調）+カラー舗装＋十字

全体 678

男性 341

女性 337

17.7%

18.8%

16.6%

28.8%

28.4%

29.1%

53.5%

52.8%

54.3%

「止まれ」表示のみ

止まれ+カラー舗装＋十字

止まれ（強調）+カラー舗装＋十字



176175 

 

 駐車場の通路が分岐する箇所への設問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【設問】 

駐車場内で通路が分岐する箇所について、行先別の誘導方法として最も「わかりやすい」と思う対

策はどれですか？次の画像をみて答えてください。最もお気持ちに近いものをお選びください。（一つ

選択） 

 

【回答①】 

1. 矢印等表示のみ 

2. 一方のみ色で強調 

3. 行先別に色分け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②：その理由】（一つ選択） 

1. 駐車場でよくみかける表示に近いから 

2. 行先別に色で分かれていてわかりやすいから 

3. シンプルで見やすいから 

4. 道路でみかける表示に近いから 

5. 駐車場の方向が強調されてわかりやすいから 

6. その他 

176 

 

 全体 

駐車場利用者が、駐車場内の分岐箇所の誘導方法で最もわかりやすいと感じるのは、「③行先

別に色分け」で約 65％、次いで「②一方のみ色で強調」が約 23％である。 
選んだ理由としては、「④行先別に色で分かれていてわかりやすいから」が約 53％、「⑤駐車場

の方向が強調されてわかりやすいから」が約 21％となっている。 

 

 利用頻度 

利用頻度別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても傾向に殆ど違いは

みられない。 
選んだ理由の傾向もほぼ同様である。 

 

【回答①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.9%

20.6%

66.5%

日常的に利用（n=170）

矢印等表示のみ

一方のみ色で強調

行先別に色分け

7.1%

55.3%

15.3%

2.4% 20.0%

0.0%

日常的に利用（n=170）

駐車場でよくみかける

表示に近いから

行先別に色で分かれて

いてわかりやすいから

シンプルで見やすいか

ら

道路でみかける表示に

近いから

駐車場の方向が強調さ

れてわかりやすいから

その他

14.7%

22.9%

62.4%

主に週末等（n=170）

矢印等表示のみ

一方のみ色で強調

行先別に色分け

6.5%

50.0%20.0%

2.9% 19.4%

1.2%

主に週末等（n=170）

駐車場でよくみかける

表示に近いから

行先別に色で分かれて

いてわかりやすいから

シンプルで見やすいか

ら

道路でみかける表示に

近いから

駐車場の方向が強調さ

れてわかりやすいから

その他

11.3%

26.2%

62.5%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

矢印等表示のみ

一方のみ色で強調

行先別に色分け

4.2%

53.6%
14.3%

6.5%

20.8%

0.6%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

駐車場でよくみかける

表示に近いから

行先別に色で分かれて

いてわかりやすいから

シンプルで見やすいか

ら

道路でみかける表示に

近いから

駐車場の方向が強調さ

れてわかりやすいから

その他

10.6%

21.2%

68.2%

免許保有なし（n=170）

矢印等表示のみ

一方のみ色で強調

行先別に色分け

4.1%

54.7%17.1%

2.4% 21.8%

0.0%

免許保有なし（n=170）

駐車場でよくみかける

表示に近いから

行先別に色で分かれて

いてわかりやすいから

シンプルで見やすいか

ら

道路でみかける表示に

近いから

駐車場の方向が強調さ

れてわかりやすいから

その他

12.4%

22.7%

64.9%

Q6 駐車場内で通路が分岐する箇所について、行先別の誘導方法

として最も「わかりやすい」と思う対策はどれですか？次の画像をみ

て答えてください。最もお気持ちに近いものをお選びください。（

n=678）

矢印等表示のみ

一方のみ色で強調

行先別に色分け

5.5%

53.4%16.7%

3.5%

20.5%

0.4%

Q7 前問でお答えの、駐車場内の路面標示を選択された理由として

最もあてはまるものをお選びください。（n=678）

駐車場でよくみかける表

示に近いから

行先別に色で分かれてい

てわかりやすいから

シンプルで見やすいから

道路でみかける表示に近

いから

駐車場の方向が強調され

てわかりやすいから

その他



177175 

 

 駐車場の通路が分岐する箇所への設問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【設問】 

駐車場内で通路が分岐する箇所について、行先別の誘導方法として最も「わかりやすい」と思う対

策はどれですか？次の画像をみて答えてください。最もお気持ちに近いものをお選びください。（一つ

選択） 

 

【回答①】 

1. 矢印等表示のみ 

2. 一方のみ色で強調 

3. 行先別に色分け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②：その理由】（一つ選択） 

1. 駐車場でよくみかける表示に近いから 

2. 行先別に色で分かれていてわかりやすいから 

3. シンプルで見やすいから 

4. 道路でみかける表示に近いから 

5. 駐車場の方向が強調されてわかりやすいから 

6. その他 

176 

 

 全体 

駐車場利用者が、駐車場内の分岐箇所の誘導方法で最もわかりやすいと感じるのは、「③行先

別に色分け」で約 65％、次いで「②一方のみ色で強調」が約 23％である。 
選んだ理由としては、「④行先別に色で分かれていてわかりやすいから」が約 53％、「⑤駐車場

の方向が強調されてわかりやすいから」が約 21％となっている。 

 

 利用頻度 

利用頻度別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても傾向に殆ど違いは

みられない。 
選んだ理由の傾向もほぼ同様である。 

 

【回答①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.9%

20.6%

66.5%

日常的に利用（n=170）

矢印等表示のみ

一方のみ色で強調

行先別に色分け

7.1%

55.3%

15.3%

2.4% 20.0%

0.0%

日常的に利用（n=170）

駐車場でよくみかける

表示に近いから

行先別に色で分かれて

いてわかりやすいから

シンプルで見やすいか

ら

道路でみかける表示に

近いから

駐車場の方向が強調さ

れてわかりやすいから

その他

14.7%

22.9%

62.4%

主に週末等（n=170）

矢印等表示のみ

一方のみ色で強調

行先別に色分け

6.5%

50.0%20.0%

2.9% 19.4%

1.2%

主に週末等（n=170）

駐車場でよくみかける

表示に近いから

行先別に色で分かれて

いてわかりやすいから

シンプルで見やすいか

ら

道路でみかける表示に

近いから

駐車場の方向が強調さ

れてわかりやすいから

その他

11.3%

26.2%

62.5%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

矢印等表示のみ

一方のみ色で強調

行先別に色分け

4.2%

53.6%
14.3%

6.5%

20.8%

0.6%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

駐車場でよくみかける

表示に近いから

行先別に色で分かれて

いてわかりやすいから

シンプルで見やすいか

ら

道路でみかける表示に

近いから

駐車場の方向が強調さ

れてわかりやすいから

その他

10.6%

21.2%

68.2%

免許保有なし（n=170）

矢印等表示のみ

一方のみ色で強調

行先別に色分け

4.1%

54.7%17.1%

2.4% 21.8%

0.0%

免許保有なし（n=170）

駐車場でよくみかける

表示に近いから

行先別に色で分かれて

いてわかりやすいから

シンプルで見やすいか

ら

道路でみかける表示に

近いから

駐車場の方向が強調さ

れてわかりやすいから

その他

12.4%

22.7%

64.9%

Q6 駐車場内で通路が分岐する箇所について、行先別の誘導方法

として最も「わかりやすい」と思う対策はどれですか？次の画像をみ

て答えてください。最もお気持ちに近いものをお選びください。（

n=678）

矢印等表示のみ

一方のみ色で強調

行先別に色分け

5.5%

53.4%16.7%

3.5%

20.5%

0.4%

Q7 前問でお答えの、駐車場内の路面標示を選択された理由として

最もあてはまるものをお選びください。（n=678）

駐車場でよくみかける表

示に近いから

行先別に色で分かれてい

てわかりやすいから

シンプルで見やすいから

道路でみかける表示に近

いから

駐車場の方向が強調され

てわかりやすいから

その他



178177 

 

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

5.5%

8.8%

4.4%

3.6%

4.5%

5.7%

53.4%

48.2%

54.9%

58.9%

57.1%

50.7%

16.7%

18.4%

18.6%

11.6%

15.2%

18.1%

3.5%

5.3%

5.3%

2.7%

4.5%

1.8%

20.5%

19.3%

16.8%

22.3%

17.9%

23.3%

0.4%

0.9%

0.9%

0.4%

駐車場でよくみかける表示に近いから

行先別に色で分かれていてわかりやすいから

シンプルで見やすいから

道路でみかける表示に近いから

駐車場の方向が強調されてわかりやすいから

その他

 年代 

年代別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても傾向に顕著な違いはみ

られないが、40 代の「③行先別に色分け」を選択する傾向がやや強くなっている。 
選んだ理由の傾向には、大きな違いはみられない。 

 

【年代別】 

【回答①】 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 性別 

性別でみた場合、選択する内容に大きな違いはみられない。 
選択理由では、男性が「③シンプルで見やすいから」の割合が高いのに対して、女性は「②行

先別に色で分かれていてわかりやすいから」を選択する傾向がやや強くなっている。 

 

【性別別】 

【回答①】 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

  

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

12.4%

14.0%

13.3%

6.2%

15.2%

12.8%

22.7%

27.2%

23.0%

23.2%

20.5%

21.1%

64.9%

58.8%

63.7%

70.5%

64.3%

66.1%

矢印等表示のみ 一方のみ色で強調

行先別に色分け

全体 678

男性 341

女性 337

12.4%

14.1%

10.7%

22.7%

20.5%

24.9%

64.9%

65.4%

64.4%

矢印等表示のみ 一方のみ色で強調

行先別に色分け

全体 678

男性 341

女性 337

5.5%

6.5%

4.5%

53.4%

50.1%

56.7%

16.7%

19.4%

13.9%

3.5%

3.8%

3.3%

20.5%

19.9%

21.1%

0.4%

0.3%

0.6%

駐車場でよくみかける表示に近いから
行先別に色で分かれていてわかりやすいから
シンプルで見やすいから
道路でみかける表示に近いから
駐車場の方向が強調されてわかりやすいから
その他

178 

 

 駐車場の歩行者用スペースへの設問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【設問】 

駐車場内の歩行者用スペースとして、最も「わかりやすい（通行しようと思う）」と思うものはどれです

か？次の画像をみて答えてください。（一つ選択） 

 

【回答①】 

1. カラーバーのみ 

2. カラーバー+枠線 

3. カラーバー+枠線+歩行者用等の記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②：その理由】（一つ選択） 

1. 道路でみかける表示に近いから 

2. 「歩行者」と明記されているから 

3. 駐車場でよくみかける表示に近いから 

4. 目的地の方向が示されているから 

5. シンプルでわかりやすいから 

6. その他 



179177 

 

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

5.5%

8.8%

4.4%

3.6%

4.5%

5.7%

53.4%

48.2%

54.9%

58.9%

57.1%

50.7%

16.7%

18.4%

18.6%

11.6%

15.2%

18.1%

3.5%

5.3%

5.3%

2.7%

4.5%

1.8%

20.5%

19.3%

16.8%

22.3%

17.9%

23.3%

0.4%

0.9%

0.9%

0.4%

駐車場でよくみかける表示に近いから

行先別に色で分かれていてわかりやすいから

シンプルで見やすいから

道路でみかける表示に近いから

駐車場の方向が強調されてわかりやすいから

その他

 年代 

年代別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても傾向に顕著な違いはみ

られないが、40 代の「③行先別に色分け」を選択する傾向がやや強くなっている。 
選んだ理由の傾向には、大きな違いはみられない。 

 

【年代別】 

【回答①】 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 性別 

性別でみた場合、選択する内容に大きな違いはみられない。 
選択理由では、男性が「③シンプルで見やすいから」の割合が高いのに対して、女性は「②行

先別に色で分かれていてわかりやすいから」を選択する傾向がやや強くなっている。 

 

【性別別】 

【回答①】 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

  

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

12.4%

14.0%

13.3%

6.2%

15.2%

12.8%

22.7%

27.2%

23.0%

23.2%

20.5%

21.1%

64.9%

58.8%

63.7%

70.5%

64.3%

66.1%

矢印等表示のみ 一方のみ色で強調

行先別に色分け

全体 678

男性 341

女性 337

12.4%

14.1%

10.7%

22.7%

20.5%

24.9%

64.9%

65.4%

64.4%

矢印等表示のみ 一方のみ色で強調

行先別に色分け

全体 678

男性 341

女性 337

5.5%

6.5%

4.5%

53.4%

50.1%

56.7%

16.7%

19.4%

13.9%

3.5%

3.8%

3.3%

20.5%

19.9%

21.1%

0.4%

0.3%

0.6%

駐車場でよくみかける表示に近いから
行先別に色で分かれていてわかりやすいから
シンプルで見やすいから
道路でみかける表示に近いから
駐車場の方向が強調されてわかりやすいから
その他

178 

 

 駐車場の歩行者用スペースへの設問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【設問】 

駐車場内の歩行者用スペースとして、最も「わかりやすい（通行しようと思う）」と思うものはどれです

か？次の画像をみて答えてください。（一つ選択） 

 

【回答①】 

1. カラーバーのみ 

2. カラーバー+枠線 

3. カラーバー+枠線+歩行者用等の記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②：その理由】（一つ選択） 

1. 道路でみかける表示に近いから 

2. 「歩行者」と明記されているから 

3. 駐車場でよくみかける表示に近いから 

4. 目的地の方向が示されているから 

5. シンプルでわかりやすいから 

6. その他 



180179 

 

 全体 

駐車場利用者が、駐車場内の歩行者用スペースとして最もわかりやすいと感じるのは、「③カ

ラーバー+枠線+歩行者用等の記載」で約 80％を占める。 
次いで「②カラーバー+枠線」が約 12％である。 
選んだ理由としては、「②「歩行者」と明記されているから」が約 62％、「④目的地の方向が示

されているから」が約 16％となっている。 

 

 利用頻度 

利用頻度別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても傾向に殆ど違いは

みられない。 
選んだ理由の傾向もほぼ同様であるが、「運転免許保有なし」のグループは、他のグループに

比べて「③駐車場でよくみかける表示に近いから」が殆どみられない。 

 

【回答①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.6%

12.4%

80.0%

日常的に利用（n=170）

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩

行者用等の記載

7.6%

56.5%
7.1%

14.7%

14.1%

0.0%

日常的に利用（n=170）

道路でみかける表示

に近いから

「歩行者」と明記され

ているから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

目的地の方向が示さ

れているから

シンプルでわかりや

すいから

その他

5.9%

10.6%

83.5%

主に週末等（n=170）

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩

行者用等の記載

3.5%

66.5%

6.5%

14.7%

7.1%

1.8%

主に週末等（n=170）

道路でみかける表示

に近いから

「歩行者」と明記され

ているから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

目的地の方向が示さ

れているから

シンプルでわかりや

すいから

その他

8.3%

13.7%

78.0%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩

行者用等の記載

4.8%

60.7%
5.4%

16.7%

11.3%

1.2%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

道路でみかける表示

に近いから

「歩行者」と明記され

ているから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

目的地の方向が示さ

れているから

シンプルでわかりや

すいから

その他

8.2%

12.4%

79.4%

免許保有なし（n=170）

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩

行者用等の記載

3.5%

64.1%

0.6%

15.9%

14.1%

1.8%

免許保有なし（n=170）

道路でみかける表示

に近いから

「歩行者」と明記され

ているから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

目的地の方向が示さ

れているから

シンプルでわかりや

すいから

その他

7.5%

12.2%

80.2%

Q8 駐車場内の歩行者用スペースとして、最も「わかりやすい（通行

しようと思う）」と思うものはどれですか？次の画像をみて答えてくだ

さい。（n=678）

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩行者

用等の記載

4.9%

61.9%

4.9%

15.5%

11.7%

1.2%

Q9 前問でお答えの、駐車場内の路面標示を選択された理由として

最もあてはまるものをお選びください。（n=678）

道路でみかける表示に

近いから

「歩行者」と明記されてい

るから

駐車場でよくみかける表

示に近いから

目的地の方向が示され

ているから

シンプルでわかりやすい

から

その他

180 

 

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

4.9%

9.6%

5.3%

2.7%

5.4%

3.1%

61.9%

51.8%

61.1%

67.9%

61.6%

64.8%

4.9%

12.3%

9.7%

0.9%

0.9%

2.6%

15.5%

11.4%

13.3%

13.4%

21.4%

16.7%

11.7%

14.0%

9.7%

13.4%

8.9%

11.9%

1.2%

0.9%

0.9%

1.8%

1.8%

0.9%

道路でみかける表示に近いから

「歩行者」と明記されているから

駐車場でよくみかける表示に近いから

目的地の方向が示されているから

シンプルでわかりやすいから

その他

全体 678

男性 341

女性 337

4.9%

6.2%

3.6%

61.9%

58.7%

65.3%

4.9%

6.7%

3.0%

15.5%

13.8%

17.2%

11.7%

13.8%

9.5%

1.2%

0.9%

1.5%

道路でみかける表示に近いから
「歩行者」と明記されているから
駐車場でよくみかける表示に近いから
目的地の方向が示されているから
シンプルでわかりやすいから
その他

 年代 

年代別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても傾向に顕著な違いはみ

られないが、20 代と 30 代のグループは、「②カラーバー+枠線」を選択する傾向が強くなってい

る。 
選んだ理由の傾向にも顕著な違いはないものの、上記の 20 代と 30 代のグループは、「③駐車

場でよくみかける表示に近いから」を選択する傾向がやや強くなっている。 

 

【年代別】 

【回答①】 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 性別 

性別でみた場合、選択する内容に顕著な違いはみられないが、男性は「②カラーバー+枠線」

を選択する傾向がやや強くなっている。 
選択理由についても顕著な違いはないものの、男性は女性に比べ「③駐車場でよくみかける表

示に近いから」、「⑤シンプルでわかりやすいから」の割合がやや高いのに対して、女性は「②「歩

行者」と明記されているから」、「④目的地の方向が示されているから」を選択する傾向がやや強

くなっている。 

 

【性別別】 

【回答①】 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

  

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

7.5%

9.6%

7.1%

5.4%

5.4%

8.8%

12.2%

26.3%

18.6%

8.0%

9.8%

5.3%

80.2%

64.0%

74.3%

86.6%

84.8%

85.9%

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩行者用等の記載

全体 678

男性 341

女性 337

7.5%

7.0%

8.0%

12.2%

15.0%

9.5%

80.2%

78.0%

82.5%

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩行者用等の記載



181179 

 

 全体 

駐車場利用者が、駐車場内の歩行者用スペースとして最もわかりやすいと感じるのは、「③カ

ラーバー+枠線+歩行者用等の記載」で約 80％を占める。 
次いで「②カラーバー+枠線」が約 12％である。 
選んだ理由としては、「②「歩行者」と明記されているから」が約 62％、「④目的地の方向が示

されているから」が約 16％となっている。 

 

 利用頻度 

利用頻度別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても傾向に殆ど違いは

みられない。 
選んだ理由の傾向もほぼ同様であるが、「運転免許保有なし」のグループは、他のグループに

比べて「③駐車場でよくみかける表示に近いから」が殆どみられない。 

 

【回答①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.6%

12.4%

80.0%

日常的に利用（n=170）

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩

行者用等の記載

7.6%

56.5%
7.1%

14.7%

14.1%

0.0%

日常的に利用（n=170）

道路でみかける表示

に近いから

「歩行者」と明記され

ているから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

目的地の方向が示さ

れているから

シンプルでわかりや

すいから

その他

5.9%

10.6%

83.5%

主に週末等（n=170）

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩

行者用等の記載

3.5%

66.5%

6.5%

14.7%

7.1%

1.8%

主に週末等（n=170）

道路でみかける表示

に近いから

「歩行者」と明記され

ているから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

目的地の方向が示さ

れているから

シンプルでわかりや

すいから

その他

8.3%

13.7%

78.0%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩

行者用等の記載

4.8%

60.7%
5.4%

16.7%

11.3%

1.2%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

道路でみかける表示

に近いから

「歩行者」と明記され

ているから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

目的地の方向が示さ

れているから

シンプルでわかりや

すいから

その他

8.2%

12.4%

79.4%

免許保有なし（n=170）

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩

行者用等の記載

3.5%

64.1%

0.6%

15.9%

14.1%

1.8%

免許保有なし（n=170）

道路でみかける表示

に近いから

「歩行者」と明記され

ているから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

目的地の方向が示さ

れているから

シンプルでわかりや

すいから

その他

7.5%

12.2%

80.2%

Q8 駐車場内の歩行者用スペースとして、最も「わかりやすい（通行

しようと思う）」と思うものはどれですか？次の画像をみて答えてくだ

さい。（n=678）

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩行者

用等の記載

4.9%

61.9%

4.9%

15.5%

11.7%

1.2%

Q9 前問でお答えの、駐車場内の路面標示を選択された理由として

最もあてはまるものをお選びください。（n=678）

道路でみかける表示に

近いから

「歩行者」と明記されてい

るから

駐車場でよくみかける表

示に近いから

目的地の方向が示され

ているから

シンプルでわかりやすい

から

その他

180 

 

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

4.9%

9.6%

5.3%

2.7%

5.4%

3.1%

61.9%

51.8%

61.1%

67.9%

61.6%

64.8%

4.9%

12.3%

9.7%

0.9%

0.9%

2.6%

15.5%

11.4%

13.3%

13.4%

21.4%

16.7%

11.7%

14.0%

9.7%

13.4%

8.9%

11.9%

1.2%

0.9%

0.9%

1.8%

1.8%

0.9%

道路でみかける表示に近いから

「歩行者」と明記されているから

駐車場でよくみかける表示に近いから

目的地の方向が示されているから

シンプルでわかりやすいから

その他

全体 678

男性 341

女性 337

4.9%

6.2%

3.6%

61.9%

58.7%

65.3%

4.9%

6.7%

3.0%

15.5%

13.8%

17.2%

11.7%

13.8%

9.5%

1.2%

0.9%

1.5%

道路でみかける表示に近いから
「歩行者」と明記されているから
駐車場でよくみかける表示に近いから
目的地の方向が示されているから
シンプルでわかりやすいから
その他

 年代 

年代別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても傾向に顕著な違いはみ

られないが、20 代と 30 代のグループは、「②カラーバー+枠線」を選択する傾向が強くなってい

る。 
選んだ理由の傾向にも顕著な違いはないものの、上記の 20 代と 30 代のグループは、「③駐車

場でよくみかける表示に近いから」を選択する傾向がやや強くなっている。 

 

【年代別】 

【回答①】 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 性別 

性別でみた場合、選択する内容に顕著な違いはみられないが、男性は「②カラーバー+枠線」

を選択する傾向がやや強くなっている。 
選択理由についても顕著な違いはないものの、男性は女性に比べ「③駐車場でよくみかける表

示に近いから」、「⑤シンプルでわかりやすいから」の割合がやや高いのに対して、女性は「②「歩

行者」と明記されているから」、「④目的地の方向が示されているから」を選択する傾向がやや強

くなっている。 

 

【性別別】 

【回答①】 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

  

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

7.5%

9.6%

7.1%

5.4%

5.4%

8.8%

12.2%

26.3%

18.6%

8.0%

9.8%

5.3%

80.2%

64.0%

74.3%

86.6%

84.8%

85.9%

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩行者用等の記載

全体 678

男性 341

女性 337

7.5%

7.0%

8.0%

12.2%

15.0%

9.5%

80.2%

78.0%

82.5%

カラーバーのみ

カラーバー+枠線

カラーバー+枠線+歩行者用等の記載
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 駐車場の自動車に徐行を促すため路上表示への設問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【設問】 

駐車場内で自動車に徐行を促すために、最も「わかりやすい」と思う対策はどれですか？次の画像

をみて答えてください。最もお気持ちに近いものをお選びください。（一つ選択） 

 

【回答①】 

1. 路面標示のみ 

2. イメージハンプ 

3. 物理的なハンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②：その理由】（一つ選択） 

1. 速度が具体的に書かれているから 

2. 道路でみかける表示に近いから 

3. 駐車場でよくみかける表示に近いから 

4. 視覚的に目につきやすいから 

5. （車体の揺れ等で）物理的に減速する必要を感じるから 

6. その他 

182 

 

 全体 

駐車場利用者が、駐車場内の自動車に徐行を促すために最もわかりやすいと感じるのは、「③

物理的なハンプ」で約 62％を占める。 
次いで「②イメージハンプ」が約 22％である。 
選んだ理由としては、「⑤（車体の揺れ等で）物理的に減速する必要を感じるから」が約 41％、

「④視覚的に目につきやすいから」が約 33％となっている。 

 

 利用頻度 

利用頻度別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても顕著な違いはない

が、運転免許を保有するグループは、「運転免許保有なし」のグループに比べて「③物理的なハ

ンプ」を選択する傾向が強くなっている。 
選んだ理由の傾向についても顕著な違いはみられないが、「運転免許保有なし」は、他のグル

ープに比べて「④視覚的に目につきやすいから」を選択する傾向がやや強くなっている。 

 

 

【回答①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.5%

15.9%

70.6%

日常的に利用（n=170）

路面標示のみ

イメージハンプ

物理的なハンプ

8.2%
6.5%

11.2%

26.5%

47.1%

0.6%

日常的に利用（n=170）

速度が具体的に書かれ

ているから

道路でみかける表示に近

いから

駐車場でよくみかける表

示に近いから

視覚的に目につきやすい

から

（車体の揺れ等で）物理

的に減速する必要を感じ

るから
その他

12.4%

24.1%

63.5%

主に週末等（n=170）

路面標示のみ

イメージハンプ

物理的なハンプ

10.0% 5.3%

6.5%

34.7%

42.9%

0.6%

主に週末等（n=170）

速度が具体的に書かれ

ているから

道路でみかける表示に近

いから

駐車場でよくみかける表

示に近いから

視覚的に目につきやすい

から

（車体の揺れ等で）物理

的に減速する必要を感じ

るから
その他

14.3%

22.0%

63.7%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

路面標示のみ

イメージハンプ

物理的なハンプ

9.5%

8.9%

7.1%

32.1%

41.7%

0.6%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

速度が具体的に書かれ

ているから

道路でみかける表示に近

いから

駐車場でよくみかける表

示に近いから

視覚的に目につきやすい

から

（車体の揺れ等で）物理

的に減速する必要を感じ

るから
その他

22.4%

27.1%

50.6%

免許保有なし（n=170）

路面標示のみ

イメージハンプ

物理的なハンプ

15.9%

6.5%

5.3%

39.4%

32.4%

0.6%

免許保有なし（n=170）

速度が具体的に書かれ

ているから

道路でみかける表示に近

いから

駐車場でよくみかける表

示に近いから

視覚的に目につきやすい

から

（車体の揺れ等で）物理

的に減速する必要を感じ

るから
その他

15.6%

22.3%

62.1%

Q10 駐車場内で自動車に徐行を促すために、最も「わかりやすい」

と思う対策はどれですか？次の画像をみて答えてください。最もお

気持ちに近いものをお選びください。（n=678）

路面標示のみ

イメージハンプ

物理的なハンプ

10.9%

6.8%

7.5%

33.2%

41.0%

0.6%

Q11 前問でお答えの、駐車場内の路面標示を選択された理由とし

て最もあてはまるものをお選びください。（n=678）

速度が具体的に書かれ

ているから

道路でみかける表示に

近いから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

視覚的に目につきやす

いから

（車体の揺れ等で）物理

的に減速する必要を感

じるから

その他
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 駐車場の自動車に徐行を促すため路上表示への設問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【設問】 

駐車場内で自動車に徐行を促すために、最も「わかりやすい」と思う対策はどれですか？次の画像

をみて答えてください。最もお気持ちに近いものをお選びください。（一つ選択） 

 

【回答①】 

1. 路面標示のみ 

2. イメージハンプ 

3. 物理的なハンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②：その理由】（一つ選択） 

1. 速度が具体的に書かれているから 

2. 道路でみかける表示に近いから 

3. 駐車場でよくみかける表示に近いから 

4. 視覚的に目につきやすいから 

5. （車体の揺れ等で）物理的に減速する必要を感じるから 

6. その他 
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 全体 

駐車場利用者が、駐車場内の自動車に徐行を促すために最もわかりやすいと感じるのは、「③

物理的なハンプ」で約 62％を占める。 
次いで「②イメージハンプ」が約 22％である。 
選んだ理由としては、「⑤（車体の揺れ等で）物理的に減速する必要を感じるから」が約 41％、

「④視覚的に目につきやすいから」が約 33％となっている。 

 

 利用頻度 

利用頻度別でみた場合、選択する内容については、どのグループについても顕著な違いはない

が、運転免許を保有するグループは、「運転免許保有なし」のグループに比べて「③物理的なハ

ンプ」を選択する傾向が強くなっている。 
選んだ理由の傾向についても顕著な違いはみられないが、「運転免許保有なし」は、他のグル

ープに比べて「④視覚的に目につきやすいから」を選択する傾向がやや強くなっている。 

 

 

【回答①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.5%

15.9%

70.6%

日常的に利用（n=170）

路面標示のみ

イメージハンプ

物理的なハンプ

8.2%
6.5%

11.2%

26.5%

47.1%

0.6%

日常的に利用（n=170）

速度が具体的に書かれ

ているから

道路でみかける表示に近

いから

駐車場でよくみかける表

示に近いから

視覚的に目につきやすい

から

（車体の揺れ等で）物理

的に減速する必要を感じ

るから
その他

12.4%

24.1%

63.5%

主に週末等（n=170）

路面標示のみ

イメージハンプ

物理的なハンプ

10.0% 5.3%

6.5%

34.7%

42.9%

0.6%

主に週末等（n=170）

速度が具体的に書かれ

ているから

道路でみかける表示に近

いから

駐車場でよくみかける表

示に近いから

視覚的に目につきやすい

から

（車体の揺れ等で）物理

的に減速する必要を感じ

るから
その他

14.3%

22.0%

63.7%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

路面標示のみ

イメージハンプ

物理的なハンプ

9.5%

8.9%

7.1%

32.1%

41.7%

0.6%

月に1回以下、年に数回程度（n=168）

速度が具体的に書かれ

ているから

道路でみかける表示に近

いから

駐車場でよくみかける表

示に近いから

視覚的に目につきやすい

から

（車体の揺れ等で）物理

的に減速する必要を感じ

るから
その他

22.4%

27.1%

50.6%

免許保有なし（n=170）

路面標示のみ

イメージハンプ

物理的なハンプ

15.9%

6.5%

5.3%

39.4%

32.4%

0.6%

免許保有なし（n=170）

速度が具体的に書かれ

ているから

道路でみかける表示に近

いから

駐車場でよくみかける表

示に近いから

視覚的に目につきやすい

から

（車体の揺れ等で）物理

的に減速する必要を感じ

るから
その他

15.6%

22.3%

62.1%

Q10 駐車場内で自動車に徐行を促すために、最も「わかりやすい」

と思う対策はどれですか？次の画像をみて答えてください。最もお

気持ちに近いものをお選びください。（n=678）

路面標示のみ

イメージハンプ

物理的なハンプ

10.9%

6.8%

7.5%

33.2%

41.0%

0.6%

Q11 前問でお答えの、駐車場内の路面標示を選択された理由とし

て最もあてはまるものをお選びください。（n=678）

速度が具体的に書かれ

ているから

道路でみかける表示に

近いから

駐車場でよくみかける

表示に近いから

視覚的に目につきやす

いから

（車体の揺れ等で）物理

的に減速する必要を感

じるから

その他
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全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

10.9%

10.5%

6.2%

8.0%

7.1%

16.7%

6.8%

12.3%

12.4%

3.6%
4.5%

4.0%

7.5%

10.5%

13.3%

8.9%

2.7%

4.8%

33.2%

31.6%

31.0%

24.1%

39.3%

36.6%

41.0%

35.1%

36.3%

54.5%

44.6%

37.9%

0.6%

0.9%

0.9%

1.8%

速度が具体的に書かれているから

道路でみかける表示に近いから

駐車場でよくみかける表示に近いから

視覚的に目につきやすいから

（車体の揺れ等で）物理的に減速する必要を感じるから

その他

全体 678

男性 341

女性 337

10.9%

9.1%

12.8%

6.8%

7.3%

6.2%

7.5%

7.0%

8.0%

33.2%

28.4%

38.0%

41.0%

47.8%

34.1%

0.6%

0.3%

0.9%

速度が具体的に書かれているから
道路でみかける表示に近いから
駐車場でよくみかける表示に近いから
視覚的に目につきやすいから
（車体の揺れ等で）物理的に減速する必要を感じるから
その他

 年代 

年代別でみた場合、選択する内容については、20 代、30 代のグループは他のグループに比べ

て「②イメージハンプ」を選択する傾向がやや強くなっている。 
一方で、40 代、50 代、60 代のグループは「③物理的なハンプ」を選択する傾向が強い。 
選んだ理由の傾向については、40 代のグループでは「⑤（車体の揺れ等で）物理的に減速する

必要を感じるから」を選択する傾向が他のグループよりも強いが、その他のグループでは、⑤と

「④視覚的に目につきやすいから」との差は小さくなっている。 

 

【年代別】 

【回答①】 

 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 性別 

性別でみた場合、選択する内容に顕著な違いはみられない。 
選択理由については、男性は女性に比べ「⑤（車体の揺れ等で）物理的に減速する必要を感じ

るから」の割合が高く、女性は「④視覚的に目につきやすいから」の割合が高くなっている。 

 

【性別】 

【回答①】 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

15.6%

17.5%

11.5%

12.5%

12.5%

19.8%

22.3%

27.2%

30.1%

17.9%

19.6%

19.4%

62.1%

55.3%

58.4%

69.6%

67.9%

60.8%

路面標示のみ イメージハンプ 物理的なハンプ

全体 678

男性 341

女性 337

15.6%

13.8%

17.5%

22.3%

21.1%

23.4%

62.1%

65.1%

59.1%

路面標示のみ イメージハンプ 物理的なハンプ
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2-2-3 運用改善案に関わる評価のまとめ 

 

 駐車場で危険と感じる場面 

駐車場利用者が、駐車場で危険と感じる場面は、主に車路の交差部での交錯や、車路における

接触、駐車ますの狭さによる他車との接触等を挙げている。 
 
 
 
 
 
利用頻度では顕著な違いはみられないが、利用頻度が高い（運転頻度が高い）グループは、他

車の運転挙動に対して危険を感じる傾向があるのに対して、運転頻度の低いグループは、駐車ま

すの狭さや歩行者の挙動に危険を感じる傾向がある。 
 
 
 
 
 
 
 
年代では、40 代が他社の運転挙動に危険を感じる傾向があり、40～60 代は駐車ますの狭さ、

30 代は歩行者の移動に対して危険を感じる傾向がある。 
 
 
 
 
 
 
性別では顕著な違いはみられないが、男性は他車の挙動に対して、女性は駐車ますの狭さに

危険を感じる傾向がある。 
 
 
 
 
 
 
駐車場利用者が危険と感じる場面は、主に車路の交差部での交錯や、車路における接触が多

くなっており、これらの安全性を向上させるための対策が必要である。 
また、運転頻度が高いグループや男性は、他車の挙動に対して危険を感じる傾向があるのに

対して、女性や運転頻度が低いグループは、駐車ますの狭さなど、自身の運転技術に関わる部

分で危険を感じる傾向があるため、駐車しやすい環境を整備する必要がある。 
 

  

【駐車場利用者が危険と感じる主な場面】 

●通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること 

●通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそうになること 

●駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ 

 

 

 

 

 

 

 
【利用頻度による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられない 

●利用頻度の高いグループでは、他車の運転挙動について危険を感じる傾向がある 

●主に週末利用のグループは、歩行者の移動について危険を感じる傾向がある 

●運転頻度が低いあるいは免許を保有していないグループでは、駐車ますの狭さと歩行者の移動

に対して危険を感じる傾向がある 

 

 

 

 

 

 

 【年代による傾向】 

●40 代は他のグループよりも他車の運転挙動について危険を感じる傾向がある 

●40～60 代は駐車ますの狭さに危険を感じる傾向がある 

●30 代は歩行者の移動に対して危険を感じる傾向がある 

 

 

 

 

 

 

 【性別による傾向】 

●性別による顕著な傾向の違いはみられない 

●男性は、他車の挙動に危険を感じる傾向がある 

●女性は駐車ますの狭さに危険を感じる傾向がある 
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全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

10.9%

10.5%

6.2%

8.0%

7.1%

16.7%

6.8%

12.3%

12.4%

3.6%
4.5%

4.0%

7.5%

10.5%

13.3%

8.9%

2.7%

4.8%

33.2%

31.6%

31.0%

24.1%

39.3%

36.6%

41.0%

35.1%

36.3%

54.5%

44.6%

37.9%

0.6%

0.9%

0.9%

1.8%

速度が具体的に書かれているから

道路でみかける表示に近いから

駐車場でよくみかける表示に近いから

視覚的に目につきやすいから

（車体の揺れ等で）物理的に減速する必要を感じるから

その他

全体 678

男性 341

女性 337

10.9%

9.1%

12.8%

6.8%

7.3%

6.2%

7.5%

7.0%

8.0%

33.2%

28.4%

38.0%

41.0%

47.8%

34.1%

0.6%

0.3%

0.9%

速度が具体的に書かれているから
道路でみかける表示に近いから
駐車場でよくみかける表示に近いから
視覚的に目につきやすいから
（車体の揺れ等で）物理的に減速する必要を感じるから
その他

 年代 

年代別でみた場合、選択する内容については、20 代、30 代のグループは他のグループに比べ

て「②イメージハンプ」を選択する傾向がやや強くなっている。 
一方で、40 代、50 代、60 代のグループは「③物理的なハンプ」を選択する傾向が強い。 
選んだ理由の傾向については、40 代のグループでは「⑤（車体の揺れ等で）物理的に減速する

必要を感じるから」を選択する傾向が他のグループよりも強いが、その他のグループでは、⑤と

「④視覚的に目につきやすいから」との差は小さくなっている。 

 

【年代別】 

【回答①】 

 

 

 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

 

 性別 

性別でみた場合、選択する内容に顕著な違いはみられない。 
選択理由については、男性は女性に比べ「⑤（車体の揺れ等で）物理的に減速する必要を感じ

るから」の割合が高く、女性は「④視覚的に目につきやすいから」の割合が高くなっている。 

 

【性別】 

【回答①】 

 

 

 

【回答②】 

 

 

 

 

 

 

全体 678

20歳～29歳 114

30歳～39歳 113

40歳～49歳 112

50歳～59歳 112

60歳以上 227

15.6%

17.5%

11.5%

12.5%

12.5%

19.8%

22.3%

27.2%

30.1%

17.9%

19.6%

19.4%

62.1%

55.3%

58.4%

69.6%

67.9%

60.8%

路面標示のみ イメージハンプ 物理的なハンプ

全体 678

男性 341

女性 337

15.6%

13.8%

17.5%

22.3%

21.1%

23.4%

62.1%

65.1%

59.1%

路面標示のみ イメージハンプ 物理的なハンプ
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2-2-3 運用改善案に関わる評価のまとめ 

 

 駐車場で危険と感じる場面 

駐車場利用者が、駐車場で危険と感じる場面は、主に車路の交差部での交錯や、車路における

接触、駐車ますの狭さによる他車との接触等を挙げている。 
 
 
 
 
 
利用頻度では顕著な違いはみられないが、利用頻度が高い（運転頻度が高い）グループは、他

車の運転挙動に対して危険を感じる傾向があるのに対して、運転頻度の低いグループは、駐車ま

すの狭さや歩行者の挙動に危険を感じる傾向がある。 
 
 
 
 
 
 
 
年代では、40 代が他社の運転挙動に危険を感じる傾向があり、40～60 代は駐車ますの狭さ、

30 代は歩行者の移動に対して危険を感じる傾向がある。 
 
 
 
 
 
 
性別では顕著な違いはみられないが、男性は他車の挙動に対して、女性は駐車ますの狭さに

危険を感じる傾向がある。 
 
 
 
 
 
 
駐車場利用者が危険と感じる場面は、主に車路の交差部での交錯や、車路における接触が多

くなっており、これらの安全性を向上させるための対策が必要である。 
また、運転頻度が高いグループや男性は、他車の挙動に対して危険を感じる傾向があるのに

対して、女性や運転頻度が低いグループは、駐車ますの狭さなど、自身の運転技術に関わる部

分で危険を感じる傾向があるため、駐車しやすい環境を整備する必要がある。 
 

  

【駐車場利用者が危険と感じる主な場面】 

●通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること 

●通路が狭く、自動車と歩行者、自動車同士で接触しそうになること 

●駐車ますが狭いため、他の車と接触しそうになるところ 

 

 

 

 

 

 

 
【利用頻度による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられない 

●利用頻度の高いグループでは、他車の運転挙動について危険を感じる傾向がある 

●主に週末利用のグループは、歩行者の移動について危険を感じる傾向がある 

●運転頻度が低いあるいは免許を保有していないグループでは、駐車ますの狭さと歩行者の移動

に対して危険を感じる傾向がある 

 

 

 

 

 

 

 【年代による傾向】 

●40 代は他のグループよりも他車の運転挙動について危険を感じる傾向がある 

●40～60 代は駐車ますの狭さに危険を感じる傾向がある 

●30 代は歩行者の移動に対して危険を感じる傾向がある 

 

 

 

 

 

 

 【性別による傾向】 

●性別による顕著な傾向の違いはみられない 

●男性は、他車の挙動に危険を感じる傾向がある 

●女性は駐車ますの狭さに危険を感じる傾向がある 
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 路上標示に改善案について 

 
わかりやすい路上標示としては、黄色単色の標示に対する評価が高い結果となった。 
これは、路面に対して認識しやすい色であることに加えて、普段から道路上で見かける表示

に近いため、体感的な認識のしやすさもあるものと考えられる。 
一方で、縁どりパターンに対する評価は低いものとなった。 
これは、普段あまり見かけない表示であるため、違和感を持った回答者が多かったのではな

いかと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【わかりやすいと感じる路上標示】 

●黄色単色が最もわかりやすいと感じている 

●縁どりを行ったものは評価が低い 

●選択理由としては、路面に対して見やすい色、 

路面に対して目立つことを挙げている 

 

 

 

 

 

 

 
【利用頻度による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられないが、運転頻度が高いグループほど、「道路で見

かける表示に近い」の割合が高くなる 

【年代による傾向】 

●年代による顕著な傾向の違いはみられないが、50 代のグループは「路面に対して見やすい色」を

選択する割合が高くなる 

【性別による傾向】 

●性別による顕著な傾向の違いはみられない 
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 車路の交差部の改善案について 

 
車路の交差部については、「止まれ（強調）+カラー舗装＋十字」に対する評価が高い結果と

なった。 
これは、色による強調と、普段から道路上で見かける表示に近いことから体感的な認識のし

やすさがあるものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【通行の優先性がわかりやすいと感じる対策】 

●「止まれ（強調）+カラー舗装＋十字」が最も 

わかりやすいと感じている 

●選択理由としては、「色で強調されているから」 

「停止する箇所が強調されているから」を挙げて 

いる 

 

 

 

 

 

 

 
【利用頻度による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられないが、運転頻度が高いグループほど、「道路で見

かける表示に近い」の割合が高くなる 

【年代による傾向】 

●年代による顕著な傾向の違いはみられないが、30～50 代のグループは「色で強調されているか

ら」、20 代では「道路でみかける表示に近いから」を選択する傾向がある 

【性別による傾向】 

●性別による顕著な傾向の違いはみられないが、男性は「シンプルで見やすい」、女性は「色で強調

されているから」を選択する傾向がある 
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 路上標示に改善案について 

 
わかりやすい路上標示としては、黄色単色の標示に対する評価が高い結果となった。 
これは、路面に対して認識しやすい色であることに加えて、普段から道路上で見かける表示
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一方で、縁どりパターンに対する評価は低いものとなった。 
これは、普段あまり見かけない表示であるため、違和感を持った回答者が多かったのではな

いかと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【わかりやすいと感じる路上標示】 

●黄色単色が最もわかりやすいと感じている 

●縁どりを行ったものは評価が低い 

●選択理由としては、路面に対して見やすい色、 

路面に対して目立つことを挙げている 

 

 

 

 

 

 

 
【利用頻度による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられないが、運転頻度が高いグループほど、「道路で見

かける表示に近い」の割合が高くなる 

【年代による傾向】 

●年代による顕著な傾向の違いはみられないが、50 代のグループは「路面に対して見やすい色」を

選択する割合が高くなる 

【性別による傾向】 

●性別による顕著な傾向の違いはみられない 
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●選択理由としては、「色で強調されているから」 

「停止する箇所が強調されているから」を挙げて 

いる 

 

 

 

 

 

 

 
【利用頻度による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられないが、運転頻度が高いグループほど、「道路で見

かける表示に近い」の割合が高くなる 

【年代による傾向】 

●年代による顕著な傾向の違いはみられないが、30～50 代のグループは「色で強調されているか

ら」、20 代では「道路でみかける表示に近いから」を選択する傾向がある 

【性別による傾向】 

●性別による顕著な傾向の違いはみられないが、男性は「シンプルで見やすい」、女性は「色で強調

されているから」を選択する傾向がある 
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 車路が分岐する箇所の誘導方法について 

 
車路の分岐する箇所の誘導方法については、「行先別に色分け」に対する評価が高い結果と

なった。 
これは、色分けにより行先が明確になることで、運転者の判断の負担が軽減されると感じる

ことが理由と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【分岐箇所の誘導方法に関する対策】 

●「行先別に色分け」が最もわかりやすいと感じて 

いる 

●選択理由としては、「行先別に色で分かれてい 

てわかりやすいから」、「駐車場の方向が強調され 

てわかりやすいから」を挙げている 

 

 

 

 

 

 

 
【利用頻度による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられない 

【年代による傾向】 

●年代による顕著な傾向の違いはみられない 

【性別による傾向】 

●性別による顕著な傾向の違いはみられないが、男性は「シンプルで見やすい」、女性は「行先別に

色で分かれていてわかりやすいから」を選択する傾向がある 
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 駐車場内の歩行者用スペースについて 

 
駐車場内の歩行者用スペースの表示方法については、「カラーバー+枠線+歩行者用等の記載」

に対する評価が圧倒的に高い結果となった。 
色や線による表示に加え、歩行者用を明記することで、歩行者の意識に対して強く働きかけ

るものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

【歩行者用スペースの表示方法に関する対策】 

●「カラーバー+枠線+歩行者用等の記載」が最 

もわかりやすいと感じている 

●選択理由としては、「「歩行者」と明記されてい 

るから」、「駐目的地の方向が示されているから」 

を挙げている 

 

 

 

 

 

 

 
【利用頻度による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられないが、「運転免許保有なし」のグループは、他のグ

ループに比べて「駐車場でよくみかける表示に近いから」が殆どみられない 

【年代による傾向】 

●年代による顕著な傾向の違いはみられないが、20 代と 30 代のグループは、「駐車場でよくみかけ

る表示に近いから」を選択する傾向がある 

【性別による傾向】 

●性別による顕著な傾向の違いはみられないが、男性は「駐車場でよくみかける表示に近いから」、

「シンプルでわかりやすいから」、女性は「「歩行者」と明記されているから」、「目的地の方向が示さ

れているから」を選択する傾向がある 
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 車路が分岐する箇所の誘導方法について 

 
車路の分岐する箇所の誘導方法については、「行先別に色分け」に対する評価が高い結果と
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これは、色分けにより行先が明確になることで、運転者の判断の負担が軽減されると感じる
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【分岐箇所の誘導方法に関する対策】 

●「行先別に色分け」が最もわかりやすいと感じて 

いる 

●選択理由としては、「行先別に色で分かれてい 

てわかりやすいから」、「駐車場の方向が強調され 

てわかりやすいから」を挙げている 

 

 

 

 

 

 

 
【利用頻度による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられない 

【年代による傾向】 

●年代による顕著な傾向の違いはみられない 

【性別による傾向】 

●性別による顕著な傾向の違いはみられないが、男性は「シンプルで見やすい」、女性は「行先別に

色で分かれていてわかりやすいから」を選択する傾向がある 
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 駐車場内の歩行者用スペースについて 

 
駐車場内の歩行者用スペースの表示方法については、「カラーバー+枠線+歩行者用等の記載」

に対する評価が圧倒的に高い結果となった。 
色や線による表示に加え、歩行者用を明記することで、歩行者の意識に対して強く働きかけ

るものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

【歩行者用スペースの表示方法に関する対策】 

●「カラーバー+枠線+歩行者用等の記載」が最 

もわかりやすいと感じている 

●選択理由としては、「「歩行者」と明記されてい 

るから」、「駐目的地の方向が示されているから」 

を挙げている 

 

 

 

 

 

 

 
【利用頻度による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられないが、「運転免許保有なし」のグループは、他のグ

ループに比べて「駐車場でよくみかける表示に近いから」が殆どみられない 

【年代による傾向】 

●年代による顕著な傾向の違いはみられないが、20 代と 30 代のグループは、「駐車場でよくみかけ

る表示に近いから」を選択する傾向がある 

【性別による傾向】 

●性別による顕著な傾向の違いはみられないが、男性は「駐車場でよくみかける表示に近いから」、

「シンプルでわかりやすいから」、女性は「「歩行者」と明記されているから」、「目的地の方向が示さ

れているから」を選択する傾向がある 
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 自動車に徐行を促すための路上標示について 

 
駐車場内の自動車の徐行を促す路上標示としては、「物理的なハンプ」に対する評価が圧倒

的に高い結果となった。 
運転免許を保有するグループが物理的なハンプを選ぶ傾向があるのは、車体が揺れることに

よる注意喚起の効果を経験的に知っていることが大きいと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

【徐行を促すための路上標示に関する対策】 

●「物理的なハンプ」が最もわかりやすいと感じて 

いる 

●選択理由としては、「（車体の揺れ等で）物理的 

に減速する必要を感じるから」、「視覚的に目につ 

きやすいから」を挙げている 

 

 

 

 

 

 

 
【利用頻度による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられないが、運転免許を保有するグループは、「運転免

許保有なし」のグループに比べて「物理的なハンプ」を選択する傾向がある 

【年代による傾向】 

●年代による顕著な傾向の違いはみられないが、20 代、30 代のグループは他のグループに比べて

「イメージハンプ」を選択する傾向がやや強くなっている 

●一方で、40 代、50 代、60 代のグループは「物理的なハンプ」を選択する傾向がある 

【性別による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられないが、男性は「（車体の揺れ等で）物理的に減速

する必要を感じるから」、女性は「視覚的に目につきやすいから」を選択する傾向がある 
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第5章 研究のまとめ 

1. 本研究で明らかになったこと 

1.1 駐車場内の事故の発生状況 

駐車場等における事故の発生要因は「発見の遅れ」が大部分を占めており、歩行者対車両・

車両対車両の事故では約 9 割、車両単独の事故でも約 5 割となっている。また、歩行者対車両

の事故の約 1 割は「判断の誤り」なっている。 
車両単独の事故では「操作上の誤り」が約 5 割で、「発見の遅れ」とほぼ同じ割合を占めて

いる。 
このように、駐車場等における事故の要因は大きく「発見の遅れ」、「判断の誤り」、「操作上

の誤り」に集約される。 
また、駐車場内の事故には、その背景に駐車場という場所の特殊性が関係しており、主に「①

駐車場内は車両および人（歩行者）の動線が複雑かつ交錯する可能性の高い場所」、「②駐車場

内の交通秩序は運転者および人（歩行者）のマナー・良識等に負う部分が多い」、「③駐車場内

は道路よりも複数の情報を同時に処理する状況が発生しやすい」等が考えられる。 
このような事故要因に対して、本研究では「気づきやすい環境」への改善（発見の遅れへの

対応）、「迷わない環境」への改善（判断の誤りへの対応）、「歩きやすい環境」への改善（歩行

者の発見の遅れへの対応）の 3 点を駐車場が対応すべき重点的な課題として設定した。 
また、駐車場のみでは対応が難しい問題については「自動車等の先進的技術による操作の補

完」」（操作上の誤りへの対応）として、別途課題を抽出した。 
 

1.2 駐車場内の事故減少のための技術的対応事例 

近年、自動車や駐車施設等の高度化により、誤操作や見落とし等を原因とする事故への対応

は日々進んでいる状況である。 
しかし、運転の完全自動化までには解決すべき課題も多く残っており、当面は人の手による

運転が主体とならざるを得ない。 
このため、常に付きまとうヒューマンエラーのリスクに対して、それをわずかでも低下させ

るための対応を駐車場側で行っていく必要がある。 
 

1-2-1 自動運転技術等 

自動運転技術は改良が続けられているが、当面は限定的に運転者をアシストする段階であり、

技術的な発展に加えて法制度やインフラについても合わせて整備していく必要があることか

ら、システムが主体となって運転を行うにはまだ時間が必要である。 
現状で市販されているものは SAE レベル 1～2（部分運転自動化）に該当するもので、駐車

時のハンドル操作のアシストのほか、自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等の実

装が進んでいる。 
これらの技術により、主に前後方向の車両や人との衝突の防止や、入出庫時の操作の誤りに

よる駐車施設への接触等の事故が軽減されると考えられるが、側方からの接近に対しては、ま

だ課題が残る状況である。 
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 自動車に徐行を促すための路上標示について 

 
駐車場内の自動車の徐行を促す路上標示としては、「物理的なハンプ」に対する評価が圧倒

的に高い結果となった。 
運転免許を保有するグループが物理的なハンプを選ぶ傾向があるのは、車体が揺れることに

よる注意喚起の効果を経験的に知っていることが大きいと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

【徐行を促すための路上標示に関する対策】 

●「物理的なハンプ」が最もわかりやすいと感じて 

いる 

●選択理由としては、「（車体の揺れ等で）物理的 

に減速する必要を感じるから」、「視覚的に目につ 

きやすいから」を挙げている 

 

 

 

 

 

 

 
【利用頻度による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられないが、運転免許を保有するグループは、「運転免

許保有なし」のグループに比べて「物理的なハンプ」を選択する傾向がある 

【年代による傾向】 

●年代による顕著な傾向の違いはみられないが、20 代、30 代のグループは他のグループに比べて

「イメージハンプ」を選択する傾向がやや強くなっている 

●一方で、40 代、50 代、60 代のグループは「物理的なハンプ」を選択する傾向がある 

【性別による傾向】 

●利用頻度による顕著な傾向の違いはみられないが、男性は「（車体の揺れ等で）物理的に減速

する必要を感じるから」、女性は「視覚的に目につきやすいから」を選択する傾向がある 
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時のハンドル操作のアシストのほか、自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等の実

装が進んでいる。 
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だ課題が残る状況である。 
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1-2-2 駐車設備の高度化 

駐車設備の高度化の一つとしては、バレーパーキング（バレットパーキング）の高度化があ

る。 
従来、訓練を受けた人の手による回送が行われていたものを、ロボットや車両自体が自動で

回送を行うため、事故が発生する状況（駐車場内への人の立ち入りや誤操作・見落とし等）自

体がなくなるものである。 
また、以前は提供が難しかった車室の詳細な満空情報の提供のほか、料金の割引等を含む事

前精算や駐車位置の情報提供等が行えるようになったことにより、運転者の迷いや駐車区画を

探すことによる注意散漫等を軽減すると考えられる。 
 

1-2-3 ICT の活用による対応 

自動車や駐車施設以外の ICT の活用による対応事例としては、スマートフォン等の情報端末

を利用した駐車場内の空き情報および駐車位置の案内等が行われている。 
 

1.3 駐車場内の事故減少に向けた運用改善案 

駐車場が対応するべき 3 つの課題（「気づきやすい環境」への改善、「迷わない環境」への改

善、「歩きやすい環境」への改善）に対して、駐車施設の運用改善案の検討を行った。 
改善案は、運転者が受け入れやすく、かつ安全への意識に強く働きかけることを目的として、

道路の路上標示と親和性のある路上標示や、ハンプを利用した徐行の促進、カラーユニバーサ

ルデザインを考慮した標示等の提案を行った。 
これらの考え方に基づき作成した改善案について、駐車場利用者にアンケート調査を行った

ところ、概ね高い評価が得られた。 
同時に実施した駐車場利用者の意識調査では、駐車場利用者が駐車場内で危険を感じる場面

として、主に「通路が交差するところで、急に自動車や人が出てくること」、「通路が狭く、自

動車と歩行者、自動車同士で接触しそうになること」、「駐車ますが狭いため、他の車と接触し

そうになるところ」が挙げられており、本研究で検討した改善案が活用可能な部分が多い結果

となった。 
これらの結果を踏まえて、今後、駐車場内の事故減少に向けた取り組みの一つとして、駐車

施設の運用面からの改善を積極的に行っていく必要があると考えられる。 
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対象項目 文献タイトル 著者・発行者

駐車場の事故 事故を考える : 工学的な事故解析から考える交通安全(90)駐車場の事故に注意を 上山　勝

駐車場の事故 子供の交通事故分析(4)駐車場等で起こる事故 本田 正英 

駐車場の整備 SC JAPAN TODAY　特集　駐車場・駐輪場の最新事情 一般社団法人　日本ショッピングセンター協会

交通事故 交通事故の発生要因と運転行動メカニズム 所 正文

駐車場　出入口 駐車場の出入り問題の発生構造に関する実証的研究 高橋 洋二、古倉 徹夫

駐車場　出入口 駐車場配置パターンと車両出入口との関係について--大規模小売店舗の車両動線処理に関する研究(その1) 趙 世晨, 村岡 大一郎

駐車場　出入口 駐車場出入り口における歩行者と自動車の交錯確率の推定 : 北九州市中心市街地周辺地区を事例として 寺町 賢一, 吉武 哲信, 国分 結香

駐車場　サイン 駐車場における利用者属性が「迷い」に及ぼす影響 高嶋 啓

駐車場　サイン サインデザインマニュアル 大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会

ユニバーサルデザイン（色彩） 色弱者における色の見えとカラーユニバーサルデザイン 橋本　令子

ユニバーサルデザイン（色彩） カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット ガイドブック カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット制作委員会

ユニバーサルデザイン（色彩） 知られざる色覚異常の真実 市川一夫

駐車場　歩行空間 大規模店舗駐車場における横断歩道の安全性と利用に関する利用者の意識構造に関する研究 山田 稔、赤津 典生

駐車場　歩行空間 大規模店舗駐車場における利用者の経路選択挙動と安全意識に関する研究 山田 稔、赤津 典生

路面標示 路面標示設置マニュアル 交通工学研究会

路面標示（主に法定外の道路標示） 法定外表示等について 一般社団法人　全国道路標識・表示業協会

路面標示（主に法定外の道路標示） 事故防止のための路面標示について 一般社団法人　全国道路標識・表示業協会

路面標示（主に法定外の道路標示） 路面標示の必要性について※アンケート 一般社団法人　全国道路標識・表示業協会

歩行者　交通安全施設 歩行者と交通安全施設の適応性に関する調査 日本交通科学協議会

歩行者　交通安全施設 生活道路におけるハンプ等による交通安全対策と効果 大橋幸子

P3他 交通事故分析センター統計データ 2016 交通事故総合分析センター

当事者別の事故状況 交通事故統計の基本 交通事故分析センター

公社管理駐車場における事故発生状況 平成26～28年警備報告書 東京都道路整備保全公社

駐車場内の交通事故の分類 駐車場事故の法律実務 中込一洋

駐車場内の交通事故の分類 実務裁判例 交通事故における過失相殺率 伊藤秀城

自動車自動運転技術等の動向 官民ITS構想・ロードマップ2017 官民ITS構想

自動車自動運転技術等の動向 豊かなクルマ社会の実現に向けて 日本自動車工業会

車室（駐車ます）寸法の改善案 ユニバーサルデザインからみた駐車場の利用者評価に関する研究　2006 東京都道路整備保全公社

徐行速度の順守のための改善案 生活道路におけるハンプ等による速度抑制対策について　2016 国土技術政策総合研究所　道路交通研究部　道路研究室　道路行政セミナー

法定外表示の例 路面標示と交通安全 一般財団法人　全国道路標識・標示業協会

【関係法令等】
標識・路面標示 道路標識設置基準

標識・路面標示 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

標識・路面標示 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令　別表第２

標識・路面標示 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令　別表第4

標識・路面標示 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令　別表第6

標識・路面標示 法定外表示等の設置指針について（通達） 警察庁交通局交通規制課長

P126 駐車場設計・施行指針　同解説

P126他 道路構造令の解説と運用

P132 駐車場法施工令

2. 参考文献等 

 
本研究の実施にあたって、下記の研究成果および文献等を参考とした。 
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